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河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル[河川版]の改訂経過 

 

表 改訂経過 
年 月 内 容 

平成 2年 6 月 〔魚介類調査初版作成〕 

平成 3年 6 月 〔魚介類調査第 1 回改訂〕 

〔底生動物調査編、植物調査編、鳥類調査編、陸上昆虫類等調査編、小動物調査

編の初版作成〕 

平成 4年 4 月 〔魚介類調査は第 2 回改訂、魚介類調査以外は第 1 回改訂〕 

・すべての調査編をまとめて「河川水辺の国勢調査マニュアル(案)(生物調査

編)」として作成 

平成 5年 4 月 ・「平成 5 年度版河川水辺の国勢調査マニュアル(案)(生物調査編)」作成 

平成 7年 6 月 〔内容の一部追加・修正〕 
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査編の初版作成〕 

平成 4年 4 月 〔魚介類調査は第 2 回改訂、魚介類調査以外は第 1 回改訂〕 

・すべての調査編をまとめて「河川水辺の国勢調査マニュアル(案)(生物調査

編)」として作成 
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表 訂正経過 
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平成 28 年 10 月 ・重要種、外来種の指定区分の略称について入出力システムとの整合を図った 
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改 定 現 行 

令和 8 年度版河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］はじめに 平成 28 年度版河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（概要編） 

1. 調査の目的と位置づけ 

1.1 調査の目的  

河川水辺の国勢調査[河川版]は、平成 18 年度以降、魚類調査、底生動物調査、植物調査、

鳥類調査、両生類・爬虫類・哺乳類調査、陸上昆虫類等調査の 6 項目の生物調査及び河川環

境基図作成調査からなる調査を新たに『基本調査』として位置づけて、実施されてきた。 
また、基本調査は、河川環境の整備と保全を適切に推進するため、河川の自然環境に関す

る基礎情報の定期的、継続的、統一的な収集整備を図るものである。本調査の結果は、河川

環境情報図等各種環境基礎資料の作成、河川に関する各種計画の策定、事業の実施、河川環

境の評価とモニタリング、その他河川管理の様々な局面における基本情報として活用され

るとともに、河川環境及び河川における生物の生態の解明等のための各種調査研究の推進

にも資するものである。 
平成 18 年度の改訂では、『基本調査』を実施するにあたり、水系一貫の視点や調査項目間

の関連性を踏まえた視点等から、水系ごとに全体的な調査計画である「全体調査計画」を策

定することとし、この計画を基に水系としてより整合のとれるように基本調査を行うこと

とした。 
また、令和 8 年度の改定より、魚類環境 DNA 調査を『基本調査』に新たに追加して実施

し、従来の魚類調査を魚類採捕調査と位置付けることとする。 
 

1.2 調査の位置づけ  

平成 18 年度以降、上記の『基本調査』に加え、河川環境の整備と保全を適切に推進する

うえで解明・解決が必要な課題に関する基礎情報を収集整備する『テーマ調査』、流域の市

民団体等からの調査協力等により河川環境に関する基礎情報を収集整備する『モニター調

査』を新たに設立し、導入することとなった。 
令和 8 年度以降においては、魚類環境 DNA 調査を『基本調査』に新たに追加し、上記の

枠組みにおけるそれぞれの位置づけのもとに調査を引き続き行うこととする。 
それぞれの調査の内容、枠組みと調査の位置づけを簡略に後述する。 
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(ア)『基本調査』: 河川における生物の生息・生育状況等の把握を目的に、定期的、

継続的、統一的に実施する調査であり、平成 17 年度まで実施されていた 6 項目

の「生物調査」及び「河川環境基図作成調査」(「河川調査」、「植生図作成調

査」、「群落組成調査」、「植生断面調査」) を統合した調査。令和 8 年度の改

定より、魚類環境 DNA 調査を『基本調査』に新たに追加して実施することとす

る。 

 

(イ)『テーマ調査』: 河川環境の整備と保全を適切に推進するうえで解明・解決が必

要な課題に関する基礎情報を収集整備するための調査。 

 

(ウ)『モニター調査』: 河川の生物の生息・生育状況等に関する情報の充実を目的と

して、流域の市民団体、学識経験者等からの調査協力、情報提供等により河川環

境に関する基礎情報を収集整備するための調査。 
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図 1.1 河川水辺の国勢調査の枠組みと位置づけ 
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河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］はじめに 新旧対照表   

改 定 現 行 

令和 8 年度版河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］はじめに 平成 28 年度版河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（概要編） 

 

2. 調査対象 

本マニュアルは、1 級河川及び 2 級河川の区間(ダム区間を除く)を対象とする。 
 

3. 調査の構成 

基本調査は、「表 3.1 基本調査の構成」に示すとおり、7 つの調査項目から構成される生

物調査及び河川環境基図作成調査からなる。 

表 3.1 基本調査の構成 
調査項目 調査対象 

生
物
調
査 

魚類採捕調査 魚類 

魚類環境 DNA 調査 魚類 

底生動物調査 
水生昆虫類を主体とし、貝類、甲殻類、ゴカイ類、ヒル

類、ミミズ類等を含む底生動物※ 

植物調査(植物相調査) 維管束植物(シダ植物及び種子植物) 

鳥類調査 家禽種・外来種を含むすべての鳥類 

両生類・爬虫類・哺乳類調

査 
両生類・爬虫類・哺乳類 

陸上昆虫類等調査 昆虫類、クモ目※ 

河
川
環
境
基
図 

作
成
調
査 

陸域調査 

植生図作成調査 植生図 

群落組成調査 群落組成 

植生断面調査 植生断面 

水域調査 瀬・淵等 

※底生動物調査、陸上昆虫類等調査については、分類群の解明度や水辺環境との関連性から、「河川水辺

の国勢調査のための生物リスト」に挙げられている「調査対象分類群タクサリスト」において調査・

同定の対象分類群の絞り込みが行われている。 

 

 

iii 

 

2. 調査対象 

本マニュアルは、1 級河川及び 2 級河川の区間(ダム区間を除く)を対象とする。 
 

3. 調査の構成 

基本調査は、「表 基本調査の構成」に示すとおり、6 つの調査項目から構成される生物

調査及び河川環境基図作成調査からなる。 

表 基本調査の構成 
調査項目 調査対象 

生
物
調
査 

魚類調査 魚類 

底生動物調査 
水生昆虫類を主体とし、貝類、甲殻類、ゴカイ類、ヒル

類、ミミズ類等を含む底生動物 

植物調査(植物相調査) 維管束植物(シダ植物及び種子植物) 

鳥類調査 家禽種・外来種を含むすべての鳥類 

両生類・爬虫類・哺乳類調

査 
両生類・爬虫類・哺乳類 

陸上昆虫類等調査 陸上昆虫類、クモ目 

河
川
環
境
基
図 

作
成
調
査 

陸域調査 

植生図作成調査 植生図 

群落組成調査 群落組成 

植生断面調査 植生断面 

水域調査 瀬・淵等 

 

 

 

 

―Ⅰ-3― 

 

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



 

河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］はじめに 新旧対照表   

改 定 現 行 

令和 8 年度版河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］はじめに 平成 28 年度版河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（概要編） 

4. 調査実施の頻度 

各調査は、それぞれの河川において「表 4.1 調査項目ごとの調査実施の頻度」に示す

調査実施の頻度以上実施し、10 年間で全ての調査項目の調査を一巡させる。 
各調査は単年度で完了することを原則とするが、調査対象範囲が広い場合や次年度に補

足調査を行う必要がある場合については、複数年度にまたがって調査を実施してもよい。 
 

表 4.1 調査項目ごとの調査実施の頻度 
調査項目 調査実施の頻度 

生
物
調
査 

魚類採捕調査 10 年に 1 回 

魚類環境 DNA 調査 5 年に 1 回 

底生動物調査 5 年に 1 回 

植物調査(植物相調査) 10 年に 1 回 

鳥類調査 10 年に 1 回 

両生類・爬虫類・哺乳類調査 10 年に 1 回 

陸上昆虫類等調査 10 年に 1 回 

河
川
環
境
基
図 

作
成
調
査 

陸域調査 

植生図作成調査 

5 年に 1 回 
群落組成調査 

植生断面調査 

水域調査 
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河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］はじめに 新旧対照表   

改 定 現 行 

令和 8 年度版河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］はじめに 平成 28 年度版河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（概要編） 

5. 調査手順 
本調査の手順は、「図 5.1 調査手順」に示すとおりである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※2 魚類環境 DNA 調査においては、事前調査（文献調査・聞き取り調査）、考察・評価は実施しない 
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5. 調査手順 
本調査の手順は、「図 調査手順」に示すとおりである。 
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現地調査計画の策定 

 

 

 

 

調査地区の設定 

調査対象環境区分の設定 

年間の調査時期及び回数の設定 

調査方法の選定 

 

調査結果とりまとめ 

考察・評価※2 

事前調査※2 
 ・文献調査 

 ・聞き取り調査 等 

全体調査計画の策定※1 

現地調査 

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 

図 5.1 調査手順 
 

現地踏査 

現地調査に際し 
留意すべき法令等への措置 

現地調査計画書の作成 

※1[共通版]の「全体調査計画策定の手引き」を参照 

両生類・爬虫類・哺乳類調査 陸上昆虫類等調査 河川環境基図作成調査 

魚類採捕調査 底生動物調査 植物調査 鳥類調査 魚類環境 DNA 調査 

現地調査計画の策定 

 

 

 

 

調査地区の設定 

調査対象環境区分の設定 

年間の調査時期及び回数の設定 
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現地調査 

魚類調査 底生動物調査 植物調査 鳥類調査 

両生類・爬虫類・哺乳類調査 陸上昆虫類等調査 

調査結果とりまとめ 

考察・評価 

河川環境基図作成調査 

図 調査手順 

事前調査 
 ・文献調査 

 ・聞き取り調査 等 

全体調査計画の策定※ 

現地踏査 

現地調査に際し 
留意すべき法令等への措置 

現地調査計画書の作成 

※「7.全体調査計画の策定」を参照 



 

河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］はじめに 新旧対照表   

改 定 現 行 

令和 8 年度版河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］はじめに 平成 28 年度版河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（概要編） 

6. 調査地区等に関する留意事項 

6.1 調査対象となる区分  

本調査は、河川水辺の国勢調査[ダム湖版]を実施している区間を除く 1 級河川及び 2 級

河川の区間を対象とする。 
本調査における調査対象となる区分等の定義を「表 6.1 調査対象となる区分等の定

義」に示すとともに、各諸元のイメージを図 6.1 に示す。 
 

表 6.1 調査対象となる区分等の定義 
区分等 定義 

調査区域(調査対象範囲) 調査対象となる河川区域の全体。 

河川環境縦断区分 調査区域をセグメント、河川形態等の物理的・化学的

特性等を勘案し、河川縦断方向に分類した区分。 

調査地区 現地調査を行う範囲。 

河川環境縦断区分ごとに 1地区以上設定されることと

なるが、植生図作成調査、鳥類調査、魚類環境 DNA 調

査等調査区域全体が一つの調査地区となる場合もあ

る。 

総合調査地区 調査地区のうち、各河川に特徴的で重要若しくは良好

な河川環境を対象に、全調査項目の調査を共通かつ重

点的に実施するために設定する調査地区。 

河川に生息・生育する生物や物理的・化学的な生息・

生育環境について総合的な調査研究に資することを目

的とする。 

なお、「平成 9 年版河川水辺の国勢調査[河川版](生物

調査編)」の「全体調査地区」に該当するものである。 

調査対象環境区分 河川環境基図で表現される生物の生息・生育環境の単

位。 

水域では早瀬、淵、ワンド・たまり等、陸域では植物

群落の基本分類に相当する区分を指す。 

調査箇所 調査地区内において、実際に調査を実施する箇所及び

調査ルート。 
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図 6.1 調査区域・河川環境縦断区分・調査地区・調査対象環境区分・ 

調査箇所のイメージ 
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図 調査区域・河川環境縦断区分・調査地区・調査対象環境区分・ 

調査箇所のイメージ 
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調査地区 

調査箇所 

一年生草本群落 

多年生広葉草原 

淵 

早瀬 

ヤナギ低木林 

調査対象環境区分 

◇◇県土木事務所 

管理区間 

上流域 

■■川 中流域 

●
●
川 

狭窄部 

■■ダム 

(■■ダム管理所管理) 

○○県土木事務所 

管理区間 

△△川 

△△ダム(補助) 

(○○県土木事務所管理) 

河川環境縦断区分 

河口域 

下流域 

下流域 

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



 

河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］はじめに 新旧対照表   

改 定 現 行 

令和 8 年度版河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］はじめに 平成 28 年度版河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（概要編） 

6.2 総合調査地区  

総合調査地区は、河川に生息・生育する生物や物理的・化学的な生息・生育環境につい

て総合的な調査研究に資することを目的とし、例えば干潟や湿地、まとまった河畔林、抽

水植物群落等、各河川に特徴的で重要若しくは良好な河川環境を対象に、全調査項目の調

査を共通かつ重点的に実施するために設定する調査地区である。 
調査の継続やデータの蓄積を図るため、設定した総合調査地区については状況の改変が

大きい場合等、特段の理由がない限り変更しないようにする。 
 

6.3 調査地区番号の設定  

調査地区を設定する魚類採捕調査、底生動物調査、植物調査(植物相調査)、両生類・爬虫類・

哺乳類調査、陸上昆虫類等調査では、調査地区ごとに地区番号を設定する。地区番号は、事務

所等ごと、河川ごとに次のように下流側より設定する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   
 

 
viii 

6.2 総合調査地区  

総合調査地区は、河川に生息・生育する生物や物理的・化学的な生息・生育環境につい

て総合的な調査研究に資することを目的とし、例えば干潟や湿地、まとまった河畔林、抽

水植物群落等、各河川に特徴的で重要若しくは良好な河川環境を対象に、全調査項目の調

査を共通かつ重点的に実施するために設定する調査地区である。 
調査の継続やデータの蓄積を図るため、設定した総合調査地区については状況の改変が

大きい場合等、特段の理由がない限り変更しないようにする。 
 

6.3 調査地区番号の設定  

調査地区を設定する魚類調査、底生動物調査、植物調査(植物相調査)、両生類・爬虫類・哺

乳類調査、陸上昆虫類等調査では、調査地区ごとに地区番号を設定する。地区番号は、事務所

等ごと、河川ごとに次のように下流側より設定する。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 

【地区番号の付け方】 
△△川水系○○川●●河川事務所の調査地区の場合 

△ ○ ● № 

 
 

※1: ○○川上流河川事務所、○○川下流河川事務所のように河川事務所名が上流、下流

で分かれているような場合は、「上」「下」等他事務所と区別できるようにする。 
 
例: 狩野川水系柿田川の沼津河川国道事務所の管轄区間における最も下流側の調査地区 
   → 狩柿沼 1 
  荒川水系荒川の荒川上流河川事務所の管轄区間における最も下流側の調査地区 
   → 荒荒上 1 

水系名の 

頭文字 

事務所名

の頭文字
※1 

河川名の 

頭文字 

河川ごとに下流側

から連番とする 

【地区番号の付け方】 
△△川水系○○川●●河川事務所の調査地区の場合 

△ ○ ● № 

 
 

※1: ○○川上流河川事務所、○○川下流河川事務所のように河川事務所名が上流、下流

で分かれているような場合は、「上」「下」等他事務所と区別できるようにする。 
 
例: 狩野川水系柿田川の沼津河川国道事務所の管轄区間における最も下流側の調査地区 
   → 狩柿沼 1 
  荒川水系荒川の荒川上流河川事務所の管轄区間における最も下流側の調査地区 
   → 荒荒上 1 

水系名の 

頭文字 

事務所名

の頭文字
※1 

河川名の 

頭文字 

河川ごとに下流側

から連番とする 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（魚類採捕調査編） 新旧対照表   

改 定 現 行 

Ⅰ 

令和8年度版 

河川水辺の国勢調査 

基本調査マニュアル 

［河川版］ 

(魚類採捕調査編) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土交通省水管理・国土保全局河川環境課 

令和 7 年 9 月 改定 

 

 

 

Ⅱ 

平成28年度版 

河川水辺の国勢調査 

基本調査マニュアル 

［河川版］ 

(魚類調査編) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土交通省水管理・国土保全局河川環境課 

平成 28 年 1 月 改訂 
 

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（魚類採捕調査編） 新旧対照表   

改 定 現 行 

1. 調査概要 
1.1 調査目的 

本調査は、河川における魚類の生息状況を把握することを目的とする。 

 

1.2 調査対象 

本調査では、魚類を調査対象とする。 
 

1.3 調査区域(調査対象河川区間) 

調査区域(調査対象河川区間)は、当該水系において、それぞれの事務所等が管轄する河川の区間を調査

対象河川区間とする。 
 

1.4 調査内容 

本調査では、現地調査を中心に文献調査、聞き取り調査も行う。現地調査は基本的に投網、タモ網等に

より行う。 
 

1.5 調査頻度 

本調査は、10 年に 1 回以上の頻度で実施する。 
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1. 調査概要 
1.1 調査目的 

本調査は、河川における魚類の生息状況を把握することを目的とする。 

 

1.2 調査対象 

本調査では、魚類を調査対象とする。 
 

1.3 調査区域(調査対象河川区間) 

調査区域(調査対象河川区間)は、当該水系において、それぞれの事務所等が管轄する河川の区間を調査

対象河川区間とする。 
 

1.4 調査内容 

本調査では、現地調査を中心に文献調査、聞き取り調査も行う。現地調査は基本的に投網、タモ網等に

より行う。 
 

1.5 調査頻度 

本調査は、5 年に 1 回以上の頻度で実施する。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（魚類採捕調査編） 新旧対照表   

改 定 現 行 

1.6 調査手順  

本調査の手順は、以下に示すとおりである。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1 魚類採捕調査の手順 
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1.6 調査手順  

本調査の手順は、以下に示すとおりである。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 魚類調査の手順 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 

現地調査計画の策定 
・現地踏査 

・調査地区の設定 

・調査対象環境区分の設定 

・年間の調査時期及び回数の設定 

・調査方法の選定 

・現地調査に際し留意すべき法令等への措置 

・現地調査計画書の作成 

事前調査 
 ・文献調査 

 ・聞き取り調査 

 ・漁業実態等の整理 

考察・評価 

現地調査 
・現地調査の実施 

・調査結果の記録(調査環境・調査結果) 

・同定 

・計測 

・写真撮影 

・標本の作製及び保管 

・調査概要の整理 

報告書の作成 

事前調査様式 

・魚類採捕 既往文献一覧表 

・魚類採捕 助言・聞き取り等調査票 

・回遊性魚類の遡上・降河状況一覧表 

・魚類採捕 へい死事例一覧表 

・漁業実態調査票 

・魚類採捕 放流場所・産卵場所・禁漁区間等

一覧表 

現地調査計画書 

現地調査様式 

・魚類採捕 現地調査票 1 

・魚類採捕 現地調査票 2 

・魚類採捕 同定文献一覧表 

・魚類採捕 写真一覧表 

・魚類採捕 写真票 

・魚類採捕 標本管理一覧表 

・魚類採捕 移動中等における確認状況一覧表

・魚類採捕 その他の生物確認状況一覧表 

・魚類採捕 調査実施状況一覧表 

・魚類採捕 調査地区位置図 

・魚類採捕 現地調査結果の概要 

整理様式 

・魚類採捕 重要種経年確認状況一覧表 

・魚類採捕 確認状況一覧表 

・魚類採捕 調査地区別詳細確認状況一覧表 

・魚類採捕 経年確認状況一覧表 

・魚類採捕 縦断確認状況一覧表 

・魚類採捕 種名変更状況一覧表 

・魚類採捕 流程分布図 

・魚類採捕 確認種目録 

考察様式 

・魚類採捕 現地調査確認種について 

・魚類の生息と河川環境の関わりについて 

・今回の魚類採捕調査全般に対するアドバ

イザー等の所見 

調査結果とりまとめ 

現地調査計画の策定 
・現地踏査 

・調査地区の設定 

・調査対象環境区分の設定 

・年間の調査時期及び回数の設定 

・調査方法の選定 

・現地調査に際し留意すべき法令等への措置 

・現地調査計画書の作成 

事前調査 
 ・文献調査 

 ・聞き取り調査 

 ・漁業実態等の整理 

考察・評価 

現地調査 
・現地調査の実施 

・調査結果の記録(調査環境・調査結果) 

・同定 

・計測 

・写真撮影 

・標本の作製及び保管 

・調査概要の整理 

報告書の作成 

事前調査様式 

・魚類 既往文献一覧表 

・魚類 助言・聞き取り等調査票 

・回遊性魚類の遡上・降河状況一覧表 

・魚類 へい死事例一覧表 

・漁業実態調査票 

・魚類 放流場所・産卵場所・禁漁区間等 

一覧表 

現地調査計画書 

現地調査様式 

・魚類 現地調査票 1 

・魚類 現地調査票 2 

・魚類 同定文献一覧表 

・魚類 写真一覧表 

・魚類 写真票 

・魚類 標本管理一覧表 

・魚類 移動中等における確認状況一覧表 

・魚類 その他の生物確認状況一覧表 

・魚類 調査実施状況一覧表 

・魚類 調査地区位置図 

・魚類 現地調査結果の概要 

整理様式 

・魚類 重要種経年確認状況一覧表 

・魚類 確認状況一覧表 

・魚類 調査地区別詳細確認状況一覧表 

・魚類 経年確認状況一覧表 

・魚類 縦断確認状況一覧表 

・魚類 種名変更状況一覧表 

・魚類 流程分布図 

・魚類 確認種目録 

考察様式 

・魚類 現地調査確認種について 

・魚類の生息と河川環境の関わりについて 

・今回の魚類調査全般に対するアドバイザ

ー等の所見 

調査結果とりまとめ 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（魚類採捕調査編） 新旧対照表   

改 定 現 行 

2. 事前調査 
 

現地調査計画を策定するために、事前調査を実施する。事前調査では、文献調査及び聞き取り調査を実

施することにより、当該水系における魚類に関する諸情報をとりまとめる。また、回遊性魚類の遡上・降

河に関する情報、へい死事例、漁業実態、放流場所・産卵場所・禁漁区間等についてもとりまとめる。 
現地調査を年度初めに実施する場合には、事前調査を現地調査実施の前年度に行っておくと、現地調査

を円滑に実施しやすい。 
なお、文献、報告書等の収集及び聞き取り相手の選定にあたっては、河川水辺の国勢調査アドバイザー

等学識経験者等の助言を得るようにする。 
 

2.1 文献調査                                

文献調査では、既往の河川水辺の国勢調査の結果、河川水辺総括資料の内容、前回の河川水辺の国勢調

査以降に発行・作成された文献、河川水辺の国勢調査以外の報告書等を収集し、調査区域における魚類の

生息状況についての情報を中心に把握する。既往の河川水辺の国勢調査の結果における、その他の生物の

記録(「その他の生物確認状況一覧表」)を確認し、魚類の確認記録がある場合は、それらも把握しておく。 
文献、報告書等は、調査対象河川に限定せず、当該水系全体に係る文献を可能な限り原典で収集し、各

事務所等において保管しておくことが望ましい。 
文献の検索については、CiNii（国立情報学研究所）、J-STAGE（科学技術振興機構）等のインターネ

ット等による文献検索サービスを利用するとよい。 
文献調査を実施した文献、報告書等について、以下の項目を整理する(事前調査様式 1)。 

 
(ア) 収集文献 No.: 文献ごとに発行年順に付番する。 
(イ) 文献名: 文献、報告書等のタイトルを記録する。 
(ウ) 著者名: 著者、編者、調査者等の氏名を記録する。 
(エ) 発行年: 文献、報告書等が発行・作成された年(西暦)を記録する。 
(オ) 発行元: 出版社名、事務所等名等を記録する。 
(カ) 入手先: 文献、報告書等の入手先を記録する。 
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2. 事前調査 
 

現地調査計画を策定するために、事前調査を実施する。事前調査では、文献調査及び聞き取り調査を実

施することにより、当該水系における魚類に関する諸情報をとりまとめる。また、回遊性魚類の遡上・降

河に関する情報、へい死事例、漁業実態、放流場所・産卵場所・禁漁区間等についてもとりまとめる。 
現地調査を年度初めに実施する場合には、事前調査を現地調査実施の前年度に行っておくと、現地調査

を円滑に実施しやすい。 
なお、文献、報告書等の収集及び聞き取り相手の選定にあたっては、河川水辺の国勢調査アドバイザー

等学識経験者等の助言を得るようにする。 
 

2.1 文献調査                                

文献調査では、既往の河川水辺の国勢調査の結果、河川水辺総括資料の内容、前回の河川水辺の国勢調

査以降に発行・作成された文献、河川水辺の国勢調査以外の報告書等を収集し、調査区域における魚類の

生息状況についての情報を中心に把握する。既往の河川水辺の国勢調査の結果における、その他の生物の

記録(「その他の生物確認状況一覧表」)を確認し、魚類の確認記録がある場合は、それらも把握しておく。 
文献、報告書等は、調査対象河川に限定せず、当該水系全体に係る文献を可能な限り原典で収集し、各

事務所等において保管しておくことが望ましい。 
文献の検索については、CiNii（国立情報学研究所）、JST（科学技術振興機構）等のインターネット等

による文献検索サービスを利用するとよい。 
文献調査を実施した文献、報告書等について、以下の項目を整理する(事前調査様式 1)。 

 
(ア) 収集文献 No.: 文献ごとに発行年順に付番する。 
(イ) 文献名: 文献、報告書等のタイトルを記録する。 
(ウ) 著者名: 著者、編者、調査者等の氏名を記録する。 
(エ) 発行年: 文献、報告書等が発行・作成された年(西暦)を記録する。 
(オ) 発行元: 出版社名、事務所等名等を記録する。 
(カ) 入手先: 文献、報告書等の入手先を記録する。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（魚類採捕調査編） 新旧対照表   

改 定 現 行 

2.3 漁業実態等の整理                            

文献調査の結果、聞き取り調査の結果及び水産統計資料より、回遊性魚類の遡上・降河に関する情報、

へい死事例、漁業実態、放流場所、産卵場所、禁漁区間等について整理する。なお、主な水産統計資料と

して、以下のものがある。 
 

(ア) 漁業協同組合の事業報告書等の資料 

(イ) 都道府県「統計年鑑」 

(ウ) 都道府県水産関連部局の放流・漁獲等に関する資料 

(エ) 農林水産省「漁業養殖生産統計年報」 

 

2.3.1 回遊性魚類の遡上・降河に関する情報の整理 

調査対象河川における回遊性の魚類の遡上・降河に関する情報について、以下の項目を整理する(事前

調査様式 4)。 
 

(ア) 和名: 回遊性魚類の和名を記録する。 

(イ) 遡上時期、遡上時の全長、降河時期、降河時の全長、活動時間帯: 回遊性魚類の遡上時期、遡上時の全

長、降河時期、降河時の全長、活動時間帯を記録する。 

(ウ) 備考: その他特筆すべき情報があれば記録する。 

(エ) 文献・聞き取り先: 文献、報告書等による場合については著者名、発行年、文献名、発行元を記録する。

聞き取り調査による場合については相手の氏名、所属機関を記録する。 

 

2.3.2 へい死事例の整理 

調査対象河川における最近 10 年間程度の魚類のへい死事例について、以下の項目を整理する(事前調

査様式 5)。 
 

(ア) 発生日: へい死が確認された年月日(年は西暦)を記録する。 

(イ) 発生場所: へい死が確認された河川名、市町村名、最寄りの橋･堰等をもとにした確認場所の特徴を示

す名称、河口からの距離(支川・支々川の場合は合流点からの距離) (km)を記録する。 

(ウ) 状況: へい死魚数(匹)、和名を記録する。 

(エ) 原因: へい死が発生した原因を記録する。 
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2.3 漁業実態等の整理                            

文献調査の結果、聞き取り調査の結果及び水産統計資料より、回遊性魚類の遡上・降河に関する情報、

へい死事例、漁業実態、放流場所、産卵場所、禁漁区間等について整理する。なお、主な水産統計資料と

して、以下のものがある。 
 

(オ) 漁業協同組合の事業報告書等の資料 

(カ) 都道府県「統計年鑑」 

(キ) 都道府県水産関連部局の放流・漁獲等に関する資料 

(ク) 農林水産省「漁業養殖生産統計年報」 

 

2.3.1 回遊性魚類の遡上・降河に関する情報の整理 

調査対象河川における回遊性の魚類の遡上・降河に関する情報について、以下の項目を整理する(事前

調査様式 4)。 
 

(ケ) 和名: 回遊性魚類の和名を記録する。 

(コ) 遡上時期、遡上時の全長、降河時期、降河時の全長、活動時間帯: 回遊性魚類の遡上時期、遡上時の全

長、降河時期、降河時の全長、活動時間帯を記録する。 

(サ) 備考: その他特筆すべき情報があれば記録する。 

(シ) 文献・聞き取り先: 文献、報告書等による場合については著者名、発行年、文献名、発行元を記録する。

聞き取り調査による場合については相手の氏名、所属機関を記録する。 

 

2.3.2 へい死事例の整理 

調査対象河川における最近の 5 年間程度の魚類のへい死事例について、以下の項目を整理する(事前調

査様式 5)。 
 

(ス) 発生日: へい死が確認された年月日(年は西暦)を記録する。 

(セ) 発生場所: へい死が確認された河川名、市町村名、最寄りの橋･堰等をもとにした確認場所の特徴を示

す名称、河口からの距離(支川・支々川の場合は合流点からの距離) (km)を記録する。 

(ソ) 状況: へい死魚数(匹)、和名を記録する。 

(タ) 原因: へい死が発生した原因を記録する。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（魚類採捕調査編） 新旧対照表   

改 定 現 行 

2.3.3 漁業実態の整理 

調査対象河川における漁業権、最近の 10 年間程度の漁獲量、放流量等について、以下の項目を整理す

る(事前調査様式 6)。 
 

(ア) 漁業協同組合の概要: 組合 No.(連番で付番する)、漁業協同組合名、所在地・代表者名、共同漁業権番

号、漁業権設定期間、設定区間、対象魚類の和名を記録する。 

(イ) 対象魚類別漁獲量・放流量: 対象魚介類ごとに漁獲量(t/年、千尾/年)、卵の放流量(千粒/年)、稚魚・成

魚の放流量(kg/年、千尾/年)について記録する。 

(ウ) 種苗産地(水系等): 放流している卵や稚魚・成魚の産地(水系等)を記録する。 

(エ) 備考: 対象魚類別に特筆すべき情報があれば記録する(例: 放流場所、放流魚の平均体重)。 

(オ) 特記事項: その他特筆すべき情報があれば記録する(例: 産卵場等の造成状況、遊漁者数、禁漁期間、禁

漁区間、保護水面)。 

(カ) 文献・聞き取り先: 文献、報告書等による場合については著者名、発行年、文献名、発行元を記録する。

聞き取り調査による場合については相手の氏名、所属機関を記録する。 

 

2.3.4 放流場所・産卵場所・禁漁区間等の整理 

調査対象河川における調査実施当該年度の魚類の放流場所、産卵場所、禁漁区間等について整理する

(事前調査様式 7)。 
 

(ア) 和名: 放流・産卵・禁漁が行われている魚類の和名を記録する。 

(イ) 河川名、距離: 放流・産卵・禁漁が行われている河川名、河口からの距離(支川・支々川の場合は合流点

からの距離)(km)を記録する。 

(ウ) 放流場所・産卵場所・禁漁区間: 放流場所・産卵場所・禁漁区間のいずれかを記録する。 

(エ) 文献・聞き取り先: 文献、報告書等による場合については、著者名、発行年、文献名、発行元を記録す

る。聞き取り調査による場合については、相手の氏名、所属機関を記録する。 

(オ) 備考: その他特筆すべき情報があれば記録する(例: 産卵場等の造成状況、遊漁者数、禁漁区間、保護水

面)。 
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2.3.3 漁業実態の整理 

調査対象河川における漁業権、最近の 5 年間程度の漁獲量、放流量等について、以下の項目を整理する

(事前調査様式 6)。 
 

(キ) 漁業協同組合の概要: 組合 No.(連番で付番する)、漁業協同組合名、所在地・代表者名、共同漁業権番

号、漁業権設定期間、設定区間、対象魚類の和名を記録する。 

(ク) 対象魚類別漁獲量・放流量: 対象魚介類ごとに漁獲量(t/年、千尾/年)、卵の放流量(千粒/年)、稚魚・成

魚の放流量(kg/年、千尾/年)について記録する。 

(ケ) 種苗産地(水系等): 放流している卵や稚魚・成魚の産地(水系等)を記録する。 

(コ) 備考: 対象魚類別に特筆すべき情報があれば記録する(例: 放流場所、放流魚の平均体重)。 

(サ) 特記事項: その他特筆すべき情報があれば記録する(例: 産卵場等の造成状況、遊漁者数、禁漁期間、禁

漁区間、保護水面)。 

(シ) 文献・聞き取り先: 文献、報告書等による場合については著者名、発行年、文献名、発行元を記録する。

聞き取り調査による場合については相手の氏名、所属機関を記録する。 

 

2.3.4 放流場所・産卵場所・禁漁区間等の整理 

調査対象河川における調査実施当該年度の魚類の放流場所、産卵場所、禁漁区間等について整理する

(事前調査様式 7)。 
 

(カ) 和名: 放流・産卵・禁漁が行われている魚類の和名を記録する。 

(キ) 河川名、距離: 放流・産卵・禁漁が行われている河川名、河口からの距離(支川・支々川の場合は合流点

からの距離)(km)を記録する。 

(ク) 放流場所・産卵場所・禁漁区間: 放流場所・産卵場所・禁漁区間のいずれかを記録する。 

(ケ) 文献・聞き取り先: 文献、報告書等による場合については、著者名、発行年、文献名、発行元を記録す

る。聞き取り調査による場合については、相手の氏名、所属機関を記録する。 

(コ) 備考: その他特筆すべき情報があれば記録する(例: 産卵場等の造成状況、遊漁者数、禁漁区間、保護水

面)。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（魚類採捕調査編） 新旧対照表   

改 定 現 行 

3. 現地調査計画の策定 

現地調査の実施にあたって適切な調査結果が得られるように、各水系で作成されている最新の「全体調査計

画書」、既往の河川水辺の国勢調査成果及び事前調査の結果を踏まえ、現地踏査、調査地区の設定、調査対象

環境区分の設定、年間の調査時期及び回数の設定、調査方法の選定を行い、現地調査計画を策定する。 
現地調査を年度初めに実施する場合には、現地調査計画の策定を調査実施の前年度に行うと、現地調査を円

滑に実施しやすい。 
なお、現地調査計画の策定にあたっては、必要に応じて、河川水辺の国勢調査アドバイザー等学識経験者等

の助言を得る。 
 

3.1 現地踏査  

現地調査計画の策定にあたっては、全体調査計画及び事前調査の結果を踏まえ、調査対象河川の現地踏査を

行う。現地踏査では、全体調査計画で設定した調査地区の確認を行うとともに、各調査地区における調査対象

環境区分の設定、調査方法の選定を行うための状況の把握を行う。また、各調査地区の特徴を整理するととも

に、概観がわかる写真を随時撮影する。 
なお、全体調査計画で設定された各調査地区の確認は、以下の視点により行う。 
 

(ア) 魚類の生息環境の視点からの調査地区の妥当性 

(イ) 地形や土地利用状況等の変化や工事等による影響による調査地区変更の必要性 

(ウ) 調査地区へのアプローチの容易性 

(エ) 調査に際しての安全性 

 

3.2 調査地区の設定  

調査地区は、基本的に全体調査計画に従う。ただし、事前調査及び現地踏査の結果を踏まえ、全体調査計画

策定時の調査地区等の設定根拠と著しく状況が変化している場合等、調査地区として不適当な場合について

は、「河川水辺の国勢調査 基本調査マニュアル［共通版］」の「全体調査計画策定の手引き」を参考に、必要

に応じて設定し直す。なお、調査地区を再設定した場合は、新たな調査地区の設定根拠について整理してお

く。 
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3. 現地調査計画の策定 

現地調査の実施にあたって適切な調査結果が得られるように、各水系で作成されている最新の「全体調査計

画書」、既往の河川水辺の国勢調査成果及び事前調査の結果を踏まえ、現地踏査、調査地区の設定、調査対象

環境区分の設定、年間の調査時期及び回数の設定、調査方法の選定を行い、現地調査計画を策定する。 
現地調査を年度初めに実施する場合には、現地調査計画の策定を調査実施の前年度に行うと、現地調査を円

滑に実施しやすい。 
なお、現地調査計画の策定にあたっては、必要に応じて、河川水辺の国勢調査アドバイザー等学識経験者等

の助言を得る。 
 

3.1 現地踏査  

現地調査計画の策定にあたっては、全体調査計画及び事前調査の結果を踏まえ、調査対象河川の現地踏査を

行う。現地踏査では、全体調査計画で設定した調査地区の確認を行うとともに、各調査地区における調査対象

環境区分の設定、調査方法の選定を行うための状況の把握を行う。また、各調査地区の特徴を整理するととも

に、概観がわかる写真を随時撮影する。 
なお、全体調査計画で設定された各調査地区の確認は、以下の視点により行う。 
 

(ア) 魚類の生息環境の視点からの調査地区の妥当性 

(イ) 地形や土地利用状況等の変化や工事等による影響による調査地区変更の必要性 

(ウ) 調査地区へのアプローチの容易性 

(エ) 調査に際しての安全性 

 

3.2 調査地区の設定  

調査地区は、基本的に全体調査計画に従う。ただし、事前調査及び現地踏査の結果を踏まえ、全体調査計画

策定時の調査地区等の設定根拠と著しく状況が変化している場合等、調査地区として不適当な場合について

は、「Ⅰ概要編 7.全体調査計画の策定」、「Ⅸ参考資料編 全体調査計画策定の手引き」を参考に、必要に応

じて設定し直す。なお、調査地区を再設定した場合は、新たな調査地区の設定根拠について整理しておく。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（魚類採捕調査編） 新旧対照表   

改 定 現 行 

3.3 調査対象環境区分の設定   

各調査地区のさまざまな環境に生息する魚類を偏りなく把握するために、調査地区ごとに調査対象環境区分を

設定する。調査対象環境区分は、「表 調査対象環境区分」に示すとおり、「早瀬」、「淵」、「ワンド・たまり」、「湛

水域」、「湧水」、「その他」の 6 区分を基本として区分する。 

 

表 調査対象環境区分 
調査対象 

環境区分名 
調査地区の設定場所 

早瀬 

 

目視観察において水深が浅く、水面が乱れたり白波が立つ等の特徴

を持っている場所を「早瀬」と判断する。 

淵 水の色が濃い等、周囲より相対的に水深が深くなっていると思われ

る場所を「淵」と判断する。低水路幅全体で水深が深い場所が連続

する部分(通常“とろ”と呼ばれる)は「その他」に含める。 

ワンド・たまり 平常時も本川と連続している止水域や高水敷にみられる閉鎖的水域

等、河川区域内にみられる河川の通常の流れと分離された水域を「

ワンド・たまり」と判断する。基本的に、河川の通常の流れと分離

された水域と認識される場所を表現するものとし、本川に連続する

細流や水路等に形成されている止水域についても含める。 

湛水域 河川横断工作物等により通常の流れがせき止められ、湛水している

区間を「湛水域」と判断する。流入部における湛水域の境界域は、

水面勾配の変化点までとする。 

湧水 目視観察で水底の砂礫の舞い上がっている場所や、水温や水の色が

本川と異なる等の特徴をもつ場所等を「湧水」と判断する。 

その他 平瀬、とろ、干潟等上記以外の主要な環境区分については「その他

」において区分ごとに記述する。 

 

3.4 年間の調査時期及び回数の設定  

現地調査は、春から秋にかけて原則 2 回実施する。 
年間の調査時期及び回数は、基本的に全体調査計画に従い、事前調査及び現地踏査の結果、調査実施当該年度

における気象条件や魚類の遡上状況等を踏まえ、適切に設定するものとする。 
なお、設定に際しては、必要に応じて「河川水辺の国勢調査 基本調査マニュアル［共通版］」の「全体調査計

画策定の手引き」を参考にする。また、調査時期の設定根拠について整理しておく。 
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3.3 調査対象環境区分の設定   

各調査地区のさまざまな環境に生息する魚類を偏りなく把握するために、調査地区ごとに調査対象環境区分を

設定する。調査対象環境区分は、「表 調査対象環境区分」に示すとおり、「早瀬」、「淵」、「ワンド・たまり」、「湛

水域」、「湧水」、「その他」の 6 区分を基本として区分する。 

 

表 調査対象環境区分 
調査対象 

環境区分名 
調査地区の設定場所 

早瀬 

 

目視観察において水深が浅く、水面が乱れたり白波が立つ等の特徴

を持っている場所を「早瀬」と判断する。 

淵 水の色が濃い等、周囲より相対的に水深が深くなっていると思われ

る場所を「淵」と判断する。低水路幅全体で水深が深い場所が連続

する部分(通常“とろ”と呼ばれる)は「その他」に含める。 

ワンド・たまり 平常時も本川と連続している止水域や高水敷にみられる閉鎖的水域

等、河川区域内にみられる河川の通常の流れと分離された水域を「

ワンド・たまり」と判断する。基本的に、河川の通常の流れと分離

された水域と認識される場所を表現するものとし、本川に連続する

細流や水路等に形成されている止水域についても含める。 

湛水域 河川横断工作物等により通常の流れがせき止められ、湛水している

区間を「湛水域」と判断する。流入部における湛水域の境界域は、

水面勾配の変化点までとする。 

湧水 目視観察で水底の砂礫の舞い上がっている場所や、水温や水の色が

本川と異なる等の特徴をもつ場所等を「湧水」と判断する。 

その他 平瀬、とろ、干潟等上記以外の主要な環境区分については「その他

」において区分ごとに記述する。 

 

3.4 年間の調査時期及び回数の設定  

現地調査は、春から秋にかけて 2 回以上実施する。 
年間の調査時期及び回数は、基本的に全体調査計画に従い、事前調査及び現地踏査の結果、調査実施当該年度

における気象条件や魚類の遡上状況等を踏まえ、適切に設定するものとする。 
なお、設定に際しては、必要に応じて「Ⅰ概要編 7.全体調査計画の策定」、「Ⅸ参考資料編 全体調査計画策

定の手引き」を参考にする。また、調査時期の設定根拠について整理しておく。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（魚類採捕調査編） 新旧対照表   

改 定 現 行 

4. 現地調査 
現地調査は、捕獲による確認を基本とし、各調査地区における魚類の生息状況を把握できるように努め

る。なお、現地調査の実施にあたっては、特に安全性に留意するとともに、生息数が少ない生物や湿地・

たまり等の貴重な環境にできるだけ影響を与えないように十分配慮する。また、必要に応じて、河川水辺

の国勢調査アドバイザー等学識経験者等の同行を仰ぎ、適切な調査が実施できるように助言を得る。 
現地調査に際しての留意事項は、以下に示すとおりである。 

 

(ア) 各調査者は、調査目的(「1.1 調査目的」参照)を十分理解し、適切な調査結果が得られるように努める。 

(イ) 各調査者は、捕獲に係る許可証(必要に応じて許可証の写し)を必ず携行する。 

(ウ) 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」では、特定外来生物の飼養、運搬等が

規制されているため留意して取り扱う。 

(エ) 自治体の条例等によっては、捕獲された外来種の再放逐が禁止されていることがあるため留意する。 

 

4.1 調査方法                                

現地調査は、基本的に投網、タモ網等により行うが、地域の特性、調査地区及び調査対象環境区分の特

性、魚類の特性に応じて、適切な調査方法により実施する。 
事前調査及び既往の河川水辺の国勢調査の結果より、当該調査地区において過去に重要種が確認され

ていた場合は、それらの生息の可能性を念頭において調査を行う。但し、「調査地区の特性等に応じて適

宜実施」とされている調査方法のうち、既往調査において著しく捕獲効率が悪い方法が確認された場合

は、該当調査方法を廃止、または代替方法について検討を行うこと。 
なお、捕獲した魚類の計測は、各調査対象環境区分において、調査方法ごとに行うため、捕獲した個体

を混合しないように留意する。 
各調査方法に適した環境、努力量の目安、対象魚等は「表 4.1 調査方法一覧」に示すとおりである。 
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4. 現地調査 
現地調査は、捕獲による確認を基本とし、各調査地区における魚類の生息状況を把握できるように努め

る。なお、現地調査の実施にあたっては、特に安全性に留意するとともに、生息数が少ない生物や湿地・

たまり等の貴重な環境にできるだけ影響を与えないように十分配慮する。また、必要に応じて、河川水辺

の国勢調査アドバイザー等学識経験者等の同行を仰ぎ、適切な調査が実施できるように助言を得る。 
現地調査に際しての留意事項は、以下に示すとおりである。 

 

(ア) 各調査者は、調査目的(「1.1 調査目的」参照)を十分理解し、適切な調査結果が得られるように努める。 

(イ) 各調査者は、捕獲に係る許可証(必要に応じて許可証の写し)を必ず携行する。 

(ウ) 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」では、特定外来生物の飼養、運搬等が

規制されているため留意して取り扱う。 

(エ) 自治体の条例等によっては、捕獲された外来種の再放逐が禁止されていることがあるため留意する。 

 

4.1 調査方法                               

現地調査は、基本的に投網、タモ網等により行うが、地域の特性、調査地区及び調査対象環境区分の特

性、魚類の特性に応じて、適切な調査方法により実施する。 
事前調査及び既往の河川水辺の国勢調査の結果より、当該調査地区において過去に重要種が確認され

ていた場合は、それらの生息の可能性を念頭において調査を行う。 
なお、捕獲した魚類の計測は、各調査対象環境区分において、調査方法ごとに行うため、捕獲した個体

を混合しないように留意する。 
各調査方法に適した環境、努力量の目安、対象魚等は「表 調査方法一覧」に示すとおりである。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（魚類採捕調査編） 新旧対照表   

改 定 現 行 

4.1.8 地曳網による捕獲 

(1) 漁具・漁法の特性 

地曳網は、河口域・汽水域や遠浅の湖沼での底生魚や稚魚の捕獲に適している。実施にあたっては、底質の状

態(砂質が望ましい)に十分注意して行う。地曳網は、大型のものや 2 人で曳ける小型のもの等を状況に応じて使

い分ける。 
 

(2) 捕獲方法 

大型の地曳網の使用には、船が必要となる。袖網の一方の端から伸ばしたロープを陸側の者に渡し、船で捕獲

を行う場所を遠巻きにするように網を入れていく。残りの袖網からのびるロープを陸側の者に渡し、左右で網を

引くスピードが同じになるように岸まで網を曳ききる。なお、網を曳くときには、袖網や袋網入り口についたお

もりが浮き上がってしまうとそこから魚が逃げてしまうため、曳き網のスピードは、十分に留意する。目合を細

かくした(1mm 程度)小型の地曳網では、汀線付近や藻場を中心に捕獲を行うと幼稚魚の捕獲に有効である。河口

域や汽水域で潮汐の干満があるときには、魚類の特性に合わせて曳き網の時刻を考慮する。 
 

(3) 努力量の目安 

曳き網ができる場所の広さや潮汐の時間を勘案して適宜努力量を設定する。 
 

(4) 対象魚種 

(ア) 底生魚全般 

(イ) 幼稚魚全般 
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4.1.8 地曳き網による捕獲 

(1) 漁具・漁法の特性 

地曳網は、河口域・汽水域や遠浅の湖沼での底生魚や稚魚の捕獲に適している。実施にあたっては、底質の状

態(砂質が望ましい)に十分注意して行う。地曳き網は、大型のものや 2 人で曳ける小型のもの等を状況に応じて

使い分ける。 
 

(2) 捕獲方法 

大型の地曳網の使用には、船が必要となる。袖網の一方の端から伸ばしたロープを陸側の者に渡し、船で捕獲

を行う場所を遠巻きにするように網を入れていく。残りの袖網からのびるロープを陸側の者に渡し、左右で網を

引くスピードが同じになるように岸まで網を曳ききる。なお、網を曳くときには、袖網や袋網入り口についたお

もりが浮き上がってしまうとそこから魚が逃げてしまうため、曳き網のスピードは、十分に留意する。目合を細

かくした(1mm 程度)小型の地曳網では、汀線付近や藻場を中心に捕獲を行うと幼稚魚の捕獲に有効である。河口

域や汽水域で潮汐の干満があるときには、魚類の特性に合わせて曳き網の時刻を考慮する。 
 

(3) 努力量の目安 

曳き網ができる場所の広さや潮汐の時間を勘案して適宜努力量を設定する。 
 

(4) 対象魚種 

(ウ) 底生魚全般 

(エ) 幼稚魚全般 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 

地曳網による捕獲 地曳き網による捕獲 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（魚類採捕調査編） 新旧対照表   

改 定 現 行 

（3）確認状況 

魚類の確認状況について、調査対象環境区分ごと、調査方法ごとに以下の項目を記録する。 
 

(ア) 和名: 確認された魚類の和名を記録する。 
(イ) 重要種: 重要種について記録する。 
(ウ) 特定外来生物: 特定外来生物について記録する。 
(エ) 写真、標本: 写真を撮影し、標本を作製した場合は記録する。 
(オ) 個体数合計: 種ごとの確認個体数を記録する。 
(カ) 体長(cm): 確認された魚種の最大個体及び最小個体の標準体長を四捨五入して小数点第一位まで記録

する(「4.4.2 計測」参照)。 
(キ) 備考: 重要種及び特定外来生物については、確認場所、確認環境、個体数等を記録する。また、種まで

同定できなかった場合は、その理由を記録する(例: 雑種、稚仔魚のため。)。また、その他特筆すべき情

報があれば適宜記録する。 
(ク) 特記事項: 調査地区の特徴や魚類の生息に関わりがあると思われる状況等、調査時に気付いたことがあ

れば記録する。また、前回からの大きな変化があれば記録する(例: 流量、水質で特記すべき事項(発電放

流による流量変動、泡や濁りの有無、塩分濃度等)、汽水域の場合は最寄り地点の潮汐(干満時刻と潮高)、
釣人等の状況(対象魚、人数、位置等)、河床堆積物、ごみの状況、アユのはみ跡、植生の種類や生育状況、

その他(調査地区及び周辺の砂利採取や河川工事等))。 
(ケ) 調査責任者、調査担当者、同定者: 調査責任者、調査担当者、同定者の氏名、所属機関を記録する。 

 

4.3 同定                                  

同定にあたっては、国土交通省水管理・国土保全局の河川環境データベース(河川水辺の国勢調査)ホー

ムページで公開されている「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」に挙げられている「種の同定にあ

たっての参考文献および留意事項」を活用する。種名の表記及び並び順については、「河川水辺の国勢調

査のための生物リスト」に従う。なお、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」及び「種の同定にあ

たっての参考文献および留意事項」は、毎年の調査結果を踏まえ更新を行っているため、活用に際しては

事前に必ず最新版を確認する。 
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（3）確認状況 

魚類の確認状況について、調査対象環境区分ごと、調査方法ごとに以下の項目を記録する。 

 

(ア) 和名: 確認された魚類の和名を記録する。 
(イ) 重要種: 重要種について記録する。 
(ウ) 特定外来生物: 特定外来生物について記録する。 
(エ) 写真、標本: 写真を撮影し、標本を作製した場合は記録する。 
(オ) 個体数合計: 種ごとの確認個体数を記録する。 
(カ) 体長(cm): 確認された魚種の最大個体及び最小個体の標準体長を四捨五入して小数点第一位まで記録

する(「4.4.2 計測」参照)。 
(キ) 備考: 重要種及び特定外来生物については、確認場所、確認環境、個体数等を記録する。また、種まで

同定できなかった場合は、その理由を記録する(例: 雑種、稚仔魚のため。)。また、その他特筆すべき情

報があれば適宜記録する。 
(ク) 特記事項: 調査地区の特徴や魚類の生息に関わりがあると思われる状況等、調査時に気付いたことがあ

れば記録する。また、前回からの大きな変化があれば記録する(例: 流量、水質で特記すべき事項(発電放

流による流量変動、泡や濁りの有無、塩分濃度等)、汽水域の場合は最寄り地点の潮汐(干満時刻と潮高)、
釣人等の状況(対象魚、人数、位置等)、河床堆積物、ごみの状況、アユのはみ跡、植生の種類や生育状況、

その他(調査地区及び周辺の砂利採取や河川工事等))。 
(ケ) 調査責任者、調査担当者、同定者: 調査責任者、調査担当者、同定者の氏名、所属機関を記録する。 

 

4.3 同定                                 

同定にあたっては、国土交通省水管理・国土保全局水情報国土データ管理センターの河川環境データベ

ース(河川水辺の国勢調査)ホームページで公開されている「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」に

挙げられている「準拠文献」、「調査同定上の留意点」を活用する。種名の表記及び並び順については、「河

川水辺の国勢調査のための生物リスト」に従う。なお、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」は、

毎年の調査結果を踏まえ更新を行っているため、活用に際しては最新版を確認する。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（魚類採捕調査編） 新旧対照表   

改 定 現 行 

4.3.1 同定に際しての留意事項 
同定に際して留意すべき事項を以下に示す。 
 

(ア) 日本初記録種や新種についての情報が、日本魚類学会のホームページで公開されているため、同定にあ

たっては、これらの情報を参考にして、最新の知見に従うことが望ましい。 
(イ) 種・亜種・型まで同定できない場合は、和名については、“○○属”、学名については、“○○ sp.”と表記す

る。属より上位の分類群までしか同定できない場合についても、参考文献に従い、できるだけ詳しく同定

する(例: “△△目”、“□□科”)。なお、種・亜種・型まで同定できなかった場合は、その理由を記録する(例: 
雑種、稚仔魚のため)。 

(ウ) 地域的に特異的な生態的特徴をもつ地域個体群が確認される場合は、種・亜種レベルで他種と同じであ

っても、地方名等をつけて区別する。 
(エ) 現地調査時における同定を正確かつ迅速に行い、再放流できるように努めるため、魚類の分類に詳しい

者が現地調査を担当する。 
(オ) 同定が困難な種については、写真撮影と標本の作製を確実に行う。ただし、重要種の可能性がある場合

には、できるだけ写真撮影のみにとどめ、再放流することが望ましい。 
 

4.3.2 同定上特に留意すべき種 
同定にあたっては、以下の種に特に留意する。 
 

(1) 初めて確認された種 
調査区域において既往の河川水辺の国勢調査で確認されておらず、今回の現地調査で初めて確認された種。 

 

(2) 同定にあたって特に注意すべき分類群に属する種 
ヤツメウナギ科※、フナ属、タナゴ亜科、カワムツとヌマムツ、アブラハヤとタカハヤ、ウグイ属、ヒガ

イ属、タモロコ属、カマツカ類※、ニゴイ属、スゴモロコ属、ドジョウ属、シマドジョウ属※、ホトケドジ

ョウ属、イワナ属※、サケ属、イトヨ属、トミヨ属、ボラ科、カワスズメ科、カジカ属、アカウオ類※、ヒ

ゲワラスボ属※、チチブ属、ヨシノボリ属、ウキゴリ属、ジュズカケハゼ類※などの魚類。 

※：「種の同定にあたっての参考文献および留意事項」に詳述あり 
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4.3.1 同定に際しての留意事項 
同定に際して留意すべき事項を以下に示す。 

 

(ア) 日本初記録種や新種についての情報が、日本魚類学会のホームページで公開されているため、同定にあ

たっては、これらの情報を参考にして、最新の知見に従うことが望ましい。 
(イ) 種・亜種・型まで同定できない場合は、和名については、“○○属”、学名については、“○○ sp.”と表記す

る。属より上位の分類群までしか同定できない場合についても、参考文献に従い、できるだけ詳しく同定

する(例: “△△目”、“□□科”)。なお、種・亜種・型まで同定できなかった場合は、その理由を記録する(例: 
雑種、稚仔魚のため)。 

(ウ) 地域的に特異的な生態的特徴をもつ地域個体群が確認される場合は、種・亜種レベルで他種と同じであ

っても、地方名等をつけて区別する。 
(エ) 現地調査時における同定を正確かつ迅速に行い、再放流できるように努めるため、魚類の分類に詳しい

者が現地調査を担当する。 
(オ) 同定が困難な種については、写真撮影と標本の作製を確実に行う。ただし、重要種の可能性がある場合

には、できるだけ写真撮影のみにとどめ、再放流することが望ましい。 
 

4.3.2 同定上特に留意すべき種 
同定にあたっては、以下の種に特に留意する。 

 

(1) 初めて確認された種 
調査区域において既往の河川水辺の国勢調査で確認されておらず、今回の現地調査で初めて確認された種。 

 

(2) 同定にあたって特に注意すべき分類群に属する種 
ヤツメウナギ科、フナ属、タナゴ亜科、ヌマムツとカワムツ、アブラハヤとタカハヤ、ウグイ属、ヒガイ属、

タモロコ属、ニゴイ属、スゴモロコ属、シマドジョウ属、ホトケドジョウ属、イワナ属、サケ属、イトヨ属、

トミヨ属、カジカ属、カワスズメ科、ボラ科、ウキゴリ属、ヨシノボリ属、チチブ属等に属する種。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（魚類採捕調査編） 新旧対照表   

改 定 現 行 

(ウ) ここでの婚姻色とは、産卵期が近づく 9 月頃から現れる桃色と帯緑黒色の斑模様を指す。雄で顕著であ

るが、産卵期の初期には不明瞭な場合もある。また、婚姻色の現れた個体の鱗は、銀毛化した個体の鱗よ

り、やや剥がれにくくなる。なお、婚姻色の桃色と銀毛化は同時には発現しない。 

 

4.3.3 同定文献の整理 
同定の際に用いた文献について、以下の項目を記録する(現地調査様式 3)。 
 

(ア) 同定文献 No.: 文献ごとに発行年順に付番する。 

(イ) 文献名: 文献、図鑑等のタイトルを記録する。 

(ウ) 著者名: 著者、編者の氏名を記録する。 

(エ) 発行年: 文献が発行された年(西暦)を記録する。 

(オ) 発行元: 文献の出版社名等を記録する。 

(カ) 分類群等: 同定の対象となる分類群や種名を記録する。 

 

4.4 計数・計測  

各調査対象環境区分において、調査方法ごとに個体数の計数を行うとともに、種別の最大個体と最小個体の標準

体長を計測する(現地調査様式 1)。 
原則として、計数と計測は現場で行い、写真撮影及び標本の作製対象としない個体については、なるべくその場

で再放流するようにする。また、計数と計測の途中で水を換えたり、エアレーションを使用したりして、捕獲され

た個体を再放流できるように努める。また、夏季には、氷等を用いて水温の上昇を抑えることも効果的である。 
 

4.4.1 計数 
捕獲された全個体を対象として、調査方法ごとに種別の個体数の計数を行う。捕獲個体数が多い場合には、適宜

分割して計数し、おおよその捕獲個体数を記録する。 
 

4.4.2 計測 
再生産が行われているかどうかを示す目安として、調査方法ごとに種別の最大個体及び最小個体の標準体長※1を

四捨五入して小数点第一位まで計測する。 
 

※1: 吻端(上顎前端)から下尾骨の後端(尾鰭を曲げて折れ目のつくところ)の中央までの直線距離。 
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(ウ) ここでの婚姻色とは、産卵期が近づく 9 月頃から現れる桃色と帯緑黒色の斑模様を指す。雄で顕著であ

るが、産卵期の初期には不明瞭な場合もある。また、婚姻色の現れた個体の鱗は、銀毛化した個体の鱗よ

り、やや剥がれにくくなる。なお、婚姻色の桃色と銀毛化は同時には発現しない。 

 

4.3.3 同定文献の整理 
同定の際に用いた文献について、以下の項目を記録する(現地調査様式 3)。 
 

(ア) 同定文献 No.: 文献ごとに発行年順に付番する。 

(イ) 文献名: 文献、図鑑等のタイトルを記録する。 

(ウ) 著者名: 著者、編者の氏名を記録する。 

(エ) 発行年: 文献が発行された年(西暦)を記録する。 

(オ) 発行元: 文献の出版社名等を記録する。 

(カ) 分類群等: 同定の対象となる分類群や種名を記録する。 

 

4.4 計測  

各調査対象環境区分において、調査方法ごとに個体数の計数を行うとともに、種別の最大個体と最小個体の標準

体長を計測する(現地調査様式 1)。 
原則として、計数と計測は現場で行い、写真撮影及び標本の作製対象としない個体については、なるべくその場

で再放流するようにする。また、計数と計測の途中で水を換えたり、エアレーションを使用したりして、捕獲され

た個体を再放流できるように努める。また、夏季には、氷等を用いて水温の上昇を抑えることも効果的である。 
 

4.4.1 計数 
捕獲された全個体を対象として、調査方法ごとに種別の個体数の計数を行う。捕獲個体数が多い場合には、適宜

分割して計数し、おおよその捕獲個体数を記録する。 
 

4.4.2 計測 
再生産が行われているかどうかを示す目安として、調査方法ごとに種別の最大個体及び最小個体の標準体長※1を

四捨五入して小数点第一位まで計測する。 
 

※1: 吻端(上顎前端)から下尾骨の後端(尾鰭を曲げて折れ目のつくところ)の中央までの直線距離。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（魚類採捕調査編） 新旧対照表   

改 定 現 行 

(3) 生物種 
同定の根拠として、調査で確認された全魚種の鮮明な写真を、調査地区ごとに 1 枚以上撮影する。写真

撮影に際しては、以下の点に留意する。 
なお、生物写真の撮影にあたっては、国土交通省水管理・国土保全局の河川環境データベース（河川水

辺の国勢調査）ホームページで公開されている「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」に挙げられて

いる最新の参考文献や留意事項等も参照すること。 

(ア) 撮影個体の大きさがわかるように、スケールを入れて撮影する。頭が左側になるように撮影することを基

本とする。 
(イ) 個体の各鰭はその条数や長さなどがわかるように鰭を広げるよう留意する。 
(ウ) 個体の輪郭や色彩が鮮明になるように、背景の色を考慮する。 
(エ) 可能な限り同定の根拠が明確になるような写真を撮影する。例えば、鰭が同定の根拠となる魚種について

は、鰭が開いた状態で撮影するなど工夫する。また、ヌマムツとカワムツ、ヨシノボリ属、イワナ属、チチ

ブ属等生きている時の体色が種、亜種の同定に有効なものについては、可能な限り生きた状態で撮影するよ

うに特に注意し、前処理の実施も検討する。 
(オ) 同定にあたって重要となる形質は、必要に応じて追加で拡大撮影するなどして第三者による同定チェッ

クができるようにする。 
(カ) 写真撮影の解像度は、５００万画素 (2560×1920 ファイルサイズ５M 程度)以上を目安とする。 
(キ) 生きた状態で撮影する場合は、すばやく撮影する。 
(ク) 水槽写真は、より自然状態に近く、体色などが明確な状態での写真を撮影することができる。 
(ケ) 写真撮影を行った後、標本を作製しない個体についてはその場で放流する。 

 
参考文献：鹿野,中島,2014.小–中型淡水魚における非殺傷的かつ簡易な魚体撮影法 
.魚類学雑誌 61(2): 123–125 
※オイゲノール等の麻酔薬の使用は、地域の水産業に影響を与える事が想定されますので法令、 
規制等は事前に確認してください。 

4.5.2 写真の整理 
撮影された写真について、以下の項目を記録する(現地調査様式 4 及び 5)。 

(ア) 写真番号: 写真票を整理する際につけた番号を記録する。 
(イ) 写真区分記号: 撮影した写真について以下の写真区分記号のいずれかを記録する。 
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(3) 生物種 
同定の根拠として、調査で確認された全魚種の鮮明な写真を、調査地区ごとに 1 枚以上撮影する。写真

撮影に際しては、以下の点に留意する。 

 

(ア) 撮影個体の大きさがわかるようにスケールを入れて撮影する。 
(イ) 頭が左側になるように撮影することを基本とする。 
(ウ) 個体の輪郭や色彩が鮮明になるように背景の色を考慮する。 
(エ) 可能な限り同定の根拠が明確になるような写真を撮影する。例えば、鰭が同定の根拠となる魚種について

は、鰭が開いた状態で撮影する。また、ヌマムツとカワムツ、ヨシノボリ属、イワナ属、チチブ属等生時の

体色が種、亜種の同定に有効なものについては、可能な限り生きた状態で撮影するように特に注意する。 
(オ) なるべく標本の作製対象となる個体を撮影する。 
(カ) なるべく生きた状態で撮影するため、すばやく撮影する。 
(キ) 水槽写真を撮影することにより、より自然状態に近い写真が得られるため、必要に応じ水槽写真の撮影を

行うとよい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5.2 写真の整理 
撮影された写真について、以下の項目を記録する(現地調査様式 4 及び 5)。 

(ア) 写真番号: 写真票を整理する際につけた番号を記録する。 
(イ) 写真区分記号: 撮影した写真について以下の写真区分記号のいずれかを記録する。 
 

―Ⅱ-41― 

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（魚類採捕調査編） 新旧対照表   

改 定 現 行 

表 4.7 写真区分記号 
写真区分記号 撮影対象 

p 調査地区等 

c 調査実施状況 

s 生物種 

o その他 

 
(ウ) 写真表題: 写真表題を記録する。生物種の写真の場合は、その和名を記録する(例: 調査地区の状況、調

査対象環境区分の状況、タナゴ)。 
(エ) 説明: 撮影状況、生物種についての補足情報等を記録する(例: ○○橋より下流方向、雌)。 
(オ) 撮影年月日: 写真を撮影した年月日(年は西暦)を記録する。 
(カ) 地区番号: 写真を撮影した地区番号を記録する。 
(キ) 地区名: 写真を撮影した地区名を記録する。 
(ク) 距離(km): 河口からの距離(支川・支々川の場合は合流点からの距離)(km)を記録する。 
(ケ) ファイル名: 写真(電子データ)のファイル名を記録する。ファイル名の先頭には、写真区分記号(「表 4.7

 写真区分記号」参照)を付記し、撮影対象がわかるような名前を付けるようにする。なお、禁則文字及び

半角カタカナは使用しない。 

4.6 標本の作製及び保管                       

4.6.1 標本の作製 
調査区域内で捕獲された魚類のうち、「4.3.2 同定上特に留意すべき種」で示されている同定上特に留意す

べき種、後日の DNA 分析に対応できるよう、調査で確認された全種を対象に、原則として 1 種類あたり数

検体の標本を作製する。 
標本は、重要種でない種や、エタノールでの一時固定が可能な小型のものは個体標本、重要種や大型のも

のは鰭の一部などを対象とした、組織標本を作成する。 
天然記念物は現状変更申請が必要なので、標本作製は必修としない。 
標本の作製にあたっては、後日、再同定の必要が生じた場合や寄贈する場合に、対象とする種が容易に取

り出せるように、作製・保管することが望ましい。 
標本を作製する際に使用する固定液はエタノールを使用し、ホルマリンは原則として使用しない。エタノ

ール等の廃液については、分解・中和処理や専門業者による適正な処理を経る等して、適切に廃棄する。 
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表 写真区分記号 
写真区分記号 撮影対象 

p 調査地区等 

c 調査実施状況 

s 生物種 

o その他 

 
(ウ) 写真表題: 写真表題を記録する。生物種の写真の場合は、その和名を記録する(例: 調査地区の状況、調

査対象環境区分の状況、タナゴ)。 
(エ) 説明: 撮影状況、生物種についての補足情報等を記録する(例: ○○橋より下流方向、雌)。 
(オ) 撮影年月日: 写真を撮影した年月日(年は西暦)を記録する。 
(カ) 地区番号: 写真を撮影した地区番号を記録する。 
(キ) 地区名: 写真を撮影した地区名を記録する。 
(ク) 距離(km): 河口からの距離(支川・支々川の場合は合流点からの距離)(km)を記録する。 
(ケ) ファイル名: 写真(電子データ)のファイル名を記録する。ファイル名の先頭には、写真区分記号(「表

 写真区分記号」参照)を付記し、撮影対象がわかるような名前を付けるようにする。なお、禁則文字及び

半角カタカナは使用しない。 

4.6 標本の作製及び保管                     

4.6.1 標本の作製 
捕獲された種のうち、「4.3.2 同定上特に留意すべき種」で対象となっている種、河川水辺の国勢調査

アドバイザー等学識経験者等により指摘された同定が困難な種、調査の過程でへい死した個体等を対象

に、原則として、調査地区ごとに 1 種類あたり数個体の標本を作製する。 
標本の作製及び保管にあたっては、後日再同定の必要が生じた場合や寄贈する場合に、対象となる標本

を容易に取り出せるように適宜工夫することが望ましい。 
なお、標本を作製する際に使用するホルマリン、エタノール等は、「毒物及び劇物取締法」等の様々な

法律の規制項目として指定されている。したがって、不要となったホルマリン、エタノール等の廃液につ

いては、分解・中和処理や専門業者による適正な処理を経る等して、適切に廃棄する。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（魚類採捕調査編） 新旧対照表   

改 定 現 行 

(1)現地調査時の作業 
現地調査時の作業は、以下の点に留意して行う。 

 

(ア) サンプルは出し入れの容易な広口ポリビン等に入れ、その場で 70vol%※1 程度の溶液になるようにエ

タノールを加えて固定する。 
(イ) 固定液の濃度が低い場合や固定液の量が少ない場合、サンプルが十分に固定されず、内臓が傷むこと

がある。逆に濃度が高過ぎる場合はサンプルが脱水状態になる。また、ビン内にサンプルを詰め過ぎる

と、体が曲ったり、潰れたりすることがあるので十分注意する。 
(ウ) 体長 15cm 以上の大型の個体等は、固定液が体全体に回らず十分固定されない場合がある。この場合

は、腹腔内に固定液を注射器で注入するか、腹部の右側をメスなどで開き固定液が腹腔内にはいるよう

にする。 
(エ) 雌雄の別が判別できる場合は、できるだけ雌雄の標本を作製する。 
(オ) 重要種や「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」の国内希少野生動植物種に指定

された種など特に希少な魚種については、鰭などの組織を採取しこれを標本とし、個体は殺傷すること

なく放流する。 
(カ) 天然記念物については、捕獲個体の死亡、組織の採取は、現状変更にあたるため注意する。 
(キ) 棘条数や模様が同定の際の根拠となる種については、固定時に鰭立て整形を行っておくと、後日再同

定を行う際に特徴を確認しやすい。 
 
※1: 濃度が 60wt%（約 67vol％）以上のアルコール類は消防法によって「危険物第四類」に指定されており、「指定数量」

400L 以上を危険物貯蔵所・危険物製造所・危険物取扱所以外では貯蔵・取扱いできない、とされているので注意するこ

と。 
 

(2) 室内作業 

エタノールで固定された標本は、原則としてサンプル瓶に保存する。調査地区及び捕獲日の異なる標本

については、別のサンプル瓶に入れるようにする。ただし、重要種や特筆すべき種については、種ごとに

別のサンプル瓶に分けて保存する。 
サンプル瓶には、標本とともに標本ラベル(「(4) 標本ラベルの作成」参照)を封入する。また、後日、

再同定の必要が生じた場合や寄贈する場合に、対象となる種が容易に取り出せるように、サンプル瓶に

は、サンプル瓶ごとの保管 No.と封入されている各標本の標本 No.を記載しておく(「表 4.8 保管 No.と
標本 No.の定義」参照)。 

 

 

 

 

―Ⅰ-43― 

(1)現地調査時の作業 
現地調査時の作業は、以下の点に留意して行う。 

 

(ア) サンプルは、出し入れの容易な広口ポリ瓶等に入れ、市販されているホルマリンの原液(ホルムアルデ

ヒド含有量 35％)を 100％とした場合に 5～10%程度の溶液になるようにホルマリンを加えて、固定す

る。 
(イ) ホルマリンの濃度が低い場合や固定液の量が少ない場合には、サンプルが十分に固定されず、内臓が傷

むことがある。逆に濃度が高過ぎる場合には、サンプルが脱水状態になる。また、瓶内にサンプルを詰め

過ぎると、体が曲ったり、潰れたりすることがあるため十分注意する。 
(ウ) 標準体長 15cm 以上の大型の個体等は、固定液が全体に回らず十分固定されない場合がある。この場

合は、腹腔内にホルマリンを注射器で注入するか、腹部の右側をメス等で開きホルマリンが腹腔内に入る

ようにする。 
(エ) 雌雄が判別できる場合は、できるだけ雌雄の標本を作製する。 
(オ) 重要種については、写真撮影を確実かつ速やかに行い、できるだけ殺傷することなく再放流する。 
(カ) 「4.3.2 同定上特に注意すべき種」で対象となっている種については、できるだけ多くのタイプを含ん

だ個体を残すようにする。 
(キ) 棘条数や模様が同定の際の根拠となる種については、固定時に鰭立て整形を行っておくと、後日再同定

を行う際に特徴を確認しやすい。 
(ク) ホルマリンは、人体に有害であるため取扱いに十分注意する。 

 

 

 

(2) 室内作業 

ホルマリンで固定された標本は、原則として 60%以上 70%未満※1 のエタノールを満たしたサンプ

ル瓶に保存する。調査地区及び捕獲日の異なる標本については、別のサンプル瓶に入れるようにする。た

だし、重要種や特筆すべき種については、種ごとに別のサンプル瓶に分けて保存する。 
サンプル瓶には、標本とともに標本ラベル(「(4) 標本ラベルの作成」参照)を封入する。また、後日、

再同定の必要が生じた場合や寄贈する場合に、対象となる種が容易に取り出せるように、サンプル瓶に

は、サンプル瓶ごとの保管 No.と封入されている各標本の標本 No.を記載しておく(「表 保管 No.と標

本 No.の定義」参照)。 
 

※1: 濃度が 70％以上のアルコール類は消防法によって「危険物第四類」に指定されており、「指定数量」200L 以上を

危険物貯蔵所・危険物製造所・危険物取扱所以外では貯蔵取扱いはできない、とされているので注意すること。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（魚類採捕調査編） 新旧対照表   

改 定 現 行 

表 4.8 保管 No.と標本 No.の定義 
名称 定 義 

保管 No. 標本を保管するサンプル瓶ごとにつける番号。 

標本 No. 標本ごとにつける番号。なお、種名、捕獲日、捕獲した調査

地区が同じ場合は同じ番号とする。 

 
サンプル瓶は、標本の大きさに適したものを使用する。以下にサンプル瓶の規格の例を示す。 
 

表 4.9 サンプル瓶の規格(例) 
名称 材質 サイズ(mm) 内容量(mL) 

スクリュー
バイアル 

硬質ガラス製 
(蓋はメラミン樹脂、
内蓋パッキングはテ
フロン/ニトリル) 

19×55 10 

30×65 30 

35×78 50 

50×90 110 

広口瓶 PVC 製 
(蓋と内蓋パッキング
はポリプロピレン) 

75×92 300 

90×118 500 

97×167 1000 

112×255 2000 

134×263 3000 

(3) 標本情報の記録 

作製した標本について、以下の項目を記録する(現地調査様式 6)。 
 

(ア) 保管 No.: 保管 No.を記録する。 

(イ) 標本 No.: 標本 No.を記録する。 

(ウ) 科名(和名)、科名(学名): 科名を和名と学名で記録する。 

(エ) 和名、学名: 和名と学名を記録する。 

(オ) 水系名、河川名、地区名、地区番号: 水系名、河川名、地区名、地区番号を記録する。 

(カ) 捕獲地の地名: 都道府県名、市町村名、詳細地名を記録する。 

(キ) 緯度・経度:各調査地区の範囲の中心点の緯度・経度を記録する。測地系は JGD2024/ (B,L)とする（10 

進法）。 

(ク) 個体数: 標本の個体数を記録する。 

(ケ) 雌雄(雌：雄): 雌雄の判別が可能な場合は、雌雄の内訳を記録する。 

(コ) 捕獲者: 捕獲者の氏名、所属機関を記録する。 

(サ) 捕獲年月日: 捕獲された年月日(年は西暦)を記録する。 

(シ) 同定者(所属機関): 同定者の氏名、所属機関を記録する。 

(ス) 同定年月日: 同定された年月日(年は西暦)を記録する。 
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表 保管 No.と標本 No.の定義 
名称 定 義 

保管 No. 標本を保管するサンプル瓶ごとにつける番号。 

標本 No. 標本ごとにつける番号。なお、種名、捕獲日、捕獲した調査

地区が同じ場合は同じ番号とする。 

 
サンプル瓶は、標本の大きさに適したものを使用する。以下にサンプル瓶の規格の例を示す。 
 

表 サンプル瓶の規格(例) 
名称 材質 サイズ(mm) 内容量(ml) 

スクリュー
バイアル 

硬質ガラス製 
(蓋はメラミン樹脂、
内蓋パッキングはテ
フロン/ニトリル) 

19×55 10 

30×65 30 

35×78 50 

50×90 110 

広口瓶 PVC 製 
(蓋と内蓋パッキング
はポリプロピレン) 

75×92 300 

90×118 500 

97×167 1000 

112×255 2000 

134×263 3000 

(3) 標本情報の記録 

作製した標本について、以下の項目を記録する(現地調査様式 6)。 
 

(ア) 保管 No.: 保管 No.を記録する。 

(イ) 標本 No.: 標本 No.を記録する。 

(ウ) 科名(和名)、科名(学名): 科名を和名と学名で記録する。 

(エ) 和名、学名: 和名と学名を記録する。 

(オ) 水系名、河川名、地区名、地区番号: 水系名、河川名、地区名、地区番号を記録する。 

(カ) 捕獲地の地名: 都道府県名、市町村名、詳細地名を記録する。 

(キ) 緯度・経度: 「河川水辺の国勢調査入出力システム」の画面上で表示される各調査地区の範囲の中心点

の緯度・経度を記録する。 

(ク) 個体数: 標本の個体数を記録する。 

(ケ) 雌雄(雌：雄): 雌雄の判別が可能な場合は、雌雄の内訳を記録する。 

(コ) 捕獲者: 捕獲者の氏名、所属機関を記録する。 

(サ) 捕獲年月日: 捕獲された年月日(年は西暦)を記録する。 

(シ) 同定者(所属機関): 同定者の氏名、所属機関を記録する。 

(ス) 同定年月日: 同定された年月日(年は西暦)を記録する。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（魚類採捕調査編） 新旧対照表   

改 定 現 行 

(セ) 備考: 特記事項がある場合には記録する(例: 標本の状態(破損等)、博物館登録番号)。 

(ソ) 標本の形式: 標本の作製形式を記録する(例: 液浸標本)。 

(4) 標本ラベルの作成 

標本ラベルは、捕獲データラベルと同定ラベルの 2 種を作成し、標本とともにサンプル瓶内に封入する。各ラ

ベルは、サンプル瓶のサイズにあわせて作成する。なお、捕獲データラベルと同定ラベルは、記載する情報を満

たしていれば、1 枚の標本ラベルとして作成してもよい。 
標本ラベルの用紙には、耐水性のものを使用する。印刷の際は、顔料系インクジェットプリンターもしくはレ

ーザープリンターにてグレースケール印刷(白黒印刷)する。ラベルは、印刷後に十分な乾燥(約 30 分)を施したう

えでサンプル瓶内に封入する。 
 

1) 捕獲データラベル 

捕獲データラベルには、水系名、河川名、地区名、地区番号、捕獲地の地名、緯度・経度、捕獲年月日、捕獲

者名を表記する。ラベルサイズは、スクリューバイアル用を縦 15mm×横 35mm、広口瓶用を縦 30mm×横 50mm
とする。 

 

 

▲▲川水系 ▲▲川河口部 ▲▲■1 －(ア) 

［東京都○○市△△］ －(イ) 

 

35.1234767, 139.1234567 (JGD2024) －(ウ) 

捕獲年月日: 20XX.7.18 －(エ) 

捕獲者:●● ●●(○○研究所) －(オ) 

図 4.3 捕獲データラベル 
 

(ア) 水系名、河川名、地区名、地区番号: 水系名、河川名、地区名、地区番号を日本語(漢字又はひらがな、

カタカナ、アラビア数字)で表記する。 

(イ) 捕獲地の地名: 都道府県名、市町村名、詳細地名を日本語(漢字又はひらがな、カタカナ)で表記する。 

(ウ) 緯度・経度(測地系):各調査地区の範囲の中心点の緯度・経度を表記する。また、緯度・経度の測地系を

表記する。測地系は JGD2024/ (B,L)とする（10 進法）。 

(エ) 捕獲年月日: 捕獲された年月日(年は西暦)をアラビア数字で表記する。 

(オ) 捕獲者: 捕獲者の氏名、所属機関を日本語で表記する。 
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(セ) 備考: 特記事項がある場合には記録する(例: 標本の状態(破損等)、博物館登録番号)。 

(ソ) 標本の形式: 標本の作製形式を記録する(例: 液浸標本)。 

(4) 標本ラベルの作成 

標本ラベルは、捕獲データラベルと同定ラベルの 2 種を作成し、標本とともにサンプル瓶内に封入する。各ラ

ベルは、サンプル瓶のサイズにあわせて作成する。なお、捕獲データラベルと同定ラベルは、記載する情報を満

たしていれば、1 枚の標本ラベルとして作成してもよい。 
標本ラベルの用紙には、耐水性のものを使用する。印刷の際は、顔料系インクジェットプリンターにてグレー

スケール印刷(白黒印刷)する。ラベルは、印刷後に十分な乾燥(約 30 分)を施したうえでサンプル瓶内に封入する。 
 

1) 捕獲データラベル 

捕獲データラベルには、水系名、河川名、地区名、地区番号、捕獲地の地名、緯度・経度、捕獲年月日、捕獲

者名を表記する。ラベルサイズは、スクリューバイアル用を縦 15mm×横 35mm、広口瓶用を縦 30mm×横 50mm
とする。 

 

 

▲▲川水系 ▲▲川河口部 ▲▲■1 －(ア) 

［東京都○○市△△］ －(イ) 

 

□°□’ □”N., □°□’ □”E.(世界測地系) －(ウ) 

捕獲年月日: 20XX.7.18 －(エ) 

捕獲者:●● ●●(○○研究所) －(オ) 

図 捕獲データラベル 
 

(ア) 水系名、河川名、地区名、地区番号: 水系名、河川名、地区名、地区番号を日本語(漢字又はひらがな、

カタカナ、アラビア数字)で表記する。 

(イ) 捕獲地の地名: 都道府県名、市町村名、詳細地名を日本語(漢字又はひらがな、カタカナ)で表記する。 

(ウ) 緯度・経度(測地系): 「河川水辺の国勢調査入出力システム」の画面上で表示される各調査地区の範囲

の中心点の緯度・経度を表記する。また、緯度・経度の測地系を表記する。なお、画面上に表示される

緯度・経度は、GIS 入力の際に設定した河川基盤地図の測地系に基づくため、使用した河川基盤地図の

測地系を記録する。 

(エ) 捕獲年月日: 捕獲された年月日(年は西暦)をアラビア数字で表記する。 

(オ) 捕獲者: 捕獲者の氏名、所属機関を日本語で表記する。 
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35mm 又は 50mm 

15mm 又は 30mm 

35mm 又は 50mm 

15mm 又は 30mm 

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（魚類採捕調査編） 新旧対照表   

改 定 現 行 

4.7 移動中等における確認種の記録                  

調査地区間の移動中等(調査地区の範囲外や調査時間外)に魚類が確認された場合には、重要種、特定外

来生物及び特筆すべき種に限り、必要に応じて調査地区内で確認された魚類とは別に、以下の項目を記録

する(現地調査様式 7)。 
捕獲された魚類については、写真撮影を行い、できるだけ標本を作製する。 
なお、対象範囲は調査区域内とする。また、移動中等の確認種の記録は、あくまで補足情報の収集であ

るため、本来の調査に支障をきたさない範囲で行う。 
 

(ア) No.: 連番で付番する。 
(イ) 和名: 確認された魚類の和名を記録する。 
(ウ) 重要種: 重要種について記録する。 
(エ) 特定外来生物: 特定外来生物について記録する。 
(オ) 写真、標本: 写真を撮影したり、標本を作製した場合は記録する。 
(カ) 河川名、距離(km): 確認された河川名、河口からの距離(支川・支々川の場合は合流点からの距離)(km)

を記録する。 
(キ) 緯度・経度：確認された位置の緯度・経度を記録する。測地系は JGD2024/ (B,L)とする（10 進法）。 
(ク) 調査年月日: 確認された年月日(年は西暦)を記録する。 
(ケ) 確認状況: 確認の方法、周辺環境、個体数等を記録する。 
(コ) 同定者(所属機関): 同定者の氏名、所属機関を記録する。 
 

4.8 その他の生物の記録                       

現地調査時にエビ・カニ・貝類を捕獲した場合や、両生類の産卵場や爬虫類・哺乳類等を目撃したり、

死体を発見した場合等には、それらが重要種、特定外来生物及び特筆すべき種のいずれかであり、かつ現

地で同定可能なものに限り、必要に応じて「その他の生物」として以下の項目を記録する(現地調査様式

8)。 
誤同定を避けるため、無理な同定は行わないようにする。捕獲・採集した生物については写真撮影を行

い、できるだけ標本を作製する。目撃した生物については、写真撮影を行うことが望ましい。 
なお、その他の生物の記録は、あくまで補足情報の収集であるため、本来の調査に支障をきたさない範

囲で行う。 
(ア) No.: 連番で付番する。 
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4.7 移動中等における確認種の記録                  

調査地区間の移動中等(調査地区の範囲外や調査時間外)に魚類が確認された場合には、重要種、特定外

来生物及び特筆すべき種に限り、必要に応じて調査地区内で確認された魚類とは別に、以下の項目を記録

する(現地調査様式 7)。 
捕獲された魚類については、写真撮影を行い、できるだけ標本を作製する。 
なお、対象範囲は調査区域内とする。また、移動中等の確認種の記録は、あくまで補足情報の収集であ

るため、本来の調査に支障をきたさない範囲で行う。 
 

(ア) No.: 連番で付番する。 
(イ) 和名: 確認された魚類の和名を記録する。 
(ウ) 重要種: 重要種について記録する。 
(エ) 特定外来生物: 特定外来生物について記録する。 
(オ) 写真、標本: 写真を撮影したり、標本を作製した場合は記録する。 
(カ) 河川名、距離(km): 確認された河川名、河口からの距離(支川・支々川の場合は合流点からの距離)(km)

を記録する。 
(キ) 調査年月日: 確認された年月日(年は西暦)を記録する。 
(ク) 確認状況: 確認の方法、周辺環境、個体数等を記録する。 
(ケ) 同定者(所属機関): 同定者の氏名、所属機関を記録する。 
 
 

4.8 その他の生物の記録                       

現地調査時にエビ・カニ・貝類を捕獲した場合や、両生類の産卵場や爬虫類・哺乳類等を目撃したり、

死体を発見した場合等には、それらが重要種、特定外来生物及び特筆すべき種のいずれかであり、かつ現

地で同定可能なものに限り、必要に応じて「その他の生物」として以下の項目を記録する(現地調査様式

8)。 
誤同定を避けるため、無理な同定は行わないようにする。捕獲・採集した生物については写真撮影を行

い、できるだけ標本を作製する。目撃した生物については、写真撮影を行うことが望ましい。 
なお、その他の生物の記録は、あくまで補足情報の収集であるため、本来の調査に支障をきたさない範

囲で行う。 
(ア) No.: 連番で付番する。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（魚類採捕調査編） 新旧対照表   

改 定 現 行 

(イ) 生物項目: 確認された生物の項目を記録する。 
(ウ) 目名、科名、和名、学名: 確認された生物の目名、科名、和名、学名を記録する。 
(エ) 写真、標本: 写真を撮影したり、標本を作製した場合は記録する。 
(オ) 地区番号: 確認された地区番号を記録する。調査地区外で確認された場合は「調査地区外」と記録する。 
(カ) 河川名、距離(km): 確認された河川名、河口からの距離(支川・支々川の場合は合流点からの距離)(km)

を記録する。 
(キ) 位置: 確認された位置について左岸・右岸・中洲・その他のいずれかを記録する。 
(ク) 緯度・経度：確認された位置の緯度・経度を記録する。測地系は JGD2024/ (B,L)とする（10 進法）。 
(ケ) 調査年月日: 確認された年月日(年は西暦)を記録する。 
(コ) 確認状況: 確認の方法、周辺環境、個体数等を記録する。 
(サ) 同定者(所属機関): 同定者の氏名、所属機関を記録する。 

 

4.9 集計の際の留意点                        

調査結果のとりまとめにあたって、種数を集計する際の留意点及び整理番号の付け方を以下に示す。 
 

4.9.1 集計の際の留意点 
種数の集計に際しては、以下の点に留意する。 

 

(ア) 回遊型と淡水型(及び陸封型)の区分が行われている場合や地域個体群が確認された場合においても、種

に区分されていない場合には、同種として集計する(例: アマゴとサツキマス)。 
(イ) 種・亜種・型までの同定がされていないものについても、同一の分類群に属する種がリストアップされ

ていない場合は計上する。 
 

 【種・亜種・型まで同定されていない種の集計方法(フナ属の場合の例)】 

“フナ属”の場合、他にフナ属に属する種(ギンブナ等)がリストアップされている場合には計上せず、 
他にフナ属に属する種がリストアップされていない場合は 1 種として計上する。 
なお、この集計方法は、○○科、○○目等の上位分類群についても同様である。 
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(イ) 生物項目: 確認された生物の項目を記録する。 
(ウ) 目名、科名、和名、学名: 確認された生物の目名、科名、和名、学名を記録する。 
(エ) 写真、標本: 写真を撮影したり、標本を作製した場合は記録する。 
(オ) 地区番号: 確認された地区番号を記録する。調査地区外で確認された場合は「調査地区外」と記録する。 
(カ) 河川名、距離(km): 確認された河川名、河口からの距離(支川・支々川の場合は合流点からの距離)(km)

を記録する。 
(キ) 位置: 確認された位置について左岸・右岸・中洲・その他のいずれかを記録する。 
(ク) 調査年月日: 確認された年月日(年は西暦)を記録する。 
(ケ) 確認状況: 確認の方法、周辺環境、個体数等を記録する。 
(コ) 同定者(所属機関): 同定者の氏名、所属機関を記録する。 

 

 

4.9 集計の際の留意点                        

調査結果のとりまとめにあたって、種数を集計する際の留意点及び整理番号の付け方を以下に示す。 

 

4.9.1 集計の際の留意点 
種数の集計に際しては、以下の点に留意する。 

 

(ア) 回遊型と淡水型(及び陸封型)の区分が行われている場合や地域個体群が確認された場合においても、種

に区分されていない場合には、同種として集計する(例: アマゴとサツキマス)。 
(イ) 種・亜種・型までの同定がされていないものについても、同一の分類群に属する種がリストアップされ

ていない場合は計上する。 
 

 【種・亜種・型まで同定されていない種の集計方法(フナ属の場合の例)】 

“フナ属”の場合、他にフナ属に属する種(ギンブナ等)がリストアップされている場合には計上せず、 
他にフナ属に属する種がリストアップされていない場合は 1 種として計上する。 
なお、この集計方法は、○○科、○○目等の上位分類群についても同様である。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（魚類採捕調査編） 新旧対照表   

改 定 現 行 

5. 調査結果とりまとめ 

5.1 調査結果の整理  

事前調査及び現地調査の結果について、事前調査様式及び現地調査様式にとりまとめる。 
事前調査様式・現地調査様式一覧は、以下に示すとおりである。なお、各様式の記入例に

ついては、「7.様式集」に示す。 

表 5.1 事前調査様式・現地調査様式一覧 
様式名 概要 様式番号 

魚類採捕 既往文献一覧表 調査区域周辺の魚類に関する情報を記載している文献

、報告書等の基本情報を整理する。 

事前調査様式 1 

魚類採捕 助言・聞き取り等調

査票 

河川水辺の国勢調査アドバイザー等学識経験者等の助

言から得られた情報・知見を整理する。 

事前調査様式 3 

回遊性魚類の遡上・降河状況一

覧表 

調査対象河川における回遊性の魚類の遡上・降河に関

する情報を整理する。 

事前調査様式 4 

魚類採捕 へい死事例一覧表 調査対象河川における魚類のへい死事例を整理する。 事前調査様式 5 

漁業実態調査票 調査対象河川における漁業権、漁獲量、放流量等を整

理する。 

事前調査様式 6 

魚類採捕 放流場所・産卵場所

・禁漁区間等一覧表 

調査対象河川における調査実施当該年度の魚類の放流

場所、産卵場所、禁漁区間等を整理する。 

事前調査様式 7 

魚類採捕 現地調査票 1 各調査対象環境区分における調査方法ごとに、調査環

境、調査時の状況、魚類の確認状況等を記録する。 

現地調査様式 1 

魚類採捕 現地調査票 2 河川環境基図等背景図に調査対象環境区分の位置、設

置を伴う漁具の設置位置を記録する。 

現地調査様式 2 

魚類採捕 同定文献一覧表 同定の際に用いた文献について記録する。 現地調査様式 3 

魚類採捕 写真一覧表 撮影した写真について記録する。 現地調査様式 4 

魚類採捕 写真票 撮影した写真について写真票を作成する。 現地調査様式 5 

魚類採捕 標本管理一覧表 作製された標本について記録する。 現地調査様式 6 

魚類採捕 移動中等における確

認状況一覧表 

調査地区間の移動中等に確認された魚類について記録

する。 

現地調査様式 7 

魚類採捕 その他の生物確認状

況一覧表 

魚類以外の生物の確認状況について記録する。 現地調査様式 8 

魚類採捕 調査実施状況一覧表 今回現地調査を実施した調査地区、調査時期、調査方

法について整理する。 

現地調査様式 9 

魚類採捕 調査地区位置図 当該調査区域における調査地区の位置が把握できるよ

うな調査地区位置図を作成する。 

現地調査様式 10 

魚類採捕 現地調査結果の概要 今回の現地調査の結果の概要について、文章でわかり

やすく整理する。 

現地調査様式 11 

※事前調査様式 2（魚類 文献概要記録票）はマニュアル改訂により廃止とした。 
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5. 調査結果とりまとめ 

5.1 調査結果の整理  

事前調査及び現地調査の結果について、事前調査様式及び現地調査様式にとりまとめる。 
事前調査様式・現地調査様式一覧は、以下に示すとおりである。なお、各様式の記入例に

ついては、「7.様式集」に示す。 

表 事前調査様式・現地調査様式一覧 
様式名 概要 様式番号 

魚類 既往文献一覧表 調査区域周辺の魚類に関する情報を記載している文献

、報告書等の基本情報を整理する。 

事前調査様式 1 

魚類 助言・聞き取り等調査票 河川水辺の国勢調査アドバイザー等学識経験者等の助

言から得られた情報・知見を整理する。 

事前調査様式 3 

回遊性魚類の遡上・降河状況一

覧表 

調査対象河川における回遊性の魚類の遡上・降河に関

する情報を整理する。 

事前調査様式 4 

魚類 へい死事例一覧表 調査対象河川における魚類のへい死事例を整理する。 事前調査様式 5 

漁業実態調査票 調査対象河川における漁業権、漁獲量、放流量等を整

理する。 

事前調査様式 6 

魚類 放流場所・産卵場所・禁

漁区間等一覧表 

調査対象河川における調査実施当該年度の魚類の放流

場所、産卵場所、禁漁区間等を整理する。 

事前調査様式 7 

魚類 現地調査票 1 各調査対象環境区分における調査方法ごとに、調査環

境、調査時の状況、魚類の確認状況等を記録する。 

現地調査様式 1 

魚類 現地調査票 2 河川環境基図等背景図に調査対象環境区分の位置、設

置を伴う漁具の設置位置を記録する。 

現地調査様式 2 

魚類 同定文献一覧表 同定の際に用いた文献について記録する。 現地調査様式 3 

魚類 写真一覧表 撮影した写真について記録する。 現地調査様式 4 

魚類 写真票 撮影した写真について写真票を作成する。 現地調査様式 5 

魚類 標本管理一覧表 作製された標本について記録する。 現地調査様式 6 

魚類 移動中等における確認状

況一覧表 

調査地区間の移動中等に確認された魚類について記録

する。 

現地調査様式 7 

魚類 その他の生物確認状況一

覧表 

魚類以外の生物の確認状況について記録する。 現地調査様式 8 

魚類 調査実施状況一覧表 今回現地調査を実施した調査地区、調査時期、調査方

法について整理する。 

現地調査様式 9 

魚類 調査地区位置図 当該調査区域における調査地区の位置が把握できるよ

うな調査地区位置図を作成する。 

現地調査様式 10 

魚類 現地調査結果の概要 今回の現地調査の結果の概要について、文章でわかり

やすく整理する。 

現地調査様式 11 

※事前調査様式 2（魚類 文献概要記録票）はマニュアル改訂により廃止とした。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（魚類採捕調査編） 新旧対照表   

改 定 現 行 

5.2 調査結果のとりまとめ  

事前調査及び現地調査の結果を踏まえ、今回の河川水辺の国勢調査で得られた結果のとりまとめを行うことが

望ましい。 
とりまとめの参考となる整理様式一覧は、以下に示すとおりである。なお、各様式の記入例については、「7.様

式集」に示す。 

表 5.2 整理様式一覧 
様式名 概要 様式番号 

魚類採捕 重要種経年確認状況一覧

表 

既往及び今回の河川水辺の国勢調査において確認

された重要種について整理する。 

整理様式 1 

魚類採捕 確認状況一覧表 今回の河川水辺の国勢調査において確認された魚

類について、季節、調査地区、調査対象環境区分

、調査方法別に個体数及び種数を整理する。 

整理様式 2-1 

魚類採捕 調査地区別詳細確認状況

一覧表 

今回の河川水辺の国勢調査において確認された魚

類について、調査地区ごとに、季節、調査対象環

境区分、調査方法別に個体数及び種数を整理する

。 

整理様式 2-2 

魚類採捕 経年確認状況一覧表 既往及び今回の河川水辺の国勢調査において確認

された魚類について整理する。 

整理様式 3 

魚類採捕 縦断確認状況一覧表 既往及び今回の河川水辺の国勢調査において確認

された魚類について、河川環境縦断区分別に整理

する。 

整理様式 4 

魚類採捕 種名変更状況一覧表 既往の河川水辺の国勢調査において確認された魚

類のうち、今回のとりまとめに際し、和名、学名

を変更したものについて整理する。 

整理様式 5 

魚類採捕 流程分布図 今回の河川水辺の国勢調査において確認された魚

類について、魚類流程分布図を作成する。 

整理様式 6 

魚類採捕 確認種目録 今回の河川水辺の国勢調査において確認された魚

類について確認種目録を作成する。 

整理様式 7 

 

5.2.1 重要種の経年確認状況の整理 
既往及び今回の河川水辺の国勢調査において確認された魚類の重要種について、以下の項目を整理する(整理様

式 1)。 
整理に際し、和名、学名を変更したものについては、変更内容を別途整理する(整理様式 5)。 
 

(ア) 和名、指定区分: 確認された重要種の和名とその指定区分を記録する。  

(イ) 河川名、距離(km): 重要種が確認された河川名、河口からの距離(支川・支々川の場合は合流点からの

距離)(km)を記録する。 

(ウ) 河川水辺の国勢調査実施年度: 重要種が確認された河川水辺の国勢調査の実施年度(西暦)を記録する。 

(エ) 調査者(所属機関): 調査実施者の氏名、所属機関を記録する。 

(オ) 確認状況: 確認日、確認場所、確認環境、個体数等を記録する。 
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5.2 調査結果のとりまとめ  

事前調査及び現地調査の結果を踏まえ、今回の河川水辺の国勢調査で得られた結果のとりまとめを行うことが

望ましい。 
とりまとめの参考となる整理様式一覧は、以下に示すとおりである。なお、各様式の記入例については、「7.様

式集」に示す。 

表 整理様式一覧 
様式名 概要 様式番号 

魚類 重要種経年確認状況一覧表 既往及び今回の河川水辺の国勢調査において確認

された重要種について整理する。 

整理様式 1 

魚類 確認状況一覧表 今回の河川水辺の国勢調査において確認された魚

類について、季節、調査地区、調査対象環境区分

、調査方法別に個体数及び種数を整理する。 

整理様式 2-1 

魚類 調査地区別詳細確認状況一覧

表 

今回の河川水辺の国勢調査において確認された魚

類について、調査地区ごとに、季節、調査対象環

境区分、調査方法別に個体数及び種数を整理する

。 

整理様式 2-2 

魚類 経年確認状況一覧表 既往及び今回の河川水辺の国勢調査において確認

された魚類について整理する。 

整理様式 3 

魚類 縦断確認状況一覧表 既往及び今回の河川水辺の国勢調査において確認

された魚類について、河川環境縦断区分別に整理

する。 

整理様式 4 

魚類 種名変更状況一覧表 既往の河川水辺の国勢調査において確認された魚

類のうち、今回のとりまとめに際し、和名、学名

を変更したものについて整理する。 

整理様式 5 

魚類 流程分布図 今回の河川水辺の国勢調査において確認された魚

類について、魚類流程分布図を作成する。 

整理様式 6 

魚類 確認種目録 今回の河川水辺の国勢調査において確認された魚

類について確認種目録を作成する。 

整理様式 7 

 

5.2.1 重要種の経年確認状況の整理 
既往及び今回の河川水辺の国勢調査において確認された魚類の重要種について、以下の項目を整理する(整理様

式 1)。 
整理に際し、和名、学名を変更したものについては、変更内容を別途整理する(整理様式 5)。 
 

(ア) 和名、指定区分: 確認された重要種の和名とその指定区分を記録する。  

(イ) 河川名、距離(km): 重要種が確認された河川名、河口からの距離(支川・支々川の場合は合流点からの

距離)(km)を記録する。 

(ウ) 河川水辺の国勢調査実施年度: 重要種が確認された河川水辺の国勢調査の実施年度(西暦)を記録する。 

(エ) 調査者(所属機関): 調査実施者の氏名、所属機関を記録する。 

(オ) 確認状況: 確認日、確認場所、確認環境、個体数等を記録する。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（魚類採捕調査編） 新旧対照表   

改 定 現 行 

6. 考察・評価 

今回の河川水辺の国勢調査で得られた結果について、考察及び評価を行い、考察様式にと

りまとめる。なお、考察及び評価にあたっては、河川水辺の国勢調査アドバイザー等学識経

験者等の助言を得る。 
考察様式一覧は、以下に示すとおりである。なお、各様式の記入例については、「7.様式

集」に示す。 
 

表 6.1 考察様式一覧 
様式名 概要 様式番号 

魚類採捕 現地調査確認種について 今回の河川水辺の国勢調査において初めて確認

された種、既往調査で確認されていて今回の調

査で確認されなかった種、重要種、外来種、特

筆すべき種について確認状況とその評価を整理

する。 

考察様式 1 

魚類の生息と河川環境の関わりにつ

いて 

今回の河川水辺の国勢調査で得られた結果をも

とに、魚類の生息と河川環境の関わりについて

の考察及び評価を整理する。 

考察様式 2 

今回の魚類採捕調査全般に対するア

ドバイザー等の所見 

今回の河川水辺の国勢調査に対する河川水辺の

国勢調査アドバイザー等学識経験者等の所見を

整理する。 

考察様式 3 

 

6.1 現地調査確認種について  

今回の河川水辺の国勢調査において初めて確認された種、既往調査で確認されていて今

回の調査で確認されなかった種、重要種、外来種、特筆すべき種について、確認状況とその

評価を整理する(考察様式 1)。 
整理対象とする種は、以下に示すとおりである。 

 
(ア) 初めて確認された種: 調査区域において既往の河川水辺の国勢調査で確認され

ておらず、今回の調査で初めて確認された種。 

(イ) 既往調査で確認されていて今回の調査で確認されなかった種: 既往の河川水辺

の国勢調査において確認されているが、今回の調査では確認されなかった種。 

(ウ) 重要種、外来種、特筆すべき種: 今回の河川水辺の国勢調査において確認された

重要種、外来種、特筆すべき種。 
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6. 考察・評価 

今回の河川水辺の国勢調査で得られた結果について、考察及び評価を行い、考察様式にと

りまとめる。なお、考察及び評価にあたっては、河川水辺の国勢調査アドバイザー等学識経

験者等の助言を得る。 
考察様式一覧は、以下に示すとおりである。なお、各様式の記入例については、「7.様式

集」に示す。 
 

表 考察様式一覧 
様式名 概要 様式番号 

魚類 現地調査確認種について 今回の河川水辺の国勢調査において初めて確認

された種、既往調査で確認されていて今回の調

査で確認されなかった種、重要種、外来種、特

筆すべき種について確認状況とその評価を整理

する。 

考察様式 1 

魚類の生息と河川環境の関わりにつ

いて 

今回の河川水辺の国勢調査で得られた結果をも

とに、魚類の生息と河川環境の関わりについて

の考察及び評価を整理する。 

考察様式 2 

今回の魚類調査全般に対するアドバ

イザー等の所見 

今回の河川水辺の国勢調査に対する河川水辺の

国勢調査アドバイザー等学識経験者等の所見を

整理する。 

考察様式 3 

 

6.1 現地調査確認種について  

今回の河川水辺の国勢調査において初めて確認された種、既往調査で確認されていて今

回の調査で確認されなかった種、重要種、外来種、特筆すべき種について、確認状況とその

評価を整理する(考察様式 1)。 
整理対象とする種は、以下に示すとおりである。 

 
(ア) 初めて確認された種: 調査区域において既往の河川水辺の国勢調査で確認されておらず、

今回の調査で初めて確認された種。 

(イ) 既往調査で確認されていて今回の調査で確認されなかった種: 既往の河川水辺

の国勢調査において確認されているが、今回の調査では確認されなかった種。 

(ウ) 重要種、外来種、特筆すべき種: 今回の河川水辺の国勢調査において確認された

重要種、外来種、特筆すべき種。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（魚類採捕調査編） 新旧対照表   

改 定 現 行 

7. 様式集 

とりまとめる様式一覧は、以下に示すとおりである。また、各様式の記入例を次頁以降に

示す。 
 

表 7.1 様式一覧 
様式名 様式番号 

魚類採捕 既往文献一覧表 事前調査様式 1 

魚類採捕 助言・聞き取り等調査票 事前調査様式 3 

回遊性魚類の遡上・降河状況一覧表 事前調査様式 4 

魚類採捕 へい死事例一覧表 事前調査様式 5 

漁業実態調査票 事前調査様式 6 

魚類採捕 放流場所・産卵場所・禁漁区間等一覧表 事前調査様式 7 

魚類採捕 現地調査票 1 現地調査様式 1 

魚類採捕 現地調査票 2 現地調査様式 2 

魚類採捕 同定文献一覧表 現地調査様式 3 

魚類採捕 写真一覧表 現地調査様式 4 

魚類採捕 写真票 現地調査様式 5 

魚類採捕 標本管理一覧表 現地調査様式 6 

魚類採捕 移動中等における確認状況一覧表 現地調査様式 7 

魚類採捕 その他の生物確認状況一覧表 現地調査様式 8 

魚類採捕 調査実施状況一覧表 現地調査様式 9 

魚類採捕 調査地区位置図 現地調査様式 10 

魚類採捕 現地調査結果の概要 現地調査様式 11 

魚類採捕 重要種経年確認状況一覧表 整理様式 1 

魚類採捕 確認状況一覧表 整理様式 2-1 

魚類採捕 調査地区別詳細確認状況一覧表 整理様式 2-2 

魚類採捕 経年確認状況一覧表 整理様式 3 

魚類採捕 縦断確認状況一覧表 整理様式 4 

魚類採捕 種名変更状況一覧表 整理様式 5 

魚類採捕 流程分布図 整理様式 6 

魚類採捕 確認種目録 整理様式 7 

魚類採捕 現地調査確認種について 考察様式 1 

魚類の生息と河川環境の関わりについて 考察様式 2 

今回の魚類採捕調査全般に対するアドバイザー等の所見 考察様式 3 

※事前調査様式 2（魚類 文献概要記録票）はマニュアル改訂により廃止とした。 

 
―Ⅰ-59― 

7. 様式集 

とりまとめる様式一覧は、以下に示すとおりである。また、各様式の記入例を次頁以降に

示す。 
 

表 様式一覧 
様式名 様式番号 

魚類 既往文献一覧表 事前調査様式 1 

魚類 助言・聞き取り等調査票 事前調査様式 3 

回遊性魚類の遡上・降河状況一覧表 事前調査様式 4 

魚類 へい死事例一覧表 事前調査様式 5 

漁業実態調査票 事前調査様式 6 

魚類 放流場所・産卵場所・禁漁区間等一覧表 事前調査様式 7 

魚類 現地調査票 1 現地調査様式 1 

魚類 現地調査票 2 現地調査様式 2 

魚類 同定文献一覧表 現地調査様式 3 

魚類 写真一覧表 現地調査様式 4 

魚類 写真票 現地調査様式 5 

魚類 標本管理一覧表 現地調査様式 6 

魚類 移動中等における確認状況一覧表 現地調査様式 7 

魚類 その他の生物確認状況一覧表 現地調査様式 8 

魚類 調査実施状況一覧表 現地調査様式 9 

魚類 調査地区位置図 現地調査様式 10 

魚類 現地調査結果の概要 現地調査様式 11 

魚類 重要種経年確認状況一覧表 整理様式 1 

魚類 確認状況一覧表 整理様式 2-1 

魚類 調査地区別詳細確認状況一覧表 整理様式 2-2 

魚類 経年確認状況一覧表 整理様式 3 

魚類 縦断確認状況一覧表 整理様式 4 

魚類 種名変更状況一覧表 整理様式 5 

魚類 流程分布図 整理様式 6 

魚類 確認種目録 整理様式 7 

魚類 現地調査確認種について 考察様式 1 

魚類の生息と河川環境の関わりについて 考察様式 2 

今回の魚類調査全般に対するアドバイザー等の所見 考察様式 3 

※事前調査様式 2（魚類 文献概要記録票）はマニュアル改訂により廃止とした。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（魚類採捕調査編） 新旧対照表   

改 定 現 行 

現地調査様式３ 

魚類採捕 同定文献一覧表 
地方整備局等名 事務所等名 水系名 河川名 調査年度 
○○地方整備局 ■■河川事務所 ▲▲川 ▲▲川 20XX 

 

同定文献
No. 

文献名 著者名 発行年 発行元 分類群等 

1 日本産魚類検索 全種の同定 第三版 中坊徹次(編) 2013 東海大学出版会 魚類全般 

: : : : : : 
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現地調査様式３ 

魚類 同定文献一覧表 
地方整備局等名 事務所等名 水系名 河川名 調査年度 
○○地方整備局 ■■河川事務所 ▲▲川 ▲▲川 20XX 

 

同定文献
No. 

文献名 著者名 発行年 発行元 分類群等 

1 日本産魚類検索 全種の同定 第二版 中坊徹次(編) 2000 東海大学出版会 魚類全般 

: : : : : : 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（魚類採捕調査編） 新旧対照表   

改 定 現 行 

現地調査様式 6 
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現地調査様式 6 
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魚類 標本管理一覧表 
地方整備局等名 事務所等名 水系名 河川名 調査年度 

○○地方整備局 ■■河川事務所 ▲▲川 ▲▲川 20XX 

 

保管
No. 

標本
No. 

科名 
(和名) 

科名 
(学名) 

和名 学名 水系名 河川名 地区名 地区番号 捕獲地の地名 緯度・経度 個体数 雌雄 
(雌: 雄) 

捕獲者 
(所属機関) 

捕獲年月日 同定者 
(所属機関) 

同定年月日 備考 標本の形式 

1 1 コイ科 
 

Cyprinidae 
 

ゲンゴロウブナ 
 

Carassius cuvieri 
 

▲▲川 ▲▲川 河口部 ▲▲■1 東京都○○市△△ □ ° □ ’ □ ”N., □ ° □ ’ 
□”E. 

3 1: 2 
 
 

●● ●●  
(○○研究所) 

20XX.7.18 

 

 
 

▲▲ ▲▲ 
(△△研究所) 

20XX.7.25 

 
 

 液浸標本 

1 2 コイ科 
 

Cyprinidae 
 

オイカワ 
 

Opsariichthys platypus ▲▲川 ▲▲川 河口部 ▲▲■1 東京都○○市△△ □ ° □ ’ □ ”N., □ ° □ ’ 
□”E. 

3 
 

1: 2 ●● ●●  
(○○研究所) 

20XX.7.18 

 

 
 

▲▲ ▲▲ 
(△△研究所) 

20XX.7.25 

 
 

 液浸標本 

2 3 コイ科 
 

Cyprinidae 
 

オイカワ 
 

Opsariichthys platypus ▲▲川 △△川 ■■川合流部 ▲△■1 東京都○○市△△ □ °□ ’■ ”N., □°□’
■”E. 

5 
 

2: 3 ●● ●●  
(○○研究所) 

20XX.7.18 

 

 
 

▲▲ ▲▲ 
(△△研究所) 

20XX.7.25 

 
 

 液浸標本 

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

                    

 

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（魚類採捕調査編） 新旧対照表   

改 定 現 行 
 

現地調査様式 7 

魚類採捕 移動中等における確認状況一覧表 
地方整備局等名 事務所等名 水系名 河川名 調査年度 
○○地方整備局 ■■河川事務所 ▲▲川 ▲▲川 20XX 

 

No. 和名 重要種 
特定外来生

物 

写

真 

標

本 
河川名 

距離

(km) 
緯度 経度 調査年月日 確認状況 

同定者 

(所属機関) 

1 タナゴ ○  ○  ▲▲川 12.3 35.1234767 139.1234567 20XX 年○月○日 早瀬脇で、タ

モ網により 3

個体捕獲。 

田諸子太郎 

((株)○○研究

所) 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:  : 
 

:  
 

: 
 

:  
 

: : 
 

: : : : 
 
 

: 
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現地調査様式 7 

魚類 移動中等における確認状況一覧表 
地方整備局等名 事務所等名 水系名 河川名 調査年度 
○○地方整備局 ■■河川事務所 ▲▲川 ▲▲川 20XX 

 

No. 和名 重要種 特定外来生物 
写

真 

標

本 
河川名 

距離

(km) 
調査年月日 確認状況 

同定者 

(所属機関) 

1 タナゴ ○  ○  ▲▲川 12.3 20XX 年○月○日 早瀬脇で、タモ網により 3

個体捕獲。 

田諸子太郎((株)○○研

究所) 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:  : 
 

:  
 

: 
 

:  
 

: : 
 

: 
 

: 
 
 

: 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（魚類採捕調査編） 新旧対照表   

改 定 現 行 
 

現地調査様式 8 

魚類採捕 その他の生物確認状況一覧表 
地方整備局等名 事務所等名 水系名 河川名 調査年度 
○○地方整備局 ■■河川事務所 ▲▲川 ▲▲川 20XX 

 

No. 
生物 

項目 
目名 科名 和名 学名 

写

真 

標

本 

地区 

番号 
河川名 

距離

(km) 
位
置 

緯度 経度 
調査年 

月日 
確認状況 

同定者 

(所属機関) 

1 陸上昆

虫類等 

カ メ ム

シ目 

コ オ イ ム

シ科 

タガメ Kirkaldyia 

deyrolli 
○  ▲▲■3 ▲▲川 

12.3 左

岸 

35.1234767 139.1234567 20XX 年 

○ 月 ○

日 

高 水 敷 に

ある池で、

タ モ 網 に

より1個体

採集。 

田諸子太郎

((株)○○研

究所) 

2 

 

両 生

類・爬

虫類・

哺乳類 

ウ シ 目

（ 偶 蹄

目） 

ウシ科  カモシカ Capricornis 

crispus 

○  調 査 地

区外 
▲▲川 

43.0 

 

左

岸 

 

 

35.1234767 139.1234567 20XX 年 

○ 月 ○

日 

山 地 の 斜

面 で 死 体

を確認。 

 

田諸子太郎

((株)○○研

究所) 

: : : : : : : : : : : : : : : : : 
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現地調査様式 8 

魚類 その他の生物確認状況一覧表 
地方整備局等名 事務所等名 水系名 河川名 調査年度 
○○地方整備局 ■■河川事務所 ▲▲川 ▲▲川 20XX 

 

No. 
生物 

項目 
目名 科名 和名 学名 

写

真 

標

本 

地区 

番号 

河川

名 

距離

(km) 
位
置 

調査年 

月日 
確認状況 

同定者 

(所属機関) 

1 陸 上 昆 虫

類等 

カメムシ目 コオイムシ科 タガメ Lethocerus 
deyrolli ○  ▲▲■3 ▲▲川 

12.3 左

岸 

20XX 年 

○月○日 

高水敷にある池

で、タモ網によ

り 1個体採集。 

田諸子太郎((株)

○○研究所) 

2 

 

両生類・爬

虫類・哺乳

類 

ウシ目 ウシ科  カモシカ Capricornis 
crispus 

○  調 査 地 区

外 
▲▲川 

43.0 

 

左

岸 

 

 

20XX 年 

○月○日 

山地の斜面で死

体を確認。 

 

田諸子太郎((株)

○○研究所) 

: : : : : : : : : : : : : : : 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（底生動物調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 

令和8年度版 

河川水辺の国勢調査 
基本調査マニュアル 

［河川版］ 

(底生動物調査編) 
 

平成28年度版 

河川水辺の国勢調査 
基本調査マニュアル 

［河川版］ 

(底生動物調査編) 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（底生動物調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 

2. 事前調査 

現地調査計画を策定するために、事前調査を実施する。事前調査では、文献調査及び聞き取り調査を実施するこ

とにより、当該水系における底生動物に関する諸情報をとりまとめる。 

現地調査を年度初めに実施する場合には、事前調査を調査実施の前年度に行っておくと、現地調査を円滑に実施

しやすい。 

なお、文献、報告書等の収集及び聞き取り相手の選定にあたっては、河川水辺の国勢調査アドバイザー等学識経

験者等の助言を得るようにする。 

 

2.1 文献調査  
文献調査では、既往の河川水辺の国勢調査結果、河川水辺総括資料の内容、前回の河川水辺の国勢調査以降に発

行・作成された文献、河川水辺の国勢調査以外の報告書等を収集し、調査区域における底生動物の生息状況につい

ての情報を中心に把握する。既往の河川水辺の国勢調査の結果におけるその他の生物の記録(「その他の生物確認

状況一覧表」)を確認し、底生動物の確認記録がある場合は、それらも把握しておく。 

文献、報告書等は、調査対象河川に限定せず、当該水系全体に係る文献を可能な限り原典で収集し、各事務所等

において保管しておくことが望ましい。 

文献の検索については、CiNii（国立情報学研究所）、J-STAGE（科学技術振興機構）等のインターネット等に

よる文献検索サービスを利用するとよい。 

文献調査を実施した文献、報告書等について、以下の項目を整理する(事前調査様式 1)。 

 
(ア) 収集文献No.: 文献ごとに発行年順に付番する。 

(イ) 文献名: 文献、報告書等のタイトルを記録する。 

(ウ) 著者名: 著者、編者、調査者等の氏名を記録する。 

(エ) 発行年: 文献、報告書等が発行された年(西暦)を記録する。 

(オ) 発行元: 出版社名、事務所等名等を記録する。 

(カ) 入手先: 文献又は報告書の入手先を記録する。 
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2. 事前調査 

現地調査計画を策定するために、事前調査を実施する。事前調査では、文献調査及び聞き取り調査を実施するこ

とにより、当該水系における底生動物に関する諸情報をとりまとめる。 

現地調査を年度初めに実施する場合には、事前調査を調査実施の前年度に行っておくと、現地調査を円滑に実施

しやすい。 

なお、文献、報告書等の収集及び聞き取り相手の選定にあたっては、河川水辺の国勢調査アドバイザー等学識経

験者等の助言を得るようにする。 

 

2.1 文献調査  
文献調査では、既往の河川水辺の国勢調査結果、河川水辺総括資料の内容、前回の河川水辺の国勢調査以降に発

行・作成された文献、河川水辺の国勢調査以外の報告書等を収集し、調査区域における底生動物の生息状況につい

ての情報を中心に把握する。既往の河川水辺の国勢調査の結果におけるその他の生物の記録(「その他の生物確認状

況一覧表」)を確認し、底生動物の確認記録がある場合は、それらも把握しておく。 

文献、報告書等は、調査対象河川に限定せず、当該水系全体に係る文献を可能な限り原典で収集し、各事務所等

において保管しておくことが望ましい。 

文献の検索については、CiNii（国立情報学研究所）、JST（科学技術振興機構）等のインターネット等による文

献検索サービスを利用するとよい。 

文献調査を実施した文献、報告書等について、以下の項目を整理する(事前調査様式 1)。 

 

(ア) 文献名: 文献、報告書等のタイトルを記録する。 

(イ) 収集文献No.: 文献ごとに発行年順に付番する。 

(ウ) 著者名: 著者、編者、調査者等の氏名を記録する。 

(エ) 発行年: 文献、報告書等が発行された年(西暦)を記録する。 

(オ) 発行元: 出版社名、事務所等名等を記録する。 

(カ) 入手先: 文献又は報告書の入手先を記録する。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（底生動物調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 

3. 現地調査計画の策定 

現地調査の実施にあたって適切な調査結果が得られるように、各水系で作成されている最新の「全体調査計画

書」、既往の河川水辺の国勢調査成果及び事前調査の結果を踏まえ、現地踏査、調査地区の設定、調査対象環境区

分の設定、年間の調査時期及び回数の設定、調査方法の選定を行い、現地調査計画を策定する。 

現地調査を年度初めに実施する場合には、現地調査計画の策定を調査実施の前年度に行うと、現地調査を円滑に

実施しやすい。 

なお、現地調査計画の策定にあたっては、必要に応じて、河川水辺の国勢調査アドバイザー等学識経験者等の助

言を得る。 

 

3.1 現地踏査  
現地調査計画の策定にあたっては、全体調査計画及び事前調査の結果を踏まえ、調査対象河川の現地踏査を行う。

現地踏査では、全体調査計画書で設定した調査地区の確認を行うとともに、各調査地区における調査対象環境区分

の設定、調査方法の選定を行うための状況の把握を行う。また、各調査地区の特徴を整理するとともに、概観がわ

かる写真を随時撮影する。なお、全体調査計画で設定された各調査地区の確認は、以下の視点により行う。 

 
(ア) 底生動物の生息環境の視点からの調査地区の妥当性 

(イ) 地形や土地利用状況等の変化や工事等の影響による調査地区変更の必要性 

(ウ) 調査地区へのアプローチの容易性 

(エ) 調査に際しての安全性 

3.2 調査地区の設定  
調査地区は、基本的に全体調査計画に従う。ただし、事前調査及び現地踏査の結果を踏まえ、全体調査計画策定

時の調査地区等の設定根拠と著しく状況が変化している場合等、調査地区として不適当な場合については、「河川

水辺の国勢調査 基本調査マニュアル［共通版］」の「全体調査計画策定の手引き」を参考に、必要に応じて設定

し直す。なお、調査地区を再設定した場合は、新たな調査地区の設定根拠について整理しておく。 
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3. 現地調査計画の策定 

現地調査の実施にあたって適切な調査結果が得られるように、各水系で作成されている最新の「全体調査計画書」、

既往の河川水辺の国勢調査成果及び事前調査の結果を踏まえ、現地踏査、調査地区の設定、調査対象環境区分の設

定、年間の調査時期及び回数の設定、調査方法の選定を行い、現地調査計画を策定する。 

現地調査を年度初めに実施する場合には、現地調査計画の策定を調査実施の前年度に行うと、現地調査を円滑に

実施しやすい。 

なお、現地調査計画の策定にあたっては、必要に応じて、河川水辺の国勢調査アドバイザー等学識経験者等の助

言を得る 

 

3.1 現地踏査  
現地調査計画の策定にあたっては、全体調査計画及び事前調査の結果を踏まえ、調査対象河川の現地踏査を行う。

現地踏査では、全体調査計画書で設定した調査地区の確認を行うとともに、各調査地区における調査対象環境区分

の設定、調査方法の選定を行うための状況の把握を行う。また、各調査地区の特徴を整理するとともに、概観がわ

かる写真を随時撮影する。なお、全体調査計画で設定された各調査地区の確認は、以下の視点により行う。 

 
(ア) 底生動物の生息環境の視点からの調査地区の妥当性 

(イ) 地形や土地利用状況等の変化や工事等の影響による調査地区変更の必要性 

(ウ) 調査地区へのアプローチの容易性 

(エ) 調査に際しての安全性 

3.2 調査地区の設定  
調査地区は、基本的に全体調査計画に従う。ただし、事前調査及び現地踏査の結果を踏まえ、全体調査計画策定

時の調査地区等の設定根拠と著しく状況が変化している場合等、調査地区として不適当な場合については、「Ⅰ概要

編 7.全体調査計画の策定」、「Ⅸ参考資料編 全体調査計画策定の手引き」を参考に、必要に応じて設定し直す。

なお、調査地区を再設定した場合は、新たな調査地区の設定根拠について整理しておく。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（底生動物調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

3.3 調査対象環境区分の設定  
各調査地区のさまざまな環境に生息する底生動物を偏りなく把握するために、調査地区ごとに調査対象環境区分

を設定する。 

調査対象環境区分は、淡水域及び汽水域において以下のように区分する。 

 
3.3.1 淡水域 

淡水域の調査対象環境区分は、「1.早瀬」、「2.淵、「3.湧水」、「4.ワンド・たまり、湛水域」、「5.その他（植生

あり）」、「6.その他（植生なし）」の 6 区分を基本として区分する。 

 

表 3.1 淡水域における調査対象環境区分 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「Ⅷ河川環境基図作成調査編 資料２ 瀬・淵の解説」(Ⅷ-106～114ページ)参照 
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調査対象 

環境区分名 
調査対象環境区分の説明 

1. 早瀬 

 

目視観察において水深が浅く、水面が乱れたり白波が立つ等の特徴を持っている場

所を「早瀬」と判断する。 

2. 淵 水の色が濃い等、周囲より相対的に水深が深くなっていると思われる場所を「淵」

と判断する。低水路幅全体で水深が深い場所が連続する部分(通常“とろ”と呼ばれ

る)は「その他（植生なし）」に含める。 

3. 湧水 目視観察で水底の砂礫の舞い上がっている場所や、水温や水の色が本川と異なる等

の特徴をもつ場所等を「湧水」と判断する。 

4. ワンド・たまり、湛

水域 

平常時も本川と連続している止水域や高水敷にみられる閉鎖的水域等、河川区域内

にみられる河川の通常の流れと分離された水域を「ワンド・たまり」と判断する。

基本的に、河川の通常の流れと分離された水域と認識される場所を表現するものと

し、本川に連続する細流や水路等に形成されている止水域についても含める。 

また、河川横断工作物等により通常の流れがせき止められ、湛水している区間を「

湛水域」と判断する。流入部における湛水域の境界域は、水面勾配の変化点までと

する。 

5.その他（植生あり） 抽水植物（ヨシ等の植物体の一部が水に浸かっている植物）、沈水植物（植物体全

体が水中にあり、水底に根を張っている植物）を含む水生植物がみられる箇所や、

植物等が水に浸かっている箇所とする。 

6.その他（植生なし） 河岸部が裸地や護岸等で、抽水植物や水際植物がない箇所とする。 

また、平瀬、とろ等上記以外についても「その他（植生なし）」に区分する。 

3.3 調査対象環境区分の設定  
各調査地区のさまざまな環境に生息する底生動物を偏りなく把握するために、調査地区ごとに調査対象環境区分

を設定する。 

調査対象環境区分は、淡水域及び汽水域において以下のように区分する。 

 
3.3.1 淡水域 

淡水域の調査対象環境区分は、「1.早瀬」、「2.淵、「3.湧水」、「4.ワンド・たまり、湛水域」、「5.その他（植生あ

り）」、「6.その他（植生なし）」の 6 区分を基本として区分する。 

 

表 淡水域における調査対象環境区分 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「資料 瀬・淵の解説」(Ⅷ-85～93 ページ)参照 
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調査対象 

環境区分名 
調査対象環境区分の説明 

1. 早瀬 

 

目視観察において水深が浅く、水面が乱れたり白波が立つ等の特徴を持っている場

所を「早瀬」と判断する。 

2. 淵 水の色が濃い等、周囲より相対的に水深が深くなっていると思われる場所を「淵」

と判断する。低水路幅全体で水深が深い場所が連続する部分(通常“とろ”と呼ばれ

る)は「その他」に含める。 

3. 湧水 目視観察で水底の砂礫の舞い上がっている場所や、水温や水の色が本川と異なる等

の特徴をもつ場所等を「湧水」と判断する。 

4. ワンド・たまり、湛

水域 

平常時も本川と連続している止水域や高水敷にみられる閉鎖的水域等、河川区域内

にみられる河川の通常の流れと分離された水域を「ワンド・たまり」と判断する。

基本的に、河川の通常の流れと分離された水域と認識される場所を表現するものと

し、本川に連続する細流や水路等に形成されている止水域についても含める。 

また、河川横断工作物等により通常の流れがせき止められ、湛水している区間を「

湛水域」と判断する。流入部における湛水域の境界域は、水面勾配の変化点までと

する。 

5.その他（植生あり） 抽水植物（ヨシ等の植物体の一部が水に浸かっている植物）、沈水植物（植物体全

体が水中にあり、水底に根を張っている植物）を含む水生植物がみられる箇所や、

植物等が水に浸かっている箇所とする。 

6.その他（植生なし） 河岸部が裸地や護岸等で、抽水植物や水際植物がない箇所とする。 

また、平瀬、とろ等上記以外についても「6. その他（植生なし）」に区分する。 

 

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（底生動物調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

3.3.2 汽水域 
汽水域の調査対象環境区分は、「7.干潟」、「8.その他」の 2 区分を基本として区分する。 
 

表 3.3 汽水域における調査対象環境区分 

調査対象 

環境区分名 
調査対象環境区分の説明 

7. 干潟 一般的に干潟とは潮間帯にみられる「平坦な砂地又は泥からなるところ」と

定義されることが多いが、本調査で干潟とは、潮間帯にみられる砂又は泥が

堆積した箇所を指すものとし、砂泥質の上に礫や石が堆積した転石地や塩沼

植物がみられる場所も含む。 

8. その他 汽水域において「7. 干潟」に属さない箇所は「8.その他」に区分する。 

 

 
表 3.4 調査対象環境区分とその詳細な環境(汽水域) 

  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.4 年間の調査時期及び回数の設定  
現地調査は、初夏から夏と冬から早春の 2 回以上実施する。 

年間の調査時期及び回数は、基本的に全体調査計画に従い、事前調査及び現地踏査の結果、調査実施当該年度に

おける気象条件や底生動物の生息状況等を踏まえ、適切に設定するものとする。 

なお、設定に際しては、必要に応じて「河川水辺の国勢調査 基本調査マニュアル［共通版］」の「全体調査計

画策定の手引き」を参考にする。また、調査時期の設定根拠について整理しておく。 
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3.3.2 汽水域 
汽水域の調査対象環境区分は、「7.干潟」、「8.その他」の 2 区分を基本として区分する。 
 

表 汽水域における調査対象環境区分 

調査対象 

環境区分名 
調査対象環境区分の説明 

7. 干潟 一般的に干潟とは潮間帯にみられる「平坦な砂地又は泥からなるところ」と

定義されることが多いが、本調査で干潟とは、潮間帯にみられる砂又は泥が

堆積した箇所を指すものとし、砂泥質の上に礫や石が堆積した転石地や塩沼

植物がみられる場所も含む。 

8. その他 汽水域において「7. 干潟」に属さない箇所は「8.その他」に区分する。 

 

 
表 調査対象環境区分とその詳細な環境(汽水域) 

  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.4 年間の調査時期及び回数の設定  
現地調査は、初夏から夏と冬から早春の 2 回以上実施する。 

年間の調査時期及び回数は、基本的に全体調査計画に従い、事前調査及び現地踏査の結果、調査実施当該年度に

おける気象条件や底生動物の生息状況等を踏まえ、適切に設定するものとする。 

なお、設定に際しては、必要に応じて「Ⅰ概要編 7.全体調査計画の策定」、「Ⅸ参考資料編 全体調査計画策

定の手引き」を参考にする。また、調査時期の設定根拠について整理しておく。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 

調査対象環 詳細な環境

7.干潟 a.干潟の砂、泥 
b.潮だまり 
c.砂泥上の転石 

8.その他 d.ヨシ原 
e.海藻（草）類 
f.大きなゴミ周辺 
g.細かいゴミ周辺 
h.杭、消波ブロック 
i.淡水の流入する箇所 
j.水深の深い箇所 
上記以外の環境 

調査対象環 詳細な環境

7.干潟 a.干潟の砂、泥
b.潮だまり
c.砂泥上の転石

8.その他 d.ヨシ原 
e.海藻（草）類
f.大きなゴミ周辺 
g.細かいゴミ周辺 
h.杭、消波ブロック
i.淡水の流入する箇所 
j.水深の深い箇所 
上記以外の環境
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改 定 現 行 

 

その後、細泥をフルイの中で洗い落とす。採集物中に粒径の大きな砂や砂利が多い場合は、白いバットにあ

けて大型の生物を選別した後、バケツに入れて浮遊選別を繰り返し、ポリ瓶に入れる。 

 

4.3 サンプルの固定  
サンプルは、ポリ瓶等に入れて、市販されているホルマリンの原液(ホルムアルデヒド含有量 35％)を 100％とした

場合に 5～10%程度の溶液になるようにホルマリンを加えて、固定する。固定液を入れ忘れると、腐敗して同定不能と

なるので確実に固定液を入れるように注意する。また、水生昆虫・小型甲殻類等は、ホルマリンに長時間入れておく

と体が硬化しすぎるので、可能な限り早くソーティングを行い、60～70vol％程度のエタノールに移すのが望ましい。 

なお、ホルマリンは人体に有害であり、「毒物及び劇物取締法」等の様々な法規制の規制項目として指定されている。

したがって、不要となったホルマリンについては、分解・中和処理や専門業者による適正な処理を経る等して、適切

な廃棄を行うこととする。 

 

4.4 現地調査結果の記録  
調査地区ごとの調査実施状況、調査環境について、以下のとおり記録する。 

 

4.4.1 調査実施状況 
底生動物の生息環境の特徴を把握するために、各調査地区内に設定した調査対象環境区分について、調査回ごとに

調査地区の状況、調査時の状況、調査方法及び調査箇所について以下のとおり記録する(現地調査様式1)。 

 

(1) 調査地区  

調査地区について、以下の項目を記録する。 
 

(ア) 地区番号: 地区番号を記録する。 

(イ) 地区名: 最寄りの橋･堰等をもとに､調査地区の特徴を示す名称を記録する。 

(ウ) 距離(km): 河口からの距離(支川・支々川の場合は合流点からの距離)(km)を記録する。 

(エ) 総合調査地区: 該当の調査地区が総合調査地区の場合、☆を記録する。 

(オ) 河床勾配: 調査地区付近の平均的な河床勾配を記録する。 

(カ) セグメント区分: 調査地区の河川工学的なセグメント区分を記録する。 

 

— Ⅲ-25—  

 

その後、細泥をフルイの中で洗い落とす。採集物中に粒径の大きな砂や砂利が多い場合は、白いバットにあ

けて大型の生物を選別した後、バケツに入れて浮遊選別を繰り返し、ポリ瓶に入れる。 

 

4.3 サンプルの固定  
サンプルは、ポリ瓶等に入れて、市販されているホルマリンの原液(ホルムアルデヒド含有量 35％)を 100％とした場

合に 5～10%程度の溶液になるようにホルマリンを加えて、固定する。固定液を入れ忘れると、腐敗して同定不能とな

るので確実に固定液を入れるように注意する。また、水生昆虫・小型甲殻類等は、ホルマリンに長時間入れておくと体

が硬化しすぎるので、可能な限り早くソーティングを行い、60～70％程度のエタノールに移すのが望ましい。 

なお、ホルマリンは人体に有害であり、「毒物及び劇物取締法」等の様々な法規制の規制項目として指定されている。

したがって、不要となったホルマリンについては、分解・中和処理や専門業者による適正な処理を経る等して、適切な

廃棄を行うこととする。 

 

4.4 現地調査結果の記録  
調査地区ごとの調査実施状況、調査環境について、以下のとおり記録する。 

 

4.4.1 調査実施状況 
底生動物の生息環境の特徴を把握するために、各調査地区内に設定した調査対象環境区分について、調査回ごとに調

査地区の状況、調査時の状況、調査方法及び調査箇所について以下のとおり記録する(現地調査様式1)。 

 

(1) 調査地区  

調査地区について、以下の項目を記録する。 
 

(ア) 地区番号: 地区番号を記録する。 

(イ) 地区名: 最寄りの橋･堰等をもとに､調査地区の特徴を示す名称を記録する。 

(ウ) 距離(km): 河口からの距離(支川・支々川の場合は合流点からの距離)(km)を記録する。 

(エ) 総合調査地区: 該当の調査地区が総合調査地区の場合、☆を記録する。 

(オ) 河床勾配: 調査地区付近の平均的な河床勾配を記録する。 

(カ) セグメント区分: 調査地区の河川工学的なセグメント区分を記録する。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 
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改 定 現 行 

 
4.4.2 調査環境 

調査地区ごとの水域の状況及び水際の状況を、最新の河川環境基図等の既存資料を参考にしながら図面上に記

録する(現地調査様式 2)。 

なお、調査時の状況が河川環境基図等の既存資料と異なる場合には、おおむねの水際線の位置を記録する等し

ておく。河川環境基図等がない場合は最新の平面図を用い、平面図がない場合は空中写真等を利用する。 

 
(1) 調査地区の概況の把握 

底生動物の生息環境の特徴が把握できるように、調査対象環境区分、水際の状況等を記録する。また、背景図の

作成年度を記録しておく。 

 
1) 調査対象環境区分 

「3.3 調査対象環境区分の設定」に従って調査対象環境区分を記録する。 

なお、調査対象環境区分の中でも水際(7. その他(水際の植物)、8. その他(植物のない河岸部))については、次の

「2) 水際の状況」に従う。 

 
2) 水際の状況 

調査地区ごとの現地調査時の水際の状況について、「表 水際の状況の区分」に示す区分で、調査地区の水際線

全体を 100%とし、それぞれの区分の占める割合を 10％単位で記録する。10％に満たない小規模な区分には＋の

印をつける。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 
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改 定 現 行 

(4) 調査地区の概況 

調査地区の状況や調査対象環境区分の状況の写真を撮影した位置及び撮影方向を記録する。 
 

(5) その他 

その他、調査時に気付いたことを地図上に随時記録する(例: 釣り人の有無、ごみの状況)。 
 

4.5 移動中等における確認種  
調査地区間の移動中等(調査地区の範囲外や調査時間外)に底生動物が確認された場合には、重要種、

特定外来生物及び特筆すべき種に限り、調査地区内で確認された底生動物とは別に、以下の項目を記録す

る(現地調査様式 3)。 

採集された底生動物については、写真撮影を行い、標本を作製する。 

なお、対象範囲は調査区域内とする。また、移動中等の確認種の記録は、あくまで補足情報の収集であるため、

本来の調査に支障をきたさない範囲で行う。 

 
(ア) No.: 連番で付番する。 

(イ) 和名: 確認された底生動物の和名を記録する。 

(ウ) 重要種: 重要種について記録する。 

(エ) 特定外来生物: 特定外来生物について記録する。 

(オ) 写真、標本: 写真を撮影したり、標本を作製した場合は記録する。 

(カ) 河川名、距離(km): 確認された河川名、河口からの距離(支川・支々川の場合は合流点からの距離)(km)を記

録する。 

(キ) 緯度・経度: 確認された位置の緯度・経度を記録する。測地系は JGD2024/ (B, L)とする（10 進法）。 

(ク) 調査年月日: 確認された年月日(年は西暦)を記録する。 

(ケ) 確認状況: 確認の方法、周辺環境、個体数等を記録する。 

(コ) 同定者(所属機関): 同定者の氏名、所属機関を記録する。 

 

4.6 その他の生物の記録  

現地調査時に魚類を捕獲した場合や、両生類の産卵場や爬虫類・哺乳類等を目撃したり、死体を発見した場合等

には、それらが重要種、特定外来生物及び特筆すべき種のいずれか 
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(4) 調査地区の概況 

調査地区の状況や調査対象環境区分の状況の写真を撮影した位置及び撮影方向を記録する。 
 

(5) その他 

その他、調査時に気付いたことを地図上に随時記録する(例: 釣り人の有無、ごみの状況)。 
 

4.5 移動中等における確認種  
調査地区間の移動中等(調査地区の範囲外や調査時間外)に底生動物が確認された場合には、重要種、特

定外来生物及び特筆すべき種に限り、調査地区内で確認された底生動物とは別に、以下の項目を記録する(

現地調査様式 3)。 

採集された底生動物については、写真撮影を行い、標本を作製する。 

なお、対象範囲は調査区域内とする。また、移動中等の確認種の記録は、あくまで補足情報の収集であるため、

本来の調査に支障をきたさない範囲で行う。 

 
(ア) No.: 連番で付番する。 

(イ) 和名: 確認された底生動物の和名を記録する。 

(ウ) 重要種: 重要種について記録する。 

(エ) 特定外来生物: 特定外来生物について記録する。 

(オ) 写真、標本: 写真を撮影したり、標本を作製した場合は記録する。 

(カ) 河川名、距離(km): 確認された河川名、河口からの距離(支川・支々川の場合は合流点からの距離)(km)を記

録する。 

(キ) 調査年月日: 確認された年月日(年は西暦)を記録する。 

(ク) 確認状況: 確認の方法、周辺環境、個体数等を記録する。 

(ケ) 同定者(所属機関): 同定者の氏名、所属機関を記録する。 

 
 

4.6 その他の生物の記録  

現地調査時に魚類を捕獲した場合や、両生類の産卵場や爬虫類・哺乳類等を目撃したり、死体を発見した場合等に

は、それらが重要種、特定外来生物及び特筆すべき種のいずれか 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 
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改 定 現 行 

 

であり、かつ現地で同定可能なものに限り、必要に応じて「その他の生物」として以下の項目を記録する(現地調査

様式 4)。 

誤同定を避けるため、無理な同定は行わないようにする。捕獲・採集した生物については写真撮影を行い、できる

だけ標本を作製する。目撃した生物については写真撮影を行うことが望ましい。 

なお、その他の生物の記録は、あくまで補足情報の収集であるため、本来の調査に支障をきたさない範囲で行う。 

 
(ア) No.: 連番で付番する。 

(イ) 生物項目: 確認された生物の項目を記録する。 

(ウ) 目名、科名、和名、学名: 確認された生物の目名、科名、和名、学名を記録する。 

(エ) 写真、標本: 写真を撮影したり、標本を作製した場合は記録する。 

(オ) 地区番号: 確認された地区番号を記録する。調査地区外で確認された場合は「調査地区外」と記録する。 

(カ) 河川名、距離(km): 確認された河川名、河口からの距離(支川・支々川の場合は合流点からの距離)(km)を 

記録する。 

(キ) 位置: 確認された位置について左岸・右岸・中洲・その他のいずれかを記録する。 

(ク) 緯度・経度: 確認された位置の緯度・経度を記録する。測地系は JGD2024/ (B, L)とする（10 進法）。 

(ケ) 調査年月日: 確認された年月日(年は西暦)を記録する。 

(コ) 確認状況: 確認の方法、周辺環境、個体数等を記録する。 

(サ) 同定者(所属機関): 同定者の氏名、所属機関を記録する。 

 

4.7 現地調査実施時の写真撮影  
現地調査実施時に以下のような写真を撮影する。 

なお、写真の整理は「5.9 写真の整理」に従う。  

 
(1) 調査地区等 

調査地区の状況、調査箇所の状況について写真を撮影する。 

 

1) 調査地区の状況 

各調査地区及び周辺の概観がわかるような写真を調査回ごとに撮影する。 

なお、季節的な変化等がわかるように、できるだけ同じ範囲を撮影することが望ましい。 
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であり、かつ現地で同定可能なものに限り、必要に応じて「その他の生物」として以下の項目を記録する(現地調査様

式 4)。 

誤同定を避けるため、無理な同定は行わないようにする。捕獲・採集した生物については写真撮影を行い、できる

だけ標本を作製する。目撃した生物については写真撮影を行うことが望ましい。 

なお、その他の生物の記録は、あくまで補足情報の収集であるため、本来の調査に支障をきたさない範囲で行う。 

 
(ア) No.: 連番で付番する。 

(イ) 生物項目: 確認された生物の項目を記録する。 

(ウ) 目名、科名、和名、学名: 確認された生物の目名、科名、和名、学名を記録する。 

(エ) 写真、標本: 写真を撮影したり、標本を作製した場合は記録する。 

(オ) 地区番号: 確認された地区番号を記録する。調査地区外で確認された場合は「調査地区外」と記録する。 

(カ) 河川名、距離(km): 確認された河川名、河口からの距離(支川・支々川の場合は合流点からの距離)(km)を 

記録する。 

(キ) 位置: 確認された位置について左岸・右岸・中洲・その他のいずれかを記録する。 

(ク) 調査年月日: 確認された年月日(年は西暦)を記録する。 

(ケ) 確認状況: 確認の方法、周辺環境、個体数等を記録する。 

(コ) 同定者(所属機関): 同定者の氏名、所属機関を記録する。 

 
 

4.7 現地調査実施時の写真撮影  
現地調査実施時に以下のような写真を撮影する。 

なお、写真の整理は「5.9 写真の整理」に従う。  

 
(1) 調査地区等 

調査地区の状況、調査箇所の状況について写真を撮影する。 

 

1) 調査地区の状況 

各調査地区及び周辺の概観がわかるような写真を調査回ごとに撮影する。 

なお、季節的な変化等がわかるように、できるだけ同じ範囲を撮影することが望ましい。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（底生動物調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

5.2 同定  
同定にあたっては、国土交通省水管理・国土保全局の河川環境データベース(河川水辺の国勢調査)ホームページ

で公開されている「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」に挙げられている「種の同定にあたっての参考文

献および留意事項」を活用する。種の同定レベルは、「種の同定にあたっての参考文献および留意事項」に挙げら

れている「参考_同定レベルリスト」に準拠する。種名の表記及び並び順については、「河川水辺の国勢調査のた

めの生物リスト」に従う。なお、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」及び「種の同定にあたっての参考文

献および留意事項」は、毎年の調査結果を踏まえ更新を行っているため、活用に際しては事前に必ず最新版を確

認する。 

同定に際して留意すべき事項を以下に示す。 

 
(ア) 「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」において記号(sp. RB 等)が記載されているものがあるが、こ

れは「川合禎次・谷田一三(2005)共編:日本産水生昆虫 科・属・種への検索．東海大学出版会」等に準拠

しているためである。これらについては、種として同定されたものとして取り扱う。 

(イ) 種・亜種まで同定できない場合は、和名については、”○○属”、学名については”○○ sp.”と表記する(平

成 9 年度版マニュアルでは、”○○属の一種”と”○○属の数種”、”○○ sp.”と”○○ spp.”をそれぞれ区別

していたが、今後は区別しない。)。属より上位の分類群までしか同定できない場合についても、参考文

献に従い、可能な限り詳しく同定する(例: ”△△目”、”□□科”)。なお、種・亜種まで同定できなかった場

合は、その理由を記録する(例: 新たに侵入した外来種で図鑑に記録がない、若齢個体のため同定の根拠と

なる部位が確認できない、破損していたため同定の根拠となる部位が確認できない。)。 

 

5.3 計測  

5.3.1 計数 
定性採集においては、10 個体までは個体数を計数し、それ以上は+(おおむね 11～99 個体)、++(おおむね 100 個

体以上)の記号で示す。定量採集においては、すべての個体数を計数する。また、計数は、原則として頭部のついて

いる個体を対象とする。海綿動物門や触手動物門(コケムシの仲間等)等の群体を形成する動物の計数については、

数字の 0 を記入し、群体もしくは休芽、芽球である旨を記録する。 

ソーティング時に分割をした場合は、「図 5.1 ソーティングから分析までの流れ」の「結果の出し方」を参考にし

て 1 サンプルあたりの個体数になるよう換算する。 
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5.2 同定  
種の同定にあたっては、国土交通省水管理・国土保全局水情報国土データ管理センターの河川環境データベース

(河川水辺の国勢調査)ホームページで公開されている「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」の備考欄に示す

同定レベルに準拠する。また、同ホームページに挙げられている「準拠文献」、「調査同定上の留意点」を活用する。

種名の表記及び並び順については、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」に従う。なお、「河川水辺の国勢調

査のための生物リスト」は、毎年の調査結果を踏まえ更新を行っているため、活用に際しては最新版を確認する。 

同定に際して留意すべき事項を以下に示す。 

 
 

(ア) 「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」において記号(sp. RB 等)が記載されているものがあるが、これ

は「川合禎次・谷田一三(2005)共編:日本産水生昆虫 科・属・種への検索．東海大学出版会」等に準拠し

ているためである。これらについては、種として同定されたものとして取り扱う。 

(イ) 種・亜種まで同定できない場合は、和名については、”○○属”、学名については”○○ sp.”と表記する(平成

9 年度版マニュアルでは、”○○属の一種”と”○○属の数種”、”○○ sp.”と”○○ spp.”をそれぞれ区別して

いたが、今後は区別しない。)。属より上位の分類群までしか同定できない場合についても、参考文献に従

い、可能な限り詳しく同定する(例: ”△△目”、”□□科”)。なお、種・亜種まで同定できなかった場合は、そ

の理由を記録する(例: 新たに侵入した外来種で図鑑に記録がない、若齢個体のため同定の根拠となる部位

が確認できない、破損していたため同定の根拠となる部位が確認できない。)。 

 
 

5.3 計測  

5.3.1 計数 
定性採集においては、10 個体までは個体数を計数し、それ以上は+(おおむね 11～99 個体)、++(おおむね 100 個

体以上)の記号で示す。定量採集においては、すべての個体数を計数する。また、計数は、原則として頭部のついて

いる個体を対象とする。海綿動物門や触手動物門(コケムシの仲間等)等の群体を形成する動物の計数については、数

字の 0 を記入し、群体もしくは休芽、芽球である旨を記録する。 

ソーティング時に分割をした場合は、「図 ソーティングから分析までの流れ」の「結果の出し方」を参考にして 1

サンプルあたりの個体数になるよう換算する。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（底生動物調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

5.4.2 整理番号の付け方 
整理番号は、「5.4.1 集計の際の留意点」に基づき、集計対象とする種に付番する。付番にあたっては、種ごとに

重複のないように注意する。 

なお、種の配列については、国土交通省水管理・国土保全局のホームページで公開されている「河川水辺の国勢

調査のための生物リスト」に従う。 

 
 【整理番号の付け方】 

 

No. 科名 和名 学名 

1 サンカクアタマウズムシ科  サンカクアタマウズムシ科 Dugesiidae sp. 
2 イトミミズ科 イトミミズ科 Tubificidae sp. 

3 ヒラタカゲロウ科 ナミヒラタカゲロウ Epeorus ikanonis 

  Epeorus 属 Epeorus sp. 

  ヒラタカゲロウ科 Heptageniidae sp. 

4 カワゲラ科 カミムラカワゲラ kamimuria tibialis 

  Kamimuria 属 Kamimuria sp. 

5 ヒメド ムシ科 ヨ ミゾド ムシ L t l i ili 

“Epeorus 属”と“ヒラタカゲロウ科”は、他にEpeorus 属やヒラタカゲロウ科に属する種(“ナミヒラタカゲロ

ウ”)がリストアップされているため、計上せず、整理番号をつけない。しかし、“サンカクアタマウズムシ科”

や“イトミミズ科”は、他にサンカクアタマウズムシ科やイトミミズ科に属する種がリストアップされていな

いため、計上し、整理番号をつける。 

 

5.5 同定結果の整理  
5.2 から 5.4 を踏まえ、定量採集及び定性採集で同定された底生動物について以下の項目を記録する(現地調査様式

7)。 

 

(ア) 採集時の情報: 調査年月日(年は西暦)、地区番号、地区名、調査区分(定量採集・定性採集)、コドラート番

号、調査対象環境区分、調査箇所について記録する。  

(イ) 綱名、目名、科名、和名、学名: 確認された底生動物の綱名、目名、科名及び和名、学名を記録する。 

(ウ) 個体数: 定量採集については、採集個体数を記録する。定性採集については 10 個体までは個体数を記録し、

それ以上は+(おおむね 11～99 個体)、++(おおむね 100 個体以上)等の記号で示す。群体を形成する動物につ

いては、数字の 0 で示す。定量採集の合計欄は、合計個体数を記録し、定性採集の合計欄には－を記入 
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5.4.2 整理番号の付け方 
整理番号は、「5.4.1 集計の際の留意点」に基づき、集計対象とする種に付番する。付番にあたっては、種ごとに

重複のないように注意する。 

なお、種の配列については、国土交通省水管理・国土保全局水情報国土データ管理センターのホームページで公

開されている「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」に従う。 

 
 【整理番号の付け方】 

 

No. 科名 和名 学名 

1 サンカクアタマウズムシ科  サンカクアタマウズムシ Dugesiidae sp. 

2 イトミミズ科 イトミミズ科 Tubificidae sp. 

3 ヒラタカゲロウ科 ナミヒラタカゲロウ Epeorus ikanonis 

  Epeorus 属 Epeorus sp. 

  ヒラタカゲロウ科 Heptageniidae sp. 

4 カワゲラ科 カミムラカワゲラ kamimuria tibialis 

  Kamimuria 属 Kamimuria sp. 

5 ヒメド ムシ科 ヨ ミゾド ムシ L t l i ili 

“Epeorus 属”と“ヒラタカゲロウ科”は、他に Epeorus 属やヒラタカゲロウ科に属する種(“ナミヒラタカゲロ

ウ”)がリストアップされているため、計上せず、整理番号をつけない。しかし、“サンカクアタマウズムシ科”

や“イトミミズ科”は、他にサンカクアタマウズムシ科やイトミミズ科に属する種がリストアップされていない

ため、計上し、整理番号をつける。 

 

5.5 同定結果の整理  
5.2 から 5.4 を踏まえ、定量採集及び定性採集で同定された底生動物について以下の項目を記録する(現地調査様式

7)。 

 

(ア) 採集時の情報: 調査年月日(年は西暦)、地区番号、地区名、調査区分(定量採集・定性採集)、コドラート番号、

調査対象環境区分、調査箇所について記録する。  

(イ) 綱名、目名、科名、和名、学名: 確認された底生動物の綱名、目名、科名及び和名、学名を記録する。 

(ウ) 個体数: 定量採集については、採集個体数を記録する。定性採集については 10 個体までは個体数を記録し、

それ以上は+(おおむね 11～99 個体)、++(おおむね 100 個体以上)等の記号で示す。群体を形成する動物につ

いては、数字の 0 で示す。定量採集の合計欄は、合計個体数を記録し、定性採集の合計欄には－を記入 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（底生動物調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

する。 

(エ) 湿重量: 定量採集のみサンプルの湿重量を記録する(有効桁: 1mg)。 

(オ) 備考: 種まで同定できなかった場合は、その理由、問題点(破損、若齢、現在の知見では種までの同定は困

難等)を記録する。海綿動物門や触手動物門(コケムシの仲間等)等の群体を形成する動物については、群体も

しくは休芽、芽球である旨を記録する。ヒルミミズ科やエビヤドリツノムシ等の外部寄生生活者については、

宿主が判明した場合にはその種を記録する（「アメリカザリガニに寄生」等）。 

(カ) 同定者: 同定を行った責任者の氏名、所属機関を記録する。 

 

5.6 同定文献の整理   
同定の際に用いた文献について、以下の項目を記録する(現地調査様式 8)。 

 

(ア) 同定文献No.: 文献ごとに発行年順に付番する。 

(イ) 文献名: 文献、図鑑等のタイトルを記録する。 

(ウ) 著者名: 著者、編者の氏名を記録する。 

(エ) 発行年: 文献が発行された年(西暦)を記録する。 

(オ) 発行元: 文献の出版社名等を記録する。 

(カ) 分類群等: 同定の対象となる分類群や種名を記録する。 

 

5.7 標本の作製及び保管  

5.7.1 標本の作製 
標本は、原則として全種類の底生動物を対象に、調査回、調査地区、調査対象環境区分(定性採集の場合)、コドラ

ート(定量採集の場合)ごとに作製し、複数の地区の標本を一緒のサンプル瓶に保管しないようにする。採集時にホル

マリンで固定したサンプルについても、標本の保存液は原則として 60vol％以上、70vol％未満※1のエタノールとす

る。 

なお、標本を作製する際に使用するホルマリン、エタノール等は、「毒物及び劇物取締法」等の様々な法律の規制

項目として指定されている。したがって、不要となったホルマリン、エタノール等の廃液については、分解・中和

処理や専門業者による適正な処理を経る等して、適切に廃棄する。 

標本作製にあたっては、重要種とそれ以外で区別し、次の点に留意する。 
※1: 一度ホルマリンで固定すれば 60vol％のアルコールでも保管は可能である。濃度が 60wt%（約 67vol％）以上のアルコール類

は消防法によって「危険物第四類」に指定されており、「指定数量」400L 以上を危険物貯蔵所・危険物製造所・危険物取扱所

以外では貯蔵・取扱いできない、とされているので注意すること。 
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する。 

(エ) 湿重量: 定量採集のみサンプルの湿重量を記録する(有効桁: 1mg)。 

(オ) 備考: 種まで同定できなかった場合は、その理由、問題点(破損、若齢、現在の知見では種までの同定は困

難等)を記録する。海綿動物門や触手動物門(コケムシの仲間等)等の群体を形成する動物については、群体

もしくは休芽、芽球である旨を記録する。 

(カ) 同定者: 同定を行った責任者の氏名、所属機関を記録する。 

 

 

5.6 同定文献の整理   
同定の際に用いた文献について、以下の項目を記録する(現地調査様式 8)。 

 

(ア) 同定文献No.: 文献ごとに発行年順に付番する。 

(イ) 文献名: 文献、図鑑等のタイトルを記録する。 

(ウ) 著者名: 著者、編者の氏名を記録する。 

(エ) 発行年: 文献が発行された年(西暦)を記録する。 

(オ) 発行元: 文献の出版社名等を記録する。 

(カ) 分類群等: 同定の対象となる分類群や種名を記録する。 

 

5.7 標本の作製及び保管  

5.7.1 標本の作製 
標本は、原則として全種類の底生動物を対象に、調査回、調査地区、調査対象環境区分(定性採集の場合)、コドラ

ート(定量採集の場合)ごとに作製し、複数の地区の標本を一緒のサンプル瓶に保管しないようにする。採集時にホル

マリンで固定したサンプルについても、標本の保存液は原則として 60％以上、70％未満※1のエタノールとする。 

なお、標本を作製する際に使用するホルマリン、エタノール等は、「毒物及び劇物取締法」等の様々な法律の規制

項目として指定されている。したがって、不要となったホルマリン、エタノール等の廃液については、分解・中和処

理や専門業者による適正な処理を経る等して、適切に廃棄する。 

標本作製にあたっては、重要種とそれ以外で区別し、次の点に留意する。 

 
※1: 一度ホルマリンで固定すれば 60％のアルコールでも保管は可能である。濃度が 70％以上のアルコール類は消防法によって

「危険物第四類」に指定されており、「指定数量」400L以上を危険物貯蔵所・危険物製造所・危険物取扱所以外では貯蔵・取

扱いできない、とされているので注意すること。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



 

 

河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（底生動物調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 
(1) 重要種以外の標本 

重要種以外の種類については以下に従って標本を作製する。 
 

(ア) 重要種以外の標本は、後日、再同定の必要が生じた場合や寄贈する場合に、対象となる標本を容易に取り

出せるよう、各分類群(綱、目等)別に分ける等、適宜工夫する。 

(イ) サンプル瓶としては、密封性の高いガラス瓶(50～200mL 程度)を用いるとよいが、その他にも耐アルコー

ル性があり、ねじ口で密封性の高いサンプル瓶を用いても構わない。サンプル瓶は、次の規格を参考に選択

する。 

 

表 5.1 サンプル瓶の規格(例) 
名称 材質 サイズ(mm) 内容量

(mL) 

備考 

ダーラム管 硼珪酸ガラスまたはプラ

スチック製 

6×30程度 

 

- 二重瓶保管の内側瓶 

スクリュー管

瓶 

硼珪酸ガラス製 
(蓋はポリプロピレン、パッ

キンは発泡ポリエチレン) 

18×40 6  
24×50 13.5  
30×65 30  
35×78 50  

サンプル瓶 

(マヨネーズ瓶

) 

ソーダ石灰ガラス製 

(外蓋はポリプロピレン、

内蓋はポリエチレン) 

45×78 50  
55×95 100  
62×109 200  
81×128 450  
96×181 900  

広口瓶 硬質PVC製 

(蓋はポリプロピレン、パ

ッキンは発泡ポリエチレ

ン) 

75×92 300  
90×118 500  
97×167 1000  
112×255 2000  
134×263 3000  

 
(ウ) 種同定の際に交尾器や口器等を取り外した個体については、外した交尾器や口器等を他の体部と一緒にエ

タノールで満たした小型のダーラム管に入れ、ダーラム管の口に脱脂綿で蓋をした上で、それらをエタノー

ルで満たした大きなサンプル瓶で保管することが望ましい。 

(エ) 定期的に保管状況の確認を行い、必要に応じてエタノールの補充等を行う。 

(オ) 標本ラベルとして、採集データラベルとサンプルラベルの 2 種を作成する。採集データラベルはサンプル

瓶内に封入し、サンプルラベルはサンプル瓶の周りに貼付する。ラベルの用紙には、耐水性のものを使用す

る。印刷の際は、顔料系インクジェットプリンターもしくはレーザープリンターにてグレースケール印刷(白

黒印刷)し、印刷後に十分な乾燥(約 30 分)を施す。 
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(1) 重要種以外の標本 

重要種以外の種類については以下に従って標本を作製する。 
 

(ア) 重要種以外の標本は、後日、再同定の必要が生じた場合や寄贈する場合に、対象となる標本を容易に取り

出せるよう、各分類群(綱、目等)別に分ける等、適宜工夫する。 

(イ) サンプル瓶としては、密封性の高いガラス瓶(50～100mL 程度)を用いるとよいが、その他にも耐アルコー

ル性があり、ねじ口で密封性の高いサンプル瓶を用いても構わない。サンプル瓶は、次の規格を参考に選

択する。 

 
表 サンプル瓶の規格(例) 

名称 材質 サイズ(mm) 内容量

(mL) 

備考 

スクリュー

バイアル 

 

硬質ガラス製 

(蓋はポリプロピレ

ンやメラミン樹脂、

内蓋パッキングはテ

フロン/ニトリル) 

8×35 1 二重瓶保管の内側瓶 

18×40 6  
19×55 10  
30×65 30  
35×78 50  
50×90 110  

広口瓶 PVC製 

(蓋と内蓋パッキン

グはポリプロピレン

) 

75×92 300  
90×118 500  
97×167 1000  
112×255 2000  
134×263 3000  

 
 
(ウ) 定期的に保管状況の確認を行い、必要に応じてエタノールの補充等を行う。 

(エ) 標本ラベルとして、採集データラベルと同定ラベルの 2 種を作成し、挿入、貼付する。標本ラベルの用紙

には、耐水性のものを使用する。印刷の際は、顔料系インクジェットプリンターにてグレースケール印刷

(白黒印刷)する。ラベルは、印刷後に十分な乾燥(約 30 分)を施したうえでサンプル瓶内に封入する。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



 

 

河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（底生動物調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 

1) 採集データラベル(挿入用) 

採集データラベルには、水系名、河川名、地区名、地区番号、採集地の地名、緯度・経度、採集年月日、採集

者名を表記する。ラベルサイズは、スクリューバイアル用を縦 15mm×横 35mm とし、広口瓶用を縦 30mm×

横 50mm とする。 

 
   

▲▲川水系 ▲▲川 河口部 ▲▲■1－(ア) 

5. その他（植生あり）－(イ) 

［東京都○○市△△］－(ウ) 

35.1234567, 139.1234567 (JGD2024)－(エ) 

採集年月日: 20XX.7.18－(オ) 

採集者: 加藤高明(○○環境(株))－(カ) 

図 5.2 採集データラベル 
 

(ア) 水系名、河川名、地区名、地区番号: 水系名、河川名、地区名、地区番号を漢字又はひらがな・カタカナ・

アラビア数字で表記する。 

(イ) コドラート番号又は調査対象環境区分: 定量採集の場合は、定量－コドラート番号(例: 定量－1)、定性採

集の場合は調査対象環境区分を表記する。 

(ウ) 採集地の地名: 都道府県名、市町村名、詳細地名を日本語(漢字又はひらがな、カタカナ)で表記する。 

(エ) 緯度・経度(測地系): 各調査地区の範囲の中心点の緯度・経度を表記する。また、緯度・経度の測地系を

表記する。測地系は JGD2024/ (B, L)とする（10 進法）。 

(オ) 採集年月日: 採集された年月日(年は西暦)を表記する。 

(カ) 採集者: 採集者の氏名、所属機関を日本語で表記する。 

 
2) サンプルラベル(貼付用) 

ラベルの様式は任意とするが、必ず標本 No.(連番)を記録して「底生動物 標本管理一覧表」(現地調査様式 9)

と整合するように作成し、サンプル瓶の周りに貼付する。 

 
(2) 重要種の標本 

重要種については、以下に従って標本を作製する。 
 

(ア) 重要種の標本については、種ごとにサンプル瓶に保管し、調査地区及び調査日 
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1) 採集データラベル(挿入用) 

採集データラベルには、水系名、河川名、地区名、地区番号、採集地の地名、緯度・経度、採集年月日、採集

者名を表記する。ラベルサイズは、スクリューバイアル用を縦15mm×横35mmとし、広口瓶用を縦30mm×横

50mm とする。 

 
   

▲▲川水系 ▲▲川 河口部 ▲▲■1－(ア) 

［東京都○○市△△］－(イ) 

□°□’ □”N., □°□’ □”E. (世界測地系)－(ウ) 

採集年月日: 20XX.7.18－(エ) 

採集者: 加藤高明(○○環境(株))－(オ) 

図 採集データラベル 
 

(ア) 水系名、河川名、地区名、地区番号: 水系名、河川名、地区名、地区番号を漢字又はひらがな・カタカナ・

アラビア数字で表記する。 

(イ) 採集地の地名: 都道府県名、市町村名、詳細地名を日本語(漢字又はひらがな、カタカナ)で表記する。 

(ウ) 緯度・経度(測地系): 「河川水辺の国勢調査入出力システム」の画面上で表示される各調査地区の範囲の

中心点の緯度・経度を表記する。また、緯度・経度の測地系を表記する。なお、画面上に表示される緯度・

経度は、GIS 入力の際に設定した河川基盤地図の測地系に基づくため、使用した河川基盤地図の測地系を

記録する。 

(エ) 採集年月日: 採集された年月日(年は西暦)を表記する。 

(オ) 採集者: 採集者の氏名、所属機関を日本語で表記する。 

 
2) サンプルラベル(貼付用) 

ラベルの様式は任意とするが、必ず標本 No.(連番)を記録して「底生動物 標本管理一覧表」(現地調査様式 9)

と整合するように作成し、サンプル瓶の周りに貼付する。 

 
 

(2) 重要種の標本 

重要種については、以下に従って標本を作製する。 
 

(ア) 重要種の標本については、種ごとにサンプル瓶に保管し、調査地区及び調査日 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 

35mm 又は50mm 

15mm又は30mm 

35mm 又は50mm 

15mm又は30mm 



 

 

河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（底生動物調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 

の異なる標本については、別のサンプル瓶に入れるようにし、複数の地区の標本を一緒のサンプル瓶に保

管しないようにする。雌雄がはっきりするものは、雌雄１対以上を標本とするとよい。また、トビケラ目

の一部等巣を作るものは、巣も同じサンプル瓶に入れる。 

(イ) サンプル瓶は、「表 5.1 サンプル瓶の規格(例)」のスクリュー管瓶 6mL を基本とするが、この瓶に入ら

ない大型の種については、適宜大型のスクリュー管瓶及びサンプル瓶等を使用する。 

(ウ) 保存液が蒸発する場合があるので、グリセリンを数滴加えて保管することが望ましい。また、定期的に保

管状況の確認を行い、必要に応じてエタノールの補充等を行う。 

(エ) 標本ラベルとして、採集データラベルと同定ラベルの 2 種を作成し、挿入する。ラベルの用紙には、耐水

性のものを使用する。印刷の際は、顔料系インクジェットプリンターもしくはレーザープリンターにてグ

レースケール印刷(白黒印刷)する。ラベルは、印刷後に十分な乾燥(約 30 分)を施したうえでサンプル瓶内

に封入する。なお、採集データラベルと同定ラベルは、記載する情報を満たしていれば 1 枚の標本ラベル

として作成してもよい。 

 
1) 採集データラベル(挿入用) 

「(1)重要種以外の標本」の、採集データラベル(挿入用)と同じ内容のものとする。 
 

2) 同定ラベル(挿入用) 

同定ラベルには、重要種標本 No.、学名、和名、科名、同定年月日、同定者名を表記する。ラベルサイズは、

スクリューバイアル用を縦 15mm×横 35mm とし、広口瓶用を縦 30mm×横 50mm とする。 

 

 

 

▲▲川－1 －(ア) 

Leptelmis gracilis －(イ) 

ヨコミゾドロムシ －(ウ) 

ヒメドロムシ科 Elmidae －(エ)         

同定年月日: 20XX.7.25 －(オ) 

同定者: 加藤高明 (○○環境(株))－(カ) 

図 5.3 同定ラベル 
 

(ア) 重要種標本No.: 河川名－連番 (例: ○○川－1)を表記する。 

(イ) 学名: 学名を表記する。 

(ウ) 和名: 和名をカタカナで表記する。 

(エ) 科名: 科名をカタカナと学名で表記する。 

 

— Ⅲ-44—  

 
の異なる標本については、別のサンプル瓶に入れるようにし、複数の地区の標本を一緒のサンプル瓶に保

管しないようにする。雌雄がはっきりするものは、雌雄１対以上を標本とするとよい。また、トビケラ目

の一部等巣を作るものは、巣も同じサンプル瓶に入れる。 

(イ) サンプル瓶は、「表 サンプル瓶の規格(例)」を参考に選択する。 

(ウ) 保存液が蒸発する場合があるので、グリセリンを数滴加えて保管することが望ましい。また、定期的に保

管状況の確認を行い、必要に応じてエタノールの補充等を行う。 

(エ) 標本ラベルとして、採集データラベルと同定ラベルの 2 種を作成し、挿入する。ラベルの用紙には、耐水

性のものを使用する。印刷の際は、顔料系インクジェットプリンターにてグレースケール印刷(白黒印刷)

する。ラベルは、印刷後に十分な乾燥(約 30 分)を施したうえでサンプル瓶内に封入する。なお、採集デー

タラベルと同定ラベルは、記載する情報を満たしていれば 1 枚の標本ラベルとして作成してもよい。 

 
 
 
 

1) 採集データラベル(挿入用) 

「(1)重要種以外の標本」の、採集データラベル(挿入用)と同じ内容のものとする。 
 

2) 同定ラベル(挿入用) 

同定ラベルには、重要種標本No.、学名、和名、科名、同定年月日、同定者名を表記する。ラベルサイズは、ス

クリューバイアル用を縦 15mm×横 35mm とし、広口瓶用を縦 30mm×横 50mm とする。 

 

 

 

▲▲川－1 －(ア) 

Leptelmis gracilis －(イ) 

ヨコミゾドロムシ －(ウ) 

ヒメドロムシ科 Elmidae －(エ)         

同定年月日: 20XX.7.25 －(オ) 

同定者: 加藤高明 (○○環境(株))－(カ) 

図 同定ラベル 
 

(ア) 重要種標本No.: 河川名－連番 (例: ○○川－1)を表記する。 

(イ) 学名: 学名を表記する。 

(ウ) 和名: 和名をカタカナで表記する。 

(エ) 科名: 科名をカタカナと学名で表記する。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 

35mm又は50mm 

15mm又は30mm 

35mm又は50mm 

15mm又は30mm 



 

 

河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（底生動物調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 
(オ) 同定年月日: 同定された年月日(年は西暦)をアラビア数字で表記する。 

(カ) 同定者: 同定者の氏名、所属機関を日本語で表記する。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5.4 重要種の標本(例) 

 

5.7.2 標本情報の記録 

(1) 重要種以外 

作成した重要種以外の標本について、以下の項目を記録する(現地調査様式 9)。 

 
(ア) 標本No.: 標本No.を記録する。標本No.は整理番号で構成される。 

(イ) 分類群: 保管されている標本の分類群名等を記録する。 

(ウ) 地区名、地区番号: 標本が採集された地区名、地区番号を記録する。 

(エ) コドラート番号又は調査対象環境区分: 定量採集の場合は、定量－コドラート番号(例: 定量－1)、定性採集

の場合は調査対象環境区分を記録する。 

(オ) 採集地の地名: 都道府県名、市町村名、詳細地名を記録する。 

(カ) 緯度・経度: 各調査地区の範囲の中心点の緯度・経度を記録する。測地系は JGD2024/ (B, L) とする（10 進

法）。 

(キ) 採集者(所属機関): 採集者の氏名と所属機関を記録する。 

(ク) 採集年月日: 現地調査を実施した年月日(年は西暦)を記録する。 

(ケ) 同定者(所属機関): 同定者の氏名と所属機関を記録する。 

(コ) 同定年月日: 標本が同定された年月日(年は西暦)を記録する。 

(サ) 備考: 特記事項がある場合には記録する。 
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(オ) 同定年月日: 同定された年月日(年は西暦)をアラビア数字で表記する。 

(カ) 同定者: 同定者の氏名、所属機関を日本語で表記する。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 重要種の標本(例) 

 
5.7.2 標本情報の記録 

(1) 重要種以外 

作成した重要種以外の標本について、以下の項目を記録する(現地調査様式 9)。 

 
(ア) 標本No.: 標本No.を記録する。標本No.は整理番号で構成される。 

(イ) 分類群: 保管されている標本の分類群名等を記録する。 

(ウ) 採集年月日: 現地調査を実施した年月日(年は西暦)を記録する。 

(エ) 河川名: 河川名を記録する。 

(オ) 地区番号: 標本が採集された地区番号を記録する。 

(カ) コドラート番号又は調査対象環境区分: 定量採集の場合は、定量－コドラート番号(例: 定量－1)、定性採集

の場合は調査対象環境区分を記録する。 

(キ) 採集者(所属機関): 採集者の氏名と所属機関を記録する。 

(ク) 同定者(所属機関): 同定者の氏名と所属機関を記録する。 

(ケ) 備考: 特記事項がある場合には記録する。  
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 

採集データラベル 

(挿入用) 

同定ラベル(挿入用) 

採集データラベル 

(挿入用) 

同定ラベル(挿入用) 



 

 

河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（底生動物調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

(2) 重要種 

作成した重要種の標本について、以下の項目を記録する(現地調査様式 10)。 
 

(ア) 重要種標本 No.: サンプルラベルに記録した重要種標本 No.を記録する。重要種標本 No.は河川名と整理番

号で構成される。 

(イ) 和名、学名: 標本の和名と学名を記録する。種名が明らかにできない時は属名等を記録する。 

(ウ) 水系名、河川名: 標本が採集された水系名、河川名を記録する。 

(エ) 地区名、地区番号: 標本が採集された地区名、地区番号を記録する。 

(オ) コドラート番号又は調査対象環境区分: 定量採集の場合は、定量－コドラート番号(例: 定量－1)、定性採集

の場合は調査対象環境区分を記録する。 

(カ) 採集地の地名: 都道府県名、市町村名、詳細地名を記録する。 

(キ) 緯度・経度: 各調査地区の範囲の中心点の緯度・経度を記録する。測地系は JGD2024/ (B, L) とする（10 進

法）。 

(ク) 個体数: 標本にした個体数を記録する。 

(ケ) 雌雄(雌:雄): 雌雄の判別が可能な場合は雌雄の内訳を記録する。 

(コ) 採集者(所属機関): 標本の採集者の氏名と所属機関を記録する。 

(サ) 採集年月日: 標本が採集された年月日(年は西暦)を記録する。 

(シ) 同定者(所属機関): 標本の同定者の氏名と所属機関を記録する。 

(ス) 同定年月日: 標本が同定された年月日(年は西暦)を記録する。 

(セ) 備考: 特記事項がある場合には記録する(例: 標本の状態(破損等)、博物館登録番号)。 

(ソ) 標本の形式: 標本の作製形式を記録する(例: 液浸標本)。 

 

5.7.3 標本の保管 
標本の保管期間は、スクリーニングによる確認種目録の確定まで(調査実施年度の翌年度末まで)とする。 

スクリーニングで取り寄せ依頼があると想定される種（「河川水辺の国勢調査」で初確認となる種や、分布域の北

限・南限等を更新する種、近年の記録が少ない種等）については、「5.7.1 標本の作製 (2)重要種の標本」と同様の様

式で種別標本を作製する。 

標本は、エタノールの補充や入れ替え等の管理を行い確実に保管する。保管場所は、標本の白化、変質を防ぐ意味

でも冷暗所が望ましい。 

保管期間満了後は、博物館等の研究機関等の標本の受け入れ先を幅広く探し、有効活用を図る。また、博物館等の

研究機関等の受け入れ先のない場合等には、募集する等してできるだけ受け入れ先を探すものとする。受け入れ先

のない標本については廃棄してもよい 
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(2) 重要種 

作成した重要種の標本について、以下の項目を記録する(現地調査様式 10)。 
 

(ア) 重要種標本No.: サンプルラベルに記録した重要種標本No.を記録する。重要種標本No.は河川名と整理番号

で構成される。 

(イ) 和名、学名: 標本の和名と学名を記録する。種名が明らかにできない時は属名等を記録する。 

(ウ) 水系名、河川名: 標本が採集された水系名、河川名を記録する。 

(エ) 地区名、地区番号: 標本が採集された地区名、地区番号を記録する。 

(オ) コドラート番号又は調査対象環境区分: 定量採集の場合は、定量－コドラート番号(例: 定量－1)、定性採集

の場合は調査対象環境区分を記録する。 

(カ) 採集地の地名: 都道府県名、市町村名、詳細地名を記録する。 

(キ) 緯度・経度: 「河川水辺の国勢調査入出力システム」の画面上で表示される各調査地区の範囲の中心点の緯

度・経度を表記する。 

(ク) 個体数: 標本にした個体数を記録する。 

(ケ) 雌雄(雌:雄): 雌雄の判別が可能な場合は雌雄の内訳を記録する。 

(コ) 採集者(所属機関): 標本の採集者の氏名と所属機関を記録する。 

(サ) 採集年月日: 標本が採集された年月日(年は西暦)を記録する。 

(シ) 同定者(所属機関): 標本の同定者の氏名と所属機関を記録する。 

(ス) 同定年月日: 標本が採集された年月日(年は西暦)を記録する。 

(セ) 備考: 特記事項がある場合には記録する(例: 標本の状態(破損等)、博物館登録番号)。 

(ソ) 標本の形式: 標本の作製形式を記録する(例: 液浸標本)。 

 
5.7.3 標本の保管 

標本の保管期間は、スクリーニングによる確認種目録の確定まで(調査実施年度の翌年度末まで)とする。 

標本は、エタノールの補充や入れ替え等の管理を行い確実に保管する。保管場所は、標本の白化、変質を防ぐ意味

でも冷暗所が望ましい。 

保管期間満了後は、博物館等の研究機関等の標本の受け入れ先を幅広く探し、有効活用を図る。また、博物館等の

研究機関等の受け入れ先のない場合等には、募集する等してできるだけ受け入れ先を探すものとする。受け入れ先の

ない標本については廃棄してもよい 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



 

 

河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（底生動物調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 

8. 様式集 

とりまとめる様式一覧は、以下に示すとおりである。また、各様式の記入例を次頁以降に示す。 

 
表 8.1 様式一覧 

様式名 様式番号 

底生動物 既往文献一覧表 事前調査様式1 

底生動物 指導・助言・聞き取り等調査票 事前調査様式3 

底生動物 現地調査票1 現地調査様式1 

底生動物 現地調査票2 現地調査様式2 

底生動物 移動中等における確認状況一覧表 現地調査様式3 

底生動物 その他の生物確認状況一覧表 現地調査様式4 

底生動物 調査実施状況一覧表 現地調査様式5 

底生動物 調査地区位置図 現地調査様式6 

底生動物 同定結果記録票 現地調査様式7 

底生動物 同定文献一覧表 現地調査様式8 

底生動物 標本管理一覧表 現地調査様式9 

底生動物 重要種標本管理一覧表 現地調査様式10 

底生動物 写真一覧表 現地調査様式11 

底生動物 写真票 現地調査様式12 

底生動物 現地調査結果の概要 現地調査様式13 

底生動物 重要種経年確認状況一覧表 整理様式1 

底生動物 現地調査地区一覧表 整理様式2 

底生動物 調査地区別詳細確認状況一覧表 整理様式3-1 

底生動物 季節別調査地区別詳細確認状況一覧表 整理様式3-2 

底生動物 経年確認状況一覧表 整理様式4 

底生動物 種名変更状況一覧表 整理様式5 

底生動物 確認種目録 整理様式6 

底生動物 現地調査確認種について 考察様式1 

底生動物の生息と河川環境の関わりについて 考察様式2 

今回の底生動物調査全般に対するアドバイザー等の所見 考察様式3 

※事前調査様式 2（底生動物 文献概要記録票）はマニュアル改訂により廃止とした。 
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8. 様式集 

とりまとめる様式一覧は、以下に示すとおりである。また、各様式の記入例を次頁以降に示す。 

 
表 様式一覧 

様式名 様式番号 

底生動物 既往文献一覧表 事前調査様式1 

底生動物 指導・助言・聞き取り等調査票 事前調査様式3 

底生動物 現地調査票1 現地調査様式1 

底生動物 現地調査票2 現地調査様式2 

底生動物 移動中等の確認状況一覧表 現地調査様式3 

底生動物 その他の生物確認状況一覧表 現地調査様式4 

底生動物 調査実施状況一覧表 現地調査様式5 

底生動物 調査地区位置図 現地調査様式6 

底生動物 同定結果記録票 現地調査様式7 

底生動物 同定文献一覧表 現地調査様式8 

底生動物 標本管理一覧表 現地調査様式9 

底生動物 重要種標本管理一覧表 現地調査様式10 

底生動物 写真一覧表 現地調査様式11 

底生動物 写真票 現地調査様式12 

底生動物 現地調査結果の概要 現地調査様式13 

底生動物 重要種経年確認状況一覧表 整理様式1 

底生動物 現地調査地区一覧表 整理様式2 

底生動物 調査地区別詳細確認状況一覧表 整理様式3-1 

底生動物 季節別調査地区別詳細確認状況一覧表 整理様式3-2 

底生動物 経年確認状況一覧表 整理様式4 

底生動物 種名変更状況一覧表 整理様式5 

底生動物 確認種目録 整理様式6 

底生動物 現地調査確認種について 考察様式1 

底生動物の生息と河川環境の関わりについて 考察様式2 

今回の底生動物調査全般に対するアドバイザー等の所見 考察様式3 

※事前調査様式 2（底生動物 文献概要記録票）はマニュアル改訂により廃止とした。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



 

 

※1: 現地調査時の水際線全体に占めるそれぞれの区分の割合を10％単位で記録する。10％に満たない小規模な区分には＋の印をつける。 

　　　　　　　　　凡 例
　　　　　　　：コドラー ト番 号
　　　　　　　  ：撮 影 位 置 ・方 向
　　　　　　　  ：流 れ の 方 向
調 査 対 象 環 境 区 分
　　　　　　　  ：早 瀬
　　　　　  　　：淵
　　　　　　　　：ワ ン ド・た ま り
　　　　　　　　：そ の 他 （沈 水 植 物 ）
　　　　  　　　：そ の 他

0 50m 100m

i. 沈 水 植 物 の 群 落

釣 り人

1
2
3

a. 流 速 が 速 くて 川 底 が 石

d. 流 速 が 遅 く川 底 が 砂

s. 池 、水 た ま り

e. ほ とん ど 流 速 な く水 中 に
　落 ち葉 が た ま って い る

k. ヨシ 帯 等 の 抽 水 植 物

o. 抽 水 植 物 や 水 際 の 植 物 の
　な い 河 岸 部

① ② ③

r. ワ ンド、細 流

そ の 他 （平 瀬 ）

そ の 他 （とろ ）

※1: 現地調査時の水際線全体に占めるそれぞれの区分の割合を10％単位で記録する。10％に満たない小規模な区分には＋の印をつける。 

　　　　　　　　　凡 例
　　　　　　　：コドラー ト番 号
　　　　　　　  ：撮 影 位 置 ・方 向
　　　　　　　  ：流 れ の 方 向
調 査 対 象 環 境 区 分
　　　　　　　  ：早 瀬
　　　　　  　　：淵
　　　　　　　　：ワ ン ド・た ま り
　　　　　　　　：そ の 他 （沈 水 植 物 ）
　　　　  　　　：そ の 他

0 50m 100m

i. 沈 水 植 物 の 群 落

釣 り人

1
2
3

a. 流 速 が 速 くて 川 底 が 石

d. 流 速 が 遅 く川 底 が 砂

s. 池 、水 た ま り

e. ほ とん ど 流 速 な く水 中 に
　落 ち葉 が た ま って い る

k. ヨシ 帯 等 の 抽 水 植 物

o. 抽 水 植 物 や 水 際 の 植 物 の
　な い 河 岸 部

① ② ③

r. ワ ンド、細 流

そ の 他 （平 瀬 ）

そ の 他 （とろ ）

河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（底生動物調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

現地調査様式 2 

底生動物 現地調査票 2 
地方整備局等 事務所等 水系名 河川名 調査年度 
○○地方整備局 ■■河川事務所 ▲▲川 ▲▲川 20XX 
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調査時期 
調査回 季節 調査年月日 

1 春 20XX年4月5日 

調査地区 
地区番号 地区名 距離(km) 総合調査 

地区 
河床勾配 セグメント区

分 
感潮の有無 汽水域の 

有無 
河川形態 

▲▲■3 ○○橋付近 ○～○ ☆ 1/2000 2 有 有 Bb-Bc型 

水際の 
状況※１ 

護岸等 根固め 草本 木本 裸地 
コ
ン
ク
リ
護
岸 

鋼
矢
板 

カ
ゴ
工 

捨
石
工 

木
工 

そ
だ
工 

そ
の
他 

コ
ン
ク
リ
ブ
ロ
ッ
ク 

木
工
沈
床 

そ
だ
沈
床 

そ
の
他 

抽
水 

浮
葉 

沈
水 

浮
遊 

ヨ
シ
類 

そ
の
他 

ヤ
ナ
ギ
低
木 

ヤ
ナ
ギ
高
木 

低
木 

広
葉
樹 

針
葉
樹 

竹
林 

根
茎 

岩
盤 

崖 石
礫
地 

砂
礫
地 

砂
泥
地 

10  10         20  ＋  20 30           10 ＋ 

                              

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現地調査様式 2 

底生動物 現地調査票 2 
地方整備局等 事務所等 水系名 河川名 調査年度 
○○地方整備局 ■■河川事務所 ▲▲川 ▲▲川 20XX 
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調査時期 
調査回 季節 調査年月日 

1 春 20XX年4月5日 

調査地区 
地区番号 地区名 距離(km) 総合調査 

地区 
河床勾配 セグメント区

分 
感潮の有無 汽水域の 

有無 
河川形態 

▲▲■3 ○○橋付近 ○～○ ☆ 1/2000 2 有 有 Bb-Bc型 

水際の 
状況※１ 

護岸等 根固め 草本 木本 裸地 
コ
ン
ク
リ
護
岸 

鋼
矢
板 

カ
ゴ
工 

捨
石
工 

木
工 

そ
だ
工 

そ
の
他 

コ
ン
ク
リ
ブ
ロ
ッ
ク 

木
工
沈
床 

そ
だ
沈
床 

そ
の
他 

抽
水 

浮
葉 

沈
水 

浮
遊 

ヨ
シ
類 

そ
の
他 

ヤ
ナ
ギ
低
木 

ヤ
ナ
ギ
高
木 

低
木 

広
葉
樹 

針
葉
樹 

竹
林 

根
茎 

岩
盤 

崖 石
礫
地 

砂
礫
地 

砂
泥
地 

10  10         20  ＋  20 30           10 ＋ 

                              

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 

背景図の作成年度: 20XX年 

ワンド・たまり、湛水域 
その他（植生あり） 
その他（植生なし） 背景図の作成年度: 20XX年 



 

 

河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（底生動物調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

現地調査様式 3 

底生動物 移動中等における確認状況一覧表 
地方整備局等 事務所等 水系名 河川名 調査年度 
○○地方整備局 ■■河川事務所 ▲▲川 ▲▲川 20XX 

 

No. 和名 
重要

種 

特定外

来生物 

写

真 

標

本 
河川名 

距離 

(km) 

緯度 経度 調査年 

月日 
確認状況 

同定者 

(所属機関) 

1 タガメ ○  ○  ▲▲川 12.3 35.123 
4567 

139.123 
4567 

20XX 年○
月○日 

調査地区○の
上流のたまり
で、タモ網に
より 1 個体採
集。 

澤田諭  
○○環境(株) 

:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:  : 
 

:  
 

: 
 

:  
  

: : : 
 

: : 
 

: 
 

: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Ⅲ-62—  

現地調査様式 3 

底生動物 移動中等における確認状況一覧表 
地方整備局等 事務所等 水系名 河川名 調査年度 
○○地方整備局 ■■河川事務所 ▲▲川 ▲▲川 20XX 

 

No. 和名 重要種 
特定外

来生物 

写

真 

標

本 
河川名 

距離 

(km) 

調査年 

月日 
確認状況 

同定者 

(所属機関) 

1 タガメ ○  ○  ▲▲川 12.3 20XX 年○
月○日 

調査地区○の上流の
たまりで、タモ網によ
り1個体採集。 

澤田諭  
○○環境(株) 

:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:  : 
 

:  
 

: 
 

:  
  

: : : 
 

: 
 
 

: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

— Ⅲ-62—  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



 

 

河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（底生動物調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

現地調査様式 4 

底生動物 その他の生物確認状況一覧表 
地方整備局等 事務所等 水系名 河川名 調査年度 

○○地方整備局 ■■河川事務所 ▲▲川 ▲▲川 20XX 

 

No. 
生物 

項目 
目名 科名 和名 学名 

写

真 

標

本 

地区 

番号 
河川名 

距離

(km) 
位
置 

緯度 経度 
調査年 

月日 
確認状況 

同定者 

(所属機関) 

1 魚類 スズキ目 サンフィッ

シュ科 

オオクチバス Micropterus 
salmoides 

○  ▲▲■1 ▲▲川 12.3 右 

岸 
35.123 

4567 

139.123 

4567 

20XX. 

○.○ 

調査中に釣り人

がオオクチバス

を釣っていた。 

斎藤良行 

○○環境(株) 

2 

 

哺乳類 ウシ目 ウシ科  カモシカ Capricornis 
crispus  

  調査地区外 ▲▲川 43.0 

 

左 

岸 
35.123 

4567 

139.123 

4567 

20XX. 

○.○ 

山地の斜面で 1

個体確認。 

 

加藤高明 

○○環境(株) 

 

: : : : : : : : : : : : : : : : : 

 

 

 

 

 

 

 

— Ⅲ-63—  

現地調査様式 4 

底生動物 その他の生物確認状況一覧表 
地方整備局等 事務所等 水系名 河川名 調査年度 

○○地方整備局 ■■河川事務所 ▲▲川 ▲▲川 20XX 

 

No. 
生物 

項目 
目名 科名 和名 学名 

写

真 

標

本 

地区 

番号 
河川名 

距離

(km) 
位
置 

調査年 

月日 
確認状況 

同定者 

(所属機関) 

1 魚類 スズキ目 サンフィッシュ

科 

オオクチバ

ス 

Micropterus 
salmoides 

○  ▲▲■1 ▲▲川 12.3 右

岸 

20XX. 

○.○ 

調査中に釣り人が

オオクチバスを釣

っていた。 

斎藤良行 

○○環境(株) 

2 

 

哺乳類 ウシ目 ウシ科  カモシカ Capricornis 
crispus  

  調査地区外 ▲▲川 43.0 

 

左

岸 

20XX. 

○.○ 

山地の斜面で1個体

確認。 

 

加藤高明 

○○環境(株) 

 

: : : : : : : : : : : : : : : 

 

 
 
 
 

 

 

— Ⅲ-63—  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



 

 

河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（底生動物調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

現地調査様式 8 

底生動物 同定文献一覧表 
地方整備局等 事務所等 水系名 河川名 調査年度 

○○地方整備局 ■■河川事務所 ▲▲川 ▲▲川 20XX 

 
同定文献

No. 
文献名 著者名 発行年 発行元 分類群等 

1 日本産水生昆虫―科・属・

種への検索【第二版】 

川合禎次・谷田

一三(共編) 

2018 東海大学出版部 水生昆虫全般 

: 

 

 

: : : : : 

 
 

 

 

— Ⅲ-67—  

現地調査様式 8 

底生動物 同定文献一覧表 
地方整備局等 事務所等 水系名 河川名 調査年度 

○○地方整備局 ■■河川事務所 ▲▲川 ▲▲川 20XX 

 
同定文献

No. 
文献名 著者名 発行年 発行元 分類群等 

1 日本産水生昆虫：科・属・

種への検索 

川合禎次・谷田

一三(共編) 

2005 東海大学出版会 水生昆虫全般 

: 

 

 

: : : : : 

 
 

 

 

— Ⅲ-67—  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



 

 

河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（底生動物調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

現地調査様式 9 

底生動物 標本管理一覧表 
地方整備局等 事務所等 水系名 河川名 調査年度 

○○地方整備局 ■■河川事務所 ▲▲川 ▲▲川 20XX 

 

標本 
No. 

分類群 地区名 地区 
番号 

コドラート番
号又は調査対
象環境区分 

採集地の 
地名 

緯度 経度 採集者 
(所属機関) 

採集 
年月日 

同定者 
(所属機関) 

同定 
年月日 

備考 

1 カゲロウ目

(蜉蝣目)及び

カワゲラ目

(セキ翅目) 

○○橋下流 ▲▲■1 1.早瀬 東京都○○市

△△ 

35.123 

4567 

139.123 

4567 

斎藤良行 

(○○環境(株)) 

20XX. 

○.○ 

斎藤良行 

(○○環境(株)) 

20XX. 

○.○ 

 

2 トビケラ目

(毛翅目)及び

コウチュウ目

(鞘翅目) 

○○橋下流 ▲▲■1 1.早瀬 東京都○○市

△△ 

35.123 

4567 

139.123 

4567 

斎藤良行 

(○○環境(株)) 

20XX. 

○.○ 

斎藤良行 

(○○環境(株)) 

20XX. 

○.○ 

 

3 その他1(ウズ

ムシ綱・ダニ

目・ミミズ綱) 

○○橋下流 ▲▲■1 1.早瀬 東京都○○市

△△ 

35.123 

4567 

139.123 

4567 

斎藤良行 

(○○環境(株)) 

20XX. 

○.○ 

斎藤良行 

(○○環境(株)) 

20XX. 

○.○ 

 

: 
 

: : : : : : : : : : : : 

 

 

— Ⅲ-68—  

現地調査様式 9 

底生動物 標本管理一覧表 
地方整備局等 事務所等 水系名 河川名 調査年度 

○○地方整備局 ■■河川事務所 ▲▲川 ▲▲川 20XX 

 

標本 
No. 

分類群 採集 
年月日 

河川名 地区 
番号 

コドラート番号
又は調査対象環

境区分 

採集者 
(所属機関) 

同定者 
(所属機関) 

備考 

1 カゲロウ目(蜉蝣目)及び

カワゲラ目(セキ翅目) 

20XX. 

○.○ 

▲▲川 ▲▲■1 1.早瀬 斎藤良行 

(○○環境(株)) 

斎藤良行 

(○○環境(株)) 

 

2 トビケラ目(毛翅目)及び

コウチュウ目(鞘翅目) 

20XX. 

○.○ 

▲▲川 ▲▲■1 1.早瀬 斎藤良行 

(○○環境(株)) 

斎藤良行 

(○○環境(株)) 

 

3 その他1(ウズムシ綱・ダ

ニ目・ミミズ綱) 

20XX. 

○.○ 

▲▲川 ▲▲■1 1.早瀬 斎藤良行 

(○○環境(株)) 

斎藤良行 

(○○環境(株)) 

 

: 
 

: : 
 

: 
 

: 
 

:  : 
 

: 
 

 
 
 
 

— Ⅲ-68—  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



 

 

河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（底生動物調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

現地調査様式 10 

底生動物 重要種標本管理一覧表 
 

地方整備局等 事務所等 水系名 河川名 調査年度 

○○地方整備局 ■■事務所 ▲▲川 ▲▲川 20XX 

 

重要種標本
No. 

和名 学名 水系名 河川名 地区名 地区番号 コドラート番号
又は調査対象環

境区分 

採集地の地名 緯度 経度 個体数 雌雄 
(雌: 雄) 

採集者 
(所属機関) 

採集年月日 同定者 
(所属機関) 

 

同定年月日 備考 標本の形式 

▲▲川－1 ヨコミゾドロムシ Leptelmis gracilis ▲▲川 ▲▲川 ○○橋下流 ▲▲■1 8.その他 東京都○○市△△ 35.1234567 139.1234567 3 － 
澤田諭 

(○○環境(株)) 
20XX.7.18 

澤田諭 

(○○環境(株)) 
20XX.7.25 損傷あり 液浸標本 

: : : : : : :  : : : : : : : : : : : 

                   

  
 

           
 

 
 

  

  
 

           
 

 
 

  

  
 

           
 

 
 

  

  
 

           
 

 
 

  

  
 

           
 

 
 

  

  
 

           
 

 
 

  

  
 

           
 

 
 

  

 

  
 

 

 

— Ⅲ-69—  

現地調査様式 10 

底生動物 重要種標本管理一覧表 
 

地方整備局等 事務所等 水系名 河川名 調査年度 

○○地方整備局 ■■事務所 ▲▲川 ▲▲川 20XX 

 

重要種標本
No. 

和名 学名 水系名 河川名 地区名 地区番号 コドラート番号
又は調査対象環

境区分 

採集地の地名 緯度・経度 個体数 雌雄 
(雌: 雄) 

採集者 
(所属機関) 

採集年月日 同定者 
(所属機関) 

 

同定年月日 備考 標本の形式 

▲▲川－1 ヨコミゾドロムシ Leptelmis gracilis ▲▲川 ▲▲川 ○○橋下流 ▲▲■1 9.その他 東京都○○市△△ □°□’ □”N., □°□’ □”E. 3 － 
澤田諭 

(○○環境(株)) 
20XX.7.18 

澤田諭 

(○○環境(株)) 
20XX.7.25 損傷あり 液浸標本 

: : : : : : :  : : : : : : : : : : 

                  

  
 

          
 

 
 

  

  
 

          
 

 
 

  

  
 

          
 

 
 

  

  
 

          
 

 
 

  

  
 

          
 

 
 

  

  
 

          
 

 
 

  

  
 

          
 

 
 

  

 

  
 

 

 

— Ⅲ-69—  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



 

 

河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（底生動物調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

整理様式2 

底生動物 現地調査地区一覧表 
地方整備局等 事務所等 水系名 河川名 調査年度 
○○地方整備局 ■■河川事務所 ▲▲川 ▲▲川 20XX 

 
調査回 季節 調査年月日 

１ 早春 20XX年3月2日～3月6日 

 
調査地区 調査を実施した場所 

河川名 
地区 

番号 
地区名 

距離

(km) 

感潮の 

有無 

河川 

形態 

調査対象

環境区分 
調査箇所 

調査区分 

定量 定性 

▲▲川 ▲▲■1 ○○橋下流 ○～○ 有 Bc 7.干潟 a.干潟の砂、泥 ○ ○ 

7.干潟 b.潮だまり  ○ 

8.その他 d.ヨシ原  ○ 

: : : : 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: : : : : : : : : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Ⅲ-74—  

整理様式2 

底生動物 現地調査地区一覧表 
地方整備局等 事務所等 水系名 河川名 調査年度 
○○地方整備局 ■■河川事務所 ▲▲川 ▲▲川 20XX 

 
調査回 季節 調査年月日 

１ 早春 20XX年3月2日～3月6日 

 
調査地区 調査を実施した場所 

河川名 
地区 

番号 
地区名 

距離

(km) 

感潮の 

有無 

河川 

形態 

調査対象

環境区分 
調査箇所 

調査区分 

定量 定性 

▲▲川 ▲▲■1 ○○橋下流 ○～○ 有 Bc 10.干潟 干潟の砂、泥 ○ ○ 

10.干潟 潮たまり  ○ 

11.その他 ヨシ原  ○ 

: : : : 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: : : : : : : : : 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

— Ⅲ-74—  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



 

 

河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（底生動物調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

整理様式3-1 

底生動物 調査地区別詳細確認状況一覧表 
地方整備局等 事務所等 水系名 河川名 調査年度 

○○地方整備局 ■■河川事務所 ▲▲川 ▲▲川 20XX 

 
地区番号 地区名 調査回 季節 調査年月日 

▲▲■１ ○○橋下流 １ 早春 20XX年3月2日 

 
    種名 調査対象環境区分 

      7.干潟 8.その他 

No. 綱名 目名 科名 和名 学名 定性 

 

定量 

1 

定量 

2 

定量 

3 

定量 

4 

定性 

 
1 ゴカイ綱

(多毛綱) 

サシバゴ

カイ目 

カギゴカイ

科 

カギゴカイ科 Pilargidae sp.  12  10 30  

2  スピオ目 スピオ科 Prionospio bocki Prionospio bocki 8  10   8 

3    ヤマトスピオ Prionospio japonicus  13  5   

    Prionospio属  Prionospio sp.  10  4 20 ++ 

    スピオ科 Spionidae sp. +      

4 マキガイ

綱 ( 腹 足

綱) 

盤足目 カワニナ科 カワニナ Semisulcospira libertina   3    

: : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: : : : : : : : : : 

 

個体数 (/m2) ― 55 45 55 45 ― 

湿重量 (mg/m2) ― 2,163 3,358 2,124 3,321 ― 

種 数 35 15 20 30 20 20 

定性:+…おおむね11～99 個体、++…おおむね100 個体以上 
 

 

 

— Ⅲ-75—  

整理様式3-1 

底生動物 調査地区別詳細確認状況一覧表 
地方整備局等 事務所等 水系名 河川名 調査年度 

○○地方整備局 ■■河川事務所 ▲▲川 ▲▲川 20XX 

 
地区番号 地区名 調査回 季節 調査年月日 

▲▲■１ ○○橋下流 １ 早春 20XX年3月2日 

 
    種名 調査対象環境区分 

      10.干潟 11.その他 

No. 綱名 目名 科名 和名 学名 定性 

 

定量 

1 

定量 

2 

定量 

3 

定量 

4 

定性 

 
1 ゴカイ綱

(多毛綱) 

サシバゴ

カイ目 

カギゴカイ

科 

カギゴカイ科 Pilargidae sp.  12  10 30  

2  スピオ目 スピオ科 Prionospio bocki Prionospio bocki 8  10   8 

3    ヤマトスピオ Prionospio japonicus  13  5   

    Prionospio属  Prionospio sp.  10  4 20 ++ 

    スピオ科 Spionidae sp. +      

4 マキガイ

綱 ( 腹 足

綱) 

盤足目 カワニナ科 カワニナ Semisulcospira libertina   3    

: : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: : : : : : : : : : 

 

個体数 (/m2) ― 55 45 55 45 ― 

湿重量 (mg/m2) ― 2,163 3,358 2,124 3,321 ― 

種 数 35 15 20 30 20 20 

定性:+…おおむね11～99 個体、++…おおむね100 個体以上 
 

 
 

— Ⅲ-75—  

 

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国調査基本調査マニュアル［河川版］（植物調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

Ⅳ 

令和8年度版 

河川水辺の国勢調査 

基本調査マニュアル 

［河川版］ 

(植物調査編) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

国土交通省水管理・国土保全局河川環境課 

令和 7 年 9 月 改定 

Ⅳ 

平成28年度版 

河川水辺の国勢調査 

基本調査マニュアル 

［河川版］ 

(植物調査編) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

国土交通省水管理・国土保全局河川環境課 

平成 28 年 1 月 改訂 
 

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国調査基本調査マニュアル［河川版］（植物調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

2. 事前調査 
現地調査計画を策定するために、事前調査を実施する。事前調査では、文献調査及び聞き取り調査を実施

することにより、当該水系における植物に関する諸情報をとりまとめる。 

現地調査を年度初めに実施する場合には、事前調査を現地調査実施の前年度に行っておくと、現地調査を

円滑に実施しやすい。 

なお、文献、報告書等の収集及び聞き取り相手の選定にあたっては、河川水辺の国勢調査アドバイザー等

学識経験者等の助言を得るようにする。 

 

2.1 文献調査 

文献調査では、既往の河川水辺の国勢調査の結果、河川水辺総括資料の内容、前回の河川水辺の国勢調査

以降に発行・作成された文献、河川水辺の国勢調査以外の報告書等を収集し、調査区域における植物の生育

状況についての情報を中心に把握する。既往の河川水辺の国勢調査の結果における、その他の生物の記録

(「その他の生物確認状況一覧表」)を確認し、植物の確認記録がある場合は、それらも把握しておく。 

文献、報告書等は、調査対象河川に限定せず、当該水系全体に係る文献を可能な限り原典で収集し、各事

務所等において保管しておくことが望ましい。 

文献の検索については、CiNii（国立情報学研究所）、J-STAGE（科学技術振興機構）等のインターネット

等による文献検索サービスを利用するとよい。 

文献調査を実施した文献、報告書等について、以下の項目を整理する(事前調査様式 1)。 

 
(ア) 収集文献 No.: 文献ごとに発行年順に付番する。 

(イ) 文献名: 文献、報告書等のタイトルを記録する。 

(ウ) 著者名: 著者、編者、調査者等の氏名を記録する。 

(エ) 発行年: 文献、報告書等が発行・作成された年(西暦)を記録する。 

(オ) 発行元: 出版社名、事務所等名等を記録する。 

(カ) 入手先: 文献、報告書等の入手先を記録する。 
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2. 事前調査 
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務所等において保管しておくことが望ましい。 

文献の検索については、CiNii（国立情報学研究所）、JST（科学技術振興機構）等のインターネット等によ

る文献検索サービスを利用するとよい。 

文献調査を実施した文献、報告書等について、以下の項目を整理する(事前調査様式 1)。 

 
(ア) 収集文献 No.: 文献ごとに発行年順に付番する。 

(イ) 文献名: 文献、報告書等のタイトルを記録する。 

(ウ) 著者名: 著者、編者、調査者等の氏名を記録する。 

(エ) 発行年: 文献、報告書等が発行・作成された年(西暦)を記録する。 

(オ) 発行元: 出版社名、事務所等名等を記録する。 

(カ) 入手先: 文献、報告書等の入手先を記録する。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国調査基本調査マニュアル［河川版］（植物調査編） 新旧対照表 
改 定 現 行 

3. 現地調査計画の策定 

現地調査の実施にあたって適切な調査結果が得られるように、各水系で作成されている最新の「全体調査計

画書」、既往の河川水辺の国勢調査成果及び事前調査の結果を踏まえ、現地踏査、調査地区の設定、調査対象

環境区分の設定、年間の調査時期及び回数の設定、調査方法の選定を行い、現地調査計画を策定する。 
現地調査を年度初めに実施する場合には、現地調査計画の策定を調査実施の前年度に行うと、現地調査を円

滑に実施しやすい。 
なお、現地調査計画の策定にあたっては、必要に応じて、河川水辺の国勢調査アドバイザー等学識経験者等

の助言を得る。 
 

3.1 現地踏査 

現地調査計画の策定にあたっては、全体調査計画及び事前調査の結果を踏まえ、調査対象河川の現地踏査を

行う。現地踏査では、全体調査計画で設定した調査地区の確認を行うとともに、各調査地区における調査対象

環境区分の設定、調査方法の選定を行うための状況の把握を行う。また、各調査地区の特徴を整理するととも

に、概観がわかる写真を随時撮影する。 
なお、全体調査計画で設定された各調査地区の確認は、以下の視点により行う。 
 

(ア) 魚類の生息環境の視点からの調査地区の妥当性 

(イ) 地形や土地利用状況等の変化や工事等による影響による調査地区変更の必要性 

(ウ) 調査地区へのアプローチの容易性 

(エ) 調査に際しての安全性 

 

3.2 調査地区の設定 

調査地区は、基本的に全体調査計画に従う。ただし、事前調査及び現地踏査の結果を踏まえ、全体調査計画

策定時の調査地区等の設定根拠と著しく状況が変化している場合等、調査地区として不適当な場合について

は、「河川水辺の国勢調査 基本調査マニュアル［共通版］」の「全体調査計画策定の手引き」を参考に、必要

に応じて設定し直す。なお、調査地区を再設定した場合は、新たな調査地区の設定根拠について整理してお

く。 
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3. 現地調査計画の策定 
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3.1 現地踏査 

現地調査計画の策定にあたっては、全体調査計画及び事前調査の結果を踏まえ、調査対象河川の現地踏査を

行う。現地踏査では、全体調査計画で設定した調査地区の確認を行うとともに、各調査地区における調査対象

環境区分の設定、調査方法の選定を行うための状況の把握を行う。また、各調査地区の特徴を整理するととも

に、概観がわかる写真を随時撮影する。 
なお、全体調査計画で設定された各調査地区の確認は、以下の視点により行う。 
 

(ア) 魚類の生息環境の視点からの調査地区の妥当性 

(イ) 地形や土地利用状況等の変化や工事等による影響による調査地区変更の必要性 

(ウ) 調査地区へのアプローチの容易性 

(エ) 調査に際しての安全性 

 

3.2 調査地区の設定 

調査地区は、基本的に全体調査計画に従う。ただし、事前調査及び現地踏査の結果を踏まえ、全体調査計画

策定時の調査地区等の設定根拠と著しく状況が変化している場合等、調査地区として不適当な場合について

は、「Ⅰ概要編 7.全体調査計画の策定」、「Ⅸ参考資料編 全体調査計画策定の手引き」を参考に、必要に応

じて設定し直す。なお、調査地区を再設定した場合は、新たな調査地区の設定根拠について整理しておく。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国調査基本調査マニュアル［河川版］（植物調査編） 新旧対照表 
改 定 現 行 

3.3 年間の調査時期及び回数の設定 

現地調査は、春から初夏と秋を含む 2 回以上実施する。 
年間の調査時期及び回数は、基本的に全体調査計画に従い、事前調査及び現地踏査の結果、調査実施当該年

度における気象条件や開花状況等を踏まえ、適切に設定するものとする。 
なお、設定に際しては、必要に応じて「河川水辺の国勢調査 基本調査マニュアル［共通版］」の「全体調

査計画策定の手引き」を参考にする。また、調査時期の設定根拠について整理しておく。 
 

3.4 現地調査に際し留意すべき法令等 

現地調査に際しては、以下に示す法令等に十分留意する。 
なお、法令等によっては、事前に申請が必要となる場合がある。申請後、許可を得るまでに日数がかかる場

合があるため、調査時期を考慮して早めに準備を行う。 
 

表 3.1 現地調査に際し留意すべき法令等 
法令等 関連機関※1 

文化財保護法 文化庁 

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 環境省 

自然公園法 環境省 

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 環境省等 

その他の都道府県・市町村の条例 都道府県・市町村 

※1: 都道府県の関係部局が担当している場合がある。 
 

(ア) 天然記念物を採集する場合又は採集する可能性がある場合は、天然記念物の現状変更に該当するため、

「文化財保護法」に基づき、文化庁・都道府県等に申請を行い許可を得る必要がある。 

(イ) 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」の国内希少野生動植物種を捕獲・採集する

場合又は捕獲・採集の可能性のある場合は、あらかじめ環境大臣と協議を行う必要がある。 

(ウ) 「自然公園法」の特別地域、特別保護地区での指定植物を採集する場合には、国立公園にあっては環境

大臣、国定公園・県立公園にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。また、指定期間中、

立入りが規制される区域があるため留意する。 
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3.3 年間の調査時期及び回数の設定 
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なお、設定に際しては、必要に応じて「Ⅰ概要編 7.全体調査計画の策定」、「Ⅸ参考資料編 全体調査計画

策定の手引き」を参考にする。また、調査時期の設定根拠について整理しておく。 
 

3.4 現地調査に際し留意すべき法令等 

現地調査に際しては、以下に示す法令等に十分留意する。 
なお、法令等によっては、事前に申請が必要となる場合がある。申請後、許可を得るまでに日数がかかる場

合があるため、調査時期を考慮して早めに準備を行う。 
 

表 現地調査に際し留意すべき法令等 
法令等 関連機関※1 

文化財保護法 文化庁 

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 環境省 

自然公園法 環境省 

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 環境省等 

その他の都道府県・市町村の条例 都道府県・市町村 
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「文化財保護法」に基づき、文化庁・都道府県等に申請を行い許可を得る必要がある。 

(イ) 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」の国内希少野生動植物種を捕獲・採集する

場合又は捕獲・採集の可能性のある場合は、あらかじめ環境大臣と協議を行う必要がある。 

(ウ) 「自然公園法」の特別地域、特別保護地区での指定植物を採集する場合には、国立公園にあっては環境

大臣、国定公園・県立公園にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。また、指定期間中、

立入りが規制される区域があるため留意する。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国調査基本調査マニュアル［河川版］（植物調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

(3) 特定外来生物の確認状況 
各特定外来生物の確認状況について、確認位置ごとに以下の項目を記録する(現地調査様式 5 及び 6)。 

 
(ア) 特定外来生物確認 No.: 各特定外来生物の確認位置ごとに付番する。 

(イ) 和名: 確認された特定外来生物の和名を記録する。 

(ウ) 備考: 特定外来生物ごとに確認場所、確認環境、株数等を記録する。また、その他特筆すべき情報があ

れば必要に応じて記録する。 

(エ) 特記事項: 特記事項があれば記録する。 

(オ) 調査責任者、調査担当者、同定者: 調査責任者、調査担当者、同定者の氏名、所属機関を記録する。 

(カ) 調査地区の範囲: 調査地区の範囲を河川環境基図等背景図に記録する。また、背景図の作成年度を記録

しておく。 

(キ) 特定外来生物の確認位置: 特定外来生物の確認位置に特定外来生物確認 No.を記録する。 

 

4.3 同定 

同定にあたっては、国土交通省水管理・国土保全局の河川環境データベース(河川水辺の国勢調査)ホームペ

ージで公開されている「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」に挙げられている「種の同定にあたっての

参考文献および留意事項」を活用する。種名の表記及び並び順については、「河川水辺の国勢調査のための生物

リスト」に従う。なお、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」及び「種の同定にあたっての参考文献およ

び留意事項」は、毎年の調査結果を踏まえ更新を行っているため、活用に際しては事前に必ず最新版を確認す

る。 
 

4.3.1 同定に際しての留意事項 
同定に際して留意すべき事項を以下に示す。 

 
(ア) 種・亜種・変種・品種まで同定できない場合は、和名については、“○○属”、学名については、“○○ 

sp.”と表記する(平成 9 年度版マニュアルでは、“○○属の一種”と“○○属の数種”、 “○○ sp.”と“○○ 

spp.”をそれぞれ区別していたが、今後は区別しない。)。なお、種・亜種・変種・品種まで同定できな

かった場合は、その理由を記録する(例: 雑種、新たに侵入した外来種で図鑑に記録がない、開花前のた

め同定の根拠となる部位が確認できない)。 
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(3) 特定外来生物の確認状況 
各特定外来生物の確認状況について、確認位置ごとに以下の項目を記録する(現地調査様式 5 及び 6)。 

 
(ア) 特定外来生物確認 No.: 各特定外来生物の確認位置ごとに付番する。 

(イ) 和名: 確認された特定外来生物の和名を記録する。 

(ウ) 備考: 特定外来生物ごとに確認場所、確認環境、株数等を記録する。また、その他特筆すべき情報があ

れば必要に応じて記録する。 

(エ) 特記事項: 特記事項があれば記録する。 

(オ) 調査責任者、調査担当者、同定者: 調査責任者、調査担当者、同定者の氏名、所属機関を記録する。 

(カ) 調査地区の範囲: 調査地区の範囲を河川環境基図等背景図に記録する。また、背景図の作成年度を記録

しておく。 

(キ) 特定外来生物の確認位置: 特定外来生物の確認位置に特定外来生物確認 No.を記録する。 

 

4.3 同定 

同定にあたっては、国土交通省水管理・国土保全局水情報国土データ管理センターの河川環境データベース

(河川水辺の国勢調査)ホームページで公開されている「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」に挙げられ

ている「準拠文献」、「調査同定上の留意点」を活用する。種名の表記及び並び順については、「河川水辺の国勢

調査のための生物リスト」に従う。なお、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」は、毎年の調査結果を踏

まえ更新を行っているため、活用に際しては最新版を確認する。 
 

4.3.1 同定に際しての留意事項 
同定に際して留意すべき事項を以下に示す。 

 
(ア) 種・亜種・変種・品種まで同定できない場合は、和名については、“○○属”、学名については、“○○ 

sp.”と表記する(平成 9 年度版マニュアルでは、“○○属の一種”と“○○属の数種”、 “○○ sp.”と“○○ 

spp.”をそれぞれ区別していたが、今後は区別しない。)。なお、種・亜種・変種・品種まで同定できな

かった場合は、その理由を記録する(例: 雑種、新たに侵入した外来種で図鑑に記録がない、開花前のた

め同定の根拠となる部位が確認できない)。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国調査基本調査マニュアル［河川版］（植物調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 

以下の冷凍処理等を行い、駆除することが望ましい。 

なお、標本とともに標本ラベル(「(4) 標本ラベルの作成」参照)を「はさみ紙」に挟み込む。 

 

(3) 標本情報の記録 

作製した標本について、以下の項目を記録する (現地調査様式 10)。 

 

(ア)標本 No.: 標本 No.を記録する。 

(イ)科名(和名)、科名(学名): 科名を和名と学名で記録する。 

(ウ)和名、学名: 和名と学名を記録する。 

(エ)水系名、河川名、地区名、地区番号: 水系名、河川名、地区名、地区番号を記録する。 

(オ)採集地の地名: 都道府県名、市町村名、詳細地名を記録する。 

(カ)緯度・経度: 各調査地区の範囲の中心点の緯度・経度を記録する。測地系は JGD2024/ (B,L)とする（10 

進法）。 

(キ)採集者(所属機関): 採集者の氏名、所属機関を記録する。 

(ク)採集年月日: 採集された年月日(年は西暦)を記録する。 

(ケ)同定者(所属機関): 同定者の氏名、所属機関を記録する。 

(コ)同定年月日: 同定された年月日(年は西暦)を記録する。 

(サ)備考: 特記事項がある場合には記録する(例: 標本の状態(破損等)、博物館登録番号)。 

(シ)標本の形式: 標本の作製形式を記録する(例: さく葉標本)。 
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以下の冷凍処理等を行い、駆除することが望ましい。 

なお、標本とともに標本ラベル(「(4) 標本ラベルの作成」参照)を「はさみ紙」に挟み込む。 

 

(3) 標本情報の記録 

作製した標本について、以下の項目を記録する (現地調査様式 10)。 

 

(ア)標本 No.: 標本 No.を記録する。 

(イ)科名(和名)、科名(学名): 科名を和名と学名で記録する。 

(ウ)和名、学名: 和名と学名を記録する。 

(エ)水系名、河川名、地区名、地区番号: 水系名、河川名、地区名、地区番号を記録する。 

(オ)採集地の地名: 都道府県名、市町村名、詳細地名を記録する。 

(カ)緯度・経度: 「河川水辺の国勢調査入出力システム」の画面上で表示される各調査地区の範囲の中心点の

緯度・経度を記録する。 

(キ)採集者(所属機関): 採集者の氏名、所属機関を記録する。 

(ク)採集年月日: 採集された年月日(年は西暦)を記録する。 

(ケ)同定者(所属機関): 同定者の氏名、所属機関を記録する。 

(コ)同定年月日: 同定された年月日(年は西暦)を記録する。 

(サ)備考: 特記事項がある場合には記録する(例: 標本の状態(破損等)、博物館登録番号)。 

(シ)標本の形式: 標本の作製形式を記録する(例: さく葉標本)。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国調査基本調査マニュアル［河川版］（植物調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

(4) 標本ラベルの作成 

標本ラベルには、標本 No.、学名、和名、科名を表記する。また、水系名、河川名、地区名、地区番号、採集

地の地名、緯度・経度、採集年月日、採集者名、同定年月日、同定者名についても表記する。標本ラベルの用紙

には、薄い中性紙を使用する。印刷の際は、顔料系インクジェットプリンターもしくはレーザープリンターにて

グレースケール印刷(白黒印刷)する。  

 
1 －(ア) 

Bolboschoenus planiculmis －(イ) 

イセウキヤガラ －(ウ) 

カヤツリグサ科 Cyperaceae －(エ) 
▲▲川水系 ▲▲川 河口部 ▲▲■1 －(オ) 

［東京都○○市△△］ －(カ)              

35.1234767, 139.1234567 (JGD2024) －(キ) 

採集年月日: 20XX.5.25 －(ク) 採集者:●● ●●(○○研究所) －(ケ) 

同定年月日: 20XX.5.30 －(コ) 同定者:▲▲ ▲▲(△△研究所) －(サ) 

図 標本ラベル 
 

(ア)標本 No.: 標本 No.を表記する。 

(イ)学名: 学名を表記する。 

(ウ)和名: 和名をカタカナで表記する。 

(エ)科名: 科名をカタカナと学名で表記する。 

(オ)水系名、河川名、地区名、地区番号: 水系名、河川名、地区名、地区番号を日本語(漢字又はひらがな、

カタカナ、アラビア数字)で表記する。 

(カ)採集地の地名: 都道府県名、市町村名、詳細地名を日本語(漢字又はひらがな、カタカナ)で表記する。 

(キ)緯度・経度(測地系): 各調査地区の範囲の中心点の緯度・経度を表記する。また、緯度・経度の測地系を

表記する。測地系は JGD2024/ (B,L)とする（10 進法）。 

(ク)採集年月日: 採集された年月日(年は西暦)をアラビア数字で表記する。 

(ケ)採集者: 採集者の氏名、所属機関を日本語で表記する。 

(コ)同定年月日: 同定された年月日(年は西暦)をアラビア数字で表記する。 

(サ)同定者: 同定者の氏名、所属機関を日本語で表記する。 
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(4) 標本ラベルの作成 

標本ラベルには、標本 No.、学名、和名、科名を表記する。また、水系名、河川名、地区名、地区番号、採集

地の地名、緯度・経度、採集年月日、採集者名、同定年月日、同定者名についても表記する。標本ラベルの用紙

には、薄い中性紙を使用する。印刷の際は、顔料系インクジェットプリンターにてグレースケール印刷(白黒印

刷)する。  

 
1 －(ア) 

Scirpus planiculmis －(イ) 

イセウキヤガラ －(ウ) 

カヤツリグサ科 Cyperaceae －(エ) 
▲▲川水系 ▲▲川 河口部 ▲▲■1 －(オ) 

［東京都○○市△△］ －(カ)              

□°□’ □”N., □°□’ □”E. (世界測地系) －(キ) 

採集年月日: 20XX.5.25 －(ク) 採集者:●● ●●(○○研究所) －(ケ) 

同定年月日: 20XX.5.30 －(コ) 同定者:▲▲ ▲▲(△△研究所) －(サ) 

図 標本ラベル 
 

(ア)標本 No.: 標本 No.を表記する。 

(イ)学名: 学名を表記する。 

(ウ)和名: 和名をカタカナで表記する。 

(エ)科名: 科名をカタカナと学名で表記する。 

(オ)水系名、河川名、地区名、地区番号: 水系名、河川名、地区名、地区番号を日本語(漢字又はひらがな、

カタカナ、アラビア数字)で表記する。 

(カ)採集地の地名: 都道府県名、市町村名、詳細地名を日本語(漢字又はひらがな、カタカナ)で表記する。 

(キ)緯度・経度(測地系): 「河川水辺の国勢調査入出力システム」の画面上で表示される各調査地区の範囲の

中心点の緯度・経度を表記する。また、緯度・経度の測地系を表記する。なお、画面上に表示される緯度・

経度は、GIS 入力の際に設定した河川基盤地図の測地系に基づくため、使用した河川基盤地図の測地系を

記録する。 

(ク)採集年月日: 採集された年月日(年は西暦)をアラビア数字で表記する。 

(ケ)採集者: 採集者の氏名、所属機関を日本語で表記する。 

(コ)同定年月日: 同定された年月日(年は西暦)をアラビア数字で表記する。 

(サ)同定者: 同定者の氏名、所属機関を日本語で表記する。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国調査基本調査マニュアル［河川版］（植物調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

4.5.2 標本の保管 

標本の保管期間は、スクリーニングによる確認種目録の確定まで(調査実施年度の翌年度末まで)とする。 

標本は、密閉できる袋又は容器に防虫剤、乾燥剤とともに密封し、必要に応じて防虫剤、乾燥剤の入れ替え等

の管理を行い確実に保管する。 

保管期間満了後は、博物館等の研究機関等の標本の受け入れ先を幅広く探し、有効活用を図る。 

また、博物館等の研究機関等の受け入れ先のない場合等には、募集する等してできるだけ受け入れ先を探すも

のとする。受け入れ先のない標本については廃棄してもよい。 

なお、保管期間満了前(調査実施当該年度)より、各受け入れ先において標本の保管を行ってもよいが、再同定

の必要が生じた場合に、対象となる標本を良好な状態で速やかに提出できるようにしておくことが必要である。 

 

4.6 移動中等における確認種の記録 

調査地区間の移動中等(調査地区の範囲外や調査時間外)に植物が確認された場合には、重要種、特定外来生物

及び特筆すべき種に限り、必要に応じて調査地区内で確認された植物とは別に、以下の項目を記録する(現地調

査様式 11)。 

なお、対象範囲は調査区域内とする。また、移動中等の確認種の記録は、あくまで補足情報の収集であるため、

本来の調査に支障をきたさない範囲で行う。 

 

(ア) No.: 連番で付番する。 

(イ) 和名: 確認された植物の和名を記録する。 

(ウ) 重要種: 重要種について記録する。 

(エ) 特定外来生物: 特定外来生物について記録する。 

(オ) 写真、標本: 写真を撮影したり、標本を作製した場合は記録する。 

(カ) 河川名、距離(km): 確認された河川名、河口からの距離(支川・支々川の場合は合流点からの距離)(km)

を記録する。 

(キ) 位置: 確認された位置について左岸・右岸・中洲・その他のいずれかを記録する。 

(ク) 緯度・経度：確認された位置の緯度・経度を記録する。測地系は JGD2024/ (B,L)とする（10 進法）。 

(ケ) 調査年月日: 確認された年月日(年は西暦)を記録する。 

(コ) 確認状況: 周辺環境、個体数等を記録する。 

(サ) 同定者(所属機関): 同定者の氏名、所属機関を記録する。 
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4.5.2 標本の保管 

標本の保管期間は、スクリーニングによる確認種目録の確定まで(調査実施年度の翌年度末まで)とする。 

標本は、密閉できる袋又は容器に防虫剤、乾燥剤とともに密封し、必要に応じて防虫剤、乾燥剤の入れ替え等

の管理を行い確実に保管する。 

保管期間満了後は、博物館等の研究機関等の標本の受け入れ先を幅広く探し、有効活用を図る。 

また、博物館等の研究機関等の受け入れ先のない場合等には、募集する等してできるだけ受け入れ先を探すも

のとする。受け入れ先のない標本については廃棄してもよい。 

なお、保管期間満了前(調査実施当該年度)より、各受け入れ先において標本の保管を行ってもよいが、再同定

の必要が生じた場合に、対象となる標本を良好な状態で速やかに提出できるようにしておくことが必要である。 

 

4.6 移動中等における確認種の記録 

調査地区間の移動中等(調査地区の範囲外や調査時間外)に植物が確認された場合には、重要種、特定外来生物

及び特筆すべき種に限り、必要に応じて調査地区内で確認された植物とは別に、以下の項目を記録する(現地調

査様式 11)。 

なお、対象範囲は調査区域内とする。また、移動中等の確認種の記録は、あくまで補足情報の収集であるため、

本来の調査に支障をきたさない範囲で行う。 

 

(ア) No.: 連番で付番する。 

(イ) 和名: 確認された植物の和名を記録する。 

(ウ) 重要種: 重要種について記録する。 

(エ) 特定外来生物: 特定外来生物について記録する。 

(オ) 写真、標本: 写真を撮影したり、標本を作製した場合は記録する。 

(カ) 河川名、距離(km): 確認された河川名、河口からの距離(支川・支々川の場合は合流点からの距離)(km)

を記録する。 

(キ) 位置: 確認された位置について左岸・右岸・中洲・その他のいずれかを記録する。 

(ク) 調査年月日: 確認された年月日(年は西暦)を記録する。 

(ケ) 確認状況: 周辺環境、個体数等を記録する。 

(コ) 同定者(所属機関): 同定者の氏名、所属機関を記録する。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国調査基本調査マニュアル［河川版］（植物調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

4.7 その他の生物の記録 

現地調査時に両生類・爬虫類・哺乳類等を目撃した場合や、死体を発見した場合等には、それらが重要種、特

定外来生物及び特筆すべき種のいずれかであり、かつ現地で同定可能なものに限り、必要に応じて「その他の生

物」として以下の項目を記録する(現地調査様式 12)。 

誤同定を避けるため、無理な同定は行わないようにする。捕獲・採集した生物については写真撮影を行い、で

きるだけ標本を作製する。目撃した生物については、写真撮影を行うことが望ましい。 

なお、その他の生物の記録は、あくまで補足情報の収集であるため、本来の調査に支障をきたさない範囲で行

う。 

(ア) No.: 連番で付番する。 

(イ) 生物項目: 確認された生物の項目を記録する。 

(ウ) 目名、科名、和名、学名: 確認された生物の目名、科名、和名、学名を記録する。 

(エ) 写真、標本: 写真を撮影したり、標本を作製した場合は記録する。 

(オ) 地区番号: 確認された地区番号を記録する。調査地区外で確認された場合は「調査地区外」と記録する。 

(カ) 河川名、距離(km): 確認された河川名、河口からの距離(支川・支々川の場合は合流点からの距離)(km)

を記録する。 

(キ) 位置: 確認された位置について左岸・右岸・中洲・その他のいずれかを記録する。 

(ク) 緯度・経度：確認された位置の緯度・経度を記録する。測地系は JGD2024/ (B,L)とする（10 進法）。 

(ケ) 調査年月日: 確認された年月日(年は西暦)を記録する。 

(コ) 確認状況: 確認の方法、周辺環境、個体数等を記録する。 

(サ) 同定者(所属機関): 同定者の氏名、所属機関を記録する。 
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4.7 その他の生物の記録 

現地調査時に両生類・爬虫類・哺乳類等を目撃した場合や、死体を発見した場合等には、それらが重要種、特

定外来生物及び特筆すべき種のいずれかであり、かつ現地で同定可能なものに限り、必要に応じて「その他の生

物」として以下の項目を記録する(現地調査様式 12)。 

誤同定を避けるため、無理な同定は行わないようにする。捕獲・採集した生物については写真撮影を行い、で

きるだけ標本を作製する。目撃した生物については、写真撮影を行うことが望ましい。 

なお、その他の生物の記録は、あくまで補足情報の収集であるため、本来の調査に支障をきたさない範囲で行

う。 

(ア) No.: 連番で付番する。 

(イ) 生物項目: 確認された生物の項目を記録する。 

(ウ) 目名、科名、和名、学名: 確認された生物の目名、科名、和名、学名を記録する。 

(エ) 写真、標本: 写真を撮影したり、標本を作製した場合は記録する。 

(オ) 地区番号: 確認された地区番号を記録する。調査地区外で確認された場合は「調査地区外」と記録する。 

(カ) 河川名、距離(km): 確認された河川名、河口からの距離(支川・支々川の場合は合流点からの距離)(km)

を記録する。 

(キ) 位置: 確認された位置について左岸・右岸・中洲・その他のいずれかを記録する。 

(ク) 調査年月日: 確認された年月日(年は西暦)を記録する。 

(ケ) 確認状況: 確認の方法、周辺環境、個体数等を記録する。 

(コ) 同定者(所属機関): 同定者の氏名、所属機関を記録する。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国調査基本調査マニュアル［河川版］（植物調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

現地調査様式 7 

植物 同定文献一覧表 
地方整備局等名 事務所等名 水系名 河川名 調査年度 
○○地方整備局 ■■河川事務所 ▲▲川 ▲▲川 20XX 

 

同定文献

No. 
文献名 著者名 発行年 発行元 分類群 

1 改訂新版 日本の野生植物 １ 大橋広好ほか編 2015 平凡社 ソテツ科～カヤツリグサ科 

2 改訂新版 日本の野生植物 ２ 大橋広好ほか編 2016 平凡社 イネ科～イラクサ科 

3 改訂新版 日本の野生植物 ３ 大橋広好ほか編 2016 平凡社 バラ科～センダン科 

4 改訂新版 日本の野生植物 ４ 大橋広好ほか編 2017 平凡社 アオイ科～キョウチクトウ科 

5 改訂新版 日本の野生植物 ５ 大橋広好ほか編 2017 平凡社 ヒルガオ科～スイカズラ科 

6 日本産シダ植物標準図鑑１ 海老原淳 2016 学研 シダ植物門 

7 日本産シダ植物標準図鑑２ 海老原淳 2017 学研 シダ植物門 

: : : : : : 

 
 

－Ⅳ-36－ 

現地調査様式 7 

植物 同定文献一覧表 
地方整備局等名 事務所等名 水系名 河川名 調査年度 
○○地方整備局 ■■河川事務所 ▲▲川 ▲▲川 20XX 

 

同定文献

No. 
文献名 著者名 発行年 発行元 分類群 

1 日本の野生植物 シダ 岩槻邦男(編) 1922 平凡社 シダ植物門 

2 改訂新版 日本植物誌 顕花篇 大井次三郎 1965 至文堂 裸子植物門 

3 新日本樹木検索誌 杉本順一 1972 井上書店 木本全般 

4 日本の野生植物 木本Ⅰ 佐竹義輔(他)(編) 1989 平凡社 木本全般 

5 日本産イネ科大図鑑 田圃稲穂 20XX ○○出版 イネ科 

: : : : : : 

 
 

－Ⅳ-36－ 

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国調査基本調査マニュアル［河川版］（植物調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

現地調査様式 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－Ⅳ-39－ 

現地調査様式 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－Ⅳ-39－ 

植物 標本管理一覧表 
地方整備局等名 事務所等名 水系名 河川名 調査年度 

○○地方整備局 ■■事務所 ▲▲川 ▲▲川 20XX 

 

標本
No. 

科名 
(和名) 

科名 
(学名) 

和名 学名 水系名 河川名 地区名 地区番号 採集地の地名 緯度・経度 採集者 
 

採集年月日 同定者 
 

同定年月日 備考 標本の形式 

1 カヤツリグサ科 Cyperaceae イセウキヤガラ 
 

Scirpus planiculmis ▲▲川 ▲▲川 ▲▲橋下流
部 

▲▲△1 東京都○○市△△ □°□’ □”N., □°□’ □”E ●● ●●  
(○○研究所) 

20XX.5.25 

 

 
 

▲▲ ▲▲ 
(△△研究所) 

20XX.5.30 

 
 

 さく葉標本 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: : : : : : : : : : : 
 
 
 

: 

 

 

 
 

: 
 
 
 
 
 

: 

 

 

 

 

 
 

: 
 
 
 
 
 
 

: 

 

 

 

 

 
 

 

植物 標本管理一覧表 
地方整備局等名 事務所等名 水系名 河川名 調査年度 

○○地方整備局 ■■事務所 ▲▲川 ▲▲川 20XX 

 

標本
No. 

科名 
(和名) 

科名 
(学名) 

和名 学名 水系名 河川名 地区名 地区番号 採集地の地名 緯度 経度 採集者 
 

採集年月日 同定者 
 

同定年月日 備考 標本の形式 

1 カヤツリグサ科 Cyperaceae イセウキヤガラ 
 

Bolboschoenus 
planiculmis 

▲▲川 ▲▲川 ▲▲橋下流
部 

▲▲△1 東京都○○市△△ 35.1234567 139.1234567 ●● ●●  
(○○研究所) 

20XX.5.25 

 

 
 

▲▲ ▲▲ 
(△△研究所) 

20XX.5.30 

 
 

 さく葉標本 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: : : : : : : : : : : : 
 
 
 

: 

 

 

 
 

: 
 
 
 
 
 

: 

 

 

 

 

 
 

: 
 
 
 
 
 
 

: 

 

 

 

 

 
 

 

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国調査基本調査マニュアル［河川版］（植物調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

現地調査様式 11 

植物 移動中等における確認状況一覧表 
地方整備局等名 事務所等名 水系名 河川名 調査年度 
○○地方整備局 ■■河川事務所 ▲▲川 ▲▲川 20XX 

 

No. 和名 重要種 
特定外 

来生物 

写

真 

標

本 
河川名 

距離

(km) 
位置 緯度 経度 調査年月日 確認状況 

同定者 

(所属機関) 

1 ミゾコウジュ ○  ○ ○ ▲▲川 20.0 左岸 35.1234567 139.1234567 20XX 年○月○日 高水敷に 5 個体

生育。 

牧野拓太郎((株)

○○研究所) 

:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:  : 
 

:  
 

: 
 

:  
 

: : 
 

: 

 

: 
 

: 
 

: 
 

: 
 
 

: 
 

 

 

 

－Ⅳ-40－ 

現地調査様式 11 

植物 移動中等における確認状況一覧表 
地方整備局等名 事務所等名 水系名 河川名 調査年度 
○○地方整備局 ■■河川事務所 ▲▲川 ▲▲川 20XX 

 

No. 和名 重要種 特定外来生物 写真 標本 河川名 距離(km) 位置 調査年月日 確認状況 
同定者 

(所属機関) 

1 ミゾコウジュ ○  ○ ○ ▲▲川 20.0 左岸 20XX 年○月○日 高水敷に 5 個体生

育。 

牧野拓太郎((株)○

○研究所) 

:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:  : 
 

:  
 

: 
 

:  
 

: : 
 : 

 

: 
 

: 
 
 

: 
 

 

 

 

－Ⅳ-40－ 

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国調査基本調査マニュアル［河川版］（植物調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

現地調査様式 12 

植物 その他の生物確認状況一覧表 
地方整備局等名 事務所等名 水系名 河川名 調査年度 
○○地方整備局 ■■河川事務所 ▲▲川 ▲▲川 20XX 

 

No. 
生物 

項目 
目名 科名 和名 学名 

写

真 

標

本 

地区 

番号 
河川名 

距離 

(km) 

位

置 
緯度 経度 

調査年 

月日 
確認状況 

同定者 

(所属機関) 

1 

 

両生類・

爬虫類・

哺乳類 

ウ シ

目（偶

蹄目） 

ウシ科  カ モ シ

カ 

Capricornis 

crispus  

  調 査

地 区

外 

▲▲川 
43.0 

 

左

岸 

 

35.1234567 139.1234567 20XX 年 

○月○日 

山地の斜面で死

体を確認。 

 

河 原 大 二 郎

((株)○○研究

所) 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:  : :  :  :  : 
 

:  
  

: 
: : 

 
: 

 

: 
 

: 
 

: 
 

: 
 
 

: 
 

 

 

 

－Ⅳ-41－ 

現地調査様式 12 

植物 その他の生物確認状況一覧表 
地方整備局等名 事務所等名 水系名 河川名 調査年度 
○○地方整備局 ■■河川事務所 ▲▲川 ▲▲川 20XX 

 

No. 
生物 

項目 
目名 科名 和名 学名 

写

真 

標

本 

地区 

番号 
河川名 

距離 

(km) 
位
置 

調査年 

月日 
確認状況 

同定者 

(所属機関) 

1 

 

両生類・爬

虫類・哺乳

類 

ウシ目 ウシ科  カモシカ Capricornis 

crispus  

  調 査 地 区

外 
▲▲川 

43.0 

 

左岸 

 

 

20XX 年 

○月○日 

山地の斜面で死体

を確認。 

 

河 原 大 二 郎

((株)○○研究

所) 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:  : :  :  :  : 
 

: 
  

: 
: : 

 : 

 

: 
 

: 
 
 

: 
 

 
 

 

－Ⅳ-41－ 
 

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（鳥類調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 

Ⅴ 

令和8年度版 

河川水辺の国勢調査 

基本調査マニュアル 
［河川版］ 

(鳥類調査編) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

国土交通省水管理・国土保全局河川環境課 

令和7年9月 改定 

 

Ⅴ 

平成28年度版 

河川水辺の国勢調査 

基本調査マニュアル 
［河川版］ 

(鳥類調査編) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

国土交通省水管理・国土保全局河川環境課 

平成28年 1月 改訂 

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



 

河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（鳥類調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

2. 事前調査 

現地調査計画を策定するために、事前調査を実施する。事前調査では、文献調査及び聞き取り調査を実施

することにより、当該水系における鳥類に関する情報をとりまとめる。 
現地調査を年度初めに実施する場合には、事前調査を現地調査実施の前年度に行っておくと、現地調査を

円滑に実施しやすい。 
なお、文献、報告書等の収集及び聞き取り相手の選定にあたっては、河川水辺の国勢調査アドバイザー等

学識経験者等の助言を得るようにする。 
 

2.1 文献調査 

文献調査では、既往の河川水辺の国勢調査の結果、河川水辺総括資料の内容、前回の河川水辺の国勢調査

以降に発行・作成された文献、河川水辺の国勢調査以外の報告書等を収集し、調査区域における鳥類の生息

状況についての情報を中心に把握する。既往の河川水辺の国勢調査の結果における、その他の生物の記録

(「その他の生物確認状況一覧表」)を確認し、鳥類の確認記録がある場合は、それらも把握しておく。 
文献、報告書等は、調査対象河川に限定せず、当該水系全体に係る文献を可能な限り原典で収集し、各事

務所等において保管しておくことが望ましい。 
文献の検索については、CiNii（国立情報学研究所）、J-STAGE（科学技術振興機構）等のインターネット

等による文献検索サービスを利用するとよい。 
文献調査を実施した文献、報告書等について、以下の項目を整理する(事前調査様式 1)。 

 
(ア) 収集文献No.: 文献ごとに発行年順に付番する。 

(イ) 文献名: 文献、報告書等のタイトルを記録する。 

(ウ) 著者名: 著者、編者、調査者等の氏名を記録する。 

(エ) 発行年: 文献、報告書等が発行された年(西暦)を記録する。 

(オ) 発行元: 出版社名、事務所名等を記録する。 

(カ) 入手先: 文献、報告書等の入手先を記録する。 

 
また、調査区域周辺における狩猟対象鳥類、狩猟期間、猟区、(特別)鳥獣保護区、銃猟禁止区域等について

も文献(都道府県等による鳥獣保護区等位置図等)をもとに整理する。近年狩猟のよく行われている場所の情報

が文献に有った場合も整理する(事前調査様式 4 及び現地調査様式 7-3)。 
 

 

 

—Ⅴ-3— 

2. 事前調査 

現地調査計画を策定するために、事前調査を実施する。事前調査では、文献調査及び聞き取り調査を実施

することにより、当該水系における鳥類に関する情報をとりまとめる。 
現地調査を年度初めに実施する場合には、事前調査を現地調査実施の前年度に行っておくと、現地調査を

円滑に実施しやすい。 
なお、文献、報告書等の収集及び聞き取り相手の選定にあたっては、河川水辺の国勢調査アドバイザー等

学識経験者等の助言を得るようにする。 
 

2.1 文献調査 

文献調査では、既往の河川水辺の国勢調査の結果、河川水辺総括資料の内容、前回の河川水辺の国勢調査

以降に発行・作成された文献、河川水辺の国勢調査以外の報告書等を収集し、調査区域における鳥類の生息

状況についての情報を中心に把握する。既往の河川水辺の国勢調査の結果における、その他の生物の記録

(「その他の生物確認状況一覧表」)を確認し、鳥類の確認記録がある場合は、それらも把握しておく。 
文献、報告書等は、調査対象河川に限定せず、当該水系全体に係る文献を可能な限り原典で収集し、各事

務所等において保管しておくことが望ましい。 
文献の検索については、CiNii（国立情報学研究所）、JST（科学技術振興機構）等のインターネット等に

よる文献検索サービスを利用するとよい。 
文献調査を実施した文献、報告書等について、以下の項目を整理する(事前調査様式 1)。 

 
(ア) 収集文献No.: 文献ごとに発行年順に付番する。 

(イ) 文献名: 文献、報告書等のタイトルを記録する。 

(ウ) 著者名: 著者、編者、調査者等の氏名を記録する。 

(エ) 発行年: 文献、報告書等が発行された年(西暦)を記録する。 

(オ) 発行元: 出版社名、事務所名等を記録する。 

(カ) 入手先: 文献、報告書等の入手先を記録する。 

 
また、調査区域周辺における狩猟対象鳥類、狩猟期間、猟区、(特別)鳥獣保護区、銃猟禁止区域等につい

ても文献(都道府県等による鳥獣保護区等位置図等)をもとに整理する。近年狩猟のよく行われている場所の

情報が文献に有った場合も整理する(事前調査様式 4 及び現地調査様式 7-3)。 
 

 

 

—Ⅴ-3— 

 

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



 

河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（鳥類調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

3.2 調査箇所の設定 

3.2.1 スポットセンサス法の調査箇所 

(1) 基本的な設定 

地形図と現地踏査の結果をもとに、基本的には以下のように設定する。 
 

(ア)  支川等を含めた河川管理区間延長が 30km 未満の河川の場合、堤防上等に、基本的に河川縦断方 

向に距離間隔 1km ごとに調査箇所(観察定点)を設定する。 

(イ) 支川等を含めた河川管理区間延長が 30km 以上の河川の場合、堤防上等に、基本的に河川縦断方向に

距離間隔 2km ごとに調査箇所(観察定点)を設定する。既往の河川水辺の国勢調査において 1km ごとに

調査箇所(観察定点)を設定していた調査対象河川についても、積極的に距離間隔の見直しを検討する。 

(ウ) 両岸でおよそ対になるように設定する。 

(エ) H28～R7 までに実施したスポットセンサス調査箇所を基本として河川環境縦断 

区分※1ごとに原則 1 箇所程度に鳥類ホットスポット※2を設定する※6※7。 

(オ) 通常、河川管理のための距離標があるため、縦断方向の調査箇所の位置設定に活 

用する。 

 

基本的な距離間隔 1km 又は 2km は、堤防上等の距離標に基づいて距離を設定する。  
なお、観察範囲は、遠方ほど識別や発見の精度が低下することから、基本的に定点か 

ら半径 200m までと、半径 200m 超に分けて記録する。 
 

※1:「はじめに 6.1調査対象となる区分」参照。区分状況は、各河川の全体調査計画参照。 
※2: 鳥類の種数が特に多く、多様な種が生息する場で重要もしくは良好な河川環境の調査箇所で 

ある。選定にあたっては、H28～R7までに実施した1km間隔の調査結果において、確認種数が特 

に多い箇所を基本とすることとし、河川環境との関わり※3を踏まえて、文献情報、アドバイザ 

ー等への聞き取り、地域的に注目されている種※4の確認状況等を考慮して設定する。 

※3：「原色日本野鳥生態図鑑<陸鳥編><水鳥編>、保育社（1995)」に示す種の生息場所を参考 

※4：各河川の河川整備計画や河川環境検討シート※5等を参考 

※5：『「河川環境検討シート」作成の手引き<案>』(国土交通省河川局河川環境課.2003） 

※6：調査箇所間隔を2kmとする河川において、鳥類ホットスポットが調査箇所から外れる場合は、 

調査箇所に追加する。 

※7：河川環境縦断区分の延長が著しく短い場合は、重要度等に応じて設定の有無を判断する。 

 
(2) 調査箇所番号の付け方 

鳥類調査の箇所番号は、本書の｢はじめに｣の地区番号の設定に準ずる。 
ただし、鳥類調査の箇所番号からその箇所のおおよその位置を把握しやすくするために、河川のおよその縦断距離

の 0.1km 単位を四捨五入して箇所番号の距離(km)数字とする。左岸はL、右岸はR を付ける。 
 
(例): 6.8km 左岸→▲▲■7L 
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3.2 調査箇所の設定 

3.2.1 スポットセンサス法の調査箇所 

(1) 基本的な設定 

地形図と現地踏査の結果をもとに、基本的には以下のように設定する。 
 

(ア)  河川管理区間延長が 30km 未満の河川の場合、堤防上等に、基本的に河川縦断方 

向に距離間隔 1km ごとに調査箇所(観察定点)を設定する。 

(イ) 河川管理区間延長が 30km 以上の河川の場合、堤防上等に、基本的に河川縦断方 

向に距離間隔 2km ごとに調査箇所(観察定点)を設定する。 

(ウ) 両岸でおよそ対になるように設定する。 

(エ) H18～H27 までに実施したスポットセンサス調査箇所を基本として河川環境縦断 
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(オ) 通常、河川管理のための距離標があるため、縦断方向の調査箇所の位置設定に活 

用する。 

 

 

基本的な距離間隔 1km 又は 2km は、堤防上等の距離標に基づいて距離を設定する。  
なお、観察範囲は、遠方ほど識別や発見の精度が低下することから、基本的に定点か 

ら半径 200m までと、半径 200m 超に分けて記録する。 
 

※1:「Ⅰ概要編 6.1調査対象となる区分」参照。区分状況は、各河川の全体調査計画参照。 
※2: 鳥類の種数が特に多く、多様な種が生息する場で重要もしくは良好な河川環境の調査箇所で 

ある。選定にあたっては、H18～H27までに実施した1km間隔の調査結果において、確認種数が特 

に多い箇所を基本とすることとし、河川環境との関わり※3を踏まえて、文献情報、アドバイザ 

ー等への聞き取り、地域的に注目されている種※4の確認状況等を考慮して設定する。 

※3：「原色日本野鳥生態図鑑<陸鳥編><水鳥編>、保育社（1995)」に示す種の生息場所を参考 

※4：各河川の河川整備計画や河川環境検討シート※5等を参考 

※5：『「河川環境検討シート」作成の手引き<案>』(国土交通省河川局河川環境課.2003） 

※6：調査箇所間隔を2kmとする河川において、鳥類ホットスポットが調査箇所から外れる場合は、 

調査箇所に追加する。 

※7：河川環境縦断区分の延長が著しく短い場合は、重要度等に応じて設定の有無を判断する。 

 
(2) 調査箇所番号の付け方 

鳥類調査の箇所番号は、本書の｢Ⅰ概要編｣の地区番号の設定に準ずる。 
ただし、鳥類調査の箇所番号からその箇所のおおよその位置を把握しやすくするために、河川のおよその縦断距離

の 0.1km 単位を四捨五入して箇所番号の距離(km)数字とする。左岸はL、右岸はR を付ける。 
 
(例): 6.8km 左岸→▲▲■7L 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（鳥類調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

4) 調査が困難な場合 

以下に示すように、越冬期における積雪の影響や、大規模な樹林があったり、又は湿地となっているために、

調査箇所へ到達するのが困難な場合は、近くの橋や細道を使って代わりとなる調査箇所を設定する。また河川の

特定の区間、特定の時期において、調査員の歩行や移動の効率が非常に悪い場合は、作業効率(歩行距離等)の観

点から当該時期の当該区間に限り、スポットセンサス法の距離間隔を必要に応じて広げてもよい。 

 
(ア) 非積雪期は調査箇所への到達が容易であったが、越冬期は積雪による影響で同じ調査箇所への到達が困難

な場合。 

(イ) 積雪期や春の頃まで(越冬期や春渡り期)は、ヨシや低木等の草木が繁茂せず歩行しやすかったが、夏から

秋(繁殖期や秋渡り期)はヨシや低木等が繁茂し、歩行が困難な場合。 

(ウ) 大規模な湿地となっており、道もなく水辺に近づくのが困難な場合。 

(エ) 近くまで到達できる車道等がなく、細道等を長距離歩行せざる得ない場合。 

3.2.2 集団分布地調査の調査箇所 

(1) 調査箇所の設定 

文献や聞き取り調査、過去の現地調査等で集団分布地の情報のあった場所を調査箇所とする。さらにスポット

センサス法の観察中や移動中等に新たな集団分布地を見つけた場合も必要に応じて調査箇所に加える。 
本書で記録する集団分布地の目安(記録対象種と利用形態の例)については「4.1.2 集団分布地調査の調査方法」

に示す。 
調査箇所は、基本的に鳥類が集団分布している、又は集団分布していた情報のある箇所とする。調査にあたっ

て繁殖の妨害やねぐら等のかく乱につながる恐れがあるので、調査員は、ある程度離れた場所から観察する。 
なお、樹林地に囲まれている等で集団分布地に容易に近づけない場合は、展望のよい箇所(対岸等)から観察し

てもよい。 
 

(2) 箇所番号の付け方 

鳥類調査の箇所番号は、本書の｢はじめに｣の地区番号の設定に準ずる。 
ただし、鳥類調査の調査箇所名からその箇所のおおよその位置を把握しやすくするために、以下のようにする。 
 

(ア) 河川の縦断距離の 0.1km 単位を四捨五入して調査箇所名の距離(km)数字とする。 

(イ) 左岸はL、右岸はR、左右岸どちらともいえない水面や中洲等は、およそ中央としてC を付ける。 
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4) 調査が困難な場合 

以下に示すように、越冬期における積雪の影響や、大規模な樹林があったり、又は湿地となっているために、

調査箇所へ到達するのが困難な場合は、近くの橋や細道を使って代わりとなる調査箇所を設定する。また河川の

特定の区間、特定の時期において、調査員の歩行や移動の効率が非常に悪い場合は、作業効率(歩行距離等)の観

点から当該時期の当該区間に限り、スポットセンサス法の距離間隔を必要に応じて広げてもよい。 

 
(オ) 非積雪期は調査箇所への到達が容易であったが、越冬期は積雪による影響で同じ調査箇所への到達が困

難な場合。 

(カ) 積雪期や春の頃まで(越冬期や春渡り期)は、ヨシや低木等の草木が繁茂せず歩行しやすかったが、夏から

秋(繁殖期や秋渡り期)はヨシや低木等が繁茂し、歩行が困難な場合。 

(キ) 大規模な湿地となっており、道もなく水辺に近づくのが困難な場合。 

(ク) 近くまで到達できる車道等がなく、細道等を長距離歩行せざる得ない場合。 

3.2.2 集団分布地調査の調査箇所 

(1) 調査箇所の設定 

文献や聞き取り調査、過去の現地調査等で集団分布地の情報のあった場所を調査箇所とする。さらにスポット

センサス法の観察中や移動中等に新たな集団分布地を見つけた場合も必要に応じて調査箇所に加える。 
本書で記録する集団分布地の目安(記録対象種と利用形態の例)については「4.1.2 集団分布地調査の調査方法」

に示す。 
調査箇所は、基本的に鳥類が集団分布している、又は集団分布していた情報のある箇所とする。調査にあたっ

て繁殖の妨害やねぐら等のかく乱につながる恐れがあるので、調査員は、ある程度離れた場所から観察する。 
なお、樹林地に囲まれている等で集団分布地に容易に近づけない場合は、展望のよい箇所(対岸等)から観察し

てもよい。 
 

(2) 箇所番号の付け方 

鳥類調査の箇所番号は、本書の｢Ⅰ概要編｣の地区番号の設定に準ずる。 
ただし、鳥類調査の調査箇所名からその箇所のおおよその位置を把握しやすくするために、以下のようにする。 
 

(ウ) 河川の縦断距離の 0.1km 単位を四捨五入して調査箇所名の距離(km)数字とする。 

(エ) 左岸はL、右岸はR、左右岸どちらともいえない水面や中洲等は、およそ中央としてC を付ける。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（鳥類調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

3.3 年間の調査時期及び回数の設定 

年間の調査時期及び回数は、基本的に全体調査計画に従い、事前調査及び現地踏査の結

果、調査実施当該年度における気象条件や鳥類の渡り状況等を踏まえ、適切に設定するも

のとする。 

なお、設定に際しては、必要に応じて「河川水辺の国勢調査 基本調査マニュアル［共

通版］」の「全体調査計画策定の手引き」を参考にする。また、調査時期の設定根拠につい

て整理しておく。 

 
3.3.1 スポットセンサス法 

現地調査は、繁殖期と越冬期の年2回以上実施する。 

ただし、既知の調査等で干潟にシギ・チドリ類が多数渡来する可能性がある調査箇所に

おいては、春渡り期と秋渡り期も調査する。 

繁殖期は、その地域で繁殖する夏鳥がよくさえずる時期に設定し、夏鳥と留鳥を把握す

るために実施する。 

越冬期は、その地域で越冬する冬鳥と留鳥を把握するために実施する。 

春渡り期と秋渡り期に調査を実施する場合は、主に干潟を中継地として利用するシギ・

チドリ類(旅鳥の一部)を中心として把握する。なお、春渡り期と秋渡り期であってもシ

ギ・チドリ類以外の鳥類も記録する。 

各地方における調査時期の目安は表 3.1 のとおりである。 

 
春渡り期と秋渡り期のねらい解説:  
春渡り期と秋渡り期は、理想的には調査地を中継地として利用する全ての鳥類を対象としたい。

しかし中継地として利用する鳥類は、種や分類群により渡りの時期や滞在日数が大きく異なり、

各期あたり 1 回の調査では、一部の種や一部の分類群の鳥類しか把握できない。このための中継

地として利用する鳥類の中でも、水辺への依存度が高く、一定の時期に比較的多くの種が渡来し、

かつ個体数をカウントしやすい鳥類として、干潟のシギ・チドリ類を代表的な種として選定した。 
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3.3 年間の調査時期及び回数の設定 

年間の調査時期及び回数は、基本的に全体調査計画に従い、事前調査及び現地踏査の結

果、調査実施当該年度における気象条件や鳥類の渡り状況等を踏まえ、適切に設定するも

のとする。 

なお、設定に際しては、必要に応じて「Ⅰ概要編 7.全体調査計画の策定」、「Ⅸ参考

資料編 全体調査計画策定の手引き」を参考にする。また、調査時期の設定根拠について

整理しておく。 

 
3.3.1 スポットセンサス法 

現地調査は、繁殖期と越冬期の年2回以上実施する。 

ただし、既知の調査等で干潟にシギ・チドリ類が多数渡来する可能性がある調査箇所に

おいては、春渡り期と秋渡り期も調査する。 

繁殖期は、その地域で繁殖する夏鳥がよくさえずる時期に設定し、夏鳥と留鳥を把握す

るために実施する。 

越冬期は、その地域で越冬する冬鳥と留鳥を把握するために実施する。 

春渡り期と秋渡り期に調査を実施する場合は、主に干潟を中継地として利用するシギ・

チドリ類(旅鳥の一部)を中心として把握する。なお、春渡り期と秋渡り期であってもシ

ギ・チドリ類以外の鳥類も記録する。 

各地方における調査時期の目安は表のとおりである。 

 
春渡り期と秋渡り期のねらい解説:  
春渡り期と秋渡り期は、理想的には調査地を中継地として利用する全ての鳥類を対象としたい。

しかし中継地として利用する鳥類は、種や分類群により渡りの時期や滞在日数が大きく異なり、

各期あたり 1 回の調査では、一部の種や一部の分類群の鳥類しか把握できない。このための中継

地として利用する鳥類の中でも、水辺への依存度が高く、一定の時期に比較的多くの種が渡来し、

かつ個体数をカウントしやすい鳥類として、干潟のシギ・チドリ類を代表的な種として選定した。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



 

 

河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（鳥類調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

(2)記録範囲 

河川水辺の国勢調査の基本調査の調査区域(河川区域の全体)とする。 

 

(3)調査方法 

調査対象河川区間全域について鳥類の集団分布地の位置と状況(種名、個体数、年齢、巣の数、利用樹種)

等を記録する。 

該当分布地が見える 1 から数点の調査箇所からの観察等が有効である。ただし定点から見えにくい場合

については、必要に応じて移動して、観察範囲を補足する。 

調査にあたっては、繁殖の妨害やねぐら等のかく乱につながる恐れがあるので、調査員は、ある程度離

れた場所から観察する。 

なお、樹林地に囲まれている等で集団分布地に容易に近づけない場合は、展望のよい箇所(対岸等)から

観察してもよい。 

 

(4)調査時間帯 

調査時間帯については、調査対象の種類と利用形態(繁殖地、ねぐら、越冬地、中継地等)を考慮し、観

察しやすい時間帯を設定する。例えば、ねぐらであれば、日の出頃や、日没頃に調査するのが望ましい。

干潟で採餌するシギ･チドリ類ならば、干潟が適度な広さに干出する時間帯に調査する。 

また、終日その場所を利用していて観察可能な集団分布地(コアジサシの集団繁殖地、カモ類の集団越冬

地等)では、記録さえ取れれば、時間帯は日中ならばいつでもよい。 

 

(5)観察道具 

鳥類の識別は、基本的に樹林地については双眼鏡(約 7 から 10 倍)を用いて行う。広い草原、広い水面

や干潟、砂地等、遠方を観察する地域では、三脚に据え付けた望遠鏡(約 20 から 30 倍、スポッティング

スコープ)等を併用する。個体数が多い場合には、数取器(カウンター)も併用すると数えやすい。 

 

 

◆参考◆  録音調査 
ヨタカ、フクロウ類など鳴き声で確認可能な種を対象として、録音装置を用いた長期間の録音調査が一

般的に利用されていることから、夜間の鳥類の生息状況や、特定の時期や時間帯のみ鳴き声等で確認が可

能な鳥類（ミゾゴイ、サンカノゴイなど）の生息状況を把握するため、長期間録音調査を実施してもよい。 
様々な機材が利用可能であり、数ヶ月以上の長期間記録が可能な機器も存在するが、長期間録音調査を

実施する場合には、確認時期を明確に区分するため、複数季節にまたがらないように録音するか、調査季

節ごとに調査結果を分けて記録すること。また確認された鳥類を記録する上では、録音調査の結果と判る

よう、備考欄に記載すること。 
なお録音調査を実施する際には、毎年更新される「同定上の留意点」に記載されている録音調査上の注

意事項等を必ず参照し、調査結果の記録方法や整理方法等に十分留意すること。 
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(2)記録範囲 

河川水辺の国勢調査の基本調査の調査区域(河川区域の全体)とする。 

 

(3)調査方法 

調査対象河川区間全域について鳥類の集団分布地の位置と状況(種名、個体数、年齢、巣の数、利用樹種)

等を記録する。 

該当分布地が見える 1 から数点の調査箇所からの観察等が有効である。ただし定点から見えにくい場合

については、必要に応じて移動して、観察範囲を補足する。 

調査にあたっては、繁殖の妨害やねぐら等のかく乱につながる恐れがあるので、調査員は、ある程度離れ

た場所から観察する。 

なお、樹林地に囲まれている等で集団分布地に容易に近づけない場合は、展望のよい箇所(対岸等)から観

察してもよい。 

 

(4)調査時間帯 

調査時間帯については、調査対象の種類と利用形態(繁殖地、ねぐら、越冬地、中継地等)を考慮し、観察

しやすい時間帯を設定する。例えば、ねぐらであれば、日の出頃や、日没頃に調査するのが望ましい。干潟

で採餌するシギ･チドリ類ならば、干潟が適度な広さに干出する時間帯に調査する。 

また、終日その場所を利用していて観察可能な集団分布地(コアジサシの集団繁殖地、カモ類の集団越冬

地等)では、記録さえ取れれば、時間帯は日中ならばいつでもよい。 

 

(5)観察道具 

鳥類の識別は、基本的に樹林地については双眼鏡(約 7 から 10 倍)を用いて行う。広い草原、広い水面

や干潟、砂地等、遠方を観察する地域では、三脚に据え付けた望遠鏡(約 20 から 30 倍、スポッティング

スコープ)等を併用する。個体数が多い場合には、数取器(カウンター)も併用すると数えやすい。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



 

 

河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（鳥類調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

4.2 調査結果の記録 

現地調査における調査環境及び調査結果について、以下のとおり記録する。 
 

4.2.1 調査環境 

鳥類の生息環境の特徴を把握するために、各調査箇所の調査環境について、調査回ごとに以下の環境区

分等を記録する(現地調査様式 1-1、2-1)。 
 

(ア) 環境区分を記録する範囲は、スポットセンサス法の場合は調査箇所(観察定点)から 200m まで

の視野範囲とする。集団分布地調査の場合はその鳥類の集団分布している範囲とする。視野範

囲については「4.2.2 調査結果」の「3)視野範囲の位置図の作成」を参照する。 

(イ) 区分ごとのおおよその面積の割合を視野範囲を 100%として、10%単位で記録する。 

(ウ) 区分ごとのおおよその面積の割合が 10%未満の面積の小さい区分には+の印を付ける。 

(エ) 観察内容の記録において環境区分を使用するので、漏れなく記録すること。 

表 4.4 陸域環境区分 

区分 概要 

開放水面 

流水 
沈水植物群落、浮葉植物群落、抽水植物群落を除く、河川の流水域(流
入支川を含む)。 

湛水 
沈水植物群落、浮葉植物群落、抽水植物群落を除く、河川横断構造物等
で流れがせき止められ、湛水している水域。 

ワンド・たまり 
沈水植物群落、浮葉植物群落、抽水植物群落を除く、平常時も本川と連
続している止水域や、高水敷にみられる閉鎖的水域など、河川区域内に
みられる通常の流れと分離された水域。 

沈水・浮葉植物群落 沈水植物群落及び浮葉植物群落が優占する領域。 
干潟 砂礫泥地で、日常的な干満により干出する範囲。 

裸地 
土泥地 植生に覆われていない土泥地(造成中の裸地を含む、干潟は除く)。 
砂地 植生に覆われていない砂地(造成中の裸地を含む、干潟は除く)。 
礫地 植生に覆われていない礫地(造成中の裸地を含む、干潟は除く)。 

草地 
低茎草地 草丈1m未満の草地。 
高茎草地 草丈1m以上の草地。 

低木林 約4m未満の木本が優占する領域(植林針葉樹を含む。笹原を除く)。 
広葉樹林 約4m以上の広葉樹林が優占する領域(竹林を除く)。 
針葉樹林 約4m以上の針葉樹林が優占する領域(針葉樹の植林を含む)。 
竹林 竹が優占する領域。 
笹原 約4m未満の竹や笹が優占する領域。 
果樹園 果樹園として利用されている領域(クワ畑を含む)。 
畑 近年に耕作されている畑地(水田・果樹園を含まない)。 
水田 近年に耕作されている水田。 
芝地 グラウンド、運動公園、ゴルフ場などの人為による芝地。 

人工構造物 
道路面、人工護岸、橋梁などの建築・建造物でかつ砂礫土草等があまり
ない地域。 

その他 上記以外の区分。 
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4.2 調査結果の記録 

現地調査における調査環境及び調査結果について、以下のとおり記録する。 
 

4.2.1 調査環境 

鳥類の生息環境の特徴を把握するために、各調査箇所の調査環境について、調査回ごとに以下の環境区

分等を記録する(現地調査様式 1-1、2-1)。 
 

(ア) 環境区分を記録する範囲は、スポットセンサス法の場合は調査箇所(観察定点)から 200m まで

の視野範囲とする。集団分布地調査の場合はその鳥類の集団分布している範囲とする。視野範

囲については「4.2.2 調査結果」の「3)視野範囲の位置図の作成」を参照する。 

(イ) 区分ごとのおおよその面積の割合を視野範囲を 100%として、10%単位で記録する。 

(ウ) 区分ごとのおおよその面積の割合が 10%未満の面積の小さい区分には+の印を付ける。 

 

表 陸域環境区分 

区分 概要 

開放水面 

流水 
沈水植物群落、浮葉植物群落、抽水植物群落を除く、河川の流水域(流
入支川を含む)。 

湛水 
沈水植物群落、浮葉植物群落、抽水植物群落を除く、河川横断構造物等
で流れがせき止められ、湛水している水域。 

ワンド・たまり 
沈水植物群落、浮葉植物群落、抽水植物群落を除く、平常時も本川と連
続している止水域や、高水敷にみられる閉鎖的水域など、河川区域内に
みられる通常の流れと分離された水域。 

沈水・浮葉植物群落 沈水植物群落及び浮葉植物群落が優占する領域。 
干潟 砂礫泥地で、日常的な干満により干出する範囲。 

裸地 
土泥地 植生に覆われていない土泥地(造成中の裸地を含む、干潟は除く)。 
砂地 植生に覆われていない砂地(造成中の裸地を含む、干潟は除く)。 
礫地 植生に覆われていない礫地(造成中の裸地を含む、干潟は除く)。 

草地 
低茎草地 草丈1m未満の草地。 
高茎草地 草丈1m以上の草地。 

低木林 約4m未満の木本が優占する領域(植林針葉樹を含む。笹原を除く)。 
広葉樹林 約4m以上の広葉樹林が優占する領域(竹林を除く)。 
針葉樹林 約4m以上の針葉樹林が優占する領域(針葉樹の植林を含む)。 
竹林 竹が優占する領域。 
笹原 約4m未満の竹や笹が優占する領域。 
果樹園 果樹園として利用されている領域(クワ畑を含む)。 
畑 近年に耕作されている畑地(水田・果樹園を含まない)。 
水田 近年に耕作されている水田。 
芝地 グラウンド、運動公園、ゴルフ場などの人為による芝地。 

人工構造物 
道路面、人工護岸、橋梁などの建築・建造物でかつ砂礫土草等があまり
ない地域。 

その他 上記以外の区分。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



 

 

河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（鳥類調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

(ク) 環境区分：確認された環境区分を記録する。複数の環境にまたがって複数個体が確認された場合に

は、環境区分ごとに分けて記録する。 

(ケ) 繁殖行動: 繁殖を示唆する行動が確認されたとき記録する。 
繁殖行動を記録する目的は、確実な根拠に基づいた調査対象地域周辺における繁殖の有無の確認で

ある。そのため、渡り途中と考えられる個体の行動や、繁殖地から離れた場所での移動性の高い巣立

ち雛の確認などについては、繁殖行動として記録しない。また、「囀り」、「ドラミング」、「巣の

み」、「家族群」は、繁殖期以外でも確認されることがあるが、繁殖期以外の確認の場合や、冬鳥、

旅鳥等の場合は、繁殖行動として記録しない。 
「求愛」では、求愛行動（ディスプレイ）についてのみ繁殖行動として記録する。示威行動なども

含む猛禽類等のディスプレイフライトについては、繁殖行動として記録しない。「警戒」についても、

繁殖に関連した警戒行動や警戒声のみを対象として記録し、繁殖に関連しない警戒声などは、繁殖行

動として記録しない。 
キジの縄張り宣言（声）やオオジシギのディスプレイフライトなど、繁殖コード上の区分が難しい

繁殖関連行動については、「その他」に記録した上で、具体的な行動について備考に詳細に記録する。 
そのほか、毎年更新される「種の同定にあたっての参考文献及び留意事項」を確認し、留意事項や例

示集を参考として、繁殖行動の記録上の注意点や、繁殖行動としないものについて確認すること。 
 

(コ) 観察時間外の記録: 機材の準備片づけ中や、調査箇所(観察定点)を水際等に設定し堤防上等から調査

箇所へ往復する際に鳥類が確認できた場合は、観察時間外の記録として区別できるように○印をして

記録する。なお、観察時間内に記録された種と同じ種が同じ調査箇所で記録されている場合は、観察

時間外の記録を省略してもよい。 

(サ) 備考: その他、調査時に気付いたことを記録する。人工物を営巣地に利用している場合は、その状況

も記録する。 

(シ) 特記事項: 現地調査時に調査箇所(観察定点)の特徴や鳥類の生息と関わりのあると思われる状況につ

いて記録する。 

 
表 4.5 同定手段 

主な同定手段 説明 

目視  Visual 観察道具併用を含む。ただし、死体等の場合はその他に記録する。 

さえずり Song 主に小鳥類の雄が発する特徴のある声。求愛やなわばり宣言の機能がある
といわれる。ぐぜり鳴き(さえずりを発達させる過程で発する音声)を含む。 

地鳴き Call さえずりとぐぜり鳴き以外の声。さえずりやぐぜり鳴きかどうか不明瞭な
場合を含む。 

その他(調査票に具体的に記録) 同定ができる特徴的な痕跡等(羽根や死体、食痕、足跡、ツバメ科の古巣等) 

※1: 複数の手段で同定した場合は、両方の手段を記録する。 
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(ケ) 観察時間外の記録: 機材の準備片づけ中や、調査箇所(観察定点)を水際等に設定し堤防上等から調査

箇所へ往復する際に鳥類が確認できた場合は、観察時間外の記録として区別できるように○印をし

て記録する。なお、観察時間内に記録された種と同じ種が同じ調査箇所で記録されている場合は、

観察時間外の記録を省略してもよい。 

(コ) 備考: その他、調査時に気付いたことを記録する。人工物を営巣地に利用している場合は、その状況

も記録する。 

(サ) 特記事項: 現地調査時に調査箇所(観察定点)の特徴や鳥類の生息と関わりのあると思われる状況につ

いて記録する。 

 

表 同定手段 

主な同定手段 説明 

目視  Visual 観察道具併用を含む。ただし、死体等の場合はその他に記録する。 

さえずり Song 主に小鳥類の雄が発する特徴のある声。求愛やなわばり宣言の機能がある
といわれる。ぐぜり鳴き(さえずりを発達させる過程で発する音声)を含む。 

地鳴き Call さえずりとぐぜり鳴き以外の声。さえずりやぐぜり鳴きかどうか不明瞭な
場合を含む。 

その他(調査票に具体的に記録) 同定ができる特徴的な痕跡等(羽根や死体、食痕、足跡、ツバメ科の古巣等) 

※1: 複数の手段で同定した場合は、両方の手段を記録する。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



 

 

河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（鳥類調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

4.3 同定 

4.3.1 記録対象種 

本調査では、記録対象種は野外で確認された鳥類とする。外来種(野生化した家禽、かご抜け鳥を含む)に
ついても記録する。野外飼育されていると推定された個体は記録しない。野生化しているか野外飼育か調査

時に推定困難な場合は記録する。 
同定が属、科レベルの個体や、交雑種と思われかつ同定が明瞭でない個体は、原則として記録から除く。 
同定にあたっては、国土交通省水管理・国土保全局の河川環境データベース(河川水辺の国勢調査)ホーム

ページで公開されている「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」に掲載されている「種の同定にあたっ

ての参考文献および留意事項」を活用する。種名の表記及び並び順については、「河川水辺の国勢調査のた

めの生物リスト」に従う。なお、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」及び「種の同定にあたっての

参考文献および留意事項」は、毎年の調査結果を踏まえ更新を行っているため、活用に際しては事前に必ず

最新版を確認する。 
現地調査の際、日本での記録が少ない種や日本における新分布地、新繁殖地等に関する観察記録が得られ

た場合は、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」未記載種であっても記録する。また、それらの記録

を日本鳥学会、山階鳥類研究所等の学術雑誌に積極的に投稿し、学術的な記録として取り扱えるようにする。 
 

4.3.2 亜種の記録 

原則として種レベルまでの識別・同定を行い、集計とりまとめも種レベルを原則とする。 
ただし、亜種については、以下の条件を全て満たす場合に記録を残す。 

 
(ア) 地理的に亜種分布の境界付近や、既知の分布情報では確認記録の少ない地域で 

確認されたと思われる亜種。又は渡りや長距離の移動をする鳥類で時期的に複 

数の亜種が記録されうる地域での亜種。 

(イ) 形態、鳴き声等で亜種の同定ができた場合。 

 
亜種は、野外識別が困難な場合が多いので、後日検証できるように同定の根拠(形態、鳴 

き声等)を具体的に記録する。同定の根拠となる写真等があるとさらに望ましい。 
記録の際には、和名の欄には種名を記録し、備考欄に亜種名を記録する。亜種までの学 

名を付記してもよい。これは亜種名が載っていない図鑑もあり、さらに種名と亜種名、旧 
亜種名が同じこともあるので、混乱を防ぐためである。 

また、毎年更新される「種の同定にあたっての参考文献及び留意事項」を確認し、留意

すべき種について確認するとともに、留意すべき事項等を参考として放鳥された鳥類、飼

育個体等について、確認状況や足輪の有無・番号など、備考欄に詳細な内容を記載する。 
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4.3 同定 

4.3.1 記録対象種 

本調査では、記録対象種は野外で確認された鳥類とする。外来種(野生化した家禽、かご抜け鳥を含む)に
ついても記録する。野外飼育されていると推定された個体は記録しない。野生化しているか野外飼育か調査

時に推定困難な場合は記録する。 
同定が属、科レベルの個体や、交雑種と思われかつ同定が明瞭でない個体は、原則として記録から除く。 
種の同定にあたっては、国土交通省水管理・国土保全局水情報国土データ管理センターの河川環境データ

ベース(河川水辺の国勢調査)ホームページで公開されている「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」に

掲載されている「準拠文献」、「調査同定上の留意点」を活用する。種名の表記及び並び順については、「河

川水辺の国勢調査のための生物リスト」に従う。なお、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」は、毎

年の調査結果を踏まえ更新を行っているため、活用に際しては最新版を確認する。 
現地調査の際、日本での記録が少ない種や日本における新分布地、新繁殖地等に関する観察記録が得られ

た場合は、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」未記載種であっても記録する。また、それらの記録

を日本鳥学会、山階鳥類研究所等の学術雑誌に積極的に投稿し、学術的な記録として取り扱えるようにする。 
 
 

4.3.2 亜種の記録 

原則として種レベルまでの識別・同定を行い、集計とりまとめも種レベルを原則とする。 
ただし、亜種については、以下の条件を全て満たす場合に記録を残す。 

 
(ア) 地理的に亜種分布の境界付近や、既知の分布情報では確認記録の少ない地域で 

確認されたと思われる亜種。又は渡りや長距離の移動をする鳥類で時期的に複 

数の亜種が記録されうる地域での亜種。 

(イ) 形態、鳴き声等で亜種の同定ができた場合。 

 
亜種は、野外識別が困難な場合が多いので、後日検証できるように同定の根拠(形態、鳴 

き声等)を具体的に記録する。同定の根拠となる写真等があるとさらに望ましい。 
記録の際には、和名の欄には種名を記録し、備考欄に亜種名を記録する。亜種までの学 

名を付記してもよい。これは亜種名が載っていない図鑑もあり、さらに種名と亜種名、旧 
亜種名が同じこともあるので、混乱を防ぐためである。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



 

 

河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（鳥類調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 
その他、「新規の確認種」や「特筆すべき種」のうち、特に希少な種や同定の難しい種、

亜種、生物種リストに未掲載の新規登録種等については、「確認状況とその評価欄」および

「備考欄」に、同定根拠を具体的に挙げて記録する。 
 
・和名の欄の記入例: 

(ア) 和名の欄：ホンセイインコ 備考の欄：亜種ワカケホンセイインコ 

(イ) 和名の欄：ツメナガセキレイ 備考の欄：亜種ツメナガセキレイ 

(ウ) 和名の欄：ツメナガセキレイ 備考の欄：亜種マミジロツメナガセキレイ 

(エ) 和名の欄：アカモズ 備考の欄：亜種アカモズ 

(オ) 和名の欄：アカモズ 備考の欄：亜種シマアカアカモズ 
 
 

4.3.3 記録が少ない種や新分布地、新繁殖地等の記録 
現地調査の際に、日本での記録が少ない種、国内における地理的な新分布地の新繁殖地等

の可能性の高い観察記録が得られた場合には、同定根拠として極力写真撮影を行い、日本鳥

学会の推奨するフォーマットの項目を記録することが望ましい。また日本鳥学会、山階鳥類

研究所等の学術雑誌に積極的に投稿する。 
 

(参考)日本鳥学会の推奨するフォーマット 
表題著者名、所属機関、住所を記入した後に、原則として、本文は以下に定めるフォーマットに従って項目順に箇条書きし、その

後に謝辞と引用文献リストをつける。観察に当たっては形態、行動等あらゆる形質について記録を取るよう心がける。記述に当たっ

ても満遍なく記録する。 
 
観察記録本文のフォーマット。 
1. 種名 
2. 観察者名 
3. 観察日時・場所 
4. 観察距離 
5. 観察した環境 
6. 形態に関する記録(記述に当たっては満遍なく記録する) 
7. 計測値(捕獲個体・死体の場合) 
8. 種を同定した規準(亜種が判定できる場合は，亜種の判定についても記録する) 
9. 観察した行動(繁殖に関した項目を含む：巣，巣立ちヒナの存在，交尾行動等) 
10.写真あるいは写真の有無 
11.死体・標本保管場所(死体の場合．博物館に収蔵された場合は標本番号も) 
12.過去の記録とその文献 
13.その他 
14.考察(他の場所，時間での同一と思われる個体又は群れの観察情報等を含む) 
出典：日本鳥学会ホームページ 
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・和名の欄の記入例: 

(ア) 和名の欄：サンショウクイ 備考の欄：亜種サンショウクイ 

(イ) 和名の欄：サンショウクイ 備考の欄：亜種リュウキュウサンショウクイ 

(ウ) 和名の欄：ツメナガセキレイ 備考の欄：亜種ツメナガセキレイ 

(エ) 和名の欄：ツメナガセキレイ 備考の欄：亜種マミジロツメナガセキレイ 

(オ) 和名の欄：アカモズ 備考の欄：亜種アカモズ 

(カ) 和名の欄：アカモズ 備考の欄：亜種シマアカアカモズ 
 

4.3.3 記録が少ない種や新分布地、新繁殖地等の記録 
現地調査の際に、日本での記録が少ない種、国内における地理的な新分布地の新繁殖地等

の可能性の高い観察記録が得られた場合には、同定根拠として極力写真撮影を行い、日本鳥

学会の推奨するフォーマットの項目を記録することが望ましい。また日本鳥学会、山階鳥類

研究所等の学術雑誌に積極的に投稿する。 
 

(参考)日本鳥学会の推奨するフォーマット 
表題著者名、所属機関、住所を記入した後に、原則として、本文は以下に定めるフォーマットに従って項目順に箇条書きし、その

後に謝辞と引用文献リストをつける。観察に当たっては形態、行動等あらゆる形質について記録を取るよう心がける。記述に当たっ

ても満遍なく記録する。 
 
観察記録本文のフォーマット。 
1. 種名 
2. 観察者名 
3. 観察日時・場所 
4. 観察距離 
5. 観察した環境 
6. 形態に関する記録(記述に当たっては満遍なく記録する) 
7. 計測値(捕獲個体・死体の場合) 
8. 種を同定した規準(亜種が判定できる場合は，亜種の判定についても記録する) 
9. 観察した行動(繁殖に関した項目を含む：巣，巣立ちヒナの存在，交尾行動等) 
10.写真あるいは写真の有無 
11.死体・標本保管場所(死体の場合．博物館に収蔵された場合は標本番号も) 
12.過去の記録とその文献 
13.その他 
14.考察(他の場所，時間での同一と思われる個体又は群れの観察情報等を含む) 
出典：日本鳥学会ホームページ 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



 

 

河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（鳥類調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

4.5 移動中等における確認種の記録 

調査箇所間の移動中等(調査箇所の範囲外や調査時間外)に鳥類が確認された場合には、重要

種、特定外来生物、特筆すべき種及び記録の少ない種に限り、必要に応じて調査箇所で確認さ

れた鳥類とは別に、以下の項目を記録する(現地調査様式 5)。 
なお、対象範囲は調査区域内とする。また、移動中等における確認種の記録は、あくまで補

足情報の収集であるため、本来の調査に支障をきたさない範囲で行う。 
スポットセンサス法の調査票に現場で便利なように手書きした観察時間外の記録の鳥類は、

電子入力やとりまとめの際にはスポットセンサス法の集計には入れないで、移動中等の確認と

して集計する。 
なお、移動中等に新たな集団分布地が確認された場合は、集団分布地調査の新たな調査箇所

として追加する。 
 

(ア) No.: 「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」の種名順に整理番号をつける。 
(イ) 和名: 確認された鳥類の和名を記録する。 
(ウ) 重要種: 重要種について記録する。 
(エ) 特定外来生物: 特定外来生物について記録する。 
(オ) 個体数: 確認された個体数を記録する。 
(カ) 写真: 写真を撮影した場合は記録する。 
(キ) 河川名、距離(km): 確認された河川名、河口からの距離(支川・支々川の場合は合流点

からの距離)(km)を記録する。 
(ク) 位置: 確認された位置について左岸・右岸・中洲・中央・その他のいずれかを記録する。 
(ケ) 緯度・経度:確認された位置の緯度・経度を記録する。測地系は JGD2024/ (B,L)とする

（10 進法）。 
(コ) 時期: 調査した時期を記録する。 
(サ) 調査年月日: 確認された年月日(年は西暦)を記録する。 
(シ) 行動、環境区分: 鳥類の行動とその鳥類のいた調査対象環境区分を記録する。 
(ス) 同定者(所属機関): 同定者の氏名、所属機関を記録する。 

 

4.6 その他の生物の記録 

現地調査時にエビ・カニ・貝類を捕獲した場合や、両生類の産卵場や爬虫類・哺乳類等を目

撃したり、死体を発見した場合等には、それらが重要種、特定外来生物及び特筆すべき種のい

ずれかであり、かつ現地で同定可能なものに限り、必要に応じて「その他の生物」として以下の

項目を記録する(現地調査様式 6)。 
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4.5 移動中等における確認種の記録 

調査箇所間の移動中等(調査箇所の範囲外や調査時間外)に鳥類が確認された場合には、重要

種、特定外来生物、特筆すべき種及び記録の少ない種に限り、必要に応じて調査箇所で確認さ

れた鳥類とは別に、以下の項目を記録する(現地調査様式 5)。 
なお、対象範囲は調査区域内とする。また、移動中等における確認種の記録は、あくまで補

足情報の収集であるため、本来の調査に支障をきたさない範囲で行う。 
スポットセンサス法の調査票に現場で便利なように手書きした観察時間外の記録の鳥類は、

電子入力やとりまとめの際にはスポットセンサス法の集計には入れないで、移動中等の確認と

して集計する。 
なお、移動中等に新たな集団分布地が確認された場合は、集団分布地調査の新たな調査箇所

として追加する。 
 

(ア) No.: 「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」の種名順に整理番号をつける。 
(イ) 和名: 確認された鳥類の和名を記録する。 
(ウ) 重要種: 重要種について記録する。 
(エ) 特定外来生物: 特定外来生物について記録する。 
(オ) 個体数: 確認された個体数を記録する。 
(カ) 写真: 写真を撮影した場合は記録する。 
(キ) 河川名、距離(km): 確認された河川名、河口からの距離(支川・支々川の場合は合流点

からの距離)(km)を記録する。 
(ク) 位置: 確認された位置について左岸・右岸・中洲・中央・その他のいずれかを記録する。 
(ケ) 時期: 調査した時期を記録する。 
(コ) 調査年月日: 確認された年月日(年は西暦)を記録する。 
(サ) 行動、環境区分: 鳥類の行動とその鳥類のいた調査対象環境区分を記録する。 
(シ) 同定者(所属機関): 同定者の氏名、所属機関を記録する。 

 
 
 

4.6 その他の生物の記録 

現地調査時にエビ・カニ・貝類を捕獲した場合や、両生類の産卵場や爬虫類・哺乳類等を目

撃したり、死体を発見した場合等には、それらが重要種、特定外来生物及び特筆すべき種のい

ずれかであり、かつ現地で同定可能なものに限り、必要に応じて「その他の生物」として以下の

項目を記録する(現地調査様式 6)。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



 

 

河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（鳥類調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 
誤同定を避けるため、無理な同定は行わないようにする。捕獲・採集した生物については写

真撮影を行い、できるだけ標本を作製する。目撃した生物については写真撮影を行うことが望

ましい。 
なお、その他の生物の記録は、あくまで補足情報の収集であるため、本来の調査に支障をき

たさない範囲で行う。 
 

(ア) No.: 連番で付番する。 
(イ) 生物項目: 確認された生物の項目を記録する。 
(ウ) 目名、科名、和名、学名: 確認された生物の目名、科名、和名、学名を記録する。 
(エ) 写真、標本: 写真を撮影したり、標本を作製した場合は記録する。 
(オ) 河川名、距離(km): 確認された河川名、河口からの距離(支川・支々川の場合は合流点

からの距離)(km)を記録する。 
(カ) 位置: 確認された位置について左岸・右岸・中洲・その他のいずれかを記録する。 
(キ) 緯度・経度:確認された位置の緯度・経度を記録する。測地系は JGD2024/ (B,L)とする

（10 進法）。 
(ク) 調査年月日: 確認された年月日(年は西暦)を記録する。 
(ケ) 確認状況: 確認の方法、周辺環境、個体数等を記録する。 
(コ) 同定者(所属機関): 同定者の氏名、所属機関を記録する。 

 

4.7 集計の際の留意点 

調査結果のとりまとめにあたって、整理番号を集計対象とする種に付番する。付番にあたっ

ては、種ごとに重複のないように注意する。 
なお、種の配列については、国土交通省水管理・国土保全局の河川環境データベース(河川水辺

の国勢調査)ホームページで公開されている「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」に従う。 
 

4.8 調査概要の整理 

今回現地調査を実施した調査箇所、調査時期、調査方法、調査結果の概要について、以下の

項目を整理する。 
 

4.8.1 スポットセンサス法 

(1) 調査箇所一覧表の作成 
スポットセンサス法の調査箇所の一覧表を作成する。また、前回までの調査箇所の位置との対

応関係についても記載する(現地調査様式 7-1)。 
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誤同定を避けるため、無理な同定は行わないようにする。捕獲・採集した生物については写

真撮影を行い、できるだけ標本を作製する。目撃した生物については写真撮影を行うことが望

ましい。 
なお、その他の生物の記録は、あくまで補足情報の収集であるため、本来の調査に支障をき

たさない範囲で行う。 
 

(ア) No.: 連番で付番する。 
(イ) 生物項目: 確認された生物の項目を記録する。 
(ウ) 目名、科名、和名、学名: 確認された生物の目名、科名、和名、学名を記録する。 
(エ) 写真、標本: 写真を撮影したり、標本を作製した場合は記録する。 
(オ) 河川名、距離(km): 確認された河川名、河口からの距離(支川・支々川の場合は合流点

からの距離)(km)を記録する。 
(カ) 位置: 確認された位置について左岸・右岸・中洲・その他のいずれかを記録する。 
(キ) 調査年月日: 確認された年月日(年は西暦)を記録する。 
(ク) 確認状況: 確認の方法、周辺環境、個体数等を記録する。 
(ケ) 同定者(所属機関): 同定者の氏名、所属機関を記録する。 

 
 
 

4.7 集計の際の留意点 

調査結果のとりまとめにあたって、整理番号を集計対象とする種に付番する。付番にあたっ

ては、種ごとに重複のないように注意する。 
なお、種の配列については、国土交通省水管理・国土保全局水情報国土データ管理センター

のホームページで公開されている「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」に従う。 
 

4.8 調査概要の整理 

今回現地調査を実施した調査箇所、調査時期、調査方法、調査結果の概要について、以下の

項目を整理する。 
 

4.8.1 スポットセンサス法 

(1) 調査箇所一覧表の作成 
スポットセンサス法の調査箇所の一覧表を作成する。また、前回までの調査箇所の位置との対

応関係についても記載する(現地調査様式 7-1)。 
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改 定 現 行 

現地調査様式 1-1 

鳥類 現地記録票(スポットセンサス法) 
地方整備局等 事務所等 水系名 河川名 調査年度 

○○地方整備局 ■■工事事務所 ▲▲川水系 ▲▲川 20XX 
 

1 調査回 2 年月日 20XX年○月○日 □曜日 

2 時期 繁殖 時刻(24ｈ制) ○○: ○○から○○: ○○ 

3 天候 天気：曇り、風力：2 干潟の広さ － 

4 箇所番号 ▲▲■15R   (左岸 L･右岸 R) 調査員名 ○○○○○(○○環境(株)) 

5 調査方法 スポットセンサス法  ○○○○○(○○環境(株)) 

 

本日この箇所 1 枚目   

No. 和名※1 
重要

種 

特定外

来生物 
個体

数 
200m

超※2 

同定
手段
※3 

環境区
分 繁殖行動※4 

観察
時間
外 

備 考 

1 ハマシギ   10  V 干潟    

2 カワウ   2  V 湛水    

3 カワウ   10  V 広葉樹林 造巣  コロニーを形成 

4 カワウ   5  V 湛水    

5 カワウ   1  V 広葉樹林 巣材運び   

6 カワウ   2 ○ V 湛水    

7 スズメ   5  VC 低木林    

8 ソウシチョウ  ○ 3  V  低木林    

9 キジバト   1  V 広葉樹林 造巣   

10 カルガモ   7  V 湛水 移動性の高い巣立ち雛  親子連れの雛個体数 

11 カルガモ   1  V 湛水   No.10の親鳥 

12 カワウ   1  他 礫地   水際に死体 

13 コサギ ○  5  V 水田    

14 コサギ ○  1 ○ V     

15 スズメ   10  C 水田    

16 ホオジロ   2  V 畑 移動性の高い巣立ち雛   

17 

 

 

コアジサシ 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

V 

 

 

礫地 

抱卵・抱雛を推定  

コロニーで抱卵中だが

雛の数や卵の数は未確

認で定点から見えた成

鳥個体のみ記録した。 

18 クマタカ ○  1 ○ V 広葉樹林  ○ 成鳥 

19 クマタカ ○  1 ○ V 広葉樹林  ○ 幼鳥又は若鳥 

※1: 同種でも記録内容が違えば、別行に記入。 

※2: 発見後に飛翔移動した場合でも、発見時の観察定点からの距離の区分(200mまで、200m超)で記入。 

 

環境区分(本文を参照)   

定点から目視できる観察範囲(200m)の区分とする。  ※3: 同定手段     同定に寄与した主な手段を選択。本文を参照 

現地調査時の区分の割合を10％単位で記録する V 目視 Visual 

10％に満たない小規模な区分には＋の印をつける。 S さえずり Song  

区分 面積％  C 地鳴き Call 

湛水 20 他 その他 (備考欄に具体記入) 

干潟 + ※4: 繁殖行動の略称   複数可。区分の取り決めは本文を参照。 

礫地 + 巣の出入り 巣内雛の目視 造巣 

低木林 50 抱卵・抱雛を推定 巣内雛の声 巣材運び 

広葉樹林 + 糞運び 移動性の低い巣立ち雛 巣不明で餌運び 

笹原 + 巣近くで餌運び 他Aランク(備考欄に記入) 巣のみ 

畑 + 偽傷 囀り 卵殻のみ 

水田 20 営巣痕跡(卵殻) ドラミング 移動性の高い巣立ち雛 

  営巣痕跡(幼綿羽) 求愛 家族群 

  営巣痕跡(糞) 交尾 他Bランク(備考欄に記入) 

  営巣痕跡(餌残骸) 警戒  

  巣内卵 推定巣に成鳥  

   

  特記事項： 

調査箇所付近に釣り人が4人いた。 
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現地調査様式 1-1 

鳥類 現地記録票(スポットセンサス法) 
地方整備局等 事務所等 水系名 河川名 調査年度 

○○地方整備局 ■■工事事務所 ▲▲川水系 ▲▲川 20XX 
 

1 調査回 2 年月日 20XX年○月○日 □曜日 

2 時期 繁殖 時刻(24ｈ制) ○○: ○○から○○: ○○ 

3 天候 天気：曇り、風力：2 干潟の広さ － 

4 箇所番号 ▲▲■15R   (左岸 L･右岸 R) 調査員名 ○○○○○(○○環境(株)) 

5 調査方法 スポットセンサス法  ○○○○○(○○環境(株)) 

 

本日この箇所 1 枚目  

No. 和名※1 
重要

種 

特定外

来生物 
個体

数 
200m

超※2 

同定
手段
※3 

繁殖行動※4 
観察
時間
外 

備 考 

1 ハマシギ   10  V    

2 カワウ   2  V    

3 カワウ   10  V 造巣  コロニーを形成 

4 カワウ   5  V    

5 カワウ   1  V 巣材運び   

6 カワウ   2 ○ V    

7 スズメ   5  VC    

8 ソウシチョウ  ○ 3  V     

9 キジバト   1  V 造巣   

10 カルガモ   7  V 移動性の高い巣立ち雛  親子連れの雛個体数 

11 カルガモ   1  V   No.10の親鳥 

12 カワウ   1  他   水際に死体 

13 コサギ ○  5  V    

14 コサギ ○  1 ○ V    

15 スズメ   10  C    

16 ホオジロ   2  V 移動性の高い巣立ち雛   

17 

 

 

コアジサシ 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

V 

 

 

抱卵・抱雛を推定  

コロニーで抱卵中だが雛の数

や卵の数は未確認で定点から

見えた成鳥個体のみ記録し

た。 

18 クマタカ ○  1 ○ V  ○ 成鳥 

19 クマタカ ○  1 ○ V  ○ 幼鳥又は若鳥 

※1: 同種でも記録内容が違えば、別行に記入。 

※2: 発見後に飛翔移動した場合でも、発見時の観察定点からの距離の区分(200mまで、200m超)で記入。 

 

環境区分(本文を参照)   

定点から目視できる観察範囲(200m)の区分とする。  ※3: 同定手段     同定に寄与した主な手段を選択。本文を参照 

現地調査時の区分の割合を10％単位で記録する V 目視 Visual 

10％に満たない小規模な区分には＋の印をつける。 S さえずり Song  

区分 面積％  C 地鳴き Call 

湛水 20 他 その他 (備考欄に具体記入) 

干潟 + ※4: 繁殖行動の略称   複数可。区分の取り決めは本文を参照。 

低木林 50 巣の出入り 巣内雛の目視 造巣 

広葉樹林 + 抱卵・抱雛を推定 巣内雛の声 巣材運び 

笹原 + 糞運び 移動性の低い巣立ち雛 巣不明で餌運び 

畑 + 巣近くで餌運び 他Aランク(備考欄に記入) 巣のみ 

水田 20 偽傷 囀り 卵殻のみ 

  営巣痕跡(卵殻) ドラミング 移動性の高い巣立ち雛 

  営巣痕跡(幼綿羽) 求愛 家族群 

  営巣痕跡(糞) 交尾 他Bランク(備考欄に記入) 

  営巣痕跡(餌残骸) 警戒  

  巣内卵 推定巣に成鳥  

   

  特記事項： 

調査箇所付近に釣り人が4人いた。 
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赤字：改定案の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



 

 

河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（鳥類調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

現地調査様式 5 

鳥類 移動中等における確認状況一覧表 
地方整備局等 事務所等 水系名 河川名 調査年度 

○○地方整備局 ■■河川事務所 ▲▲川水系 ▲▲川 20XX 

 

No. 和名 
重要

種 

特定外

来生物 

個体

数 

写

真 
河川名 

距離

(km) 
位置 緯度 経度 時期 

調査年

月日 

行動、環

境区分 

同定者 

(所属機関) 

1 

ミサゴ ○  
2 ○ 

▲▲川 1.5 右 35.1234

567 

139.123

4567 

春渡り 20XX年○

月○日 

飛翔、干

潟 

○○○○(○

○(株)) 

   

1  

▲▲川 1.0 中央 35.1234

567 

139.123

4567 

繁殖 20XX年○

月○日 

探餌飛

翔、河川

水面 

○○○○(○

○(株)) 

2 
シロカモメ   

10  
■■川 12.3 中央 35.1234

567 

139.123

4567 

春渡り 20XX年○

月○日 

採餌、河

川水面 

○○○○(○

○(株)) 

3 

ガビチョウ  ○ 

3  

■■川 22.3 左 35.1234

567 

139.123

4567 

繁殖 20XX年○

月○日 

行動不

明、広葉

樹林 

○○○○(○

○(株)) 

:  :    :  :  :  :  :  : : :  :  :  :  

:  :    :  :  :  :  :  : : :  :  :  :  

計 12種   54個

体 
 3河川 － －    － － － 
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現地調査様式 5 

鳥類 移動中等における確認状況一覧表 
地方整備局等 事務所等 水系名 河川名 調査年度 

○○地方整備局 ■■河川事務所 ▲▲川水系 ▲▲川 20XX 

 

No. 和名 重要種 
特定外

来生物 

個体

数 

写

真 
河川名 

距離

(km) 
位置 時期 

調査

年月

日 

行動、環境区

分 

同定者 

(所属機関) 

1 

ミサゴ ○  

2 ○ 

▲▲川 1.5 右 春渡

り 

20XX年

○月○

日 

飛翔、干潟 ○○○○(○

○(株)) 

   

1  

▲▲川 1.0 中央 繁殖 20XX年

○月○

日 

探餌飛翔、河

川水面 

○○○○(○

○(株)) 

2 

シロカモメ   

10  

■■川 12.3 中央 春渡

り 

20XX年

○月○

日 

採餌、河川水

面 

○○○○(○

○(株)) 

3 

ガビチョウ  ○ 

3  

■■川 22.3 左 繁殖 20XX年

○月○

日 

行動不明、広

葉樹林 

○○○○(○

○(株)) 

:  :    :  :  :  :  :  :  :  :  :  

:  :    :  :  :  :  :  :  :  :  :  

計 12種   54個

体 
 3河川 － －  － － － 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



 

 

河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（鳥類調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

現地調査様式 6 

鳥類 その他の生物確認状況一覧表 
地方整備局等 事務所等 水系名 河川名 調査年度 
○○地方整備局 ■■河川事務所 ▲▲川水系 ▲▲川 20XX 

 
No. 

生物 

項目 
目名 科名 和名 学名 写真 標本 河川名 

距離 

(km) 
位置 緯度 経度 

調査年 

月日 
確認状況 

同定者 

(所属機関) 

1 魚類 スズキ

目 

サンフィ

ッシュ科 

オオクチ

バス 

Micropterus 
salmoides 

○  ○○川 1 右岸 35.1234

567 

139.123
4567 

20XX年 

○月○日 
釣り人が釣っ

ていた。 

○○○○((○○環境

(株)) 

2 昆虫類 カメム

シ目 

コオイム

シ科 

タガメ Lethocerus 
deyrolli 

○  ■川 12.3 左岸 35.1234

567 

139.123
4567 

20XX年 

○月○日 
水際で1個体

採集。 

○○○○((○○環境

(株)) 

:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:  :  :  :  :  :  :  
 

 :  
 

:  : : :  
 

:  
 
 

:  
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現地調査様式 6 

鳥類 その他の生物確認状況一覧表 
地方整備局等 事務所等 水系名 河川名 調査年度 
○○地方整備局 ■■河川事務所 ▲▲川水系 ▲▲川 20XX 

 
No. 

生物 

項目 
目名 科名 和名 学名 写真 標本 河川名 

距離 

(km) 
位置 

調査年 

月日 
確認状況 

同定者 

(所属機関) 

1 魚類 スズキ

目 

サンフィッシ

ュ科 

オオクチバス Micropterus 
salmoides 

○  ○○川 1 右岸 20XX年 

○月○日 
釣り人が釣っ

ていた。 

○○○○((○○環境

(株)) 

2 昆虫類 カメム

シ目 

コオイムシ科 タガメ Lethocerus 
deyrolli 

○  ■川 12.3 左岸 20XX年 

○月○日 
水際で1個体

採集。 

○○○○((○○環境

(株)) 

:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:  :  :  :  :  :  :  
 

 :  
 

:  :  
 

:  
 
 

:  
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（両生類・爬虫類・哺乳類調査編） 新旧対照表   

改 定 現 行 

 

Ⅵ 

令和8年度版 

河川水辺の国勢調査 

基本調査マニュアル 

［河川版］ 

(両生類･爬虫類･哺乳類調査編) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

国土交通省水管理・国土保全局河川環境課 

令和 7 年 9 月 改定 
 

 

Ⅵ 

平成28年度版 

河川水辺の国勢調査 

基本調査マニュアル 

［河川版］ 

(両生類･爬虫類･哺乳類調査編) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

国土交通省水管理・国土保全局河川環境課 

平成 28 年 1 月 改訂 
 

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（両生類・爬虫類・哺乳類調査編） 新旧対照表   

改 定 現 行 

2. 事前調査 
現地調査計画を策定するために、事前調査を実施する。事前調査では、文献調査及び聞き取り調査を実施する

ことにより、当該水系における両生類・爬虫類・哺乳類に関する諸情報をとりまとめる。 
現地調査を年度初めに実施する場合には、事前調査を現地調査実施の前年度に行っておくと、現地調査を円滑

に実施しやすい。 
なお、文献、報告書等の収集及び聞き取り相手の選定にあたっては、河川水辺の国勢調査アドバイザー等学識

経験者等の助言を得るようにする。 
 

2.1 文献調査 
文献調査では、既往の河川水辺の国勢調査の結果、河川水辺総括資料の内容、前回の河川水辺の国勢調査以降

に発行・作成された文献、河川水辺の国勢調査以外の報告書等を収集し、調査区域における両生類・爬虫類・哺

乳類の生息状況についての情報を中心に把握する。既往の河川水辺の国勢調査の結果における、その他の生物の

記録(「その他の生物確認状況一覧表」)を確認し、両生類・爬虫類・哺乳類の確認記録がある場合は、それらも把

握しておく。 
文献、報告書等は、調査対象河川に限定せず、当該水系全体に係る文献を可能な限り原典で収集し、各事務所

等において保管しておくことが望ましい。 
文献の検索については、CiNii（国立情報学研究所）、J-STAGE（科学技術振興機構）等のインターネット等に

よる文献検索サービスを利用するとよい 
文献調査を実施した文献、報告書等について、以下の項目を整理する(事前調査様式 1)。 
 

(ア) 収集文献 No.: 文献ごとに発行年順に付番する。 

(イ) 文献名: 文献、報告書等のタイトルを記録する。 

(ウ) 著者名: 著者、編者、調査者等の氏名を記録する。 

(エ) 発行年: 文献、報告書等が発行・作成された年(西暦)を記録する。 

(オ) 発行元: 出版社名、事務所等名等を記録する。 

(カ) 入手先: 文献、報告書等の入手先を記録する。 
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2. 事前調査 
現地調査計画を策定するために、事前調査を実施する。事前調査では、文献調査及び聞き取り調査を実施する

ことにより、当該水系における両生類・爬虫類・哺乳類に関する諸情報をとりまとめる。 
現地調査を年度初めに実施する場合には、事前調査を現地調査実施の前年度に行っておくと、現地調査を円滑

に実施しやすい。 
なお、文献、報告書等の収集及び聞き取り相手の選定にあたっては、河川水辺の国勢調査アドバイザー等学識

経験者等の助言を得るようにする。 
 

2.1 文献調査 
文献調査では、既往の河川水辺の国勢調査の結果、河川水辺総括資料の内容、前回の河川水辺の国勢調査以降

に発行・作成された文献、河川水辺の国勢調査以外の報告書等を収集し、調査区域における両生類・爬虫類・哺

乳類の生息状況についての情報を中心に把握する。既往の河川水辺の国勢調査の結果における、その他の生物の

記録(「その他の生物確認状況一覧表」)を確認し、両生類・爬虫類・哺乳類の確認記録がある場合は、それらも把

握しておく。 
文献、報告書等は、調査対象河川に限定せず、当該水系全体に係る文献を可能な限り原典で収集し、各事務所

等において保管しておくことが望ましい。 
文献の検索については、CiNii（国立情報学研究所）、JST（科学技術振興機構）等のインターネット等による

文献検索サービスを利用するとよい 
文献調査を実施した文献、報告書等について、以下の項目を整理する(事前調査様式 1)。 
 

(ア) 収集文献 No.: 文献ごとに発行年順に付番する。 

(イ) 文献名: 文献、報告書等のタイトルを記録する。 

(ウ) 著者名: 著者、編者、調査者等の氏名を記録する。 

(エ) 発行年: 文献、報告書等が発行・作成された年(西暦)を記録する。 

(オ) 発行元: 出版社名、事務所等名等を記録する。 

(カ) 入手先: 文献、報告書等の入手先を記録する。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（両生類・爬虫類・哺乳類調査編） 新旧対照表 
改 定 現 行 

3. 現地調査計画の策定 

現地調査の実施にあたって適切な調査結果が得られるように、各水系で作成されている最新の「全体調査計

画書」、既往の河川水辺の国勢調査成果及び事前調査の結果を踏まえ、現地踏査、調査地区の設定、調査対象

環境区分の設定、年間の調査時期及び回数の設定、調査方法の選定を行い、現地調査計画を策定する。 
現地調査を年度初めに実施する場合には、現地調査計画の策定を調査実施の前年度に行うと、現地調査を円

滑に実施しやすい。 
なお、現地調査計画の策定にあたっては、必要に応じて、河川水辺の国勢調査アドバイザー等学識経験者等

の助言を得る。 
 

3.1 現地踏査 

現地調査計画の策定にあたっては、全体調査計画及び事前調査の結果を踏まえ、調査対象河川の現地踏査を

行う。現地踏査では、全体調査計画で設定した調査地区の確認を行うとともに、各調査地区における調査対象

環境区分の設定、調査方法の選定を行うための状況の把握を行う。また、各調査地区の特徴を整理するととも

に、概観がわかる写真を随時撮影する。 
なお、全体調査計画で設定された各調査地区の確認は、以下の視点により行う。 
 

(ア) 魚類の生息環境の視点からの調査地区の妥当性 

(イ) 地形や土地利用状況等の変化や工事等による影響による調査地区変更の必要性 

(ウ) 調査地区へのアプローチの容易性 

(エ) 調査に際しての安全性 

 

3.2 調査地区の設定 

調査地区は、基本的に全体調査計画に従う。ただし、事前調査及び現地踏査の結果を踏まえ、全体調査計画

策定時の調査地区等の設定根拠と著しく状況が変化している場合等、調査地区として不適当な場合について

は、「河川水辺の国勢調査 基本調査マニュアル［共通版］」の「全体調査計画策定の手引き」を参考に、必要

に応じて設定し直す。なお、調査地区を再設定した場合は、新たな調査地区の設定根拠について整理してお

く。 
 

−Ⅵ-5－ 

3. 現地調査計画の策定 

現地調査の実施にあたって適切な調査結果が得られるように、各水系で作成されている最新の「全体調査計

画書」、既往の河川水辺の国勢調査成果及び事前調査の結果を踏まえ、現地踏査、調査地区の設定、調査対象

環境区分の設定、年間の調査時期及び回数の設定、調査方法の選定を行い、現地調査計画を策定する。 
現地調査を年度初めに実施する場合には、現地調査計画の策定を調査実施の前年度に行うと、現地調査を円

滑に実施しやすい。 
なお、現地調査計画の策定にあたっては、必要に応じて、河川水辺の国勢調査アドバイザー等学識経験者等

の助言を得る。 
 

3.1 現地踏査 

現地調査計画の策定にあたっては、全体調査計画及び事前調査の結果を踏まえ、調査対象河川の現地踏査を

行う。現地踏査では、全体調査計画で設定した調査地区の確認を行うとともに、各調査地区における調査対象

環境区分の設定、調査方法の選定を行うための状況の把握を行う。また、各調査地区の特徴を整理するととも

に、概観がわかる写真を随時撮影する。 
なお、全体調査計画で設定された各調査地区の確認は、以下の視点により行う。 
 

(ア) 魚類の生息環境の視点からの調査地区の妥当性 

(イ) 地形や土地利用状況等の変化や工事等による影響による調査地区変更の必要性 

(ウ) 調査地区へのアプローチの容易性 

(エ) 調査に際しての安全性 

 

3.2 調査地区の設定 

調査地区は、基本的に全体調査計画に従う。ただし、事前調査及び現地踏査の結果を踏まえ、全体調査計画

策定時の調査地区等の設定根拠と著しく状況が変化している場合等、調査地区として不適当な場合について

は、「Ⅰ概要編 7.全体調査計画の策定」、「Ⅸ参考資料編 全体調査計画策定の手引き」を参考に、必要に応

じて設定し直す。なお、調査地区を再設定した場合は、新たな調査地区の設定根拠について整理しておく。 
 

 

－Ⅵ-5－ 
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河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（両生類・爬虫類・哺乳類調査編） 新旧対照表 
改 定 現 行 

3.3 年間の調査時期及び回数の設定 

現地調査は、早春から初夏に 2 回、秋に 1 回を含む計 3 回以上実施する。哺乳類のトラップ法による調査

は、春から初夏に 1 回、秋に 1 回の計 2 回以上実施する。 
年間の調査時期及び回数は、基本的に全体調査計画に従い、事前調査及び現地踏査の結果、調査実施当該年

度における気象条件等を踏まえ、適切に設定するものとする。 
なお、設定に際しては、必要に応じて「河川水辺の国勢調査 基本調査マニュアル［共通版］」の「全体調

査計画策定の手引き」を参考にする。また、調査時期の設定根拠について整理しておく。 
 

3.4 調査方法の選定 

各調査地区において、両生類・爬虫類・哺乳類の生息状況を効率的に把握できるように、調査方法を選定す

る。 
両生類・爬虫類の現地調査は、目撃法(鳴き声による確認を含む)、捕獲法を基本とする。また、必要に応じ、

カメ類を対象とし、カメトラップ等を設置するトラップ法等を併用する。哺乳類の現地調査は、目撃法、フィ

ールドサイン法、無人撮影法及びネズミ類を対象としたシャーマントラップ等を設置するトラップ法を基本

とする。また、必要に応じ、トガリネズミ類を対象とした墜落缶等や、モグラ類を対象としたモールトラップ

等を設置するトラップ法等を併用する。 
具体的な調査方法については、「4.1 調査方法」に示す。 

3.5 現地調査に際し留意すべき法令等 

現地調査に際しては、以下に示す法令等に十分留意する。 
なお、法令等によっては、事前に申請が必要となる場合がある。申請後、許可を得るまでに日数がかかる場

合があるため、調査時期を考慮して早めに準備を行う。 
 

表 3.1 現地調査に際し留意すべき法令等等 
法令等 関連機関※1 

文化財保護法 文化庁 

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 環境省 

自然公園法 環境省 

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 環境省等 

その他の都道府県・市町村の条例 都道府県・市町村 

※1: 都道府県の関係部局が担当している場合がある。 
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河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（両生類・爬虫類・哺乳類調査編） 新旧対照表   

改 定 現 行 

4.3 同定 
同定にあたっては、国土交通省水管理・国土保全局の河川環境データベース(河川水辺の国勢調査)ホームペー

ジで公開されている「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」に挙げられている「種の同定にあたっての参考

文献及び留意事項」を活用する。種名の表記及び並び順については、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」

に従う。なお、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」及び「種の同定にあたっての参考文献及び留意事項」

は、毎年の調査結果を踏まえ更新を行っているため、活用に際しては事前に必ず最新版を確認する。 
 
4.3.1 同定に際しての留意事項 

同定に際して留意すべき事項を以下に示す。 
 

(ア) 種・亜種まで同定できない場合は、和名については、“○○属”、学名については、“○○ sp.”と表記す

る(平成 9 年度版マニュアルでは、“○○属の一種”と“○○属の数種”、“○○ sp.”と“○○ spp.”をそれぞ

れ区別していたが、今後は区別しない。)。属より上位の分類群までしか同定できない場合についても、

参考文献に従い、できるだけ詳しく同定する(例: “△△目”、“□□科”)。なお、種・亜種まで同定できな

かった場合は、その理由を記録する(例: 食害による欠損、フィールドサインが不明瞭)。 

(イ) 現地調査時における同定を正確かつ迅速に行い、再放逐できるように努めるため、両生類・爬虫類・哺

乳類の分類に詳しい者が現地調査を担当する。 

(ウ) 同定が困難な種については、写真撮影を確実に行うとともに、できるだけ標本を作製する。ただし、重

要種の可能性がある場合には、写真撮影を行うとともに、必要に応じて同定の根拠となる部位の計測を

行い、できるだけ再放逐することが望ましい。 

 

4.3.2 同定上特に留意すべき種 
同定にあたっては、当該水系で初めて確認された種、分布域の境界付近で確認された種について特に留意する。 
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4.3 同定 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（両生類・爬虫類・哺乳類調査編） 新旧対照表   

改 定 現 行 

 
●種の同定にあたっての参考文献及び留意事項（令和 6 年 10 月 30 日公表）より一部加筆 

 
(例: アライグマについて) 

カニクイアライグマについては、日本にはほとんど定着しておらず、現場での目視や写真でも判別は困難であ

ることから、フィールドサインでの確認はアライグマとする。 
 
(例: 種または亜種の確定に至らなかった場合の留意事項) 

種または亜種の確定に至らなかった場合には、現地調査様式の特記事項（河川版では 1 および 3）に確認状況

を記載し、考察様式 1（河川版）および報告書本編に理由を具体的に記載する。 
 
(例: イタチ、ミンク、アライグマ、イノブタに関する留意事項) 

○ニホンイタチとシベリアイタチの同定について、以下の点について留意する。 
・痕跡、目撃のみの場合はイタチ属とする。 
・自動撮影等による確認で、体色や尻尾の長さが明瞭に確認できない場合は、イタチ属とする。 

○特定外来生物のミンクの分布が予想される地域では、ミンク同定のため個体写真の撮影に努める。 
○イノブタについては、確実なもの以外はイノシシとして整理する。 
 
(例: その他、哺乳類に関する留意事項) 

○マングースについて、沖縄定着種はフイリマングースとされている。過年度調査等で確認されたジャワマング

ースはフイリマングースに対応させる。 
○アカネズミ、ハントウアカネズミ（カラフトアカネズミ）の同定について、以下の点について留意する。 
・アカネズミの若い個体とハントウアカネズミ（カラフトアカネズミ）は、足裏を見て確実に判断する。足裏

の肉球間にニキビのような細かい粒が確認できたらハントウアカネズミ（カラフトアカネズミ）。 
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新規追加 

 
 
 
 

 

ハントウアカネズミ（カラフトアカネズミ）の足裏（提供：岩佐委員） 

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（両生類・爬虫類・哺乳類調査編） 新旧対照表   

改 定 現 行 

 
○タイリクヤチネズミ（エゾヤチネズミ）、ヒメヤチネズミ（ミカドネズミ）の同定について、以下の点につい

て留意する。 
・尻尾の二色性と鱗環から確実に判断する。尻尾の上下が明瞭に二色に分かれ、鱗環が見えないほど毛に覆わ

れているのがヒメヤチネズミ（ミカドネズミ）、鱗環がはっきりと見えるのがタイリクヤチネズミ（エゾヤ

チネズミ）。 
 

(例: 爬虫類に関する留意事項) 

○ニホントカゲ、ヒガシニホントカゲ 
・国立研究開発法人国立環境研究所ホームページの分布情報に従い、ニホントカゲとヒガシニホントカゲを区

分する。 
・また、分布境界では、頭の鱗が識別点となるため、写真撮影の際は、頭部を真上から撮影するよう留意する。 
・分布境界地域での確認については、できるだけ標本を採集し、正確な同定に努めるよう留意する。 
・東北地方には前額板がニホントカゲ型のものが多い地域があり、前額版の形状のみで判別できないことに留

意する。 
・分布の境界地域である近畿地方では、種判別のため DNA サンプルを採取しておくよう留意する。 
 

○クサガメ、ニホンイシガメ、ニホンスッポン、チュウゴクスッポン 
・クサガメとニホンイシガメの交雑種は、１代雑種は頭部側面と、甲羅の背面真上からの写真で判別可能であ

る。 
・クサガメ、ニホンイシガメ、ニホンスッポン、チュウゴクスッポンを捕獲したときは、甲羅の背面、腹面、

横から（クサガメは頭部側面の模様が映るように）、および正面からの写真を撮影する。また、首を出した

状態での写真撮影に努める。 
・また、これらの種を捕獲した場合は可能であれば、正確な同定のために尾や皮膚片などの組織標本（エタノ

ール液浸等）も残すことが望ましい。 
・激減しているニホンイシガメについては十分に注意して調査する。 
・明らかにニホンイシガメとクサガメの交雑個体と判別可能なものは、「イシガメとクサガメの交雑種」とし

て記録する。 
・クサガメの中で明らかに中国系統（いわゆるキンセンガメ）と判別可能なものについては、「クサガメ（中

国系、朝鮮系）」と記録する。 
・種判別のため DNA サンプルを採取しておくよう、留意する。 
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新規追加 

 

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（両生類・爬虫類・哺乳類調査編） 新旧対照表   

改 定 現 行 
 
・中国から輸入された、狭義のチュウゴクスッポン（Pelodiscus sinensis）と、ニホンスッポンとの間で交雑

が進んでいる。戻し交雑もおこっているので形態での判断は難しいが、ニホンスッポンは背甲が丸いか下ぶ

くれで、チュウゴクスッポンは背甲が縦長で斑紋がでるものもいるのが特徴である。写真は、甲羅の形状が

分かるように撮影するよう留意する。 

 

 
○タカチホヘビについて、捕獲した場合には可能であれば、正確な同定のために尾や皮膚片などの組織標本（エ

タノール液浸等）も残すことが望ましい。 
○クロイワトカゲモドキ 
・沖縄島のクロイワトカゲモドキは南北の２種（未記載種を含む）が生息することがわかっている。沖縄島の

調査において、クロイワトカゲモドキが確認・捕獲された場合は、種判別の根拠となる写真（背面の模様、

後ろ足の足裏（鱗に特徴あり））の写真を撮影することに努める。 
○オキナワヤモリとミナミヤモリ 
・オキナワヤモリとミナミヤモリは遺伝的には別種であることが明らかにされている。沖縄諸島では、両種は

同所的に分布するため、該当地域では十分に注意し、以下の論文を準拠に識別する。 
戸田守（2008）オキナワヤモリとミナミヤモリの識別点について（予報）Akamata(19)23-30。 
 

(例: 両生類に関する留意事項) 

○ツチガエル、ムカシツチガエル 
・以下の文献に従ってツチガエルとムカシツチガエルを分類する。 
TOMOHIKO SHIMADA, MASAFUMI MATSUI, MITSUAKI OGATA, IKUO MIURA, MAI TANGE, MI-

SOOK MIN & KOSHIRO ETO 
Genetic and morphological variation analyses of Glandiranarugosa with description of a new species 

(Anura, Ranidae) Zootaxa 5174 (1): 025–045 
https://mapress.com/zt/article/view/zootaxa.5174.1.2/48139。 
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新規追加 

 

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 

［甲羅の形状の撮影例］写真はチュウゴクスッポン 

（提供：疋田委員、撮影：河村功一） 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（両生類・爬虫類・哺乳類調査編） 新旧対照表   

 

改 定 現 行 

 
●種の同定にあたっての参考文献及び留意事項（令和 6 年 10 月 30 日公表）より 
 

(例: 写真の撮り方に関する留意事項（サンショウウオ類、カエル類、トカゲ類、ネズミ科）) 

種の識別のために、個体写真は分類群の特徴、種の判別点を踏まえて、後に写真による同定の参考となるよう

に撮影するように心がける。 
○サンショウウオ類及びカエル類の幼生は、側面からの水中写真を撮影する。 
○トカゲ類は、頭部の鱗が判別点であるので、頭部背面を撮影する。 
○カメ類は、甲羅の背面上部（真上）から甲羅の形がわかるように撮影する。 
○ネズミ科（アカネズミ類、ヒメネズミ類）は、尾と後趾が見えるように撮影する。 
○ネズミ科（タイリクヤチネズミ（エゾヤチネズミ）、ヒメヤチネズミ（ミカドネズミ））は、尾が見えるように

撮影する。以下の文献を参考に同定する。 
Ohdachi SD, Ishibashi Y, Iwasa MA, Fukui D, Saitoh T (2015) The Wild Mammals of Japan, 2nd edition. 

Shoukado, Kyoto 506 pp. 
 

(例: サンショウウオ類の幼生の写真撮影方法) 

プラスチックなどの透明な容器に十分な水を入れ、幼生を容器の端に押し付けて側面を撮影する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

(例: トカゲ属の頭部の写真撮影方法) 

捕獲した個体をしっかりと保持し、鼻先の前額板という 2 枚の鱗に焦点をあわせて真上から撮影する。 
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新規追加 

 

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（両生類・爬虫類・哺乳類調査編） 新旧対照表   

改 定 現 行 

 

前額板が離れた典型的なヒガシニホントカゲ(左)、前額版が接するニホントカゲ(中)、前額版が接するヒガシ

ニホントカゲ(右)。ヒガシニホントカゲの中には前額板が接する個体が見られるので注意が必要。 

 

(例: ネズミ科（アカネズミ類、ヒメネズミ類、タイリクヤチネズミ（エゾヤチネズミ）、ヒメヤチネズミ（ミカ

ドネズミ））の写真撮影方法) 

プラスチックなどの透明な容器に入れる等して、尾（アカネズミ類、ヒメネズミ類は後趾も）が見えるように

撮影する。 

 

4.3.3 同定文献の整理 
同定の際に用いた文献について、以下の項目を記録する(参考例: 現地調査様式 5)。  
 

(ア) 同定文献 No.: 文献ごとに発行年順に付番する。 

(イ) 文献名: 文献又は図鑑等のタイトルを記録する。 

(ウ) 著者名: 著者、編者の氏名を記録する。 

(エ) 発行年: 文献が発行された年(西暦)を記録する。 

(オ) 発行元: 文献の出版社名等を記録する。 

(カ) 分類群等: 同定の対象となる分類群や種名を記録する。 
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4.3.3 同定文献の整理 

同定の際に用いた文献について、以下の項目を記録する(参考例: 現地調査様式 5)。  
 

(ア) 同定文献 No.: 文献ごとに発行年順に付番する。 

(イ) 文献名: 文献又は図鑑等のタイトルを記録する。 

(ウ) 著者名: 著者、編者の氏名を記録する。 

(エ) 発行年: 文献が発行された年(西暦)を記録する。 

(オ) 発行元: 文献の出版社名等を記録する。 

(カ) 分類群等: 同定の対象となる分類群や種名を記録する。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（両生類・爬虫類・哺乳類調査編） 新旧対照表   

 

改 定 現 行 

(2) 室内作業 

ホルマリンで固定された標本は、原則として 60vol%以上 70vol%未満※1のエタノールを満たしたサンプル瓶に

保存する。調査地区及び捕獲日の異なる標本については別のサンプル瓶に入れるようにする。ただし、重要種や

特筆すべき種については、種ごとに別のサンプル瓶に分けて保存する。 
サンプル瓶には、標本とともに標本ラベル(「(4) 標本ラベルの作成」参照)を封入する。また、後日、再同定の

必要が生じた場合や寄贈する場合に、対象となる種が容易に取り出せるように、サンプル瓶にはサンプル瓶ごと

の保管 No.と封入されている各標本の標本 No.を記載しておく(「表 4.5 保管 No.と標本 No.の定義」参照)。 
 

※1: 濃度が 60wt%（約 67vol％）以上のアルコール類は消防法によって「危険物第四類」に指定されており、「指定数量」

400L 以上を危険物貯蔵所・危険物製造所・危険物取扱所以外では貯蔵取扱いはできない、とされているので注意するこ

と。 
 

表 4.5 保管 No.と標本 No.の定義 
名称 定 義 

保管 No. 標本を保管するサンプル瓶ごとにつける番号。 

標本 No. 標本ごとにつける番号。なお、種名、捕獲日、捕獲した調査

地区が同じ場合は同じ番号とする。 

 
サンプル瓶は、標本の大きさに適したものを使用する。以下にサンプル瓶の規格の例を示す。 
 

表 4.6 サンプル瓶の規格(例) 
名称 材質 サイズ(mm) 内容量(mL) 

スクリュー

バイアル 

硬質ガラス製 

(蓋はメラミン樹脂、

内蓋パッキングはテ

フロン/ニトリル) 

19×55 10 

30×65 30 

35×78 50 

50×90 110 

広口瓶 PVC 製 

(蓋と内蓋パッキング

はポリプロピレン) 

75×92 300 

90×118 500 

97×167 1000 

112×255 2000 

134×263 3000 
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(2) 室内作業 

ホルマリンで固定された標本は、原則として 60%以上 70%未満※1 のエタノールを満たしたサンプル瓶に保存

する。調査地区及び捕獲日の異なる標本については別のサンプル瓶に入れるようにする。ただし、重要種や特筆

すべき種については、種ごとに別のサンプル瓶に分けて保存する。 
サンプル瓶には、標本とともに標本ラベル(「(4) 標本ラベルの作成」参照)を封入する。また、後日、再同定の

必要が生じた場合や寄贈する場合に、対象となる種が容易に取り出せるように、サンプル瓶にはサンプル瓶ごと

の保管 No.と封入されている各標本の標本 No.を記載しておく(「表 保管 No.と標本 No.の定義」参照)。 
 

※1: 濃度が 70％以上のアルコール類は消防法によって「危険物第四類」に指定されており、「指定数量」200L 以上を危

険物貯蔵所・危険物製造所・危険物取扱所以外では貯蔵取扱いはできない、とされているので注意すること。 
 

 

表 保管 No.と標本 No.の定義 
名称 定 義 

保管 No. 標本を保管するサンプル瓶ごとにつける番号。 

標本 No. 標本ごとにつける番号。なお、種名、捕獲日、捕獲した調査

地区が同じ場合は同じ番号とする。 

 
サンプル瓶は、標本の大きさに適したものを使用する。以下にサンプル瓶の規格の例を示す。 
 

表 サンプル瓶の規格(例) 
名称 材質 サイズ(mm) 内容量(ml) 

スクリュー

バイアル 

硬質ガラス製 

(蓋はメラミン樹脂、

内蓋パッキングはテ

フロン/ニトリル) 

19×55 10 

30×65 30 

35×78 50 

50×90 110 

広口瓶 PVC 製 

(蓋と内蓋パッキング

はポリプロピレン) 

75×92 300 

90×118 500 

97×167 1000 

112×255 2000 

134×263 3000 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（両生類・爬虫類・哺乳類調査編） 新旧対照表   

 

改 定 現 行 

(3) 標本情報の記録 

作製した標本について、以下の項目を記録する(現地調査様式 8)。 
 

(ア) 保管 No.: 保管 No.を記録する。 

(イ) 標本 No.: 標本 No.を記録する。 

(ウ) 科名(和名)、科名(学名): 科名を和名と学名で記録する。 

(エ) 和名、学名: 和名と学名を記録する。 

(オ) 水系名、河川名、地区名、地区番号: 標本を捕獲した水系名、河川名、地区名、地区番号を記録する。 

(カ) 捕獲地の地名: 都道府県名、市町村名、詳細地名を記録する。 

(キ) 緯度・経度:各調査地区の範囲の中心点の緯度・経度を記録する。測地系は JGD2024/ (B,L)とする（10 

進法）。 

(ク) 個体数: 標本の個体数を記録する。 

(ケ) 雌雄(雌：雄): 雌雄の判別が可能な場合は、雌雄の内訳を記録する。 

(コ) 捕獲者(所属機関): 捕獲者の氏名、所属機関を記録する。 

(サ) 捕獲年月日: 捕獲された年月日(年は西暦)を記録する。 

(シ) 同定者(所属機関): 同定者の氏名、所属機関を記録する。 

(ス) 同定年月日: 同定された年月日(年は西暦)を記録する。 

(セ) 備考: 特記事項がある場合には記録する(例: 標本の状態(破損等)、博物館登録番号)。 

(ソ) 標本の形式: 標本の作製形式を記録する(例: 液浸標本)。 

 

(4) 標本ラベルの作成 

標本ラベルは、捕獲データラベルと同定ラベルの 2 種を作成し、標本とともにサンプル瓶内に封入する。各ラ

ベルは、サンプル瓶のサイズにあわせて作成する。なお、捕獲データラベルと同定ラベルは、記載する情報を満

たしていれば、1 枚の標本ラベルとして作成してもよい。 
標本ラベルの用紙には、耐水性のものを使用する。印刷の際は、顔料系インクジェットプリンターもしくはレ

ーザープリンターにてグレースケール印刷(白黒印刷)する。ラベルは、印刷後に十分な乾燥(約 30 分)を施したう

えでサンプル瓶内に封入する。 
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(3) 標本情報の記録 

作製した標本について、以下の項目を記録する(現地調査様式 8)。 
 

(ア) 保管 No.: 保管 No.を記録する。 

(イ) 標本 No.: 標本 No.を記録する。 

(ウ) 科名(和名)、科名(学名): 科名を和名と学名で記録する。 

(エ) 和名、学名: 和名と学名を記録する。 

(オ) 水系名、河川名、地区名、地区番号: 標本を捕獲した水系名、河川名、地区名、地区番号を記録する。 

(カ) 捕獲地の地名: 都道府県名、市町村名、詳細地名を記録する。 

(キ) 緯度・経度: 「河川水辺の国勢調査入出力システム」の画面上で表示される各調査地区の範囲の中心点

の緯度・経度を記録する。 

(ク) 個体数: 標本の個体数を記録する。 

(ケ) 雌雄(雌：雄): 雌雄の判別が可能な場合は、雌雄の内訳を記録する。 

(コ) 捕獲者(所属機関): 捕獲者の氏名、所属機関を記録する。 

(サ) 捕獲年月日: 捕獲された年月日(年は西暦)を記録する。 

(シ) 同定者(所属機関): 同定者の氏名、所属機関を記録する。 

(ス) 同定年月日: 同定された年月日(年は西暦)を記録する。 

(セ) 備考: 特記事項がある場合には記録する(例: 標本の状態(破損等)、博物館登録番号)。 

(ソ) 標本の形式: 標本の作製形式を記録する(例: 液浸標本)。 

 

(4) 標本ラベルの作成 

標本ラベルは、捕獲データラベルと同定ラベルの 2 種を作成し、標本とともにサンプル瓶内に封入する。各ラ

ベルは、サンプル瓶のサイズにあわせて作成する。なお、捕獲データラベルと同定ラベルは、記載する情報を満

たしていれば、1 枚の標本ラベルとして作成してもよい。 
標本ラベルの用紙には、耐水性のものを使用する。印刷の際は、顔料系インクジェットプリンターにてグレー

スケール印刷(白黒印刷)する。ラベルは、印刷後に十分な乾燥(約 30 分)を施したうえでサンプル瓶内に封入する。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（両生類・爬虫類・哺乳類調査編） 新旧対照表   

  

改 定 現 行 

1) 捕獲データラベル 

捕獲データラベルには、水系名、河川名、地区名、地区番号、捕獲地の地名、緯度・経度、捕獲年月日、捕獲

者名を表記する。ラベルサイズは、スクリューバイアル用を縦 15mm×横 35mm、広口瓶用を縦 30mm×横 50mm
とする。 

 

 

▲▲川水系 ▲▲川 河口部 ▲▲■1 －(ア) 

［東京都○○市△△］ －(イ) 

 

35.1234767, 139.1234567 (JGD2024) －(ウ) 

捕獲年月日: 20XX.7.18. －(エ) 

捕獲者:●● ●●(○○研究所) －(オ) 

図 4.1 捕獲データラベル 
 

(ア) 水系名、河川名、地区名、地区番号: 水系名、河川名、地区名、地区番号を日本語(漢字又はひらがな、

カタカナ、アラビア数字)で表記する。 

(イ) 捕獲地の地名: 都道府県名、市町村名、詳細地名を日本語(漢字又は又はひらがな、カタカナ)で表記す

る。 

(ウ) 緯度・経度(測地系): 各調査地区の範囲の中心点の緯度・経度を記録する。また、緯度・経度の測地系

を表記する。測地系は JGD2024/ (B,L)とする（10 進法）。 

(エ) 捕獲年月日: 捕獲された年月日(年は西暦)をアラビア数字で表記する。 

(オ) 捕獲者: 捕獲者の氏名、所属機関を日本語で表記する。 
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1) 捕獲データラベル 

捕獲データラベルには、水系名、河川名、地区名、地区番号、捕獲地の地名、緯度・経度、捕獲年月日、捕獲

者名を表記する。ラベルサイズは、スクリューバイアル用を縦 15mm×横 35mm、広口瓶用を縦 30mm×横 50mm
とする。 

 

 

▲▲川水系 ▲▲川 河口部 ▲▲■1 －(ア) 

［東京都○○市△△］ －(イ) 

 

□°□’ □”N., □°□’ □”E.(世界測地系) －(ウ) 

捕獲年月日: 20XX.7.18. －(エ) 

捕獲者:●● ●●(○○研究所) －(オ) 

図 捕獲データラベル 
 

(ア) 水系名、河川名、地区名、地区番号: 水系名、河川名、地区名、地区番号を日本語(漢字又はひらがな、

カタカナ、アラビア数字)で表記する。 

(イ) 捕獲地の地名: 都道府県名、市町村名、詳細地名を日本語(漢字又は又はひらがな、カタカナ)で表記す

る。 

(ウ) 緯度・経度(測地系): 「河川水辺の国勢調査入出力システム」の画面上で表示される各調査地区の範囲

の中心点の緯度・経度を表記する。また、緯度・経度の測地系を表記する。なお、画面上に表示される

緯度・経度は、GIS 入力の際に設定した河川基盤地図の測地系に基づくため、使用した河川基盤地図の

測地系を記録する。 

(エ) 捕獲年月日: 捕獲された年月日(年は西暦)をアラビア数字で表記する。 

(オ) 捕獲者: 捕獲者の氏名、所属機関を日本語で表記する。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 

35mm 又は 50mm 

15mm 又は 30mm 

35mm 又は 50mm 

15mm 又は 30mm 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（両生類・爬虫類・哺乳類調査編） 新旧対照表   

改 定 現 行 

4.7 移動中等における確認種の記録 
調査地区間の移動中等(調査地区の範囲外や調査時間外)に両生類・爬虫類・哺乳類が確認された場合には、重

要種、特定外来生物及び特筆すべき種に限り、必要に応じて調査地区内で確認された両生類・爬虫類・哺乳類と

は別に、以下の項目を記録する(現地調査様式 9)。 

確認された両生類・爬虫類・哺乳類については写真撮影を行い、必要に応じて標本を作製する。 

なお、対象範囲は調査区域内とする。また、移動中等の確認種の記録は、あくまで補足情報の収集であるため、

本来の調査に支障をきたさない範囲で行う。 

 

(ア）No.: 連番で付番する。 

(イ)和名: 確認された両生類・爬虫類・哺乳類の和名を記録する。 

(ウ)重要種: 重要種について記録する。 

(エ)特定外来生物: 特定外来生物について記録する。 

(オ)写真、標本: 写真を撮影したり、標本を作製した場合は記録する。 

(カ)河川名、距離(km): 確認された河川名、河口からの距離(支川・支々川の場合は合流点からの距離)を記

録する。 

(キ)位置: 確認された位置について左岸・右岸・中洲・その他のいずれかを記録する。 

(ク)緯度・経度：確認された位置の緯度・経度を記録する。測地系は JGD2024/ (B,L)とする（10 進法）。 

(ケ)調査年月日: 確認された年月日(年は西暦)を記録する。 

(コ)確認状況: 確認の方法、周辺環境、個体数等を記録する。 

(サ)同定者(所属機関): 同定者の氏名、所属機関を記録する。 

 

4.8 その他の生物の記録 
現地調査時にカメトラップ等で魚類やエビ・カニ・貝類等を捕獲した場合や、死体を発見した場合等には、そ

れらが重要種、特定外来生物及び特筆すべき種のいずれかであり、かつ現地で同定可能なものに限り、必要に応

じて「その他の生物」として以下の項目を記録する(現地調査様式 10)。 

誤同定を避けるため、無理な同定は行わないようにする。捕獲・採集した生物については写真撮影を行い、で

きるだけ標本を作製する。目撃した生物については、写真撮影を行うことが望ましい。 

なお、その他の生物の記録は、あくまで補足情報の収集であるため、本来の調査に支障をきたさない範囲で行

う。 
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4.7 移動中等における確認種の記録 
調査地区間の移動中等(調査地区の範囲外や調査時間外)に両生類・爬虫類・哺乳類が確認された場合には、重

要種、特定外来生物及び特筆すべき種に限り、必要に応じて調査地区内で確認された両生類・爬虫類・哺乳類と

は別に、以下の項目を記録する(現地調査様式 9)。 

確認された両生類・爬虫類・哺乳類については写真撮影を行い、必要に応じて標本を作製する。 

なお、対象範囲は調査区域内とする。また、移動中等の確認種の記録は、あくまで補足情報の収集であるため、

本来の調査に支障をきたさない範囲で行う。 

 

(ア)No.: 連番で付番する。 

(イ)和名: 確認された両生類・爬虫類・哺乳類の和名を記録する。 

(ウ)重要種: 重要種について記録する。 

(エ)特定外来生物: 特定外来生物について記録する。 

(オ)写真、標本: 写真を撮影したり、標本を作製した場合は記録する。 

(カ)河川名、距離(km): 確認された河川名、河口からの距離(支川・支々川の場合は合流点からの距離)を記

録する。 

(キ)位置: 確認された位置について左岸・右岸・中洲・その他のいずれかを記録する。 

(ク)調査年月日: 確認された年月日(年は西暦)を記録する。 

(ケ)確認状況: 確認の方法、周辺環境、個体数等を記録する。 

(コ)同定者(所属機関): 同定者の氏名、所属機関を記録する。 

 

 

4.8 その他の生物の記録 
現地調査時にカメトラップ等で魚類やエビ・カニ・貝類等を捕獲した場合や、死体を発見した場合等には、そ

れらが重要種、特定外来生物及び特筆すべき種のいずれかであり、かつ現地で同定可能なものに限り、必要に応

じて「その他の生物」として以下の項目を記録する(現地調査様式 10)。 

誤同定を避けるため、無理な同定は行わないようにする。捕獲・採集した生物については写真撮影を行い、で

きるだけ標本を作製する。目撃した生物については、写真撮影を行うことが望ましい。 

なお、その他の生物の記録は、あくまで補足情報の収集であるため、本来の調査に支障をきたさない範囲で行

う。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（両生類・爬虫類・哺乳類調査編） 新旧対照表   

改 定 現 行 

(ア)No.: 連番で付番する。 

(イ)生物項目: 確認された生物の項目を記録する。 

(ウ)目名、科名、和名、学名: 確認された生物の目名、科名、和名、学名を記録する。 

(エ)写真、標本: 写真を撮影したり、標本を作製した場合は記録する。 

(オ)地区番号: 確認された地区番号を記録する。調査地区外で確認された場合は「調査地区外」と記録す

る。 

(カ)河川名、距離(km): 確認された河川名、河口からの距離(支川・支々川の場合は合流点からの距離)(km)

を記録する。 

(キ)位置: 確認された位置について左岸・右岸・中洲・その他のいずれかを記録する。 

(ク) 緯度・経度：確認された位置の緯度・経度を記録する。測地系は JGD2024/ (B,L)とする（10 進法）。 

(ケ)調査年月日: 確認された年月日(年は西暦)を記録する。 

(コ)確認状況: 確認の方法、周辺環境、個体数等を記録する。 

(サ)同定者(所属機関): 同定者の氏名、所属機関を記録する。 

 

4.9 集計の際の留意点 
調査結果のとりまとめにあたって、種数を集計する際の留意点及び整理番号の付け方を以下に示す。 

 

4.9.1 集計の際の留意点 
種数の集計に際しては、以下の点に留意する。 
 

(ア) 種・亜種までの同定がされていないものについても同一の分類群に属する種がリストアップされてい

ない場合は計上する。 

(イ) 野生化したと思われるイヌ、ネコ等の家畜についても計上する。 

 

 【種・亜種まで同定されていない種の集計方法(アカガエル科の場合の例)】 

“アカガエル科” の場合、他にアカガエル科に属する種(ヤマアカガエル等)がリストアップされている 
場合には計上せず、他にアカガエル科に属する種がリストアップされていない場合は１種として計上する。 
なお、この集計方法は、○○目等の上位分類群についても同様である。 
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(ア)No.: 連番で付番する。 

(イ)生物項目: 確認された生物の項目を記録する。 

(ウ)目名、科名、和名、学名: 確認された生物の目名、科名、和名、学名を記録する。 

(エ)写真、標本: 写真を撮影したり、標本を作製した場合は記録する。 

(オ)地区番号: 確認された地区番号を記録する。調査地区外で確認された場合は「調査地区外」と記録す

る。 

(カ)河川名、距離(km): 確認された河川名、河口からの距離(支川・支々川の場合は合流点からの距離)(km)

を記録する。 

(キ)位置: 確認された位置について左岸・右岸・中洲・その他のいずれかを記録する。 

(ク)調査年月日: 確認された年月日(年は西暦)を記録する。 

(ケ)確認状況: 確認の方法、周辺環境、個体数等を記録する。 

(コ)同定者(所属機関): 同定者の氏名、所属機関を記録する。 

 
 

4.9 集計の際の留意点 
調査結果のとりまとめにあたって、種数を集計する際の留意点及び整理番号の付け方を以下に示す。 

 

4.9.1 集計の際の留意点 
種数の集計に際しては、以下の点に留意する。 
 

(ア) 種・亜種までの同定がされていないものについても同一の分類群に属する種がリストアップされてい

ない場合は計上する。 

(イ) 野生化したと思われるイヌ、ネコ等の家畜についても計上する。 

 

 【種・亜種まで同定されていない種の集計方法(アカガエル科の場合の例)】 

“アカガエル科” の場合、他にアカガエル科に属する種(ヤマアカガエル等)がリストアップされている 
場合には計上せず、他にアカガエル科に属する種がリストアップされていない場合は１種として計上する。 
なお、この集計方法は、○○目等の上位分類群についても同様である。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（両生類・爬虫類・哺乳類調査編） 新旧対照表   

改 定 現 行 

現地調査様式 8 
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現地調査様式 8 

―Ⅵ-50― 

  

両生類・爬虫類・哺乳類 標本管理一覧表 
地方整備局等名 事務所等名 水系名 河川名 調査年度 

○○地方整備局 ■■事務所 ▲▲川 ▲▲川 20XX 

 

保管
No. 

標本
No. 

科名 
(和名) 

科名 
(学名) 

和名 学名 水系名 河川名 地区名 地区番号 捕獲地の地名 緯度 経度 個体数 雌雄 
(雌: 雄) 

捕獲者 
(所属機関) 

 

捕獲年月日 同定者 
(所属機関) 

 

同定年月日 備考 標本の形式 

1 1 アカガエル科 Ranidae タゴガエル 
 

Rana tagoi ▲▲川 ▲▲川 ■■川合流部 ▲▲■1 東京都○○市△△ 35.1234767 139.1234567 5 
 

2: 3 ●● ●●  
(○○研究所) 

20XX.7.18 

 

 
 

▲▲ ▲▲ 
(△△研究所) 

20XX.7.25 

 
 

 液浸標本 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: : : : : : : :    : 
 
 
 
 

: 
 
 

: 
 
 
 

: 

 

 

 
 

: 
 
 
 
 
 

: 

 

 

 

 

 
 

: 
 
 
 
 
 
 

: 

 

 

 

 

 
 

 

両生類・爬虫類・哺乳類 標本管理一覧表 
地方整備局等名 事務所等名 水系名 河川名 調査年度 

○○地方整備局 ■■事務所 ▲▲川 ▲▲川 20XX 

 

保管
No. 

標本
No. 

科名 
(和名) 

科名 
(学名) 

和名 学名 水系名 河川名 地区名 地区番号 捕獲地の地名 緯度・経度 個体数 雌雄 
(雌: 雄) 

捕獲者 
(所属機関) 

 

捕獲年月日 同定者 
(所属機関) 

 

同定年月日 備考 標本の形式 

1 1 アカガエル科 Ranidae タゴガエル 
 

Rana tagoi tagoi  ▲▲川 ▲▲川 ■■川合流部 ▲▲■1 東京都○○市△△ □ °□ ’□ ”N., □°□’
□”E. 

5 
 

2: 3 ●● ●●  
(○○研究所) 

20XX.7.18 

 

 
 

▲▲ ▲▲ 
(△△研究所) 

20XX.7.25 

 
 

 液浸標本 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: : : : : : : :   : 
 
 
 
 

: 
 
 

: 
 
 
 

: 
 

 

 
 

: 
 
 
 
 
 

: 
 

 

 

 

 
 

: 
 
 
 
 
 
 

: 

 

 

 

 

 
 

 

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（両生類・爬虫類・哺乳類調査編） 新旧対照表   

改 定 現 行 

現地調査様式 9 

両生類・爬虫類・哺乳類 移動中等における確認状況一覧表 
地方整備局等名 事務所等名 水系名 河川名 調査年度 
○○地方整備局 ■■河川事務所 ▲▲川 ▲▲川 20XX 

 

No. 和名 重要種 特定外来生物 写真 標本 河川名 
距離

(km) 

位

置 
緯度 経度 

調査年 

月日 
確認状況 

同定者 

(所属機関) 

1 オオサンショ

ウウオ 
○  ○  ▲▲川 50.0 左

岸 

30.123456 

 

140.123456 20XX 年 

○月○日 

流れの緩やか

な岩場の下に

1個体確認。 

悲喜蛙((株)○

○研究所) 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:  : 
 

:  
 

: 
 

:  
 

: : 
 

 
 

: 
 

: 
 

: 
 

: 
 
 

: 
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現地調査様式 9 

両生類・爬虫類・哺乳類 移動中等における確認状況一覧表 
地方整備局等名 事務所等名 水系名 河川名 調査年度 
○○地方整備局 ■■河川事務所 ▲▲川 ▲▲川 20XX 

 

No. 和名 重要種 特定外来生物 写真 標本 河川名 距離(km) 位置 調査年月日 確認状況 
同定者 

(所属機関) 

1 オオサンショ

ウウオ 
○  ○  ▲▲川 50.0 左岸 20XX 年○月○日 流れの緩やかな岩

場の下に 1 個体確

認。 

悲喜蛙((株)○○研

究所) 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:  : 
 

:  
 

: 
 

:  
 

: : 
 : 

 

: 
 

: 
 
 

: 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（両生類・爬虫類・哺乳類調査編） 新旧対照表   

改 定 現 行 

現地調査様式 10 

両生類・爬虫類・哺乳類 その他の生物確認状況一覧表 
地方整備局等名 事務所等名 水系名 河川名 調査年度 
○○地方整備局 ■■河川事務所 ▲▲川 ▲▲川 20XX 

 

No. 
生物 

項目 
目名 科名 和名 学名 

写

真 

標

本 

地区 

番号 

河川

名 

距離 

(km) 

位

置 
緯度 経度 

調査年 

月日 
確認状況 

同定者 

(所属機関) 

1 陸上昆虫

類等 

カ メ ム シ

目 （ 半 翅

目） 

コオイムシ

科 

タガメ Kirkaldyia 

deyrolli ○  ▲▲■3 ▲▲

川 

12.3 左

岸 

30.123456 140.123456 20XX 年 

○月○日 

高水敷にあ

る池で、タ

モ網により

1個体採集。 

悲喜蛙((株)

○○研究所) 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:  : :  :  :  : 
 

: : : 
 

: 
 
: 
 

: 
 

: 
 

: 
 

: 
 
 

: 
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現地調査様式 10 

両生類・爬虫類・哺乳類 その他の生物確認状況一覧表 
地方整備局等名 事務所等名 水系名 河川名 調査年度 
○○地方整備局 ■■河川事務所 ▲▲川 ▲▲川 20XX 

 

No. 
生物 

項目 
目名 科名 和名 学名 

写

真 

標

本 

地区 

番号 

河川

名 

距離 

(km) 
位置 

調査年 

月日 
確認状況 

同定者 

(所属機関) 

1 陸上昆虫類

等 

カメムシ目 コオイムシ科 タガメ Lethocerus 

deyrolli ○  ▲▲■3 ▲▲川 
12.3 左岸 20XX 年 

○月○日 

高水敷にある池

で、タモ網により

1個体採集。 

悲喜蛙((株)○○

研究所) 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:  : :  :  :  : 
 

:  
  

: : 
 

: 
 
: 

 

 

: 
 

: 
 
 

: 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



 

 

河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（陸上昆虫類等調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 

Ⅶ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国土交通省水管理・国土保全局河川環境課 
令和7年9月 改定 

 

Ⅶ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国土交通省水管理・国土保全局河川環境課 
平成28年1月 改訂 

 

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 

平成28年度版 

河川水辺の国勢調査 
基本調査マニュアル 

［河川版］ 

(陸上昆虫類等調査編) 

令和8年度版 

河川水辺の国勢調査 
基本調査マニュアル 

［河川版］ 

(陸上昆虫類等調査編) 
 



 

 

河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（陸上昆虫類等調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

1. 調査概要 

1.1 調査目的  
本調査は、河川における陸上昆虫類等の生息状況を把握することを目的とする。 

 

1.2 調査対象  
本調査では、昆虫類及びクモ目を調査対象とする。調査対象とする分類群は、「河川水辺の国勢調査のための生物

リスト」に挙げられている「調査対象分類群タクサリスト」において「調査対象」とされている分類群について行うこ

ととし、「対象外」とされている分類群は同定しない。 
 

1.3 調査区域 (調査対象河川区間 ) 
調査区域(調査対象河川区間)は、当該水系において、それぞれの事務所等が管轄する河川の区間を調査対象河川区

間とする。 
 

1.4 調査内容  
本調査では、現地調査を中心に文献調査、聞き取り調査も行う。現地調査は基本的に任意採集法、ライトトラップ

法及びピットフォールトラップ法により行う。 
 

1.5 調査頻度  
本調査は、10 年に 1 回以上の頻度で実施する。 
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1. 調査概要 

1.1 調査目的  
本調査は、河川における陸上昆虫類等の生息状況を把握することを目的とする。 

 

1.2 調査対象  
本調査では、陸上昆虫類と真正クモ類を調査対象とする。 

 
 
 

1.3 調査区域 (調査対象河川区間 ) 
調査区域(調査対象河川区間)は、当該水系において、それぞれの事務所等が管轄する河川の区間を調査対象河川区

間とする。 
 

1.4 調査内容  
本調査では、現地調査を中心に文献調査、聞き取り調査も行う。現地調査は基本的に任意採集法、ライトトラップ

法及びピットフォールトラップ法により行う。 
 

1.5 調査頻度  
本調査は、10 年に 1 回以上の頻度で実施する。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



 

 

河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（陸上昆虫類等調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

1.6 調査手順  
本調査の手順は、以下に示すとおりである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1.1 陸上昆虫類等調査の手順 
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1.6 調査手順  
本調査の手順は、以下に示すとおりである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 陸上昆虫類等調査の手順 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 

現地調査計画の策定 
・現地踏査 
・調査地区の設定 
・調査対象環境区分の設定 
・年間の調査時期及び回数の設定 
・調査方法の選定 
・現地調査に際し留意すべき法令等への措置 
・現地調査計画書の作成 

事前調査 
 ・文献調査 
 ・聞き取り調査 

考察・評価 

現地調査 
・現地調査の実施 
・調査結果の記録(調査環境・調査結果) 
・同定 
・写真撮影 
・標本の作製及び保管 
・調査概要の整理 

報告書の作成 

事前調査様式 

・陸上昆虫類等 既往文献一覧表 

・陸上昆虫類等 助言・聞き取り等調査票 

現地調査計画書 

現地調査様式 

・陸上昆虫類等 現地調査票1 

・陸上昆虫類等 現地調査票2 

・陸上昆虫類等 重要種確認状況調査票1 

・陸上昆虫類等 重要種確認状況調査票2 

・陸上昆虫類等 国外外来種確認状況調査票1 

・陸上昆虫類等 国外外来種確認状況調査票2 

・陸上昆虫類等 同定結果記録表 

・陸上昆虫類等 同定文献一覧表 

・陸上昆虫類等 写真一覧表 

・陸上昆虫類等 写真票 

・陸上昆虫類等 標本管理一覧表 

・陸上昆虫類等 移動中等における確認状況 

一覧表 

・陸上昆虫類等 その他の生物確認状況一覧表 

・陸上昆虫類等 調査実施状況一覧表 

・陸上昆虫類等 調査地区位置図 

・陸上昆虫類等 現地調査結果の概要 

整理様式 

・陸上昆虫類等 重要種経年確認状況一覧表 

・陸上昆虫類等 確認状況一覧表 

・陸上昆虫類等 経年確認状況一覧表 

・陸上昆虫類等 種名変更状況一覧表 

・陸上昆虫類等 確認種目録 

考察様式 

・陸上昆虫類等 重要種、外来種及び特筆 

すべき種について 

・陸上昆虫類等の生息と河川環境の関わりに 

ついて 

・今回の陸上昆虫類等調査全般に対する 

アドバイザー等の所見 

調査結果とりまとめ 

現地調査計画の策定 
・現地踏査 
・調査地区の設定 
・調査対象環境区分の設定 
・年間の調査時期及び回数の設定 
・調査方法の選定 
・現地調査に際し留意すべき法令等への措置 
・現地調査計画書の作成 

事前調査 
 ・文献調査 
 ・聞き取り調査 

考察・評価 

現地調査 
・現地調査の実施 
・調査結果の記録(調査環境・調査結果) 
・同定 
・写真撮影 
・標本の作製及び保管 
・調査概要の整理 

報告書の作成 

事前調査様式 

・陸上昆虫類等 既往文献一覧表 

・陸上昆虫類等 助言・聞き取り等調査票 

現地調査計画書 

現地調査様式 

・陸上昆虫類等 現地調査票1 

・陸上昆虫類等 現地調査票2 

・陸上昆虫類等 同定結果記録表 

・陸上昆虫類等 同定文献一覧表 

・陸上昆虫類等 写真一覧表 

・陸上昆虫類等 写真票 

・陸上昆虫類等 標本管理一覧表 

・陸上昆虫類等 移動中等における確認状況 

一覧表 

・陸上昆虫類等 その他の生物確認状況一覧表 

・陸上昆虫類等 調査実施状況一覧表 

・陸上昆虫類等 調査地区位置図 

・陸上昆虫類等 現地調査結果の概要 

整理様式 

・陸上昆虫類等 重要種経年確認状況一覧表 

・陸上昆虫類等 確認状況一覧表 

・陸上昆虫類等 経年確認状況一覧表 

・陸上昆虫類等 種名変更状況一覧表 

・陸上昆虫類等 確認種目録 

考察様式 

・陸上昆虫類等 重要種、外来種及び特筆 

すべき種について 

・陸上昆虫類等の生息と河川環境の関わりに 

ついて 

・今回の陸上昆虫類等調査全般に対する 

アドバイザー等の所見 

調査結果とりまとめ 



 

 

河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（陸上昆虫類等調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

2. 事前調査 

現地調査計画を策定するために事前調査を実施する。事前調査では、文献調査及び聞き取り調査を実

施することにより、当該水系における陸上昆虫類等に関する情報をとりまとめる。 
現地調査を年度初めに実施する場合には、事前調査を現地調査実施の前年度に行なっておくと、現地

調査を円滑に実施しやすい。 
なお、文献、報告書等の収集及び聞き取り相手の選定にあたっては、河川水辺の国勢調査アドバイザ

ー等学識経験者等の助言を得るようにする。 
 

2.1 文献調査  
文献調査では、既往の河川水辺の国勢調査の結果、河川水辺総括資料の内容、前回の河川水辺の国勢

調査以降に発行・作成された文献、河川水辺の国勢調査以外の報告書等を収集し、調査区域における陸

上昆虫類等の生息状況についての情報を中心に把握する。既往の河川水辺の国勢調査の結果における、

その他の生物の記録(「その他の生物確認状況一覧表」)を確認し、陸上昆虫類等の確認記録がある場合

は、それらも把握しておく。 
文献、報告書等は、調査対象河川に限定せず、当該水系全体に係る文献を可能な限り原典で収集し、

各事務所において保管しておくことが望ましい。 
文献の検索については、CiNii（国立情報学研究所）、J-STAGE（科学技術振興機構）等のインターネ

ット等による文献検索サービスを利用するとよい。 
文献調査を実施した、報告書等について、以下の項目を整理する(事前調査様式 1)。 

 
 収集文献No.: 文献ごとに発行年順に付番する。 

 文献名: 文献、報告書等のタイトルを記録する。 

 著者名: 著者、編者、調査者等の氏名を記録する。 

 発行年: 文献、報告書等が発行・作成された年(西暦)を記録する。 

 発行元: 出版社名、事務所等名等を記録する。 

 入手先: 文献、報告書等の入手先を記録する。 
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2. 事前調査 

現地調査計画を策定するために事前調査を実施する。事前調査では、文献調査及び聞き取り調査を実

施することにより、当該水系における陸上昆虫類等に関する情報をとりまとめる。 
現地調査を年度初めに実施する場合には、事前調査を現地調査実施の前年度に行なっておくと、現地

調査を円滑に実施しやすい。 
なお、文献、報告書等の収集及び聞き取り相手の選定にあたっては、河川水辺の国勢調査アドバイザ

ー等学識経験者等の助言を得るようにする。 
 

2.1 文献調査  
文献調査では、既往の河川水辺の国勢調査の結果、河川水辺総括資料の内容、前回の河川水辺の国勢

調査以降に発行・作成された文献、河川水辺の国勢調査以外の報告書等を収集し、調査区域における陸

上昆虫類等の生息状況についての情報を中心に把握する。既往の河川水辺の国勢調査の結果における、

その他の生物の記録(「その他の生物確認状況一覧表」)を確認し、陸上昆虫類等の確認記録がある場合

は、それらも把握しておく。 
文献、報告書等は、調査対象河川に限定せず、当該水系全体に係る文献を可能な限り原典で収集し、

各事務所において保管しておくことが望ましい。 
文献の検索については、CiNii（国立情報学研究所）、JST（科学技術振興機構）等のインターネット

等による文献検索サービスを利用するとよい。 
文献調査を実施した、報告書等について、以下の項目を整理する(事前調査様式 1)。 

 
 収集文献No.: 文献ごとに発行年順に付番する。 

 文献名: 文献、報告書等のタイトルを記録する。 

 著者名: 著者、編者、調査者等の氏名を記録する。 

 発行年: 文献、報告書等が発行・作成された年(西暦)を記録する。 

 発行元: 出版社名、事務所等名等を記録する。 

 入手先: 文献、報告書等の入手先を記録する。 

 

 

 

 

 

 

—Ⅶ-3— 

 

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



 

 

河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（陸上昆虫類等調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

3. 現地調査計画の策定 

現地調査の実施にあたって適切な調査結果が得られるように、各水系で作成されている最新の「全体調査計画

書」、既往の河川水辺の国勢調査成果及び事前調査の結果を踏まえ、現地踏査、調査地区の設定、調査対象環境区

分の設定、年間の調査時期及び回数の設定、調査方法の選定を行い、現地調査計画を策定する。 
現地調査を年度初めに実施する場合には、現地調査計画の策定を調査実施の前年度に行うと、現地調査を円滑に

実施しやすい。 
なお、現地調査計画の策定にあたっては、必要に応じて、河川水辺の国勢調査アドバイザー等学識経験者等の助

言を得る。 
 

3.1 現地踏査  
現地調査計画の策定にあたっては、全体調査計画及び事前調査の結果を踏まえ、調査対象河川の現地踏査を行

う。現地踏査では、全体調査計画で設定した調査地区の確認を行うとともに、各調査地区における調査対象環境区

分の設定、調査方法の選定を行うための状況の把握を行う。また、各調査地区の特徴を整理するとともに、概観が

わかる写真を随時撮影する。 
なお、全体調査計画で設定された各調査地区の確認は、以下の視点により行う。 
 

(ア) 魚類の生息環境の視点からの調査地区の妥当性 
(イ) 地形や土地利用状況等の変化や工事等による影響による調査地区変更の必要性 
(ウ) 調査地区へのアプローチの容易性 
(エ) 調査に際しての安全性 

 

3.2 調査地区の設定  
調査地区は、基本的に全体調査計画に従う。ただし、事前調査及び現地踏査の結果を踏まえ、全体調査計画策定
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水辺の国勢調査 基本調査マニュアル［共通版］」の「全体調査計画策定の手引き」を参考に、必要に応じて設定し

直す。なお、調査地区を再設定した場合は、新たな調査地区の設定根拠について整理しておく。 
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3. 現地調査計画の策定 
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(エ) 調査に際しての安全性 
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調査地区は、基本的に全体調査計画に従う。ただし、事前調査及び現地踏査の結果を踏まえ、全体調査計画策定

時の調査地区等の設定根拠と著しく状況が変化している場合等、調査地区として不適当な場合については、「Ⅰ概

要編 7.全体調査計画の策定」、「Ⅸ参考資料編 全体調査計画策定の手引き」を参考に、必要に応じて設定し直

す。なお、調査地区を再設定した場合は、新たな調査地区の設定根拠について整理しておく。 
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改 定 現 行 

 

3.3 年間の調査時期及び回数の設定  

現地調査は、春、夏、秋の 3 回以上実施する。 
年間の調査時期及び回数は、基本的に全体調査計画に従い、事前調査及び現地踏査の結果、調査実施当該年度に

おける気象条件等を踏まえ、適切に設定するものとする。 
なお、設定に際しては、必要に応じて「河川水辺の国勢調査 基本調査マニュアル［共通版］」の「全体調査計画

策定の手引き」を参考にする。また、調査時期の設定根拠について整理しておく。 
 

3.4 調査方法の選定  

各調査地区における調査対象環境区分ごとの陸上昆虫類等の生息状況を効率的に把握できるように、調査方法を

選定する。 
陸上昆虫類等調査は、基本的に任意採集法、ライトトラップ法及びピットフォールトラップ法等により行うが、

地域の特性、調査地区及び調査対象環境区分の特性、陸上昆虫類等の特性に応じて、適切な調査方法を選定する。

具体的な調査方法については、「4.1 調査方法」に示す。 
 

3.5 現地調査に際し留意すべき法令等  

現地調査に際しては、以下に示す法令等に十分留意する。 
なお、法令等によっては、事前に申請が必要となる場合がある。申請後、許可を得るまでに日数がかかる場合が

あるため、調査時期を考慮して早めに準備を行う。 
 

表 3.1 現地調査に際し留意すべき法令等 
法令等 関連機関※1 

文化財保護法 文化庁 

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 環境省 

自然公園法 環境省 

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 環境省等 

その他の都道府県・市町村の条例 都道府県・市町村 

※1: 都道府県の関係部局が担当している場合がある。 
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選定する。 
陸上昆虫類等調査は、基本的に任意採集法、ライトトラップ法及びピットフォールトラップ法等により行うが、

地域の特性、調査地区及び調査対象環境区分の特性、陸上昆虫類等の特性に応じて、適切な調査方法を選定する。

具体的な調査方法については、「4.1 調査方法」に示す。 
 

3.5 現地調査に際し留意すべき法令等  

現地調査に際しては、以下に示す法令等に十分留意する。 
なお、法令等によっては、事前に申請が必要となる場合がある。申請後、許可を得るまでに日数がかかる場合が

あるため、調査時期を考慮して早めに準備を行う。 
 

表 現地調査に際し留意すべき法令等 
法令等 関連機関※1 

文化財保護法 文化庁 

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 環境省 

自然公園法 環境省 

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 環境省等 

その他の都道府県・市町村の条例 都道府県・市町村 
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改 定 現 行 

 
4.1.2 ライトトラップ法（灯火採集法） 

(1) 採集方法の特性 

夜間に灯火に集まる陸上昆虫類の習性を利用して採集する方法で、可能な限

り河川環境に依存性の高い種類が採集されるように、ボックス法を採用し、カ

ーテン法は用いない。調査地区内の陸上昆虫類等の生息状況を的確に把握でき

るよう、設置する場所等に十分配慮する。実施にあたっては、満月の夜、風の

強い日、大雨の日等は避けるようにする。また、できるだけ付近に照明がない

場所で調査するのが望ましい。 
 

(2) 採集方法 

＜ボックス法＞ 

光源の下に、大型ロート部及び昆虫収納用ボックス部からなる捕虫器を設置し、光源をめがけて集まった陸上昆虫

類が大型ロート部に落ちたものを、捕虫器に収納し採集する。光源は、紫外線灯（ブラックライト蛍光ランプ）を用

いる。トラップは、樹林内では林床が見渡せる場所に置くようにし、草地ではできるだけ開けた場所に置くようにす

る。 
夕方、日没前までに設置を完了し、翌日早めに回収する。 
ボックスの中には、ステンレス容器等に殺虫剤等を 100cc(翌朝まで残る程度)ほど入れる。なお殺虫剤等は、劇薬

が多いので取扱いに際しては十分注意する。 
基本的に同一調査対象河川区間内はできるだけ同一調査日にトラップを設置する。ただし、大規模な河川等で調査

対象河川区間内の調査日が異なる場合は、極力同じ様な気象条件のもとで調査するようにする。 
 

 (3) 努力量の目安 

光源は紫外線LED ランプ 3～4 球（規格はおおむね次の通り。長さ：8.5mm、径：5mm、順電圧:3.3V、順電

流:20mA、波長:375nm）、ボックス口径 45cm 程度を目安とし、トラップ設置数は１調査地区あたり最低 1 台とす

る。 
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類が大型ロート部に落ちたものを、捕虫器に収納し採集する。光源は、紫外線灯（ブラックライト蛍光ランプ）を用

いる。トラップは、樹林内では林床が見渡せる場所に置くようにし、草地ではできるだけ開けた場所に置くようにす

る。 
夕方、日没前までに設置を完了し、翌日早めに回収する。 
ボックスの中には、ステンレス容器等に殺虫剤等を 100cc(翌朝まで残る程度)ほど入れる。なお殺虫剤等は、劇薬

が多いので取扱いに際しては十分注意する。 
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(3) 努力量の目安 

4～6Ｗ程度のブラックライト(FL4BLB、FL6BLB))、ボックス部口径 45cm 程度を目安とし、トラップは 1 調査
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表 4.2 陸域環境区分 

区分 概要 

開放水面 

河川 
沈水植物群落、浮葉植物群落、抽水植物群落を除く、河川の流水域(流入
支川を含む。)。 

ワンド・たまり 

沈水植物群落、浮葉植物群落、抽水植物群落を除く、平常時も本川と連続

している止水域や、高水敷にみられる閉鎖的水域など、河川区域内にみら

れる通常の流れと分離された水域。 

沈水・浮葉植物群落 沈水植物群落及び浮葉植物群落が優占する領域。 

干潟 砂礫泥地で、日常的な干満により干出する範囲。 

裸地 
植生に覆われていない砂・礫・土泥地(造成中の裸地を含む。干潟は除

く。)。 

草地 
低茎草地 草丈1m未満の草地。 

高茎草地 草丈1m以上の草地。 

低木林 約4m未満の木本が優占する領域(植林針葉樹を含む。笹原を除く。)。 

広葉樹林 約4m以上の広葉樹林が優占する領域(竹林を除く。)。 

針葉樹林 約4m以上の針葉樹林が優占する領域(針葉樹の植林を含む。)。 

竹林 竹が優占する領域。 

笹原 約4m未満の竹や笹が優占する領域。 

果樹園 果樹園として利用されている領域(クワ畑を含む。)。 

畑 近年に耕作されている畑地(水田・果樹園を含まない。)。 

水田 近年に耕作されている水田。 

芝地 グラウンド、運動公園、ゴルフ場などの人為による芝地。 

人工構造物 
道路面、人工護岸、橋梁などの建築・建造物でかつ砂礫土層等があまりな

い地域。 

その他 上記以外の区分。 

 

4.2.2 調査実施状況 
調査地区、調査時の状況、調査実施状況等を調査回、調査地区ごとに整理する(現地調査様式 1 及び 2)。 
 

 調査回、季節、調査年月日: 調査回、季節、調査年月日(年は西暦)を記録する。 
 調査地区: 地区番号、地区名、河口からの距離(支川・支々川の場合は合流点からの距離)、総合調査地区、

河床勾配、感潮の有無、汽水域の有無を記録する。 
 調査開始時刻、調査終了時刻: 実施した各調査手法(任意採集法、ピットフォールトラップ法、ライトトラッ

プ法等)ごとに調査開始日時及び調査終了日時を記録する。また、トラップについては、規格、箇所、月齢、

夜間の天候等、とくに、ピットフォールトラップ法については、「表 4.2  陸域環境区分」 を参照して、ト

ラップ設置箇所の環境を記録する。 
 天候: 調査開始(任意採集法)時の天候を記録する。 
 風の状況: 採集開始時の風の状況を無・弱・中・強の中から選択する。 
 気温: 調査開始(任意採集法)時の気温を記録する。 
 調査担当者: 現地調査を実施した調査担当者の氏名と所属機関を記録する。 
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表 調査対象環境区分 

区分 概要 

開放水面 

河川 
沈水植物群落、浮葉植物群落、抽水植物群落を除く、河川の流水域(流入
支川を含む。)。 

ワンド・たまり 

沈水植物群落、浮葉植物群落、抽水植物群落を除く、平常時も本川と連続

している止水域や、高水敷にみられる閉鎖的水域など、河川区域内にみら

れる通常の流れと分離された水域。 

沈水・浮葉植物群落 沈水植物群落及び浮葉植物群落が優占する領域。 

干潟 砂礫泥地で、日常的な干満により干出する範囲。 

裸地 
植生に覆われていない砂・礫・土泥地(造成中の裸地を含む。干潟は除

く。)。 

草地 
低茎草地 草丈1m未満の草地。 

高茎草地 草丈1m以上の草地。 

低木林 約4m未満の木本が優占する領域(植林針葉樹を含む。笹原を除く。)。 

広葉樹林 約4m以上の広葉樹林が優占する領域(竹林を除く。)。 

針葉樹林 約4m以上の針葉樹林が優占する領域(針葉樹の植林を含む。)。 

竹林 竹が優占する領域。 

笹原 約4m未満の竹や笹が優占する領域。 

果樹園 果樹園として利用されている領域(クワ畑を含む。)。 

畑 近年に耕作されている畑地(水田・果樹園を含まない。)。 

水田 近年に耕作されている水田。 

芝地 グラウンド、運動公園、ゴルフ場などの人為による芝地。 

人工構造物 
道路面、人工護岸、橋梁などの建築・建造物でかつ砂礫土層等があまりな

い地域。 

その他 上記以外の区分。 

 

4.2.2 調査実施状況 
調査地区、調査時の状況、調査実施状況等を調査回、調査地区ごとに整理する(現地調査様式 1 及び 2)。 
 

 調査回、季節、調査年月日: 調査回、季節、調査年月日(年は西暦)を記録する。 
 調査地区: 地区番号、地区名、河口からの距離(支川・支々川の場合は合流点からの距離)、総合調査地区、

河床勾配、感潮の有無、汽水域の有無を記録する。 
 調査開始時刻、調査終了時刻: 実施した各調査手法(任意採集法、ピットフォールトラップ法、ライトトラ

ップ法等)ごとに調査開始日時及び調査終了日時を記録する。また、トラップについては、規格、箇所、月

齢、夜間の天候等、とくに、ピットフォールトラップ法については、「表  陸域環境区分」 を参照して、

トラップ設置箇所の環境を記録する。 
 天候: 調査開始(任意採集法)時の天候を記録する。 
 風の状況: 採集開始時の風の状況を無・弱・中・強の中から選択する。 
 気温: 調査開始(任意採集法)時の気温を記録する。 
 調査担当者: 現地調査を実施した調査担当者の氏名と所属機関を記録する。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



 

 

河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（陸上昆虫類等調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

(ク) 調査地区の範囲: 調査地区の範囲を河川環境基図等背景図に記録する。また、背景図の作成年度を記録して

おく。 

(ケ) スケール、方位及び流れの方向: スケール、方位及び流れの方向(→)を記録する。 

(コ) 調査のルートと地点: 任意採集を実施した調査ルート、ライトトラップ法を実施した場所やピットフォール

トラップ法を実施した場所等を記録する。 

(サ) 写真の撮影場所と撮影方向: 調査地区の概観の写真を撮影した位置と撮影方向を記録する。 

(シ) 特記事項: 調査地区の特徴や陸上昆虫類等の生息に関わりがあると思われる状況等、調査時に気付いたこと

があれば記録する。また、前回からの大きな変化があれば記録する(例.周辺植生、地形などの特徴、草刈り・

火入れ等が行われていた場合その記録、その他(砂利採取や河川工事等))。 

 

4.2.3 重要種及び国外外来種の確認状況 

陸上昆虫類等のうち、重要種及び国外外来種の確認状況について、以下のとおり記録する。 
 

(1) 重要種の確認状況 

重要種の確認状況について、確認位置ごとに以下の項目を記録する(現地調査様式 13 及び 14)。 
 

 確認No.: 重要種の確認位置ごとに付番する。 

 和名: 確認された重要種の和名を記録する。 

 確認状態：個体の確認方法を、「卵/幼虫/蛹/亜成虫/成虫」より選択し、記録する。 

 確認数：原則として個体数を記録し、フィールドサイン(食痕、産卵痕等)の場合は箇所数を記録する。なお、

多数確認された場合には、概数で記録する。 

 確認方法：個体の確認方法を、「表 4.1 調査方法一覧」より選択し、記録する。 

 確認環境：個体が確認された周辺の環境を、「表 4.2 陸域環境区分」より選択し、記録する。 

 指定区分：重要種についてその指定区分を記録する。 

 備考: 特筆すべき情報があれば必要に応じて記録する。 

 確認位置: 重要種が確認された位置を記録する。 
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(ク) 調査地区の範囲: 調査地区の範囲を河川環境基図等背景図に記録する。また、背景図の作成年度を記録して

おく。 

(ケ) スケール、方位及び流れの方向: スケール、方位及び流れの方向(→)を記録する。 

(コ) 調査のルートと地点: 任意採集を実施した調査ルート、ライトトラップ法を実施した場所やピットフォー

ルトラップ法を実施した場所等を記録する。 

(サ) 写真の撮影場所と撮影方向: 調査地区の概観の写真を撮影した位置と撮影方向を記録する。 

(シ) 特記事項: 調査地区の特徴や陸上昆虫類等の生息に関わりがあると思われる状況等、調査時に気付いたこ

とがあれば記録する。また、前回からの大きな変化があれば記録する(例.周辺植生、地形などの特徴、草刈

り・火入れ等が行われていた場合その記録、その他(砂利採取や河川工事等))。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



 

 

河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（陸上昆虫類等調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

(2) 国外外来種の確認状況 

国外外来種のうち、特定外来生物及び生態系被害防止外来種の確認状況について、確認位置ごとに以下の項目を記

録する(現地調査様式 15 及び 16)。 

(ア) 確認No.: 国外外来種の確認位置ごとに付番する。 

(イ) 和名: 確認された国外外来種の和名を記録する。 

(ウ) 確認状態：個体の確認方法を、「卵/幼虫/蛹/亜成虫/成虫」より選択し、記録する。 

(エ) 確認数：原則として個体数を記録し、フィールドサイン(食痕、産卵痕等)の場合は箇所数を記録する。なお、

多数確認された場合には、概数で記録する。 

(オ) 確認方法：個体の確認方法を、「表 4.1 調査方法一覧」より選択し、記録する。 

(カ) 確認環境：個体が確認された周辺の環境を、「表 4.2 陸域環境区分」より選択し、記録する。 

(キ) 指定区分：国外外来種についてその指定区分を記録する。 

(ク) 備考: 特筆すべき情報があれば必要に応じて記録する。 

(ケ) 確認位置: 国外外来種が確認された位置を記録する。 

4.3 同定  
同定にあたっては、国土交通省水管理・国土保全局の河川環境データベース(河川水辺の国勢調査)ホームページで

公開されている「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」に挙げられている「種の同定にあたっての参考文献およ

び留意事項」を活用する。調査対象とする分類群は、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」に挙げられている

「調査対象分類群タクサリスト」において「調査対象」とされている分類群について行うこととし、「対象外」とされ

ている分類群は同定しない。種名の表記及び並び順については、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」に従う。

なお、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」及び「種の同定にあたっての参考文献および留意事項」は、毎年の

調査結果を踏まえ更新を行っているため、活用に際しては事前に必ず最新版を確認する。 

 

4.3.1 同定に際しての留意事項 
同定にあたっては、以下の点に留意する。 

 

(ア) 同定は、原則として種・亜種まで行うこととする。ただし、同定不能な個体（同定に必要な部位が欠損してい

る場合等）や同定の難しいグループ（同定に必要な文献が不足している場合等）は、確実に同定できる部分ま

での同定に留めることとし、それ以上の同定ができない理由(欠損している、若齢個体である、等)については、

同定結果記録票（現地調査様式 3）の備考欄に記載すること。 
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4.3 同定  
同定にあたっては、国土交通省水管理・国土保全局水情報国土データ管理センターの河川環境データベース(河川

水辺の国勢調査)ホームページで公開されている「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」に挙げられている科に属

する種について行うこととし、それ以外の科に属する種については同定しない。同定にあたっては、「河川水辺の国

勢調査のための生物リスト」に挙げられている「準拠文献」、「調査同定上の留意点」を活用する。種名の表記及び

並び順については、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」に従う。なお、「河川水辺の国勢調査のための生物

リスト」は、毎年の調査結果を踏まえ更新を行っているため、活用に際しては最新版を確認する。 

 

 

4.3.1 同定に際しての留意事項 
現地調査において採集した陸上昆虫類等については、以下の点に留意しながら、なるべく種・亜種のレベルまで同

定する。 

 

(ア) 採集した陸上昆虫類等については、成虫を対象として同定を行う。幼虫、卵等についても種名の判明したも

のについては記入する。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



 

 

河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（陸上昆虫類等調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 

(イ) 「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」に掲載されていない種・亜種、調査地域における既知の分布情報

が確認できない種・亜種等については、特に注意して同定を行うこと。 

(ウ) 同定結果を種より上位の分類階級とする場合は、目、科、属のいずれかとし、それ以外は取り扱わない（例: 仮

に亜科や族まで同定可能であったとしても、科として扱う）。この際の種名表記は、整理様式 5 に従う。 

(エ) 地域個体群など、近縁種との判別が非常に難しい種と疑われるものについては、可能であれば DNA 分析用の

サンプルを保存しておくことが望ましい。 

 

 

 

4.3.2 同定上特に留意すべき種 
初めて確認された種、分布上貴重な記録になると考えられる種等については、同定に特に留意する。 

 
4.3.3 同定結果の整理 
各調査地区において調査回ごとに確認された陸上昆虫類等について整理する(現地調査様式 3)。 
 

 調査年月日: 現地調査を実施した年月日(年は西暦)を記録する。 

 地区番号: 調査地区の地区番号を記録する。 

 地区名: 最寄りの橋･堰等をもとに、調査地区の特徴を示す名称を記録する。 

 No.: 和名への整理番号をつける。 

 目名、科名、和名: 確認された生物の目名、科名及び和名を記入する。和名がない種については学名を記録

する。 

 合計個体数: 合計個体数を記録する。 

 採集法: 確認された陸上昆虫類等の採集方法を①任意採集法、②ライトトラップ法、③ピットフォールトラ

ップ法、④目撃法のように採集法ごとに区分し、○をつける。なお、アドバイザー等の指導で、その他の採

集法を行い、その成果を任意採集法と区別する必要がある場合には、⑤以降の区分を使用する。 

 重要種: 重要種についてその指定区分を記録する。 

 外来種: 特定外来生物、生態系被害防止外来種、国外外来種について記録する。 
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(イ) 同定にあたっては、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」に挙げられている科に属する種のみを同定す

る。ただし、同定の不能なものや同定の難しいグループについては、無理に種までは同定しなくともよい。 

(ウ) 種・亜種まで同定できない場合は、和名については、“○○属”、学名については“○○sp.” と表記する(平

成 9 年度版マニュアルでは“○○属の一種”と“○○属の数種”、“○○sp.”と“○○spp.”をそれぞれ区別

していたが、今後は区別しない。)。属より上位の分類群までしか同定できない場合についても、参考文献に

従い、できるだけ詳しく同定する(例: “△△目”、“□□科”)。なお、種・亜種・型まで同定できなかった場

合は、その理由を記録する(例: 雑種、新たに侵入した外来種で図鑑に記録がない、若齢個体のため同定の根

拠となる部位が確認できない。 

 

4.3.2 同定上特に留意すべき種 
初めて確認された種、分布上貴重な記録になると考えられる種等については、同定に特に留意する。 

 
4.3.3 同定結果の整理 
各調査地区において調査回ごとに確認された陸上昆虫類等について整理する(現地調査様式 3)。 
 

 調査年月日: 現地調査を実施した年月日(年は西暦)を記録する。 

 地区番号: 調査地区の地区番号を記録する。 

 地区名: 最寄りの橋･堰等をもとに、調査地区の特徴を示す名称を記録する。 

 No.: 和名への整理番号をつける。 

 目名、科名、和名: 確認された生物の目名、科名及び和名を記入する。和名がない種については学名を記録

する。 

 合計個体数: 合計個体数を記録する。 

 採集法: 確認された陸上昆虫類等の採集方法を①任意採集法、②ライトトラップ法、③ピットフォールトラ

ップ法、④目撃法のように採集法ごとに区分し、○をつける。なお、アドバイザー等の指導で、その他の採

集法を行い、その成果を任意採集法と区別する必要がある場合には、⑤以降の区分を使用する。 

 重要種: 重要種についてその指定区分を記録する。 

 外来種: 特定外来生物、生態系被害防止外来種、国外外来種について記録する。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



 

 

河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（陸上昆虫類等調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 

4.5 標本の作製及び保管  
4.5.1 標本の作製 

現地調査で確認された陸上昆虫類等は、目撃法のみによる確認種を除き、確認種(種レベルまで同定不能なものを

含む)のすべてについて1種1個体以上の標本を作製するが、雌雄を揃えたり、多数の個体を標本にする必要はない。 

標本の作製及び保管にあたっては、後日再同定の必要が生じた場合や寄贈する場合に、対象となる標本を容易に取

り出せるように適宜工夫することが望ましい。 

なお、標本を作製する際に使用するエタノール等は、「毒物及び劇物取締法」等の様々な法律の規制項目として指

定されている。したがって、不要となったエタノール等の廃液については、分解・中和処理や専門業者による適正な

処理を経る等して、適切に廃棄する。 

標本作製にあたっては、以下の点に留意する。 

 

(ア) 標本は、属、科及び目等の分類群ごとに、ひとまとめにして作製してもよい。ただし、調査地区、調査日及

び調査方法の異なる標本については別に分けるようにする（標本作成単位の例: 2005.5.18 ○○△1 任意

採集法 コウチュウ目）。 

(イ) 重要種及び特筆すべき種については、個別に三角紙や四角紙に入れる等して、必ず種ごとに標本を作製す

る。 

(ウ) 液浸標本は、乾燥前の体が柔らかいうちに作製する。 

(エ) 種同定の際に交尾器や口器等を取り外した個体については、外した交尾器や口器等を他の体部と一緒に保管

することが望ましい。 

 

標本作製の目安は、以下のとおりである。 

 

(ア) 乾燥標本:トンボ目、コウチュウ目、カメムシ目等、体が固いものや、チョウ目のように鱗粉を有するもの 

(イ) 液浸標本:クモ目、トビケラ目、カゲロウ目、微小なハエ目及び昆虫全般の幼虫、サナギ等、体が柔らかいも

の 

 

(1) 乾燥標本 

現地調査において採集した陸上昆虫類等は、よく乾燥したうえで、三角紙又は四角紙（綿等を敷いた上に標本を置

いて包むと体が壊れない）で包み、三角紙、四角紙ごとに標本ラベル(「(4) ラベルの作成」参照)を貼付する。これ

らを、乾燥剤・防虫剤（ナフタリンがよい）を入れたインロー型標本箱やタッパウエア等の、密封できるような箱 
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4.5 標本の作製及び保管  
4.5.1 標本の作製 

現地調査で確認された陸上昆虫類等は、目撃法のみによる確認種を除き、確認種(種レベルまで同定不能なものを

含む)のすべてについて1種1個体以上の標本を作製するが、雌雄を揃えたり、多数の個体を標本にする必要はない。 

標本の作製及び保管にあたっては、後日再同定の必要が生じた場合や寄贈する場合に、対象となる標本を容易に取

り出せるように適宜工夫することが望ましい。 

なお、標本を作製する際に使用するエタノール等は、「毒物及び劇物取締法」等の様々な法律の規制項目として指

定されている。したがって、不要となったエタノール等の廃液については、分解・中和処理や専門業者による適正な

処理を経る等して、適切に廃棄する。 

標本作製にあたっては、以下の点に留意する。 

 

(ア) 標本は、属、科及び目等の分類群ごとに、ひとまとめにして作製してもよい。ただし、調査地区、調査日及

び調査方法の異なる標本については別に分けるようにする（標本作成単位の例: 2005.5.18 ○○△1 任意

採集法 コウチュウ目）。 

(イ) 重要種及び特筆すべき種については、個別に三角紙や四角紙に入れる等して、必ず種ごとに標本を作製す

る。 

 

 

 

 

標本作製の目安は、以下のとおりである。 

(ア) 乾燥標本:トンボ目、コウチュウ目、カメムシ目等、体が固いものや、チョウ目のように鱗粉を有するもの 

(イ) 液浸標本:クモ目、トビケラ目、カゲロウ目、微小なハエ目及び昆虫全般の幼虫、サナギ等、体が柔らかいも

の 

 

(1) 乾燥標本 

現地調査において採集した陸上昆虫類等は、よく乾燥したうえで、三角紙又は四角紙（綿等を敷いた上に標本を置

いて包むと体が壊れない）で包み、三角紙、四角紙ごとに標本ラベル(「(4) ラベルの作成」参照)を貼付する。これ

らを、乾燥剤・防虫剤（ナフタリンがよい）を入れたインロー型標本箱やタッパウエア等の、密封できるような箱 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



 

 

河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（陸上昆虫類等調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 
なお、マウント標本を作製する必要はないが、同定に疑義が生じたとき等は、必要に応じて展翅・展足を行い、検

索用標本を作製する。 
 

 
 

(2) 液浸標本 

標本は、原則として 60vol％以上 70vol％未満※1 のエタノールを満たした小型のサンプル瓶に入れる。サンプル瓶

は、標本の大きさに適したものを使用する。以下にサンプル瓶の規格の例を示す。保存液が蒸発する場合があるの

で、定期的に保存状態の確認を行い、必要に応じてエタノールの補充等を行う。できればエタノールを満たした小型

のサンプル瓶を、更にエタノールの入った大型容器に入れ 2 重化すると保存液が蒸発しにくい。 
サンプル瓶には、標本とともに標本ラベル(「(4) ラベルの作成」参照)を必ず入れ、サンプル瓶の回りには、保管No.

ラベル(「(4) ラベルの作成」参照)を貼付する。また、サンプル瓶をまとめた大型容器等には、保管 No.ラベルを貼付

する。 
 
※1: 濃度が 60wt%（約 67vol％）以上のアルコール類は消防法によって「危険物第四類」に指定されており、「指定数量」

400L 以上を危険物貯蔵所・危険物製造所・危険物取扱所以外では貯蔵取扱いはできない、とされているので注意する

こと。 
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なお、マウント標本を作製する必要はないが、同定に疑義が生じたとき等は、必要に応じて展翅・展足を行い、

検索用標本を作製する。 
 

 
 

(2) 液浸標本 

標本は、原則として 60％以上、70％未満※1 のエタノールを満たした小型のサンプル瓶に入れる。サンプル管とし

ては、ねじ口ガラス瓶（ポリプロピレン製パッキンのもの、ハイカー等）を用いるとよい。保存液が蒸発する場合が

あるので、定期的に保存状態の確認を行い、必要に応じてエタノールの補充等を行う。できればエタノールを満たし

た小型のサンプル瓶を、更にエタノールの入った大型容器に入れ 2 重化すると保存液が蒸発しにくい。 
サンプル瓶には、標本とともに標本ラベル(「(4) ラベルの作成」参照)を必ず入れ、サンプル瓶の回りには、保管

No.ラベル(「(4) ラベルの作成」参照)を貼付する。また、サンプル瓶をまとめた大型容器等には、保管 No.ラベルを

貼付する。 
 
※1: 濃度が 70％以上のアルコール類は消防法によって「危険物第四類」に指定されており、「指定数量」200L 以上を危

険物貯蔵所・危険物製造所・危険物取扱所以外では貯蔵取扱いはできない、とされているので注意すること。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



 

 

河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（陸上昆虫類等調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 

 
 

表 4.4 サンプル瓶の規格(例) 
名称 材質 サイズ(mm) 内容量(mL) 

スクリュー

バイアル 

硬質ガラス製 

(蓋はメラミン樹脂、

内蓋パッキングはテフ

ロン/ニトリル) 

19×55 10 

30×65 30 

35×78 50 

50×90 110 

広口瓶 PVC製 

(蓋と内蓋パッキング

はポリプロピレン) 

75×92 300 

90×118 500 

97×167 1000 

112×255 2000 

134×263 3000 

 

(3) 標本情報の記録 

作製した標本について、以下の項目を記録する(現地調査様式 7)。 
(ア) 保管No.: 保管No.を記録する。 

(イ) 標本No.: 標本No.を記録する。 

(ウ) 分類群又は種名: 和名と学名それぞれを記録する。種名が明らかにできない時は科名、目名等を記録する。た

だし、属、科及び目等の分類群ごとに、ひとまとめにしたものについては、属名、科名、目名等で構わない。 

(エ) 水系名、河川名、地区名、地区番号: 水系名、河川名、地区名、地区番号を記録する。 

(オ) 採集地の地名: 都道府県名、市町村名、詳細地名を表記する。 

(カ) 緯度・経度（測地系）:各調査地区の範囲の中心点の緯度・経度を記録する。測地系は JGD2024/ (B, L）とす

る（10 進法）。 

(キ) 雌雄(雌：雄): 重要種及び特筆すべき種のように、個別に三角紙や四角紙に入れたものについては、雌雄の判

別が可能な場合は、雌雄の内訳を記録する。それ以外の分類群単位でまとめたものについては、雌雄を記録し

なくてもよい。 
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(3) 標本情報の記録 

作製した標本について、以下の項目を記録する(現地調査様式 7)。 
(ア) 保管No.: 保管No.を記録する。 

(イ) 標本No.: 標本No.を記録する。 

(ウ) 分類群又は種名: 和名と学名それぞれを記録する。種名が明らかにできない時は科名、目名等を記録する。た

だし、属、科及び目等の分類群ごとに、ひとまとめにしたものについては、属名、科名、目名等で構わない。 

(エ) 水系名、河川名、地区名、地区番号: 水系名、河川名、地区名、地区番号を記録する。 

(オ) 採集地の地名: 都道府県名、市町村名、詳細地名を表記する。 

(カ) 緯度・経度（測地系）: 「河川水辺の国勢調査入出力システム」の画面上で表示される各調査地区の範囲の中

心点の緯度・経度を表記する。また、緯度・経度の測地系を表記する。なお、画面上に表示される緯度・経

度は、GIS 入力の際に設定した河川基盤地図の測地系に基づくため、使用した河川基盤地図の測地系を記録

する。 

(キ) 雌雄(雌：雄): 重要種及び特筆すべき種のように、個別に三角紙や四角紙に入れたものについては、雌雄の判

別が可能な場合は、雌雄の内訳を記録する。それ以外の分類群単位でまとめたものについては、雌雄を記録

しなくてもよい。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



 

 

河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（陸上昆虫類等調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 

(ク)採集者(所属機関): 標本の採集者の氏名、所属機関を記録する。 

(ケ)採集年月日: 標本を採集した年月日(年は西暦)を記録する。 

(コ)同定者(所属機関): 同定者の氏名、所属機関を記録する。 

(サ)同定年月日: 同定された年月日(年は西暦)を記録する。 

(シ)備考: 特記事項がある場合には記録する(例: 標本の状態(破損等)、博物館登録番号)。 

(ス)標本の形式: 標本の作製形式を記録する(例: 液浸標本)。 

 

表 4.5 保管 No.と標本 No.の定義 
名称 定 義 

保管No. 三角紙、四角紙あるいはサンプル管をまとめて入れる容器につ

ける番号。 

標本No. 標本を管理する最小の単位としてつける番号。標本を保管する

三角紙、四角紙あるいはサンプル管ごとにつける番号。 

 

(4) ラベルの作成 

ラベルは、保管 No.ラベルと標本ラベルの 2 種を作成する。乾燥標本では、三角紙又は四角紙に標本ラベルを添付

し、保管容器の蓋に保管 No.ラベルを添付する。液浸標本では、標本と一緒にサンプル瓶に標本ラベルを入れ、サン

プル瓶の回りには保管No.ラベルを貼付する。 

液浸標本で使用する標本ラベルの用紙には、耐水性のものを使用する。印刷の際は、顔料系インクジェットプリン

ターもしくはレーザープリンターにてグレースケール印刷(白黒印刷)する。ラベルは、印刷後に十分な乾燥(約 30 分)

を施したうえでサンプル瓶内に封入する。 

 

1) 保管 No.ラベル 

保管No.ラベルには、河川名、保管No.を表記する。 

＜保管 No.ラベル参考例＞ 
 

 

○川－17 

 

 
(ア) 河川名、保管No.: 河川名、保管No.の順で表記する。保管No.は、連番とする(例: ○○川－17 (河川名－

連番の保管No.))。 
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(ク)採集者(所属機関): 標本の採集者の氏名、所属機関を記録する。 

(ケ)採集年月日: 標本を採集した年月日(年は西暦)を記録する。 

(コ)同定者(所属機関): 同定者の氏名、所属機関を記録する。 

(サ)同定年月日: 同定された年月日(年は西暦)を記録する。 

(シ)備考: 特記事項がある場合には記録する(例: 標本の状態(破損等)、博物館登録番号)。 

(ス)標本の形式: 標本の作製形式を記録する(例: 液浸標本)。 

 

表 保管 No.と標本 No.の定義 
名称 定 義 

保管No. 三角紙、四角紙あるいはサンプル管をまとめて入れる容器につ

ける番号。 

標本No. 標本を管理する最小の単位としてつける番号。標本を保管する

三角紙、四角紙あるいはサンプル管ごとにつける番号。 

 

(4) ラベルの作成 

ラベルは、保管 No.ラベルと標本ラベルの 2 種を作成する。乾燥標本では、三角紙又は四角紙に標本ラベルを添付

し、保管容器の蓋に保管 No.ラベルを添付する。液浸標本では、標本と一緒にサンプル瓶に標本ラベル入れ、サンプ

ル瓶の回りには保管No.ラベルを貼付する。 

液浸標本で使用する標本ラベルの用紙には、耐水性のものを使用する。印刷の際は、顔料系インクジェットプリン

ターにてグレースケール印刷(白黒印刷)する。ラベルは、印刷後に十分な乾燥(約 30 分)を施したうえでサンプル瓶内

に封入する。 

 

1) 保管 No.ラベル 

保管No.ラベルには、河川名、保管No.を表記する。 

＜保管 No.ラベル参考例＞ 
 

 

○川－17 

 

 
(ア) 河川名、保管No.: 河川名、保管No.の順で表記する。保管No.は、連番とする(例: ○○川－17 (河川名

－連番の保管No.))。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



 

 

河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（陸上昆虫類等調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 

2) 標本ラベル 

標本ラベルには、河川名、保管No.、標本No.、採集地の地名、緯度・経度、採集年月日、和名、学名、採集者

名、同定者名を表記する。 
 

＜標本ラベル参考例＞ 
 

●●水系○○川－17－1 －(ア) 

○○県○○市△△ －(イ) 

35.1234567,139.1234567 (JGD2024) －(ウ) 

採集年月日: 20XX.7.18 －(エ) 

コウチュウ目 COLEOPTERA －(オ) 

採集者: ●● ●●(○○会社) －(カ) 

同定者: ▲▲ ▲▲(△△研究所) －(キ) 

 
 
 
 
 

(ア) 水系名、河川名、保管No.、標本No.: 河川名、保管No.、標本No.の順で表記する。保管No.は連番、標本

No.は保管 No.ごとに連番とする (例: ○○川－17－1(水系名河川名－連番の保管 No.－保管 No.ごとに連

番の標本No.))。 

(イ) 採集地の地名: 都道府県名、市町村名、詳細地名を日本語(漢字又はひらがな、カタカナ)で表記する。 

(ウ) 緯度・経度(測地系):各調査地区の範囲の中心点の緯度・経度を表記する。また、緯度・経度の測地系を表記

する。測地系は JGD2024/ (B, L）とする（10 進法）。 

(エ) 採集年月日: 採集した年月日(年は西暦)をアラビア数字で表記する。 

(オ) 和名、学名: 和名(カタカナ)と学名を表記する。 

(カ) 採集者: 採集者の氏名、所属機関を日本語で表記する。 

(キ) 同定者: 同定者の氏名、所属機関を日本語で表記する。 

 

 

 

 

4.5.2 標本の保管 
標本の保管期間は、スクリーニングによる確認種目録の確定まで(調査実施年度の翌年度末まで)とする。 
標本は、適切な管理が期待できるような場所で防虫剤や保存液の補充や入れ替え等の管理を行い確実に保管する。

保管場所としては、標本の変質を防ぐ意味でも冷暗所が望ましい。 
保管期間満了後は、博物館等の研究機関等の標本の受け入れ先を幅広く探し、有効活用 
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2) 標本ラベル 

標本ラベルには、河川名、保管No.、標本No.、採集地の地名、緯度・経度、採集年月日、和名、学名、採集者

名、同定者名を表記する。 
 

＜標本ラベル参考例＞ 
 

●●水系○○川－17－1 －(ア) 

○○県○○市△△ －(イ) 

□°□’ □”N., □°□’ □”E.(世界測地系) －(ウ) 

採集年月日: 20XX.7.18 －(エ) 

コウチュウ目 COLEOPTERA －(オ) 

採集者: ●● ●●(○○会社) －(カ) 

同定者: ▲▲ ▲▲(△△研究所) －(キ) 

 
 
 
 
 

(ア) 水系名、河川名、保管No.、標本No.: 河川名、保管No.、標本No.の順で表記する。保管No.は連番、標本

No.は保管No.ごとに連番とする (例: ○○川－17－1(水系名河川名－連番の保管No.－保管No.ごとに連

番の標本No.))。 

(イ) 採集地の地名: 都道府県名、市町村名、詳細地名を日本語(漢字又はひらがな、カタカナ)で表記する。 

(ウ) 緯度・経度(測地系): 「河川水辺の国勢調査入出力システム」の画面上で表示される各調査地区の範囲の中

心点の緯度・経度を表記する。また、緯度・経度の測地系を表記する。なお、画面上に表示される緯度・経

度は、GIS 入力の際に設定した河川基盤地図の測地系に基づくため、使用した河川基盤地図の測地系を記

録する。 

(エ) 採集年月日: 採集した年月日(年は西暦)をアラビア数字で表記する。 

(オ) 和名、学名: 和名(カタカナ)と学名を表記する。 

(カ) 採集者: 採集者の氏名、所属機関を日本語で表記する。 

(キ) 同定者: 同定者の氏名、所属機関を日本語で表記する。 

 

4.5.2 標本の保管 
標本の保管期間は、スクリーニングによる確認種目録の確定まで(調査実施年度の翌年度末まで)とする。 
標本は、適切な管理が期待できるような場所で防虫剤や保存液の補充や入れ替え等の管理を行い確実に保管する。

保管場所としては、標本の変質を防ぐ意味でも冷暗所が望ましい。 
保管期間満了後は、博物館等の研究機関等の標本の受け入れ先を幅広く探し、有効活用 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 

35mm 又は 50mm 

15mm 

又は 

30mm 

35mm 又は 50mm 

15mm 

又は 

30mm 



 

 

河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（陸上昆虫類等調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 

4.6 移動中等における確認種の記録  
調査地区間の移動中等(調査地区の範囲外や調査時間外)に陸上昆虫類等が確認された場合には、重要種、特定外来

生物及び特筆すべき種に限り、必要に応じて調査地区内で確認された陸上昆虫類等とは別に、以下の項目を記録する

(現地調査様式 8)。 
採集された陸上昆虫類等については、写真撮影を行い、できるだけ標本を作製する。 
なお、対象範囲は調査区域内とする。また、移動中等の確認種の記録は、あくまで補足情報の収集であるため、本

来の調査に支障をきたさない範囲で行う。 
 

(ア) No.: 連番で付番する。 

(イ) 和名: 確認された陸上昆虫類等の和名を記録する。 

(ウ) 重要種: 重要種について記録する。 

(エ) 特定外来生物: 特定外来生物について記録する。 

(オ) 写真、標本: 写真を撮影したり、標本を作製した場合は記録する。 

(カ) 河川名、距離(km): 確認された河川名、河口からの距離(支川・支々川の場合は合流点からの距離)を記録す

る。 

(キ) 緯度・経度：確認された位置の緯度・経度を記録する。測地系は JGD2024/ (B,L)とする（10 進法）。 

(ク) 調査年月日: 確認された年月日(年は西暦)を記録する。 

(ケ) 確認状況: 確認の方法及び周辺環境、個体数等を記録する。 

(コ) 同定者(所属機関): 同定者の氏名、所属機関を記録する。 

 

4.7 その他の生物の記録  
現地調査時に両生類・爬虫類・哺乳類等を目撃したり、死体を発見した場合等には、それらが重要種、特定外来生

物及び特筆すべき種のいずれかであり、かつ現地で同定可能なものに限り、必要に応じて「その他の生物」として以

下の項目を記録する(現地調査様式 9)。 
誤同定を避けるため、無理な同定は行わないようにする。捕獲・採集した生物については写真撮影を行い、できる

だけ標本を作製する。目撃した生物については、写真撮影を行うことが望ましい。 
なお、その他の生物の記録は、あくまで補足情報の収集であるため、本来の調査に支障をきたさない範囲で行う。 
 

(ア) No.: 連番で付番する。 
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4.6 移動中等における確認種の記録  
調査地区間の移動中等(調査地区の範囲外や調査時間外)に陸上昆虫類等が確認された場合には、重要種、特定外来

生物及び特筆すべき種に限り、必要に応じて調査地区内で確認された陸上昆虫類等とは別に、以下の項目を記録する

(現地調査様式 8)。 
採集された陸上昆虫類等については、写真撮影を行い、できるだけ標本を作製する。 
なお、対象範囲は調査区域内とする。また、移動中等の確認種の記録は、あくまで補足情報の収集であるため、本

来の調査に支障をきたさない範囲で行う。 
 

(ア) No.: 連番で付番する。 

(イ) 和名: 確認された陸上昆虫類等の和名を記録する。 

(ウ) 重要種: 重要種について記録する。 

(エ) 特定外来生物: 特定外来生物について記録する。 

(オ) 写真、標本: 写真を撮影したり、標本を作製した場合は記録する。 

(カ) 河川名、距離(km): 確認された河川名、河口からの距離(支川・支々川の場合は合流点からの距離)を記録す

る。 

(キ) 調査年月日: 確認された年月日(年は西暦)を記録する。 

(ク) 確認状況: 確認の方法及び周辺環境、個体数等を記録する。 

(ケ) 同定者(所属機関): 同定者の氏名、所属機関を記録する。 

 
 
 

4.7 その他の生物の記録  
現地調査時に両生類・爬虫類・哺乳類等を目撃したり、死体を発見した場合等には、それらが重要種、特定外来生

物及び特筆すべき種のいずれかであり、かつ現地で同定可能なものに限り、必要に応じて「その他の生物」として以

下の項目を記録する(現地調査様式 9)。 
誤同定を避けるため、無理な同定は行わないようにする。捕獲・採集した生物については写真撮影を行い、できる

だけ標本を作製する。目撃した生物については、写真撮影を行うことが望ましい。 
なお、その他の生物の記録は、あくまで補足情報の収集であるため、本来の調査に支障をきたさない範囲で行う。 
 

(ア) No.: 連番で付番する。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



 

 

河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（陸上昆虫類等調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 
(イ) 生物項目: 確認された生物の項目を記録する。 

(ウ) 目名、科名、和名、学名: 確認された生物の目名、科名、和名、学名を記録する。 

(エ) 写真、標本: 写真を撮影したり、標本を作製した場合は記録する。 

(オ) 地区番号: 確認された地区番号を記録する。調査地区外で確認された場合は「調査地区外」と記録する。 

(カ) 河川名、距離(km): 確認された河川名、河口からの距離(支川・支々川の場合は合流点からの距離)(km)を記

録する。 

(キ) 位置: 確認された位置について左岸・右岸・中洲・その他のいずれかを記録する。 

(ク) 緯度・経度：確認された位置の緯度・経度を記録する。測地系は JGD2024/ (B,L)とする（10 進法）。 

(ケ) 調査年月日: 確認された年月日(年は西暦)を記録する。 

(コ) 確認状況: 確認の方法、周辺環境、個体数等を記録する。 

(サ) 同定者(所属機関): 同定者の氏名と所属機関を記録する。 

 

4.8 集計の際の留意点  
調査結果のとりまとめにあたって、種数を集計する際の留意点及び整理番号の付け方を以下に示す。 

 
4.8.1 集計の際の留意点 
種数の集計に際しては、以下の点に留意する。 
 

 種・亜種までの同定がされていないものについても同一の分類群に属する種がリストアップされていない

場合は計上する。 

 
【種・亜種まで同定されていない種の集計方法(マルガタゴミムシ属の場合の例)】 

“マルガタゴミムシ属(Amara sp.)”の場合、他にマルガタゴミムシ属の種(コマルガタゴミムシ

等)がリストアップされている場合には計上せず、他にマルガタゴミムシ属の種(コマルガタゴ

ミムシ等)がリストアップされていない場合は 1 種として計上する。 

なお、この集計方法は、○○科、○○目等の上位分類群についても同様である。 
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(イ) 生物項目: 確認された生物の項目を記録する。 

(ウ) 目名、科名、和名、学名: 確認された生物の目名、科名、和名、学名を記録する。 

(エ) 写真、標本: 写真を撮影したり、標本を作製した場合は記録する。 

(オ) 地区番号: 確認された地区番号を記録する。調査地区外で確認された場合は「調査地区外」と記録する。 

(カ) 河川名、距離(km): 確認された河川名、河口からの距離(支川・支々川の場合は合流点からの距離)(km)を記

録する。 

(キ) 位置: 確認された位置について左岸・右岸・中洲・その他のいずれかを記録する。 

(ク) 調査年月日: 確認された年月日(年は西暦)を記録する。 

(ケ) 確認状況: 確認の方法、周辺環境、個体数等を記録する。 

(コ) 同定者(所属機関): 同定者の氏名と所属機関を記録する。 

 
 

4.8 集計の際の留意点  
調査結果のとりまとめにあたって、種数を集計する際の留意点及び整理番号の付け方を以下に示す。 

 
4.8.1 集計の際の留意点 
種数の集計に際しては、以下の点に留意する。 
 

 種・亜種までの同定がされていないものについても同一の分類群に属する種がリストアップされていない

場合は計上する。 

 
【種・亜種まで同定されていない種の集計方法(マルガタゴミムシ属の場合の例)】 

“マルガタゴミムシ属(Amara sp.)”の場合、他にマルガタゴミムシ属の種(コマルガタゴミム

シ等)がリストアップされている場合には計上せず、他にマルガタゴミムシ属の種(コマルガ

タゴミムシ等)がリストアップされていない場合は 1 種として計上する。 

なお、この集計方法は、○○科、○○目等の上位分類群についても同様である。 

 

—Ⅶ-24— 

 

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



 

 

河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（陸上昆虫類等調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

5. 調査結果とりまとめ 

5.1 調査結果の整理  
事前調査及び現地調査の結果について、それぞれの様式にとりまとめる。 
事前調査様式・現地調査様式一覧は、以下に示すとおりである。なお、様式の記入例については、「7.

様式集」に示す。 

表 5.1 事前調査様式・現地調査様式一覧 
様式名 概要 様式番号 

陸上昆虫類等 既往文献一

覧表 

調査区域周辺の陸上昆虫類等の生息状況についての情報を

記載している文献、報告書等の基本情報を整理する。 

事前調査様式1 

陸上昆虫類等 助言・聞き

取り等調査票 

河川水辺の国勢調査アドバイザー等学識経験者等の助言か

ら得られた情報・知見の概要を整理する。 

事前調査様式3 

陸上昆虫類等 現地調査票

1 

各季の調査において調査地区ごとに、調査地区の状況、調

査対象環境区分の状況及び調査時の状況を記録する。 

現地調査様式1 

陸上昆虫類等 現地調査票

2 

各調査地区内に設定した調査対象環境区分の位置及び調査

状況を平面図に記入する。 

現地調査様式2 

陸上昆虫類等 重要種確認

状況調査票1 

確認された陸上昆虫類等のうち、重要種の確認状況を確認

位置ごとに記録する。 

現地調査様式13 

陸上昆虫類等 重要種確認

状況調査票2 

重要種の確認位置を記録する。 現地調査様式14 

陸上昆虫類等 国外外来種

確認状況調査票1 

確認された陸上昆虫類等のうち、国外外来種の確認状況を

確認位置ごとに記録する。 

現地調査様式15 

陸上昆虫類等 国外外来種

確認状況調査票2 

国外外来種の確認位置を記録する。 現地調査様式16 

陸上昆虫類等 同定結果記

録票 

調査回ごとに確認された陸上昆虫類等の同定結果を整理す

る。 

現地調査様式3 

陸上昆虫類等 同定文献一

覧表 

同定に用いた文献について記録する。 現地調査様式4 

陸上昆虫類等 写真一覧表 整理の対象となる写真について記録する。 現地調査様式5 

陸上昆虫類等 写真票 陸上昆虫類等写真整理表で整理した写真について作成する

。 

現地調査様式6 

陸上昆虫類等 標本管理一

覧表 

「3.7標本の作製及び保管」において作製された標本につ

いて記録する。 

現地調査様式7 

陸上昆虫類等 移動中等に

おける確認状況一覧表 

調査地区間の移動中等に確認された陸上昆虫類等について

記録する。 

現地調査様式8 

陸上昆虫類等 その他の生

物確認状況一覧表 

今回の陸上昆虫類等調査において確認された、陸上昆虫類

等以外の生物の確認状況を記録する。 

現地調査様式9 

陸上昆虫類等 調査実施状

況一覧表 

今回の調査地区、調査時期、調査方法について整理する。 現地調査様式10 

陸上昆虫類等 調査地区位

置図 

調査地区の位置が把握できるような現地調査地区位置図を

作成する。 

現地調査様式11 

 

陸上昆虫類等 現地調査結

果の概要 

今回の現地調査結果の概要及び重要種に関する情報を整理

する。 

現地調査様式12 

※事前調査様式2（陸上昆虫類等 文献概要記録票）はマニュアル改訂により廃止とした。 
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5. 調査結果とりまとめ 

5.1 調査結果の整理  
事前調査及び現地調査の結果について、それぞれの様式にとりまとめる。 
事前調査様式・現地調査様式一覧は、以下に示すとおりである。なお、様式の記入例については、「7.

様式集」に示す。 

表 事前調査様式・現地調査様式一覧 
様式名 概要 様式番号 

陸上昆虫類等 既往文

献一覧表 

調査区域周辺の陸上昆虫類等の生息状況についての情報

を記載している文献、報告書等の基本情報を整理する。 

事前調査様式1 

陸上昆虫類等 助言・

聞き取り等調査票 

河川水辺の国勢調査アドバイザー等学識経験者等の助言

から得られた情報・知見の概要を整理する。 

事前調査様式3 

陸上昆虫類等 現地調

査票1 

各季の調査において調査地区ごとに、調査地区の状況、

調査対象環境区分の状況及び調査時の状況を記録する。 

現地調査様式1 

陸上昆虫類等 現地調

査票2 

各調査地区内に設定した調査対象環境区分の位置及び調

査状況を平面図に記入する。 

現地調査様式2 

陸上昆虫類等 同定結

果記録票 

調査回ごとに確認された陸上昆虫類等の同定結果を整理

する。 

現地調査様式3 

陸上昆虫類等 同定文

献一覧表 

同定に用いた文献について記録する。 現地調査様式4 

陸上昆虫類等 写真一

覧表 

整理の対象となる写真について記録する。 現地調査様式5 

陸上昆虫類等 写真票 陸上昆虫類等写真整理表で整理した写真について作成す

る。 

現地調査様式6 

陸上昆虫類等 標本管

理一覧表 

「3.7標本の作製及び保管」において作製された標本につ

いて記録する。 

現地調査様式7 

陸上昆虫類等 移動中

等における確認状況一

覧表 

調査地区間の移動中等に確認された陸上昆虫類等につい

て記録する。 

現地調査様式8 

陸上昆虫類等 その他

の生物確認状況一覧表 

今回の陸上昆虫類等調査において確認された、陸上昆虫

類等以外の生物の確認状況を記録する。 

現地調査様式9 

陸上昆虫類等 調査実

施状況一覧表 

今回の調査地区、調査時期、調査方法について整理する

。 

現地調査様式10 

陸上昆虫類等 調査地

区位置図 

調査地区の位置が把握できるような現地調査地区位置図

を作成する。 

現地調査様式11 

 

陸上昆虫類等 現地調

査結果の概要 

今回の現地調査結果の概要及び重要種に関する情報を整

理する。 

現地調査様式12 

※事前調査様式 2（陸上昆虫類等 文献概要記録票）はマニュアル改訂により廃止とした。 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



 

 

  
河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（陸上昆虫類等調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



 

 

河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（陸上昆虫類等調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 
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新規追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



 

 

河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（陸上昆虫類等調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—Ⅶ-41— 

 

新規追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



 

 

河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（陸上昆虫類等調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 
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新規追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



 

 

河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（陸上昆虫類等調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 
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新規追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



 

 

河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（陸上昆虫類等調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



 

 

河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（陸上昆虫類等調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 
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赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



 

 

河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（陸上昆虫類等調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 
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—Ⅶ-42— 

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



 

 

河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（陸上昆虫類等調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—Ⅶ-49— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—Ⅶ-43— 

 

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



 

 

河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（陸上昆虫類等調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—Ⅶ-50— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—Ⅶ-44— 

 

  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



 

 

河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（陸上昆虫類等調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—Ⅶ-54— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—Ⅶ-48— 

 

  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



 

 

河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（陸上昆虫類等調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—Ⅶ-55— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—Ⅶ-49— 

  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



 

 

河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（陸上昆虫類等調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—Ⅶ-56— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—Ⅶ-50— 

 

  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



 

 

河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（陸上昆虫類等調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—Ⅶ-58— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—Ⅶ-52— 

 

 

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

  

 

  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 

- 

  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 
 

 

  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 

- 

  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 
 

  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 
 

  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

  

  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 
 

  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 
 

  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 
 

  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 

- 

 

 

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 

- 

 

  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 
 

  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 
 

  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 
 

  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

  
 

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 

- 

  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 
 

  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 
 

  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 
 

  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 
 

  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 

- 

  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 
 

  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 
 

  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 
 

  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 
 

  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

  

  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 
 

  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 
 

  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 

 

   

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 

- 

   

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 

- 

 

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 

- 

 

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 

- 

 

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

  
  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 

- 

 

  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 
 

  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 
 

  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 
 

  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 
 

  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 
 

  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 
 

 

 

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 
 

  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 
 

  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 
 

  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 
 

  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 
 

  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 

新規追加 

  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 
 

  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 
 

  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 
 

  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

  
 

  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 
 

  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 

新規追加 

  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 
 

  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

  

  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 

- 

  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 

- 

  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 

- 

  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 

- 

  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 

- 

  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 

- 

  

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 



河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル［河川版］（河川環境基図作成調査編） 新旧対照表 

改 定 現 行 

 
- 

 

赤字：改定版の中で、現行マニュアルから追加・変更した部分を示す。 


